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「地域イノベーション創出のための公設試験研究機関の役割等に関する調査」 

 

＜要  旨＞ 

 

地域が主体性を持って、地域の科学技術を振興し地域の活性化を図って行くためには、

これまで地域において地域振興に技術的側面から中心的な役割を担ってきた公設試験研究

機関（以下「公設試」という）が、地域の産学連携によるイノベーションを加速する観点

から、どのような役割を果たし、我が国全体のイノベーションネットワークを構築するか

について再検討することが重要であると認識されている。 

本調査では、地域のイノベーション創出に向けた公設試のあり方について、上記の視点

からの検討に資する基礎データとして、文献調査、関連機関へのアンケート調査、インタ

ビュー調査等を行い、これらを整理した。調査の視点を鑑みて、データは、地域のポテン

シャル等を示すデータとして整理するとともに、公設試の現況等に関する差異やそれが生

じる要因等を検討するための俯瞰できるデータとして整理した。調査の主要な結果は以下

にまとめた。 

 

(1) 公設試の活動現況を把握するため、分野を問わず全国の全ての公設試を対象に、アンケ

ート調査（基礎データ調査）を行い、448 機関から回答を得た。その結果、以下の状況

が把握できた。 

① 公設試の人員について、技術系職員数は、ここ 10 年間で、工業系が 13％、農林水産系

が 10％、環境・衛生系が 19％、それぞれ減少していることが分かった。また、非正規

職員の比率を増やして業務対応していることも認識された。 

② 公設試の予算について、都道府県費は、この 10年間で、工業系が 16％、農林水産系が

12％、環境・衛生系が 19％、それぞれ縮減していることが分かった。そのため、国・

独立行政法人からの支援や民間との共同研究や受託研究を増やす方策を模索する機関

が増加していることが明らかになった。 

③ 人員と業務に関して、公設試の多くの機関は、1 機関当たりの職員数が 10～40 人と小

規模の組織であり、少ない人数で、技術開発、技術相談、行政・一般依頼試験、機器

設備の貸与などの技術支援活動を中心に多様な業務を行っている。近年では、支援す

る技術分野が拡大し、要望も多岐にわたるため、1人当たりの業務負荷が増大している

と同時に、今後の支援活動への対応の抜本的改革が急務であると認識された。 

④ 知的財産活動については、技術系職員１人当たりで見ると、ライセンス数は、工業系

で 0.2 件/年、農林水産系で 0.03 件/年、環境衛生系で 0.02 件/年と少なく、未だ十分

な状況にはないと判断される。 

 

(2) 公設試の役割・機能と今後の課題に関して、公設試と公設試所管部署を対象に、アンケ



 

 ii 

ート調査（個別データ調査）を行い、所管部署からは 157 部署、公設試からは 386 機関

から回答を得た。その結果、以下の状況が把握できた。 

① 公設試運営に関する考え方について、産業ビジョン・基本計画や科学技術振興指針等

の中で、公設試の基本方針や運営の方向性を明示している自治体が 87％であり、多く

の自治体で公設試の運営を明示している。一方、これらの策定に参画・関与した公設

試は 55％であり、公設試の意向が必ずしも反映されていないことがうかがえる。また、

基本計画や指針を受けて、公設試の事業計画等に公設試の独自の理念や方針を明示し

ている機関は 60％であり、独自の運営方針を明確化している機関は必ずしも多いとは

いえない。 

② 自治体のビジョンの中で明示されている技術支援の方向性については、「新技術・新産

業の創出育成」、「地域産業の高度化」が多く示されており、研究開発の方向性につい

ては、「地域産業の高度化」、「地域の先導的な研究開発の推進」が挙げられている。こ

れらは公設試の重要な機能として位置づけられていることが認識された。 

③ 公設試の役割と今後の方向性について、公設試、公設試所管部署ともに回答が多かっ

たものは、「技術指導・普及」、「関連分野の情報収集・分析・発信」であり、これらは

これまで公設試が担ってきた技術支援であり、今後も継続・拡充していくとしている。

分野別に見ると、工業系公設試では、技術支援を中心に、伝統・地場産業の育成、人

材育成・後継者支援など多岐にわたっていることが分かった。一方、農林水産系公設

試では、実用化研究・地域対応型研究の推進や基礎研究の推進といった研究を中心に、

技術指導・普及、技術の高度化・高付加価値化への支援を行っており、工業系と同様

に多岐にわたっていることが認識された。 

④ 公設試が抱える課題としては、「施設・設備の老朽化」、「研究資金の不足」、「業務の増

加・多様化による職員の負荷の増加」がそれぞれ 5 割を超えており、また、公設試で

は「研究員の絶対数の不足」も大きな課題として挙げられている。 

⑤ “公設試の役割と今後の方向性”および“公設試が抱える課題”の分析結果から、公

設試は、産学官連携による地域の技術開発ポテンシャルを結集して、地域のプラット

フォームとして駆動できる体制の整備や、研究開発の選択と集中とともに、産業活性

化に役立つ出口を指向した支援策を比較的少人数で効果的に行う方策を模索する状況

にあると推察できる。またこのためのコーディネート能力、競争的資金確保の能力な

ど公設試自身のポテンシャルアップを図る必要性があることがうかがえる。 

⑥ 多くの自治体では、環境の変化に応じて公設試は分野ごとに統合・改編を行っている。

一方、地方独立行政法人（地独）への移行に対しては、「ほとんど検討はしていない」

が 57％、「検討の結果、当面は見送り」が 24％と、地独化への動きは、大勢となって

おらず、その理由として大きなメリットはないことが認識された。 

⑦ 公設試の独自の研究・開発については、9割以上の公設試が現場ニーズに基づくテーマ
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を設定している。具体的には、「地域の既存産業の高度化に向けた研究」、「新技術・商

品・新品種の開発に向けた研究」が多く、地域が直面する課題の解決や地域の先導的

な研究開発を推進することを重視していることが認識できる。 

⑧ 公設試の産学官連携への取り組みについては、「地域産業に貢献するための研究開発の

拠点」を目的とし、「企業ニーズの大学等、公設試への橋渡し」、「大学等・公設試の研

究成果の事業化への橋渡し」といった地域産業振興を重点に置き、今後も継続的に強

化して連携を行いたいとしている。また、大学との連携については、共同研究や国の

プロジェクトなどへの推進に対する協力を通じて、共同研究の促進や職員の研究能力

の向上、地元企業等のイノベーションへの支援に向け連携を進めていることが認識で

きた。 

 

(3) アンケート調査により実施した「基礎データ調査」および「個別データ調査」の補完と

して、公設試の活動の具体的課題や先進事例を調査するため、公設試 24 機関とその所

管部署を対象にインタビュー調査を行った。主要な結果は以下のとおりである。 

① 公設試は、人員や予算が削減されるなか、多様なニーズに対応するために、組織の改

編や支援システムの再構築を行い、それぞれの地域の特徴を活かした合理的・効果的

な活動を模索している。 

② 特に大学との連携や地域を越える広域連携が模索されており、地域ブロックでの活動

など、様々なかたちでの連携が行われ始めている。 

 

(4) 公設試を利用する立場の企業からみた公設試の活動に対する満足度について、アンケー

ト調査を行った。結果は以下のとおりである。 

① 技術相談・技術指導、試験検査、委託研究、共同研究など全ての利用に関して、「満足」、

「まあまあ満足」と回答した企業が 9 割を超えている。その一方で、公設試の機能と

して、技術相談・指導などの技術支援業務への対応をさらに強化して欲しいとの要望

が強いことが分かった。また、機器設備の老朽化への対応を望む声も大きいことが確

認できた。 

② 地域の中小企業が技術相談など技術支援を得る場合の相手先について、多い順に「地

域の公設試」が 40％、「大学（高専を含む）」が 26％、「地域の産業支援機関」が 12％

であり、相談先として公設試の存在が大きいことが認識された。 

 

(5) これまで行われてきた地域事業のうち、独立行政法人科学技術振興機構（以下「JST」

という）の地域事業を中心に公設試と大学の連携について文献調査や分析を行った結果、

地域の技術開発ポテンシャルをさらに強化するために、大学と公設試が補完的な連携を

推進する必要があると認識された。 
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(6) 地域のイノベーションを加速する上で、公設試の果たす役割を整理した結果、以下の方

策の強化を提言する。 

【1】大学との補完連携 

公設試は、これまで技術相談などの支援活動を通して、地域企業のニーズを把握してい

る。一方、大学側は、先端的な技術を研究しており、そこから生み出される差別化できる

技術シーズが企業ニーズなどにマッチする場合は、新たなイノベーションに繋がる可能性

が高くなる。従って、以下に示すような補完連携が期待される。 

① 差別化できる技術を有する協力的な大学の研究者との連携による企業側への技術相談

サービスの提供 

② 大学の研究成果を企業に移転するにあたっての試作等の技術開発の支援 

③ 大学との共同研究など大型プロジェクト型研究の推進マネジメント機能 

【2】課題解決型・広域連携プロジェクトの推進機能 

これまで、公設試は、地域の中小企業を対象に技術相談や技術指導、依頼試験などの技

術支援機能を果たしてきた。今後、単なる技術支援のみならず、大きなイノベーションに

向けたプロジェクト企画と構築、マネジメント機能など、特に以下に示すような機能が期

待される。 

① ニーズから見た技術マッチングを高度化した技術開発・事業化へのプロデュース機能 

② 地域の企業ニーズ、大きなイノベーションニーズに向けた広域連携プロジェクトの構

築 

③ 地域の産業支援系財団、支援機関との統合や補完連携 

このような機能を強化する上では、地域の企業が真に何を望んでいるのか、技術のみな

らず、市場を見る目＝“データマイニング”を養っていくことが肝要と考える。 
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1. 調査の目的 

 

これまで公設試験研究機関（以下「公設試」という）は、地域の中小企業に対する技術

指導等により、地域産業の底上げを図ると共に、地域の個性を発揮した研究により我が国

全体の科学技術の多様性確保にも貢献してきており、また、文部科学省が平成14年度から

開始している「知的クラスター創成事業」および「都市エリア産学官連携促進事業」への

参画を通じて、大学や企業との共同研究などにより新技術の事業化への貢献も期待されて

いる。 

しかしながら、地方自治体の予算を見ると、科学技術関係への投資の優先順位は低く、

他の行政需要の高い分野に支出されている状況にあることにも起因し、全国の公設試の現

況を見渡すと、公設試の予算、研究者数はこの数年で急激に減少してきており、また、地

方大学においては、教育・研究機能に加え、成果の社会への提供による地域貢献機能の充

実を図り、地域企業との共同研究等を通じ、地域の活性化に貢献し始めている状況にある。  

今後、地域が主体性を持って、地域科学技術振興や地域経済の活性化を図っていくには、

これまで地域科学技術振興や地域産業振興の中心的役割を担ってきた公設試が、地域の産

学官連携による地域イノベーション推進の観点から、どのような役割を果たしていくべき

か、我が国全体のイノベーションネットワークを構築する視点から再検討していくことが

重要である。  

本調査では、地域イノベーション創出に向けた今後の公設試のあり方について、上記の

視点からの検討に資する、現在の公設試の状況や各地域の科学技術ポテンシャル等につい

て示す情報・データ収集を、文献調査や、関係機関に対するアンケート調査、インタビュ

ー調査等を通じて実施する。その上で、地域間の科学技術に対する取り組み、公設試の現

況等に関する差異やそれが生じる要因等について比較・分析等を実施し、我が国全体の公

設試の現況について俯瞰できる調査報告書をとりまとめることを目的とする。 
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2. 調査の方法 

 

上記の目的を達成するために、公設試と公設試所管部署に対し、アンケート調査、イン

タビュー調査を実施した。また、公設試を利用する立場である企業に対し、アンケート調

査を実施した。調査項目と調査方法は以下のとおりである。 

 

2.1. 調査項目 

(1) 公設試に関する基礎データ 

公設試の業務分類（工業系、農林水産系、環境・衛生系等）を問わず、各自治体（都道

府県および政令指定都市）の公設試（地方独立行政法人（以下「地独」という）に移行し

た公設試を含む）について、過去10年における以下のデータの収集。 

・職員数（正職員（事務職、研究職等の内訳）、臨時職員、博士号取得者数等）  

・収入の内訳（県単予算（人件費、設備備品費、事業費）、依頼試験等の収入、共同研

究等の収入、外部資金等）  

・公設試のアウトプットを示すデータ（特許、論文、メディア発表、独自研究、共同研

究、受託研究、依頼試験、設備等供与、レンタルラボ、技術指導、技術相談、人材育

成（研修生の受け入れ・派遣）等）  

・他の機関との人事交流状況（大学、国研、他の公設試（自治体内外）、民間企業等）  

・共同研究の相手方の種別（大学、国研、他の公設試（自治体内外）、民間企業等）と

数の推移  

・公設試が所有する設備の使用・更新状況  

・公設試が所有する施設、備品の点数と使用年数および一人あたり維持・管理を担当す

る装置の数  

・職員の用務内容（エフォート（研究開発、技術指導、人材育成等）の割合）  

・外部資金獲得状況（国費については事業名・期間、民間助成金等） 

 

(2) 公設試に関する個別データ 

a. 公設試に対する各都道府県のビジョン 

b. 地元企業の公設試に対する満足度 

c. 公設試における独自研究の実施の状況 

d. 各自治体の科学技術ポテンシャルとそれを担う公設試が果たす役割の関連性 

e. 各自治体の産業ビジョンとその実現を担う公設試が果たす役割の関連性 

f. 各自治体に存する地域大学および高等専門学校（以下「高専」という。）と公設試

との連携状況 

g. 公設試を含めた地域内の産学官連携システムの状況 
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h. 各自治体に属する公設試に関する今後の運営方針 

 

(3) 公設試に対する利用者としての企業の満足度に関するデータ 

・利用のきっかけと頻度 

・利用状況：技術相談・技術指導／依頼試験・依頼分析／設備／委託研究／共同研究 

・公設試の利用による自社への貢献 

・公設試への要望 

 

2.2. 調査方法 

2.2.1. 公設試および公設試所管部署へのアンケート調査 

(1) アンケート対象者 

・ 都道府県および政令指定都市の公設試と公設試所管部署 

・ 地方独立行政法人公設試 

(2) アンケート実施方法 

● アンケートの構成1 

・ 2.1.(1)に示す基礎データ収集に対し、公設試向けに「①基礎データ調査票」を作

成 

・ 2.1.(2)に示す個別データ収集に対し、公設試所管部署向けに「②個別データ調査

票」、公設試向けに「③個別データ調査票」を作成 

 

● アンケートの発送、回収方法 

都道府県および政令指定都市の科学技術振興所管部署に対し、アンケート調査票（媒

体 CD）への記入依頼を郵送し、科学技術振興所管部署経由で公設試所管部署とその所

管する公設試に記入を依頼した。回答は、所管部署、公設試から財団法人 全日本地域

交流研究協会（以下「JAREC」という）へ直接電子メールで送付する形式で回収した。 

地方独立行政法人となった公設試には、直接、アンケート調査票（媒体 CD）への記

入依頼を郵送し、回答は JAREC へ電子メールで送付する形式で回収した。送付および

回収ルートのルートを図 2.2.1 に示す。 

 

                                                   
1 公設試および公設試所管部署の調査項目については、「7.2. アンケート調査票」の「① 公設試験研

究機関 基礎データ調査票」、「② 公設試験研究機関所管部署 個別データ調査票」、「③ 公設試験研究

機関 個別データ調査票」を参照。 
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自治体 

大学等 

JAREC 

送
付
し
た
こ
と
を
連
絡 

②回答 

①③ 

①③ 

科学技術・産業振興 
所管部署 

工業研究センター 

産業技術センター 

①③ 

農林水産系 
・食品加工系公設試 

所管部署 農林業センター 

工業系公設試 
所管部署 

①③ 

①③回答 

水産試験場 

環境衛生研究所 

保健・環境学公設試 
所管部署 

地方独立行政法人 
公設試 

①③回答 

①③回答 ①③ 

○○公設試 

②回答 
その他公設試 
所管部署 

 
①③回答 ①③ 

②回答 

②回答 

②回答 

①③回答 

①③回答 

公設試所管部署の例 個別公設試の例 

HP 
回答様式

up 

①③ 

① 
② 
③ 

CD 
①②③ 

JAREC 

回答は、原則と
して E-mail 
でもらう 

 

注）①：「①公設試 基礎データ調査票」 ②：「②所管部署 個別データ調査票」 ③：

「③公設試 個別データ調査票」。 

図 2.2.1 アンケートの依頼・回収ルート 

● アンケート期間：平成 22年 11 月 11 日～平成 23年 1月 24 日 

● 調査機関数 

公設試所管部署 183 部署 

公設試    572 機関 

● 回答数 

公設試所管部署 157 部署（回答率：85.8％） 

公設試 「基礎調査票」448 機関（回答率：78.3％） 

    「個別調査票」386 機関（回答率：67.5％） 

 

表 2.2.1 公設試および公設試所管部署に対するアンケート調査の回答状況 

機関区分 調査票区分
調査

機関数
回答

機関数
回答率

  公設試所管部署  ②所管部署個別票 183 157 85.8%

  公設試験研究機関  ①基礎調査票 572 448 78.3%

 ③個別調査票 572 386 67.5%
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2.2.2. 公設試および公設試所管部署へのインタビュー調査 

(1) インタビュー対象者とその抽出方法 

都市圏として東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県の 5都府県、地方として山

形県、群馬県、富山県、山口県、高知県、熊本県の 6県の工業系公設試と農業系公設

試（山口県は除く）、環境・衛生系として茨城県を抽出した。 

インタビュー調査を実施した公設試と訪問日は、表 2.2.2 のとおりである。 

 

表 2.2.2 インタビュー訪問先および訪問日 

自治体名 工業系 農業系 訪問日 

都
市
圏 

東京都 東京都立産業技術研究センター 東京都農林総合研究センター 2 月 23 日 

愛知県 愛知県産業技術研究所 愛知県農業総合試験場 2 月 4日 

京都府 京都府中小企業技術センター 京都府農林水産技術センター 2 月 14 日 

大阪府 大阪府立産業技術総合研究所 大阪府環境農林水産総合研究所 2 月 15 日 

兵庫県 兵庫県立工業技術センター 兵庫県立農林水産技術総合センター 2 月 16 日 

地
方 

山形県 山形県工業技術センター 山形県農業総合研究センター 2 月 3日 

群馬県 群馬県産業技術センター 群馬県農業技術センター 3 月 9日 

富山県 富山県工業技術センター 富山県農林水産総合技術センター 2 月 7日 

鳥取県 鳥取県産業技術センター 鳥取県農林総合研究所 2 月 7日 

山口県 山口県産業技術センター － 2 月 7日 

高知県 高知県工業技術センター 高知県農業技術センター 2 月 9日 

熊本県 熊本県産業技術センター 熊本県農業研究センター 1 月 27 日 

自治体名 環境・衛生系 訪問日 

地方 茨城県 茨城県霞ヶ浦環境科学センター  3 月 11 日 

 

(2) インタビュー実施方法 

事前に、各自治体に共通する項目に対するインタビュー項目を電子メールにてイン

タビュー予定者に送付し、当日はその質問事項に答えてもらい、合わせて各自治体の

特徴的な取り組みについて聞き取りするという形式でインタビューを実施した。 

 

2.2.3. 公設試に対する利用者としての企業の満足度についてのアンケート調査 

(1) アンケート対象者とその抽出方法 

・ 対象企業：1,845 社 

・ 都道府県ごとに 40社程度を目標に、工業系企業を中心に公設試を利用していると

思われる企業をインターネット、雑誌等で抽出した。 

(2) アンケート実施方法 

● アンケートの発送、回収方法 

抽出した 1,845 社に対して、電子メールあるいは郵送によりアンケート記入依頼を

送付し、JAREC のホームページ上のアンケート調査票「地域イノベーション創出のた

めの公設試験研究機関の役割等に関する調査 利用者満足度調査」に直接入力する形
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式で回答を回収した2。 

 

● アンケート期間：平成 23年 2月 22 日～3月 9日 

● 調査企業数：1,845 社 

● 回答数：企業 254 社（回答率：13.8％） 

 

表 2.2.3 企業に対するアンケート調査の回答状況 

機関区分 調査票区分
調査

機関数
回答

機関数
回答率

企業 利用者満足度調査票 1,845 254 13.8%
 

 

                                                   
2 利用者満足度調査の調査項目は、「7.2. アンケート調査票」の「④ 利用者満足度調査 調査票」を

参照。 
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3. 調査体制 

 

本調査は以下の体制で実施した。 

 

長嶋　佐央里

提案者（契約権者）
沖村　憲樹

桐原　庄市

齋藤　省吾石川　悳也

桐原　庄市

基礎データ収集分析 個別データ収集分析 報告書作成

業務責任者 経理責任者
小林　真由実

資金管理
小林　真由実

齋藤　省吾

中﨑　正好

中﨑　正好

石川　悳也

鈴木　久美子石井　民子

石川　悳也

鈴木　久美子

長嶋　佐央里

 

 

図 2.2.1 調査体制 
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4. 調査結果 

 

4.1. 公設試の活動状況の推移 

本節では基礎調査の結果から公設試の活動状況を整理し、その推移を示す。なお、分析

は、都度目的にあった有効なデータ数を抽出し、整理したデータにより実施している。 

 

4.1.1. 公設試の人員規模と資金規模 

ここでは、公設試のインプットとして人員規模と資金規模の推移の調査結果を整理する。 

 

(1) 人員規模 

人員規模について、10 年間の技術系職員数の増減の推移と 5年間の技術系職員の推移を

図 4.1.1 に示す。ここでは、平成 12 年の職員数を１、平成 17 年の職員数を１としてその

傾向を整理した。平成 12～21 年度の 10年間の推移に着目すると、約 1～2割の技術系職員

が減少傾向にあることが分かった。 
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10 年間の推移（平成 12 年度を 1 とした場合）      5 年間の推移（平成 17 年度を 1 とした場合） 

図 4.1.1 公設試の技術系職員数の推移 

 

また、5年間の公設試全職員の総数の推移については、図 4.1.2 のとおりである。これ

と図 4.1.1 右図の技術系職員数の推移と比較すると、環境・衛生系の技術系職員の減少率

が大きい。一方、職員の総数で見ると、農林水産系の公設試の減少率が最も大きいことが

分かる。 
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図 4.1.2 公設試の全職員数の推移（平成 17 年を 1 とした場合） 

 

(2) 公設試１機関あたりの人員規模 

次に、公設試１機関あたりの人員規模を見ると（図 4.1.3 参照）、工業系では 10～50 人

未満の公設試が多く、農林水産系では 20 人未満の機関が最も多く、環境・衛生系公設試で

は 40人未満の機関が多いことが分かる。このことから、公設試は規模が小さく、自治体全

域を対象に広範囲な分野での支援をどのように行っていくかが課題といえる。 
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注）回答数：229 機関。 

図 4.1.3 公設試１機関当たりの技術系職員数の規模（平成 21 年度） 

 

(3) 博士号取得者の規模 

公設試の分野別に博士号取得者の比率について図 4.1.4 を見ると、工業系と環境・衛生

系では、技術系職員数に占める博士号取得者の割合が 23％であり、農林水産系では、その

約半分の 10％となっている（図 4.1.4 参照）。これを見る限り、公設試は、技術系企業の

設計開発部隊とほぼ同等程度の博士号取得者集団であるといえる。 
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図 4.1.4 公設試機関種別ごとの技術系職員数の博士号取得者（平成 21 年度） 

 

(4) 全職員に対する非正規職員の割合の推移 

全職員に対する非正規職員の割合の推移について図 4.1.5 を俯瞰すると、農林水産系で

は、約 20％が非正規職員であるのに対し、工業系と環境・衛生系ではその比率は、12～14%

と農林水産系よりも低い。しかしその推移に着目すると、5年前では 8～9％であったのに

対し、平成 21年には 14％と単調増加している。 
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図 4.1.5 全職員に対する非正規職員の割合の推移 

 

(5) 公設試に対する都道府県からの支出額の推移 

次に、公設試に対する都道府県費（人件費を含む）の推移をみると1、図 4.1.6 に示す

とおり、平成 12年度からの 10年間で、工業系、農林水産系、環境・衛生系ともに、都道

                                                   
1 都道府県費とは、ここでは、各自治体の一般会計からの充当のことで、政令指定都市のそれも含んでい

る。以下も同様である。 
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府県からの支出額は概ね縮減しており、縮減率は約 12～19％であることが分かった。 
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実額の推移      平成 12 年度を 1 とした場合 

図 4.1.6 公設試に対する都道府県費（人件費含む）の推移 

 

(6) 公設試の収入と支出の推移 

ここでは、公設試の収入と支出の調査結果について、公設試の分野別に整理した。 

 

① 工業系公設試の特徴 

図 4.1.7～図 4.1.9 にまとめを示す。図 4.1.7 の 5 年間の収入の推移を見ると、都道府

県からの費用は減少傾向にあるが、国および政府系独立法人からの受託費は平成 21 年には

増加を示している。また、正規職員 1人当たりの収入として見ると、図 4.1.8 に示すとお

り、都道府県費、国および政府系独立行政法人からの受託費の伸びがうかがえる。一方、

支出面から見ると、図 4.1.9 では約 6割が人件費、2割強が事業費、5％程度が研究開発費

であることが分かった。その中でも、近年は、人件費が減少し研究開発費が増加している

傾向にある。 
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図 4.1.7 工業系公設試（28 機関）の 5 年間の収入 
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図 4.1.8 工業系公設試（28 機関）の正規職員１人当たりの収入 
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図 4.1.9 工業系公設試（36 機関）の支出 

 

② 農林水産系公設試の特徴 

図 4.1.10～図 4.1.12 にまとめを示す。図 4.1.10 の 5 年間の収入の推移を見ると、都

道府県からの費用は減少傾向にあるが、国および政府系独立法人からの受託費は、工業系

と同様に平成21年には増加を示している。また、正規職員1人当たりの収入として見ると、

図 4.1.11 に示すとおり、都道府県費、国および政府系独立行政法人からの受託費の伸びが

うかがえる。一方、支出面から見ると、図 4.1.12 では約 7割が人件費、１割弱が事業費、

約 2割が研究開発費であることが分かった。その中でも、近年は人件費が減少し、研究開

発費が増加している傾向にある。 

 



4. 調査結果 4.1. 公設試の活動状況の推移 

 13 

0

100

200

300

400

500

H17 H18 H19 H20 H21

億円 外部から獲得
国および政府系独立法人からの受託費
都道府県費

 

図 4.1.10 農林水産系公設試（40 機関）の 5 年間の収入 
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図 4.1.11 農林水産系公設試（40 機関）の正規職員１人当たりの収入 
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図 4.1.12 農林水産系公設試（47 機関）の支出 

 

③ 環境・衛生系公設試の特徴 

図 4.1.13～図 4.1.15 にまとめを示す。図 4.1.13 の 5 年間の収入の推移を見ると、都

道府県からの費用はほとんど変わらない傾向にある。また、国および政府系独立法人から
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の受託費も同様な傾向を示している。一方、正規職員 1人当たりの収入として見ると、図

4.1.14 に示すとおり、都道府県費、国および政府系独立行政法人からの受託費の伸びがう

かがえる。また、支出面から見ると、図 4.1.15 では約 6割が人件費、3割弱が事業費、約

１割弱が研究開発費であることが分かった。その中でも、近年は、人件費が減少し、事業

費が増加している傾向にある。 
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図 4.1.13 環境・衛生系公設試（8 機関）の 5 年間の収入 
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図 4.1.14 環境・衛生系公設試（8 機関）の正規職員 1 人当たりの収入 
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図 4.1.15 環境・衛生系公設試（30 機関）の支出 



4. 調査結果 4.1. 公設試の活動状況の推移 

 15 

(7) 公設試の技術系職員１人当たりの外部からの資金の推移 

ここでは、公設試の分野別に、技術系職員１人当たりの外部からの資金の推移について

整理した。 

 

① 国および政府系独立行政法人からの受託費 

技術系職員１人当たりの国および政府系独立行政法人からの受託費については図 

4.1.16 に示すとおり、工業系では、平成 17年度の年間 100 万円から近年増加し、平成 21

年度には約 300 万円となっている。一方、農林水産系や環境・衛生系では、若干の増加傾

向があるものの、年間 100 万円程度である。 
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図 4.1.16 公設試技術系職員 1 人当たりの国・政府系独立行政法人からの受託費 

 

② 民間からの受託費 

技術系職員 1 人当たりの民間からの受託費については図 4.1.17 に示すとおり、工業系

では、平成 17年度の年間 130 万円から近年増加し、平成 21 年度には約 200 万円となって

いる。一方、農林水産系では、若干の増加傾向があるものの、年間 100 万円未満である。

また、環境・衛生系では、年間 30 万円以下であり、他の分野の公設試に比べると最も少な

い金額であった。 

0

1

2

3

4

5

H17 H18 H19 H20 H21

百万円

工業系(28機関)

農林水産系(40機関)

環境・衛生系(8機関)

 

図 4.1.17 公設試技術系職員１人当たりの民間からの受託費 
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(8) 公設試の技術系職員１人当たりの研究開発費 

公設試の技術系職員１人当たりの年間の研究開発費を見ると図 4.1.18 に示すとおり、

工業系では 200 万円、農林水産系と環境・衛生系では年間 100 万円以下であり、金額面で

は非常に少ないことが分かった。 
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図 4.1.18 公設試技術系職員１人当たりの研究開発費 

 

4.1.2. 公設試の活動従事業務比率 

(1) 公設試の分野別の業務比率 

公設試は、技術指導や成果の普及活動を中心に、依頼試験・機器設備の貸与、研究開発

業務などを行っている。ここでは、公設試の分野別に、これらを従事比率として図 4.1.19

に整理した。これを見ると工業系は、研究開発（35％）、技術相談・指導・普及（27％）、

依頼試験・設備貸与（24％）と、それぞれの活動がほぼ均等の比率である。その一方で、

農林水産系では、研究開発が 63％と大きな比率を占め、次に、技術相談・指導普及が 20％

を占めている。また、環境・衛生系では、依頼試験・設備貸与が 52％、研究開発は 30％を

占めていることが分かった。 
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図 4.1.19 公設試の業務従事比率（平成 21 年度の平均値） 
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(2) 公設試の研究開発と技術相談に対する業務比率 

公設試が研究開発と技術相談に対してそれぞれどのような業務従事比率を示しているか、

図 4.1.20 に分野ごとに散布図として整理した。 

工業系では、技術相談・依頼試験などの技術支援が中心である一方で、研究開発特化型

の公設試も見られる。また、農林水産系では、研究開発型が中心である一方で、技術支援

が主体となっている公設試も存在する。環境・衛生系の公設試は、工業系と同様に、技術

支援が中心であるが、研究開発特化型も若干見られる。 
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環境・衛生系（46機関）
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図 4.1.20 公設試の分野別の業務従事比率（平成 21 年度） 

 

4.1.3. 技術指導および依頼試験活動の状況 

(1) 研究員派遣による個別・巡回技術指導 

研究員派遣による個別・巡回技術指導の状況について、平成 17 年度から 5年間の推移を

図 4.1.21 に示した。これを見ると、工業系の公設試では、平成 18～21 年度間でほぼ同件

数であるが、農林水産系では、5 年間で単調に増加しているのが分かる。また、技術者 1

人当たりの支援件数については、工業系と農林水産系では年間 8件程度であることが分か

った。 
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5 年間の推移      1 人当たりの支援件数の推移 

図 4.1.21 研究員派遣による個別・巡回技術指導（5 年間） 
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(2) 面談・架電・メール等による来所技術相談・指導等 

図 4.1.22 に来所での技術相談・指導の件数の推移を示す。工業系では、1人当たりの支

援件数に着目すると年間 100 件を超え、年間の平均稼働日数を 200 日程度と想定すると、

平均して 2日に１回は何らかの支援を行っていることとなる。一方、農林水産系では、年

間 20件程度の支援を行っていることになり、約 10日に１回の割合での支援となる。また、

環境・衛生系では、技術相談などの支援は公設試の主要な業務となっていないことが特徴

としてあげられる。 
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5 年間の推移      1 人当たりの支援件数の推移 

図 4.1.22 面談・架電・メール等による来所技術相談・指導（5 年間） 

 

(3) 行政依頼試験・一般依頼試験 

行政依頼試験・一般依頼試験の推移を図 4.1.23 に示す。全体を俯瞰して見ると依頼試

験は、環境・衛生系が最も日常的に支援業務として実施しているものと判断される。また、

工業系では、内容は簡便なものから負荷のかかる業務もあると想定されるが、平均すると

1 人 1日 1件の依頼試験を実施していることが分かった。 
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5 年間の推移      1 人当たりの支援件数の推移 

図 4.1.23 行政依頼試験・一般依頼試験 
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4.1.4. 公設試の研究開発活動 

(1) 公設試の共同研究の件数の推移 

公設試の共同研究の件数の推移については、図 4.1.24 に示すとおり工業系ではほぼ横

ばいであるが、農林水産系、環境・衛生系では単調増加の傾向にある。また、平成 12年度

と 21年度を比べると、ほぼ倍増していることが分かる。平成 21 年度における技術系職員

1 人当たりで見ると、工業系、農林水産系、環境・衛生系ともに、年間 1 人当たり約 0.2

件である。これは、平均すると 5人で年間 1件の共同研究を行っていることになる。 
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共同研究の総数      技術系職員 1 人当たりの件数 

図 4.1.24 公設試における共同研究の推移 

 

(2) 公設試の受託研究の件数の推移 

公設試の受託研究の件数を図 4.1.25 に示す。工業系、農林水産系では、単調増加であ

り、平成 12年度からの 10 年間で 2～3倍に増加している。一方、環境・衛生系では、ほぼ

横ばいとなっている。また、技術系職員 1人当たりで見ると、工業系で、年間 0.5 件であ

り、農業系でも、年間 1人当たり 0.2 件であり、工業系、農林水産系とも、この 10 年間で

増加している。一方、環境・衛生系では、年間 1人当たり 0.1 件以下であり、この 10年間

を見てもそれほど変化がみられないことが分かる。 
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受託研究の総数      技術系職員１人当たりの件数 

図 4.1.25 公設試における受託研究の推移 
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(3) 公設試の独自研究の件数の推移 

公設試の独自研究の件数を図 4.1.26 に示す。工業系では若干減少傾向であり、また、

農林水産系では平成 18年度から増加が見られる。一方、環境・衛生系ではほぼ横ばいとな

っている。これを技術系職員 1人当たりで見ると、工業系では、年間 0.5～0.6 件、また、

農業系、環境・衛生系では、年間 0.3～0.4 件であり、この 10 年間でそれほど変化がみら

れない。 
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独自研究の総数      技術系職員１人当たりの件数 

図 4.1.26 公設試における独自研究の推移 

 

(4) 公設試の研究テーマ数の推移 

① 公設試全体での共同研究、受託研究、独自研究の増減傾向 

公設試全体での共同研究、受託研究、独自研究の件数を図 4.1.27 に示す。平成 12 年度

を 1 として 10 年間の傾向を見ると、独自研究数は、10 年間でほとんど変わらないが、共

同研究や受託研究という外部との連携で実施する研究は増加していることが分かる。 
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注）回答数：126 機関。 

図 4.1.27 公設試における共同･受託･独自研究件数の推移（平成 12 年度を 1 とする） 
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② 工業系公設試の共同研究、受託研究、独自研究の増減傾向 

同様に、工業系の公設試について図 4.1.28 に整理した。これを見ると共同研究はほと

んどかわらないが、受託研究が増加傾向、独自研究が減少傾向にある。全体としては、す

べての研究において、多少増加傾向にある。これを技術系職員 1人当たりで見ると、ここ

10 年間で 0.7 件から 1.1 件と約 2 倍に増加している。これは、単純に件数だけを見ると、

技術系職員に 2倍の負荷がかかっていることがうかがえる。 
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工業系公設試（39 機関）     技術系職員 1 人当たりの件数 

図 4.1.28 工業系公設試における共同・受託・独自研究件数の推移 

 

③ 農林水産系公設試の共同研究、受託研究、独自研究の増減傾向 

農林水産系の公設試については、図 4.1.29 に示すとおり共同研究、受託研究、独自研

究の増減傾向は工業系と同様の傾向にあり、また、農林水産系職員 1人当たりで見ると、

ここ 10 年間で 1件であり、これも工業系と同様の傾向にある。 
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農林水産系公設試（53 機関）   農林水産系職員 1 人当たりの件数 

図 4.1.29 農林水産系公設試における共同・受託・独自研究件数の推移 

 

④ 環境・衛生系公設試の共同研究、受託研究、独自研究の増減傾向 

環境・衛生系の公設試について図 4.1.30 を見ると、ここ 10年間で独自研究数が減少傾

向、共同研究が増加傾向である。環境・衛生系職員 1人当たりで見ても、共同研究の増加

は著しく、0.6 件となったが、工業系や農林水産系と比べると、その件数は約半分である。 
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環境・衛生系公設試（32 機関）   環境・衛生系職員 1 人当たりの件数 

図 4.1.30 環境・衛生系公設試における共同・受託・独自研究件数の推移 

 

4.1.5. 公設試の人材育成・人事交流の状況 

(1) 大学等、国研・その他の公設試からの研修生の受入れ 

大学等の他機関からの公設試への研修生の受入れを見ると図 4.1.31 に示すとおり、受

入れ総数は、ここ 5 年間で大きく変わらない傾向にある。1 機関当たりの受入れ人数を見

ると、環境・衛生系の公設試が多く、年間 30～40 人となっている。一方、工業系と農林水

産系では、年間 10～20 人程度の受入れを行っていることが分かった。 
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研修生の受入れ総数       １機関当たりの受入れ人数 

図 4.1.31 大学等・国研・その他の公設試からの研修生の受入れ 

 

(2) 公設試の民間企業からの研修生の受入れ 

民間企業からの公設試への研修生の受入れを見ると図 4.1.32 に示すとおり、受入れ総

数は、工業系では、ここ 5年間で約 1.3 倍に増加している。一方、環境・衛生系では、ほ

ぼ横ばいとなっている。また、1 機関当たりで見ると、工業系では年間 50～70 人である。

また、農林水産系では、年度による大幅な変動があるが、年間 30～50 人を受け入れている

ことが分かった。 
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図 4.1.32 公設試における受託研究の推移 

 

(3) 人事交流の推移 

大学、国研、自治体本庁、他の公設試、財団、民間などとの人事交流の状況について図 

4.1.33 を見ると、多くの人事交流は、本庁、財団、他の公設試間で行われており、年間 1

～2名の人事交流があることが分かった。 
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注）回答数：工業系 14 機関、農林水産系 11 機関、環境・衛生系 4機関。 

図 4.1.33 公設試における人事交流の推移 

 

(4) 公設試の機関長の人事 

公設試の機関長の人事に関し、前職に関する調査結果を見ると、図 4.1.34 から工業系

では、機関内から機関長となる事例が最も多く、次に自治体本庁から機関長になるケース

である。農林水産系では、自治体本庁から機関長になるケースが最も多く、環境・衛生系

においても、農林水産系と同様の傾向が見られる。 
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図 4.1.34 公設試の機関長の人事 

 

4.1.6. 公設試の知的財産活動の状況 

(1) 工業系公設試の特許活動 

工業系の公設試の知的財産活動に関して、図 4.1.35 に当該年度の特許出願件数、登録

数、ライセンス数の推移を示す。これを見ると、ここ 5年間では、これらのすべての件数

においてほぼ横ばいの状況である。また、技術系職員 1人当たりで見ると、出願数に対し

登録は約半分となっている。ライセンス数は、年間 0.2 件であり、5 人の技術系職員で約 1

件のライセンスがあると想定される。 
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特許活動（31 機関）    技術系職員１人当たりの特許活動 

図 4.1.35 工業系公設試の特許活動 

 

(2) 工業系公設試の意匠活動 

工業系の公設試の意匠活動については、図 4.1.36 に示すとおり、ライセンス数は、年
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間 1人当たり 0.01 件であり、約 100 名の組織で１件程度の意匠ライセンスを行っているこ

とが想定できる。 
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意匠活動（31 機関）    技術系職員１人当たりの意匠活動 

図 4.1.36 工業系公設試の意匠活動 

 

(3) 農林水産系公設試の特許活動 

農林水産系の公設試の知財活動に関して、当該年度の特許出願件数、登録数、ライセン

ス数の推移を見ると、図 4.1.37 からこれらのすべての件数においてほぼ横ばいの状況で

ある。また、技術系職員 1人当たりで見ると、出願数に対し登録は約半分となっており、

この傾向は工業系とほぼ同じあるが、総数は工業系の約 10分の 1である。ライセンス数は

年間 0.02 件であり、50 人の技術系職員で約１件のライセンスを行っていることが想定で

きる。 
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特許活動（18 機関）     技術系職員 1 人当たりの特許活動 

図 4.1.37 農林水産系公設試の特許活動 

 

(4) 農林水産系公設試の品種登録活動 

農林水産系の公設試の品種登録活動については図 4.1.38 に示すとおり、ライセンス数

では年間 1人当たり 0.03 件であり、約 100 名の組織で 3件の品種登録ライセンスを行って

いると想定できる。 
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品種登録活動（18 機関）        技術系職員１人当たりの品種登録活動 

図 4.1.38 農林水産系公設試の品種登録活動 

 

(5) 環境・衛生系公設試の特許活動 

環境・衛生系公設試の知財活動に関して、当該年度の特許出願件数、登録数、ライセン

ス数の推移について図 4.1.39 を見ると、これらのすべての件数においてほぼ横ばいの状

況である。また、技術系職員 1人当たりで見ると、出願数に対し登録は約半分となってお

り、この傾向は工業系とほぼ同じあり、総数は農林水産系と同様の傾向である。ライセン

ス数は年間 0.02 件であり、50 人の技術系職員で約 1 件のライセンスを行っていることが

想定できる。 
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特許活動（5 機関）    技術系職員１人当たりの特許活動 

図 4.1.39 環境・衛生系公設試の特許活動 
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4.2. 公設試の役割・機能と今後の課題 

本節では、公設試およびその所管部署に対する個別データ調査を整理し、公設試の役割・

機能と今後の課題を示す。なお、分析は、都度目的にあった有効なデータ数を抽出し、整

理したデータにより実施している。 

 

4.2.1. 地方自治体のビジョンと公設試の役割・位置づけ 

(1) 産業ビジョン・基本計画・科学技術振興指針における公設試の位置づけ 

地域の科学技術の振興を図るためには、国が施策を展開するほか、各自治体が地域の特

色ある独自の施策を展開することが重要である。地方分権の進展に伴い、地域政策は、そ

れぞれの地域が主体的に政策を考え国はそれを支援するという、国主導から地域主導へ大

きく転換された。第 3 期基本計画（2006～2010 年度）では、地域科学技術施策にあたり、

地域イノベーション・システムの構築と活力ある地域づくりとして、地方自治体の積極的

な役割が期待された。 

こうした動きの中で、科学技術政策を効果的、有効的に実施するために、各自治体にお

いては、科学技術振興指針等や産業分野の所管部署ごとに基本方針や事業推進計画を定め

た基本計画や産業振興ビジョン等を策定し、この中で公設試のあり方や研究開発の方向性

も示されている。ここでは、公設試の基本理念や位置づけ等がこれらの基本計画や指針の

中で具体的にどのように示されているかに関してアンケート調査を行った結果を整理する。

調査方法は、産業振興ビジョンや基本計画等、科学技術振興指針等の中で公設試の基本理

念や位置づけ等が規定されている箇所（該当ページ）を指定してもらうというかたちで行

った。指定された箇所から、公設試の基本理念、位置づけ、役割や方向性等に関する内容

については、以下の 6項目に分類することができる。 

 

① 産業政策や科学技術振興政策の中での公設試の位置づけ 

公設試は、科学技術に根ざした産業振興施策の中で、重要な中核機関と位置づける

など、公設試の位置づけを明示しているケース。 

② 公設試の基本方針の提示 

公設試は、地域の産業の種となる技術シーズの創出を目指した研究開発を重点的に

推進する、または、企業や地域住民への技術支援に特化した活動を推進するなど、

機関としての重点的な活動を提示しているケース。 

③ 公設試の役割の提示 

公設試は、地域の課題や地域産業の多様な要望に沿った研究活動、技術指導や普及

活動、試験分析等を通じて、住民生活や産業の向上、ひいては地域産業の発展など

に、主導的な役割を期待しているケース。 

④ 公設試の機能強化・連携強化 

産学官連携や分野横断型の機関連携により、産業分野における競争力強化につなが

るような新品種・新技術を迅速に開発・普及できるような機関としての機能の充実・
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強化を目指しているケース。 

⑤ 研究課題に関する基本方針の提示 

公設試が重点的に取り組むべき課題（行政ニーズ）が明確にされ、産学官連携など

の手段により、実効ある研究開発に取り組む基本方針（具体的内容）が提示してい

るケース。 

⑥ 課題を解決するための基盤づくり 

科学技術振興の環境整備として、研究機関の施設や運用体制整備、情報基盤整備な

どの基盤の充実を図ることを示しているケース。 

 

各自治体の公設試所管部署からの回答のうち、都道府県を対象に、上記の分類に従って、

公設試の基本理念や位置づけ等を整理し集計したものが表 4.2.1 と図 4.2.1 である。その

結果、公設試の基本理念や位置づけ等が基本計画や指針の中で示されている機関は 87％で

あり、比較的多くの自治体で公設試に関する規定がなされていることが確認できた。その

中で、試験研究の基本方針の提示が 47％と最も多いことが分かった。その一方で、機関と

しての公設試の位置づけは 11％、公設試の基本方針や役割、機能に関する提示がそれぞれ

17％であり、公設試について、単独では、地域の産業振興や科学技術振興を主導的する機

関とみなしている自治体は多くないことがうかがえる。 

 

表 4.2.1 産業ビジョン・基本計画・科学技術振興指針等における公設試の位置づけ 

N=99 回答数 

産業政策や科学技術振興政策の中での 
公設試の位置づけ 

11 

公設試の基本方針の提示 17 

公設試の役割の提示 17 

公設試の機能強化・連携強化 17 

研究課題に関する基本方針の提示 47 

課題を解決するための基盤づくり 20 

明示なし 13 
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公設試の基本方針の提示

公設試の機能強化・連携強化

研究課題に関する基本方針の提示

課題を解決するための基盤づくり

明示なし

 

図 4.2.1 産業ビジョン・基本計画・科学技術振興指針等における公設試の位置づけ 

 



4. 調査結果 4.2. 公設試の役割・機能と今後の課題 

 29 

 

(2) 産業ビジョン・基本計画・科学技術振興指針等の策定への公設試の関与 

続いて、基本計画や指針の策定への公設試の職員の参画・関与については、表 4.2.2 に

示すとおり、策定に参画・関与している機関は 55％であり、過半数であるが、公設試の意

向が必ずしも反映されていないことがうかがえる。また、表 4.2.3 の公設試の関与の形態

を見ると策定に参画・関与した機関のうち、「原案の策定に参画」が 23％であり、実質的

な関与という意味では、比率はかなり低いといえる（表 4.2.3、図 4.2.3 参照）。 

 

表 4.2.2 産業ビジョン・基本計画の策定に対する公設試の関与の有無 

Ｎ＝152 回答数 

参画・関与した 84 

参画・関与しなかった 68 

 

 

 

 

図 4.2.2 公設試の関与の有無 

表 4.2.3 産業ビジョン・基本計画の策定に対する公設試の関与の形態 

Ｎ＝84 回答数 

原案の策定に参画 19 

策定委員として参画 54 

原案に意見を提示 9 

無回答 2 

 

 

 

 

図 4.2.3 公設試の関与の形態 

 

(3) 産業ビジョン・基本計画・科学技術振興指針等と公設試の基本方針 

また、基本計画や指針に関連づけて、公設試の事業計画書や事業報告書、パンフレット

等に、公設試の基本理念や基本方針を明示している公設試は約 60％であり、過半数とはい

え、明確に独自の方針を掲げて活動している機関は多くないといえる（表 4.2.4、図 4.2.4

参照）。 
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表 4.2.4 公設試の基本方針の明示の有無 

N=253 回答数 

明示されている 152 

明示されていない 101 

 

 

 

図 4.2.4 公設試の基本方針の明示の有無 

 

(4) 明示されている公設試の技術支援・研究開発の方向性 

基本計画や指針を受けて公設試の基本方針等を明示している公設試が回答した内容につ

いて、特に、公設試の大きな機能の一つである技術支援機能と研究開発機能に関して、以

下のように分類できる。 

 

● 技術支援の方向性 

① 地域（企業）が直面する課題（トラブル対策等）の解決に向けた支援 

② 繊維・窯業など地域の伝統産業の活性化に向けた支援 

③ 地域の既存産業の高度化に向けた支援（技術相談、人材育成、設備貸与等） 

④ 新技術・新産業の創出・育成に向けた支援（技術相談） 

● 研究開発の方向性 

⑤ 地域における先導的な研究開発の推進 

⑥ 地域の既存産業の高度化に向けた研究開発の推進 

⑦ 新技術・新産業の創出・育成に向けた研究開発の推進 

⑧ 地域の大きな発展・成長に向けた研究開発の推進 

 

これらの項目に関し、①から⑥までの方向は、基本的には既存技術に依存するところが

多いと考えられる。これに対して、⑦、⑧の方向は、新しい技術あるいは次世代ものづく

りを志向した研究開発の方向であると考えられる。ただし、技術支援における①～④およ

び研究開発の方向性の⑤、⑥に関しても、課題によっては新しい技術を必要とする課題も

当然あり得るといえる。 

この分類に従い、基本計画や指針を受けて公設試の基本方針等を明示している都道府県

の公設試について、技術支援および研究開発の方向性をまとめると（表 4.2.5、図 4.2.5

参照）、公設試は、基本計画や指針で提示された試験研究の基本方針に沿って、「地域の既

存産業の高度化に向けた支援」、「新技術・新産業の創出・育成に向けた支援」、「地域が直

面している課題の解決に向けた支援」の推進を重要な機能としていることが示されている。 

一方、新技術・新産業の創出・育成に向けた研究開発の推進や地域の成長に向けた研究

開発の推進に関しては、東京都、神奈川県、愛知県といった大都市圏の自治体、また福島

県、群馬県、新潟県、富山県、静岡県など、2次産業に強みのある自治体が多いといえる。 
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表 4.2.5 技術支援の方向性・研究開発の方向性 

 N=95 回答数 

技術支援の 
方向性 

地域が直面する課題の解決に向けた支援 45 

地域の伝統産業の活性化に向けた支援 21 

地域の既存産業の高度化に向けた支援 56 

新技術・新産業の創出・育成に向けた支援 58 

研究開発の 
方向性 

地域における先導的な研究開発の推進 20 

地域の既存産業の高度化に向けた研究開発の推進 21 

新技術・新産業の創出・育成に向けた研究開発の推進 18 

地域の大きな発展・成長に向けた研究開発の推進 14 

47.4%

22.1%

58.9%

61.1%

21.1%

22.1%

18.9%

14.7%
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地域の既存産業の高度化に向けた支援

新技術・新産業の創出・育成に向けた支援

地域における先導的な研究開発の推進

地域の既存産業の高度化に向けた研究開発の推進

新技術・新産業の創出・育成に向けた研究開発の推進

地域の大きな発展・成長に向けた研究開発の推進

 

図 4.2.5 技術支援の方向性・研究開発の方向性 

 

最後に、産業ビジョン・基本計画・科学技術振興指針等と公設試の基本方針との関連性

を俯瞰的にまとめたものを図 4.2.6 に示す。 
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機

能 

地域が直面する課題の解決に向けた支援 

地域の伝統産業の活性化に向けた支援 

地域の既存産業の高度化に向けた支援 

新技術・新産業の創出・育成に向けた支援 

研究開発の方向性 

地域における先導的な研究開発の推進 

地域の既存産業の高度化に向けた研究開発の推進 

新技術・新産業の創出・育成に向けた研究開発の推進 

地域の大きな発展・成長に向けた研究開発の推進 

次世代技術適用型 

既存技術依存型 

次世代技術志向型 

17.2%

17.2%

17.2%

47.5%

20.2%

13.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

公設試の位置づけ

公設試の役割の提示

公設試の基本方針の提示

公設試の機能強化・連携強化

研究課題に関する基本方針の提示

課題を解決するための基盤づくり

47.4%

22.1%

58.9%

61.1%

21.1%

22.1%

18.9%

14.7%

0% 20% 40% 60% 80%

地域が直面する課題の解決に向けた支援

地域の伝統産業の活性化に向けた支援

地域の既存産業の高度化に向けた支援

新技術・新産業の創出・育成に向けた支援

地域における先導的な研究開発の推進

地域の既存産業の高度化に向けた研究開発の推進

新技術・新産業の創出・育成に向けた研究開発の推進

地域の大きな発展・成長に向けた研究開発の推進

行 政 

産業ビジョン 
本計画等 

科学技術振興 
指針等 

ビジョン・指針の内容 

研究課題に関する基本方針の提示 

公設試の位置づけの明示 

公設試の基本方針の提示 

公設試の役割の提示 

公設試の機能強化・連携強化 

課題を解決するための基盤づくり 

 

図 4.2.6 産業ビジョン・基本計画・科学技術振興指針等と公設試の基本方針との関連性 
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4.2.2. 公設試の役割と今後の方向づけ 

ここでは、公設試の役割と今後の方向づけに関する調査結果を整理する。 

 

(1) 所管部署が期待する役割と今後の方向づけ 

公設試の所管部署が公設試に期待する役割と今後の方向づけについて整理したものが表 

4.2.6、図 4.2.7 である。 

「現在実施しており、引き続き維持したい」役割を見ると、その多くがこれまで担って

きた技術支援や研究開発であり、今後も継続して行っていくことが期待されている。 

「現在実施しており、今後拡充したい」役割については、「実用化研究、地域課題対応型

研究の推進」が最も多く、次いで「技術の高度化・高付加価値化への支援」、「技術移転・

コーディネート活動」である。このうち、上位 2項目に関しては、図 4.2.5 で示された「新

技術・新産業の育成・創出に向けた支援」、「地域の既存産業の高度化に向けた支援」、「地

域が直面する課題の解決に向けた支援」の方向性と合致している。「現在実施していないが、

今後拡充したい」役割では、「新産業の創出、新分野進出の支援」、「技術移転・コーディ

ネート活動」、「市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援」、「経営支援、海外展開等へ

の支援」が比較的多かった。一方で、これらの役割は、全体的に公設試には経営的な側面

の役割はあまり期待されていないことでもある。しかし、地域のイノベーションを考える

場合には、このような経営的な側面の支援も重要であり、この領域を担う部門と公設試と

の連携や役割分担の明確化が重要になってくると思われる。 

 

表 4.2.6 公設試の所管部署が期待する役割 

     （回答数） 

Ｎ＝152 

現在実施し

ており、今
後拡充した

い 

現在実施し

ており、引
き続き維持

したい 

現在実施し

ていない
が、今後拡
充したい 

現在実施し
ているが、
今後整理・

縮小を検討
したい 

該当なし 

技術指導・普及 34 101 1 0 16 

品質保証・検査 14 88 1 2 47 

関連分野の情報収集・分析・発信 28 107 1 0 16 

機器・設備等の開放、レンタルラボ 16 61 5 4 66 

伝統産業、地場産業の育成 12 69 5 0 66 

地域資源の利活用促進の支援 30 74 5 0 43 

技術の高度化・高付加価値化への支援 56 62 5 0 29 

新商品・地域特産品開発の支援 39 63 5 0 45 

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援 13 51 9 1 78 

新産業の創出、新分野進出の支援 28 38 11 1 74 

経営支援、海外展開等への支援 9 31 8 1 103 

知的財産権の取得・活用の支援 19 62 5 1 65 

人材育成、後継者育成 29 100 2 0 21 

技術移転・コーディネート活動 44 58 10 0 40 

基礎研究の推進 10 95 2 7 38 

実用化研究、地域課題対応型研究の推進 62 73 4 0 13 

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究 17 67 10 0 58 

危機管理事象への対応に処するための調査研究 7 52 6 0 87 

自然環境の保護、環境適合への支援 10 59 5 0 78 

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援 17 48 7 0 80 
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9%

18%
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13%

19%
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41%

11%

5%

7%

11%

66%

58%

70%

40%

45%

49%

41%

41%

34%

25%

20%

41%

66%

38%

63%

48%

44%

34%

39%

32%

1%

1%

1%

3%

3%

3%

3%

3%

6%

7%

5%

3%

1%

7%

1%

3%

7%

4%

3%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術指導・普及

品質保証・検査

関連分野の情報収集・分析・発信

機器・設備等の開放、レンタルラボ

伝統産業、地場産業の育成

地域資源の利活用促進の支援

技術の高度化・高付加価値化への支援

新商品・地域特産品開発の支援

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援

新産業の創出、新分野進出の支援

経営支援、海外展開等への支援

知的財産権の取得・活用の支援

人材育成、後継者育成

技術移転・コーディネート活動

基礎研究の推進

実用化研究、地域課題対応型研究の推進

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究

危機管理事象への対応に処するための調査研究

自然環境の保護、環境適合への支援

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援

現在実施しており、今後拡充したい 現在実施しており、引き続き維持したい

現在実施していないが、今後拡充したい 現在実施しているが、今後整理・縮小を検討したい

該当なし
 

図 4.2.7 公設試の所管部署が期待する役割 

 

(2) 公設試担うべき役割と今後の方向づけ 

公設試が担うべき役割と今後の方向づけについて、公設試の回答を整理したものが表 

4.2.7、図 4.2.8 である。 

「現在実施しており、引き続き維持したい」役割を見ると、所管部署が公設試に期待す

る役割と同様に、その多くがこれまで担ってきた技術支援や研究開発であり、今後も継続

して行っていくことが期待されている。「現在実施しており、今後拡充したい」役割につ

いても、「実用化研究、地域課題対応型研究の推進」が最も多く、次いで「技術の高度化・

高付加価値化への支援」、「新商品・地域特産品開発の支援」であり、また、「現在実施

していないが、今後拡充したい」役割では、「新産業の創出、新分野進出の支援」、「技術

移転・コーディネート活動」、「市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援」が比較的多

い。これらは、所管部署が公設試に期待する役割と同様であり、公設試自身が考える公設

試の担うべき役割と今後の方向づけとほぼ同じであるといえる。 
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表 4.2.7 公設試が担うべき役割と方向づけ 

     （回答数） 

Ｎ＝253 

現在実施し
ており、今
後拡充した

い 

現在実施し
ており、引
き続き維持

したい 

現在実施し
ていない

が、今後拡

充したい 

現在実施し
ているが、

今後整理・
縮小を検討

したい 

該当なし 

技術指導・普及 69 151 3 1 29 

品質保証・検査 16 121 1 1 114 

関連分野の情報収集・分析・発信 48 154 8 0 43 

機器・設備等の開放、レンタルラボ 22 90 9 2 130 

伝統産業、地場産業の育成 26 94 6 0 127 

地域資源の利活用促進の支援 59 105 15 0 74 

技術の高度化・高付加価値化への支援 84 102 8 0 59 

新商品・地域特産品開発の支援 73 89 14 1 76 

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援 22 56 18 2 155 

新産業の創出、新分野進出の支援 38 54 33 0 128 

経営支援、海外展開等への支援 7 46 18 0 182 

知的財産権の取得・活用の支援 24 93 20 0 116 

人材育成、後継者育成 36 152 9 0 56 

技術移転・コーディネート活動 51 97 22 0 83 

基礎研究の推進 21 143 13 7 69 

実用化研究、地域課題対応型研究の推進 95 127 11 0 20 

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究 24 106 14 0 109 

危機管理事象への対応に処するための調査研究 21 53 9 0 170 

自然環境の保護、環境適合への支援 25 94 16 0 118 

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援 33 83 10 1 126 

27%

6%

19%

9%

10%

23%

33%

29%

9%

15%

3%

9%

14%

20%

8%

38%

9%

8%

10%

13%

60%

48%

61%

36%

37%

42%

40%

35%

22%

21%

18%

37%

60%

38%

57%

50%

42%

21%

37%

33%

1%

0%

3%

4%

2%

6%

3%

6%

7%

13%

7%

8%

4%

9%

5%

4%

6%

4%

6%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術指導・普及

品質保証・検査

関連分野の情報収集・分析・発信

機器・設備等の開放、レンタルラボ

伝統産業、地場産業の育成

地域資源の利活用促進の支援

技術の高度化・高付加価値化への支援

新商品・地域特産品開発の支援

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援

新産業の創出、新分野進出の支援

経営支援、海外展開等への支援

知的財産権の取得・活用の支援

人材育成、後継者育成

技術移転・コーディネート活動

基礎研究の推進

実用化研究、地域課題対応型研究の推進

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究

危機管理事象への対応に処するための調査研究

自然環境の保護、環境適合への支援

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援

現在実施しており、今後拡充したい 現在実施しており、引き続き維持したい

現在実施していないが、今後拡充したい 現在実施しているが、今後整理・縮小を検討したい

該当なし
 

図 4.2.8 公設試が担うべき役割 
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次に、分野別の公設試の担うべき役割およびその役割の今後の方向づけの結果を示す。 

 

① 工業系公設試 

工業系公設試が担うべき役割と今後の方向づけについて整理したものが表 4.2.8、図 

4.2.9 である。 

「現在実施しており、今後拡充したい」役割については、「技術の高度化・高付加価値

化への支援」が最も多く、次いで「新商品・地域特産品開発の支援」、「実用化研究、地

域課題対応型研究の推進」であり、また、「現在実施していないが、今後拡充したい」役

割では、「自然完用の保護、環境適合への支援」、「市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支

援」、「経営支援、海外展開等への支援」、「技術移転・コーディネート活動」が比較的多い。

これらから、工業系公設試では産業振興だけでなく、環境保全を含めた地域の課題解決へ

の対応のための機能を強化したいことがうかがえる。 

 

表 4.2.8 工業系公設試が担うべき役割と方向づけ 

     （回答数） 

Ｎ＝71 

現在実施し

ており、今
後拡充した

い 

現在実施し

ており、引
き続き維持

したい 

現在実施し

ていない
が、今後拡
充したい 

現在実施し
ているが、
今後整理・

縮小を検討
したい 

該当なし 

技術指導・普及 24 44 0 0 3 

品質保証・検査 11 44 1 0 15 

関連分野の情報収集・分析・発信 13 49 1 0 8 

機器・設備等の開放、レンタルラボ 16 49 2 0 4 

伝統産業、地場産業の育成 11 52 0 0 8 

地域資源の利活用促進の支援 25 38 2 0 6 

技術の高度化・高付加価値化への支援 39 29 1 0 2 

新商品・地域特産品開発の支援 34 31 1 0 5 

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援 12 26 5 2 26 

新産業の創出、新分野進出の支援 28 30 4 0 9 

経営支援、海外展開等への支援 2 9 10 0 50 

知的財産権の取得・活用の支援 9 36 5 0 21 

人材育成、後継者育成 9 58 1 0 3 

技術移転・コーディネート活動 23 39 4 0 5 

基礎研究の推進 4 40 2 3 22 

実用化研究、地域課題対応型研究の推進 30 35 1 0 5 

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究 0 17 5 0 49 

危機管理事象への対応に処するための調査研究 0 5 0 0 66 

自然環境の保護、環境適合への支援 2 22 6 0 41 

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援 3 23 3 0 42 
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0%

1%

1%

3%

0%

3%

1%

1%

7%

6%
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7%

1%

6%

3%

1%

7%

0%

8%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術指導・普及

品質保証・検査

関連分野の情報収集・分析・発信

機器・設備等の開放、レンタルラボ

伝統産業、地場産業の育成

地域資源の利活用促進の支援

技術の高度化・高付加価値化への支援

新商品・地域特産品開発の支援

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援

新産業の創出、新分野進出の支援

経営支援、海外展開等への支援

知的財産権の取得・活用の支援

人材育成、後継者育成

技術移転・コーディネート活動

基礎研究の推進

実用化研究、地域課題対応型研究の推進

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究

危機管理事象への対応に処するための調査研究

自然環境の保護、環境適合への支援

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援

現在実施しており、今後拡充したい 現在実施しており、引き続き維持したい

現在実施していないが、今後拡充したい 現在実施しているが、今後整理・縮小を検討したい

該当なし
 

図 4.2.9 工業系公設試が担うべき役割と方向づけ 

 

② 農林水産系公設試 

農林水産系公設試が担うべき役割と今後の方向づけについて整理したものが表 4.2.9、

図 4.2.10 である。 

「現在実施しており、今後拡充したい」役割については、「実用化研究、地域課題対応型

研究の推進」が最も多く、次いで「技術の高度化・高付加価値化への支援」、「技術指導・

普及」、「新商品・地域特産品開発の支援」、「地域資源の利活用促進の支援」であり、

また、「現在実施していないが、今後拡充したい」役割では、「新産業の創出、新分野進

出の支援」が最も多い。これらから、農林水産系公設試では、従来の普及活動に加え、新

しい品種の開発や 6次産業化へ向けての機能を強化したいことがうかがえる。 
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表 4.2.9 農林水産系公設試が担うべき役割と方向づけ 
     （回答数） 

Ｎ＝129 

現在実施し

ており、今
後拡充した

い 

現在実施し

ており、引
き続き維持

したい 

現在実施し

ていない
が、今後拡
充したい 

現在実施し
ているが、
今後整理・

縮小を検討
したい 

該当なし 

技術指導・普及 40 76 2 1 10 

品質保証・検査 2 46 0 1 80 

関連分野の情報収集・分析・発信 17 75 6 0 31 

機器・設備等の開放、レンタルラボ 6 34 7 1 81 

伝統産業、地場産業の育成 13 39 5 0 72 

地域資源の利活用促進の支援 30 60 11 0 28 

技術の高度化・高付加価値化への支援 42 66 1 0 20 

新商品・地域特産品開発の支援 36 55 11 0 27 

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援 9 26 13 0 81 

新産業の創出、新分野進出の支援 9 20 25 0 75 

経営支援、海外展開等への支援 5 35 8 0 81 

知的財産権の取得・活用の支援 11 52 12 0 54 

人材育成、後継者育成 18 65 8 0 38 

技術移転・コーディネート活動 24 46 12 0 47 

基礎研究の推進 10 76 7 2 34 

実用化研究、地域課題対応型研究の推進 53 65 6 0 5 

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究 10 62 7 0 50 

危機管理事象への対応に処するための調査研究 4 20 8 0 97 

自然環境の保護、環境適合への支援 15 55 8 0 51 

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援 12 34 6 1 76 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術指導・普及

品質保証・検査

関連分野の情報収集・分析・発信

機器・設備等の開放、レンタルラボ

伝統産業、地場産業の育成

地域資源の利活用促進の支援

技術の高度化・高付加価値化への支援

新商品・地域特産品開発の支援

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援

新産業の創出、新分野進出の支援

経営支援、海外展開等への支援

知的財産権の取得・活用の支援

人材育成、後継者育成

技術移転・コーディネート活動

基礎研究の推進

実用化研究、地域課題対応型研究の推進

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究

危機管理事象への対応に処するための調査研究

自然環境の保護、環境適合への支援

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援

現在実施しており、今後拡充したい 現在実施しており、引き続き維持したい

現在実施していないが、今後拡充したい 現在実施しているが、今後整理・縮小を検討したい

該当なし
 

図 4.2.10 農林水産系公設試が担うべき役割と方向づけ 
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③ 環境・衛生系公設試 

環境・衛生系公設試が担うべき役割と今後の方向づけについて整理したものが表 4.2.10、

図 4.2.11 である。 

「現在実施しており、今後拡充したい」役割については、「関連分野の情報収集・分析・

発信」が最も多く、次いで「住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援」、「危

機管理事象への対応に処するための調査研究」、「行政施策の立案・遂行・評価のための

調査研究」であり、また、「現在実施していないが、今後拡充したい」役割では、「技術

の高度化・高付加価値化への支援」、「技術移転・コーディネート活動」、「実用化研究、

地域課題対応型研究の推進」が比較的多く、これらから、環境・衛生系公設試では、工業

系、農業系と異なり、危機対応または行政ニーズ対応のための機能を強化したいことがう

かがえる。 

 

表 4.2.10 環境・衛生系公設試が担うべき役割と方向づけ 

     （回答数） 

Ｎ＝48 

現在実施し

ており、今
後拡充した

い 

現在実施し

ており、引
き続き維持

したい 

現在実施し

ていない
が、今後拡
充したい 

現在実施し
ているが、
今後整理・

縮小を検討
したい 

該当なし 

技術指導・普及 4 29 1 0 14 

品質保証・検査 3 29 0 0 16 

関連分野の情報収集・分析・発信 18 27 0 0 3 

機器・設備等の開放、レンタルラボ 0 5 0 1 42 

伝統産業、地場産業の育成 1 2 0 0 45 

地域資源の利活用促進の支援 2 7 1 0 38 

技術の高度化・高付加価値化への支援 1 7 5 0 35 

新商品・地域特産品開発の支援 1 3 1 1 42 

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援 0 4 0 0 44 

新産業の創出、新分野進出の支援 0 3 3 0 42 

経営支援、海外展開等への支援 0 2 0 0 46 

知的財産権の取得・活用の支援 2 4 3 0 39 

人材育成、後継者育成 8 28 0 0 12 

技術移転・コーディネート活動 2 11 5 0 30 

基礎研究の推進 7 24 3 2 12 

実用化研究、地域課題対応型研究の推進 10 25 4 0 9 

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究 12 26 2 0 8 

危機管理事象への対応に処するための調査研究 15 27 1 0 5 

自然環境の保護、環境適合への支援 7 15 2 0 24 

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援 16 24 1 0 7 
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技術指導・普及

品質保証・検査

関連分野の情報収集・分析・発信

機器・設備等の開放、レンタルラボ

伝統産業、地場産業の育成

地域資源の利活用促進の支援

技術の高度化・高付加価値化への支援

新商品・地域特産品開発の支援

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援

新産業の創出、新分野進出の支援

経営支援、海外展開等への支援

知的財産権の取得・活用の支援

人材育成、後継者育成

技術移転・コーディネート活動

基礎研究の推進

実用化研究、地域課題対応型研究の推進

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究

危機管理事象への対応に処するための調査研究

自然環境の保護、環境適合への支援

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への支援

現在実施しており、今後拡充したい 現在実施しており、引き続き維持したい

現在実施していないが、今後拡充したい 現在実施しているが、今後整理・縮小を検討したい

該当なし
 

図 4.2.11 環境・衛生系公設試が担うべき役割と方向づけ 

 

(3) 公設試の抱える問題点 

公設試およびその所管部署が、現在認識している問題点について（表 4.2.11、図 4.2.12

参照）、所管部署の認識では、「施設・設備の老朽化」が最も多く、次いで「研究資金の不

足」、「業務の増加・多様化による職員の負荷の増加」であり、これらは、公設試が認識

している問題点と一致する。また、公設試が認識している問題点として、「研究員の絶対数

の不足」が挙げられており、所管部署との認識の違いが他の項目に比べ大きくなっている。

これは、実際に現場で業務を行っている公設試は、所管部署以上に、研究員が減少する中

で、職員の負荷の増加を実感していることがうかがえる。 
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表 4.2.11 公設試の抱えている問題点 
   （回答数） 

  
所管部署の 

認識 
公設試の 
認識 

  （N=152） （N=253） 

政策・戦略
関連 

公設試のあり方に関し明確な方向性が示されていない 19 47 

研究成果を活用する戦略・ノウハウが十分でない 42 69 

成果の対外的な発信が少ない 45 61 

公設試の活動が過小評価されている 38 68 

その他 5 10 

組織・組織
運営関連 

公設試と自治体本庁との意思疎通が十分でない 18 52 

予算運用が硬直化している 51 97 

公設試の希望する人材が採用できない 27 58 

職員が固定化・高齢化している 46 72 

業務の増加・多様化により職員の負荷増加している 83 168 

支援ニーズに対して規模が小さすぎる 22 37 

人事異動が多く中小企業との関係を維持できない 15 28 

利用者が減少あるいは固定化している 18 31 

施設・設備が老朽化している 113 177 

その他 5 13 

技術支援・
成果普及 

民間技術力の向上・多様化に対応できない 13 34 

技術指導・技術支援効果が十分でない 14 41 

コーディネート活動が不十分である 42 48 

技術の継承・人的ネットワークの継承ができない 55 101 

その他 4 6 

研究開発 

研究員の絶対数が不足している 63 151 

十分な研究能力を有する研究員が不足している 39 75 

研究資金が不足している 101 168 

研究水準が低下している 13 34 

支援業務と研究業務との両立が困難である 18 42 

その他 5 6 
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公設試のあり方に関し明確な方向性が示されていない

研究成果を活用する戦略・ノウハウが十分でない

成果の対外的な発信が少ない

公設試の活動が過小評価されている

その他

公設試と自治体本庁との意思疎通が十分でない

予算運用が硬直化している

公設試の希望する人材が採用できない

職員が固定化・高齢化している

業務の増加・多様化により職員の負荷増加している

支援ニーズに対して規模が小さすぎる

人事異動が多く中小企業との関係を維持できない

利用者が減少あるいは固定化している

施設・設備が老朽化している

その他

民間技術力の向上・多様化に対応できない

技術指導・技術支援効果が十分でない

コーディネート活動が不十分である

技術の継承・人的ネットワークの継承ができない

その他

研究員の絶対数が不足している

十分な研究能力を有する研究員が不足している

研究資金が不足している

研究水準が低下している

支援業務と研究業務との両立が困難である

その他
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図 4.2.12 公設試の抱えている問題点 

 

● 公設試の抱えている問題点に関する特記事項 

＜政策・戦略関連＞ 

・ 当研究機関では、主に行政検査を行っており、研究につぎ込める時間等が少なく、

研究の内容も基本的には既存検査方法のブラッシュアップを目的としたものが多

くなってきている。 

・ 行政検査は精確さの獲得が生命線となりきわめて重要なものですが、ルーチンであ

るがゆえに評価が低いように思われます。 

・ 地域の産業振興という公設試の大きな使命は非常に解りやすいが、いざそれを実現

するためには具体的にどのような手法や手段によって業務を行うべきかが不明確。 

・ 漁業者の減少・高齢化が進展する中で、抜本的に改善する対策が得られていない。 
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・ 研究成果の活用は、行政（普及員）の業務であるが、連携が十分でなく、共通認識

も不足している。 

・ 研究予算と人員が削減される中、限られた研究資源の選択と集中が不十分である。 

・ 公設試のあり方について検討された時期もあったが、結論が出されていない。 

・ 公設試験研究機関の支援による中小企業における技術開発の促進は評価が低い。 

・ 産業規模が縮小している。 

・ 産業構造の変化に注目し、中小企業に対応した施策をとる必要があるが、組織・体

制も係わることであり簡単ではない。 

・ 新たに対応すべき課題に対する取り組みを行うためのノウハウ、人材、資金が不足

している。 

・ 組織再編があったり、県の研究開発方針が変わったりした時があった。 

・ 多くの研究成果が得られているにもかかわらず、関係業界への波及効果が十分であ

るといえないため、成果を活用する戦略の構築が急務である。 

・ 短期間で成果が出にくいものが多い。 

＜組織および組織運営関連＞ 

・ 食品業界の裾野は広く、対応すべき技術分野も幅広い。限られた人員では企業ニー

ズに全て対応するには限界がある。 

・ 事業 PR は固定化していたきらいがあり、新たな利用ニーズを開拓する必要がある。 

・ お得意さん的な特定企業のみの利活用に偏りがちであり、新規なユーザー開拓をす

る余力が無い。阻害要因としては、人員の不足があげられる。 

・ 職員が現場に出向いての技術指導や各種団体等の視察対応に要する時間が多すぎ

る。 

・ 施設が築 3年以上経過し、老朽化が進展している。 

・ アウトソーシングによる人員削減および短期間での人事異動により、若年層と高齢

層の二極化が進んでいる。 

・ 機器整備の予算の減少に伴い機器更新が進まない。 

・ 業務改善や課題の重点化を図る。 

・ 近年、職員の新規採用を行っていない。 

・ 研究員および研究補助職員が年々減少してきている。 

・ 研究員不足が常態化する中で高度化・多様化する業務を円滑に遂行するためには、

研究能力の高い研究員の養成と同時に研究領域の絞り込みを柔軟に切り替えるこ

とのできる組織運営を図ることが大切である。 

・ 研究職員数が少なく、打って出る研究がしにくい。 

・ 県の緊縮財政により、人員削減・研究費を含めた予算削減が進んでいる。また、S47

年竣工であり施設が老朽化している。 

・ 現場（地場）の声が自治体の行政方針に十分に反映していない。また、新規採用が
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ほとんどないことから人員は縮小傾向にある。 

・ 公設試職員の育成が十分にできていない。 

・ 行財政改革により職員数が減少している。 

・ 行財政改革推進の中で予算・組織の縮小が進行。 

・ 支援対象である漁業者が高齢化・減少している。 

・ 施設・備品の維持管理に関する予算が縮小されている。 

・ 職員が 3年程度で異動してしまうので、いわゆる専門家が育たない。 

・ 設備の老朽化に対応する予算措置は困難を極めている。 

・ 多方面の研究課題を抱えている中で人員削減が進み、1研究者 2課題以上を抱えて

いる。 

・ 退職者の不補充が続いているために、相対的に高齢化と業務負荷が増加。設備も老

朽化が進み修理不能のものが増えているが、更新もままならない。 

・ 団塊の世代の退職による技術の継承や人員削減の問題がある。 

＜技術指導・普及関連＞ 

・ 職員が現場に出向いての技術指導や各種講習会等への出席に要する時間が多すぎ

る。 

・ 真の意味での技術コーディネートができるような、機関や組織、人材がなかなか確

保できないため、公設試における様々な成果を地元産業界に効率的に還元できてい

ない。 

・ 技術の指導・普及関係に置いて最も重要なことは当事者との信頼関係を構築するこ

とであり、人事異動等に伴う技術・人的ネットワークを継承できる体制作りが欠か

せない。 

・ 技術支援効果を評価する手法が確立していない。 

・ 業務の多忙化で、コーディネート活動に十分な時間が取れない。 

・ 県の普及組織とその活動が弱体化しており、研究機関への負担が増大している。 

・ 人員削減が進み、技術の承継が十分でない。 

・ 人員削減の中で、専門分野の技術の継承ができておらず退職者の再雇用により人材

育成を実施している。 

・ 対象が零細な漁業者、企業なため、研究者自らが普及指導に行くことが多く、増加

傾向。 

・ 定員が減少しているため、対応できない分野が発生し始めている。 

＜研究開発関連＞ 

・ 食品業界の裾野は広く、対応すべき技術分野も幅広い。限られた人員では限界があ

る。 

・ 県財政削減の一環として、県費が毎年削減され、研究費に余裕がなくなった。 

・ 今後においても、職員数の増加が見込まれないため、研究員に余裕がなくなってい
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る。 

・ 従来に比べ、対応技術分野が増加し、公設試の保有する設備機器の数量も増えてい

る。このため、一業界あるいは一設備機器あたりの公設試職員数は激減しており、

かつて公設試内部で連綿と引き継がれてきた、徒弟制度的技術伝承システムが破綻

しつつある。 

・ 外部資金（競争的資金）を獲得しないと 5年先、1年先に実用化を目指すような基

礎研究ができない。 

・ 研究を補助する現業職員が不足している。 

・ 研究員の知識・技術の継承が困難である。 

・ 研究資金は外部資金頼み（特に備品購入など）。 

・ 行政依頼検査を主な業務としており、研究に専念できる環境がない。 

・ 高度な課題が増加傾向であるが試験場単独での対応は困難。 

・ 昨今の不景気の中、予算の縮減が進められており、研究のための資金が確保しにく

い現状がある。競争的資金の獲得への取り組みも推進しているが、ここ数年で競争

的資金の応募数の増加、資金規模の縮小などにより採択状況が厳しくなってきてい

る。 

・ 大学や民間との共同研究が少ない。 

・ 超過勤務が常態化する傾向にあり、新規の研究ニーズがあっても対応が困難になっ

てきている。 

 

(4) 公設試の問題の解決策 

公設試の期待されるまたは担うべき役割と現在抱えている問題点から、所管部署、公設

試がそれぞれの解決策に関する自由記述の形式の回答について、表 4.2.12 の 10 項目に整

理した。その結果、所管部署については、問題点に対し、多様な解決策を講じることがう

かがえる。一方、公設試では、解決策として「研究資金の獲得および運用」、「研究開発体

制・技術支援体制の整備」が比較的多く、公設試の効率的な運営が重要であると考えてい

ることがうかがえる（表 4.2.12、図 4.2.13 参照）。 

 

表 4.2.12 所管部署および公設試が考える公設試の問題の解決策 

  （回答数） 

 
所管部署 

（Ｎ＝104） 
公設試 

（Ｎ＝185） 
公設試のあり方の見直し 22 13 
研究開発体制・技術支援体制の整備 16 85 
研究開発・技術支援の進め方 29 40 
研究レベル・技術レベルの維持・継承 9 36 
研究資金の獲得および運用 22 94 
人事制度の見直しおよび人材確保 18 24 
施設・設備の整備 23 26 
連携 11 16 
利用企業の状況把握 9 3 
情報発信・評価 9 10 
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21.2%

15.4%

27.9%

8.7%

21.2%

17.3%

22.1%

10.6%

8.7%

8.7%

7.0%

45.9%

21.6%

19.5%

50.8%

13.0%

14.1%

8.6%

1.6%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

公設試のあり方の見直し

研究開発体制・技術支援体制の整備

研究開発・技術支援の進め方

研究レベル・技術レベルの維持・継承

研究資金の獲得および運用

人事制度の見直しおよび人材確保

施設・設備の整備

連携

利用企業の状況把握

情報発信・評価

所管部署

公設試

 

図 4.2.13 所管部署および公設試が考える公設試の問題の解決策 

 

また、公設試が抱えている問題点に対する解決策を示したものが図 4.2.14 である。こ

の図において、左側の問題点から出る線が集まっている解決策が重要であると考えられる。

その解決策として、「連携促進」は、多様な問題解決の手段としては最も重要であり、有効

であると考えていることがうかがえる。さらに、表 4.2.13 には、公設試の抱える三大問

題点である「研究員の絶対数の不足・職員の負荷の増加」、「研究資金の不足」、「施設・

設備の老朽化」に対する解決策のうち重要であると考えられる「研究開発体制および技術

支援体制の整備」、「研究開発および技術支援の進め方」、「研究資金の獲得および運用」、

「人事制度の見直しおよび人材確保」、「施設・設備の整備」、「連携促進」に対する公

設試とその所管部署の回答の要点をまとめている。 
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問題点 対応策

公設試のあり方の方向性が示されていない

研究成果を活用する戦略・ノウハウが十分でない 公設試のあり方の見直し

成果の対外的な発信が少ない

公設試の活動が過小評価されている 研究開発体制および技術支援体制の整備

公設試と自治体行政部門との意思疎通が十分でない

予算運用が硬直化している 研究開発および技術支援の進め方

公設試の希望する人材が採用できない

職員が固定化・高齢化している 研究レベルおよび技術レベルの維持・継承

業務の増加・多様化による職員の負荷の増加

支援ニーズに対して規模が小さすぎる 研究資金の獲得および運用

人事異動が多く中小企業との関係性を維持できない

利用者が減少あるいは固定化している 人事制度の見直しおよび人材確保

施設・設備が老朽化している

民間技術力の向上および多様化に対応できない 施設・設備の整備

技術指導・技術支援効果が十分でない

コーディネート活動が不十分である 連携促進

技術の継承・人的ネットワークの継承ができない

研究員の絶対数が不足している 利用企業の状況把握

十分な研究能力を有する研究員が不足している

研究資金が不足している 情報発信・評価

研究水準が低下している

企業支援業務と研究業務との両立が困難である

政策・戦
略関連

研究開発
関連

技術支
援・成果
普及関連

組織・組
織運営関
連

 

 

図 4.2.14 公設試の抱える問題点と対応策の関連図 
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表 4.2.13 公設試の抱える問題点とその対応策 

 

対応 

問題 

研究開発体制および 

技術支援体制の整備 

研究開発および 

技術支援の進め方 
研究資金の獲得および運用 

人事制度の見直しおよび 

人材確保 
施設・設備の整備 連携促進 

研
究
員
の
絶
対
数
不
足
・
負
荷
の
増
加 

・ 産学官民の地域の知力や資源

の結集による研究態勢を構築す

る 

・ 効率的な研究体制を構築する 

・ 研究内容が研究者個人に帰属

する傾向があるので、組織とし

て管理・実施することを促進する 

・ 研究員の行政部門への転勤あ

るいは高齢化する中で、研究体

制のチーム化、人材育成の充実

などにより、保有する技術、人的

ネットワーク継承の仕組みを構

築し、関連産業への支援の継続

を図る 

・ 研究課題の選択と集中をはか

り、研究体制の効率化を進める 

・ 研究領域の絞込みや研究の方

向性について見直ていく 

・ 公的機関としての公平性を確保

しつつ、支援効果のより高い分

野における利用者への対応を図

る 

・ 新規研究員の補充ができない

中、研究員の技術を継承してい

くため、マニュアル化を促進する

等の仕組みの構築を図る 

・ 国プロ等を実施することにより、

任期付き研究員を雇用すること

により、公設試の研究領域の幅

を広げる 

・ 研究員の専門化・技術職員の能

力向上、研究員のスキルアップ

を図る 

・ 行政との一体感を保つための人

事異動の方策などの検討を行う 

・ 企画部門の職員には公設試間

あるいは本庁との人事交流を深

めることによって、より幅の広い

視点から公設試に求められる利

用者の要求の多様化に対応で

きるようにする 

・ 現状の定期的な人事異動制度

を見直し、同一機関での最低在

職年数（3～4 年）を設けるなどし

て、研究員が長期的視野で取り

組みができる体制を整備する 

・ 研究に必要な人員を確保するた

め、ポスドク、OB 等の臨時雇用

を行う 

  ・ 大学や企業との共同研究を実施

することにより、公設試の研究領

域を広げる 

・ 共同研究等のコーディネート機

能を強化する 

・ 試験検査の直営実施と外部委

託との再検討、調査研究テーマ

の選定や成果のフィードバックに

おける行政との連携強化を図る 

研
究
資
金
不
足 

・ 競争的資金獲得に合わせて、研

究費の管理体制の整備に努め

る 

・ 外部資金は国や他県との共同

であり、広域的な課題となるた

め、本県固有の現場課題の解

決のための研究の実施が難しく

なるが、県の課題に関連付けた

課題に取り組むようにする 

・ 研究資金の不足を補うために、

競争的資金の獲得に向けての

努力を強化するとともに、これに

よって、研究能力の向上を図る 

    ・ 競争的資金の獲得に積極的に

取り組むために研究能力の向上

に努めるとともに、地元の大学

等や他の研究機関との連携を通

して共同研究やプロジェクト研究

等に積極的に取り組む 

施
設
・設
備
老
朽
化 

    ・ 国プロ等で獲得した施設・設備

が流用できるように制度の改革

を働きかける 

  ・ 基盤的備品類の整備について、

利用頻度により専用として整備

すべきものと共同で整備活用す

るものに区分し、限られた資金

の中で効率的な整備に努める。 

・ 一定レベル以上の検査技術・精

度を維持するためには、知識・

技術の伝承はもちろんのこと、

機器の更新も不可欠である。検

査技術の進歩と相まって高額化

する検査機器を計画的に導入す

るため、当局に納得される予算

要求説明や限られた予算の効

率的な活用に努める 

・ 高価な機器の更新は、単独では

更新し難いので、関係機関の連

携により、機器の貸し借り等を進

めていく 



4. 調査結果 4.2. 公設試の役割・機能と今後の課題 

 49 

(5) 公設試の組織改編と今後の運営 

1) 公設試の組織改編の経緯 

公設試の運営の今後のあり方を考える前提として、これまで公設試がどのように組織を

変更しながらおかれた環境に適合してきたかを把握するために、平成 12 年度以降に実施さ

れた具体的な組織の改編・再編について調査を行った。この結果、過去 10年間で、「機関

内の組織の組替」が 53％で最も多く、次いで、「他機関との統合」、「他機関への移管」、「他

機関を一部吸収」といった他機関との組織改編についても、47％となっている（表 4.2.14、

図 4.2.15 参照）。 

また、平成 15 年以降に統合があった公設試の主なものを表 4.2.15 に、平成 12 年度以

降の統合の詳細については表 4.2.16 に示す。これらを見ると、平成 15 年度以降、多くの

自治体において公設試の統合や組織の改編が行われているが、機関内の改編、例えば研究

部の統廃合、部制からグループ制への移行やその逆の動きなど様々な改編が行われている

ことが認識できる。 

 

表 4.2.14 公設試の組織改編・再編の状況 

N=253 回答数 

機関内における組織の組替 133 

他機関との統合 71 

機関内の一部組織の分離独立または他機関への移管 24 

他機関の組織の一部を分吸収 24 

産業所管部署から企画部署等への移管 14 

地方独立行政法人化 19 

特に組織の改編・再編はなかった 42 

その他 18 

52.6%

28.1%

9.5%

9.5%

5.5%

7.5%

16.6%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

機関内における組織の組替

他機関との統合

機関内の一部組織の分離独立または他機関への移管

他機関の組織の一部を分吸収

産業所管部署から企画部署等への移管

地方独立行政法人化

特に組織の改編・再編はなかった

その他

 

図 4.2.15 公設試の組織改編・再編の状況 
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表 4.2.15 公設試の統合状況（平成 15 年度以降） 

年度 自治体 統合状況
平成15年 青森県 工業系３機関、農林水産系２機関および水産系３機関

群馬県 農林水産系４機関
埼玉県 工業系３機関
千葉県 工業系２機関
東京都 衛生系６機関

平成16年 山形県 農林水産系４機関
平成17年 千葉県 水産系４機関

東京都 農林水産系３機関
長野県 工業系４機関

平成18年 秋田県 環境・衛生系２機関
福島県 農林水産系５機関3施設
山梨県 １部門１施設
奈良県 ２機関１施設

和歌山県 水産系３機関
島根県 水産系３機関

鹿児島県 農林水産系６施設
平成19年 静岡県 工業系４機関、農林水産系４機関、畜産系２機関

大阪府 食環境水産系
熊本県 工業系３施設

平成20年 宮城県 水産系５機関
富山県 農林水産系４機関
島根県 農林系５機関
愛媛県 工業系５機関、農林水産系10機関

平成21年 青森県 工業系農林水産系水産系３機関を統合をして地方独立行政法人化
京都府 農林水産系７機関
鳥取県 水産系３機関
長崎県 農林水産系３機関

平成22年 北海道 22機関を統合をして地方独立行政法人化  

 

また、平成 18 年度以降、下記の 7機関が現在、地独化している（（ ）内は移行時期を

示す）。地独化した背景、地独化のメリット・デメリットに関しては、4.2.2. (5) 3)で取

り上げる。 

 

（地独）北海道立総合研究機構  （平成 22 年 4 月） 

（地独）青森県産業技術センター  （平成 21 年 4 月） 

（地独）岩手県工業技術センター  （平成 18 年 4 月） 

（地独）東京都立産業技術研究センター （平成 18 年 4月） 

（地独）大阪市立工業研究所   （平成 20 年 4 月） 

（地独）鳥取県産業技術センター  （平成 19 年 4 月） 

（地独）山口県産業技術センター  （平成 21 年 4 月） 
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（1） 

公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

（地独）北海道立総合研

究機構

北海道立衛生研究所 4月 組織の改編　

札幌市衛生研究所 4月 組織の改編　

　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

4月 組織の改編

　 4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

4月 岩手県工業技術センターを地方独立行政法人化

4月 計量検定部を分離し、岩手県計量センターに改組

4月 所管部署が商工労働観光部に変更


4月 所管部署の名称が科学ものづくり振興課へ改称

4月 県病害虫防除所を統合し、病害虫部を新設



4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 衛生研究所と公害センターを統合し、岩手県環境

保健研究センターを設置

4月 盛岡、一関、宮古及び二戸の各保健所の検査係を

集約し、環境保健研究センターに検査部を設置

4月 水産関係の３試験場を統合し、青森県水産総合
研究センターを設立

4月 環境管理部が青森環境管理事務所に、放射能部及び六ヶ所放射線監

視局が原子力センターに移行

4月 工業系３機関を統合し、青森県工業総合研究セ
ンターを設立；組織改編

4月 農業関係の２試験場を統合して青森県農林総合
研究センターを設立

4月 組織改編に伴い、計量検定所を廃止し、計量検定

部を新設

（地独）青森県産業技術
センター農林総合研究所

4月 ２２の道立試験研究機関を統

合し、地方独立行政法人化し北海
道立総合研究機構を設立

（地独）青森県産業技術
センター工業総合研究所

（地独）青森県産業技術
センター水産総合研究所

青森県環境保健センター

（地独）岩手県工業技術
センター

岩手県先端科学技術研究

センター

岩手県農業研究センター

岩手県林業技術センター

岩手県水産技術センター

岩手県環境保健研究セン

ター

4月 工業系、水産系、食品加工系と一体となり、青森

県産業技術センターとして地方独立行政法人化

4月 工業系、水産系、食品加工系と一体となり、青森
県産業技術センターとして地方独立行政法人化

4月 工業系、水産系、食品加工系と一体となり、青森
県産業技術センターとして地方独立行政法人化
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（2） 

 公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

宮城県水産技術総合セン

ター

山形県工業技術セン
ター、同置賜試験場、同

庄内試験場

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織改編

4月 組織の改編

4月 組織の改編　

4月 養豚支場を養豚試験場として分離

山形県森林研究研修セン

ター

4月 本庁森林課から普及部門を分離吸収

山形県環境科学研究セン
ター

山形県衛生研究所 4月 組織の改編　

福島県ハイテクプラザ 4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

福島県農業総合センター

福島県林業研究センター

4月 県内６保健所の検査チームを吸収；組織改編

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 「林業試験場」から「林業研究センター」に名称

変更

4月 林業試験場を宮城県林業技術総合センターに組織

再編

4月 農業関係の４試験場を統合して山形農業総合研

究センターが発足

4月 衛生科学研究所，環境センター等の公設試の所管
が学術国際部に一元化

4月 組織再編に伴い農業総合研究センター農業生産技

術試験場に名称変更。

4月 衛生科学研究所と環境センターを統合し，健
康環境センターとして発足

4月 環境部門を分離し、名称を福島県衛生研究所に改称；分離した環境

部門は、福島県環境センターとして独立

4月 ５試験研究機関およびその他の3施設を再編統
合し、福島県農業総合センターが発足

4月 山形県環境保全センターの環境企画部内に自然環境保全部門を新設
し、山形県環境科学研究センターを設立

4月 農業関係４試験場を統合し、山形県農業総合研究センターが発
足；山形県農業総合研究センター畜産試験場養豚支場となる

4月 農業研究研修センター畜産研究部を改組し、養豚試験場を統合して
農業総合研究センター畜産試験場を設立

4月 農業試験場を廃し、農業総合研究センター研究企
画部、農業環境研究部に組織再編

4月 農業関係の４試験場を統合して山形農業総合研

究センターが発足

4月 山形県農業総合研究センター養豚試験場となる

4月 水産関係の公設試５機関を統合し、水産技術総

合センターを設立

秋田県健康環境センター

宮城県林業技術総合セン
ター

山形県農業総合研究セン

ター

山形県農業総合研究セン

ター園芸試験場

山形農業総合研究セン

ター水田農業試験場

山形県農業総合研究セン

ター畜産試験場

福島県衛生研究所

山形県農業総合研究セン
ター養豚試験場
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（3） 

公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

茨城県農業総合センター

園芸研究所

4月 組織の改編　

茨城県農業総合センター
農業研究所

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

栃木県産業技術センター

栃木県林業センター 4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

栃木県畜産試験場 4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

群馬県立群馬産業技術セ

ンター

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 蚕業試験場を蚕糸技術センターに改称；組織の改編

4月 組織の改編　

群馬県農業技術センター

4月 組織の改編　

4月 食品安全検査センター、専門機関として独立


4月 感染制御センター設置

10月 水環境温泉研究センター設置


4月 組織の改編

埼玉県産業技術総合セン
ター

4月 支所を研究所に名称変更

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

埼玉県環境科学国際セン

ター

4月 組織の改編　

4月 群馬県立群馬産業技術センター、同東毛産業技術

センターを設置

4月 試験研究機関を統合し、埼玉県農林総合研究セ
ンターとして発足

4月 農業関係４機関を統合し、群馬県農業技術セン

ターを設立

4月 森林研究所と植木担当を統合し、森林緑化研究

所と改称。農業試験場を水田農業研究所に改称

4月 工業関係３施設を統合し、産業技術総合セン
ター、同北部研究所の２施設を設立

4月 産業技術センターとして新発足；同時に附置支援

センターを４センターに整理

茨城県衛生研究所

栃木県農業試験場

栃木県酪農試験場

群馬県繊維工業試験場

群馬県蚕糸技術センター

群馬県衛生環境研究所

埼玉県農林総合研究セン
ター
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（4） 

公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

4月 組織の改編　

4月 埼玉県感染症情報センターを移管


4月 組織の改編　

千葉県産業支援技術研究
所

4月 企画調整部と生産環境部を統合し企画環境部を設置。

4月 水産関係４機関を統合し、水産総合研究センターを設置；組織改編

4月 組織変更、千葉県食品衛生検査所と統合；組織改編


4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 食品衛生検査所の食品検査部門を統合

4月 地方独立行政法人化

3月東京都立食品技術センター条例を改正し、指定管理者制度を導入

（公財）東京都農林水産
振興財団東京都農林総合

研究センター

（財）東京都環境整備公

社東京都環境科学研究所

4月 財団法人東京都環境整備公社に移管

4月 組織の改編

4月 組織の改編


4月 組織の改編

4月 組織の改編

4月 組織の改編

4月 東京都立食品技術センター条例を改正し、展示室
会議室利用公開を廃止

4月 畜産関係３機関を統合して千葉県畜産総合研究
センターを設立

4月 工業試験場と機械金属試験場を統合し、産業支
援技術研究所を設立

4月 ５保健所および市場衛生検査センターの検査機能
を衛生研究所に一元化

4月 水産試験場を水産研究センターに改組；富津分場を富津研究所に、
内水面試験場を内水面水産研究センターに改組

10月 組織変更;旧血清研究所の一部業務を引継ぎ、生

物学的製剤研究室を新設

4月 農業試験場、畜産試験場、林業試験場３場を
統合し、東京都農林総合研究センターを設立

4月 商工部から農林水産部へ移管

4月 東京都農林水産振興財団を指定管理者に指定

4月 水産試験場奥多摩分場を廃止し、その機能の一部
を東京都農林水産振興財団に移管

4月 島しょの農業、畜産部門を吸収し、島しょ農林水
産総合センターに組織改編

4月 衛生研究所、食品指導センター等６施設を統

合し、健康安全研究センターを設立

埼玉県衛生研究所

千葉県畜産総合研究セン
ター

千葉県水産総合研究セン
ター

千葉県衛生研究所

千葉市環境保健研究所

（地独）東京都立産業技
術研究センター

東京都立食品技術セン
ター

東京都島しょ農林水産総
合センター

東京都健康安全研究セン

ター

2月 多摩支所と八王子支所を統合

し多摩テクノプラザを設立
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（5） 
公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

4月 組織の改編　

4月  神奈川県産業技術センターに改称、併せて工芸技術センターを工芸技術所に改称 

4月  組織の改編

4月 地区農政事務所から水産業改良普及員部門を吸収

6月 組織の改編　

4月 組織の改編　

横浜市工業技術支援セン

ター

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

富山県農林水産総合技術

センター

 4月 工業試験場と九谷焼試験場を統合

4月 組織の改編

4月 河北潟分場、農業情報センターを本場に統合

4月 組織の改編

石川県畜産総合センター 4月 組織の改編

4月 組織の改編

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

4月 林業普及指導員を研究所に集中配置


4月 組織の改編　

4月 水族館部門を設置　

水族館部門：指定管理者制度へ移行

4月 生物工学部と高冷地分場を統合して高冷地野菜花き振興センターを設立

4月 組織の改編

4月 病害虫防除所を吸収

4月 ６農業改良普及センターの畜産関係普及部門、及び肥飼料検査

所飼料検査業務と統合し、畜産技術センターを設立

4月 放射能科が産業労働部所管の放射線監視センター

として独立

4月　河北潟営農センター、能登開発地営農センターの研究部門を
統合し、河北潟分場、能登分場とする

4月 総合農業試験場に普及部門および病害虫防除
所を統合して山梨県総合農業技術センターを設立

4月 本庁水産課から漁業取締部門の
一部吸収

4月 農林水産関係４試験場を統合し、農林水産総合技術センターを設

置；組織の改編

4月 農業総合研究所、肥飼料検査所および６地域農業改良普及セン

ターを統合し、農業技術センターを設置

4月  かながわ農業アカデミーと畜

産技術センターを統合

神奈川県産業技術セン

ター

神奈川県農技術センター

神奈川県農業技術セン

ター畜産技術所

神奈川県水産技術セン

ター

神奈川県環境科学セン
ター

新潟県保健環境科学研究

所

石川県工業試験場

石川県農業総合研究セン
ター

福井県農業試験場

福井園芸試験場

山梨県工業技術センター

山梨県森林総合研究所

山梨県水産技術センター

山梨県総合農業技術セン
ター

4月 農業技術センターと統合し、
農業技術センター畜産技術所と改称
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（6）

公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

4月 組織の改編　

山梨県衛生環境研究所

4月 組織の改編

岐阜県産業技術センター

岐阜県機械材料研究所 4月 産業技術センターから分離、単独機関となる

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 岐阜県生産情報研究所に改称

4月 岐阜県情報技術研究所；組織の改編


岐阜県セラミックス研究

所

岐阜県農業技術センター

岐阜県畜産研究所

静岡県工業技術研究所

静岡県農林技術研究所

静岡県畜産技術研究所

静岡県水産技術研究所

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

静岡市環境保健研究所

4月 病害虫防除所を統合し、病害虫部を設定


4月 組織の改編　

愛知県衛生研究所 4月 組織の改編；食品衛生検査所の食品監視検査センターを統合

名古屋市工業研究所 4月 組織の改編　

4月 工農林水保健、環境の研究所を三重県科学技

術振興センターに統合、工業研究部を発足

4月 畜産試験場、養鶏試験場、肉用牛試験場を統

合して畜産研究所とする

4月 静岡、沼津、富士、浜松の４工業技術セン

ターを統合して、工業技術研究所を設置

4月 農業試験場、茶業試験場、果樹試験場、林業

技術センターを統合して、農林技術研究所となる

3月 栽培漁業センターを廃止し、養殖部門を水産試験

場に移管

4月 畜産試験場、中小家畜試験場を統合して、畜産

技術研究所となる

4月 機構改革により、保健福祉局保健衛生部から環境

局環境創造部に移管

4月 工業関係４試験場を統合し、長野県工業技術総

合センターを設立

4月 岐阜県セラミックス技術研究所より岐阜県セラ

ミックス研究所に改称

4月 組織改正により名称を三重県工業研究所と改称、

農水商工部の所管となる

山梨県果樹試験場

長野県工業技術総合セン

ター

岐阜県情報技術研究所

静岡県環境衛生科学研究

所

愛知県農業総合試験場

三重県工業研究所

4月 衛生公害研究所と衛生監視指

導センターを統合し、衛生環境研

究所を設立

4月 岡谷、長野、松本の３創業支

援センターを統合し、長野県創業

支援センターを設置

4月 生物工学研究所廃止；その機能

を農業技術センターに統合
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（7） 

公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

4月 科学技術振興センター林業研究部に改称

4月 組織の改編

4月 三重県科学技術振興センター水産研究部に改称

4月 組織改正により三重県水産研究所となる

三重県保健環境研究所

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 より能登川支所及び高島支所を廃止、長浜庁舎に集約化した。

4月 組織の改編

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

京都府農林水産技術セン
ター

大阪府環境農林水産総合

研究所

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

4月 組織の改編　

4月 地方独立行政法人に移行

4月 農業総合センターの組織改編に伴い、滋賀県畜産

技術振興センターとして独立

4月 組織の改編；経営部門を（財）京都産業２１に移

管し、名称を京都府中小企業技術センターに変更

4月 農業試験場、茶業指導所および農業大学校と
統合し、畜産技術振興センターとなる

4月 (財)日本発酵機構余呉研究所から醸造部門を移管

グループ制の導入

4月 組織の改編；「京都府織物機械金属振興セン

ター」と改称

4月 食環境および水産関係の研究所を統合し、環

境農林水産総合研究所を設立

4月 工業技術センターと繊維技術センターに改め，新

たに産業技術研究所に組織統合

4月 農林水産業関係７試験場を統合し、農林水産技術
センターを設立

10月 両センターを移転し，立地統
合を実施

4月 科学技術振興センターの組織を廃し、林業研究所

と改称し環境森林部に所属

4月 科学技術振興センターが廃止され、健康福祉部/

環境森林部の共同所管となる

4月 組織の改編；経営支援業務を(財)京都産業２１北

部支援センターに移管

三重県林業研究所

三重県水産研究所

滋賀県工業技術総合セン

ター

滋賀県東北部工業技術セ
ンター

滋賀県畜産技術振興セン
ター

京都府中小企業技術セン
ター

京都府織物・機械金属振

興センター

京都市産業技術研究所

大阪府立公衆衛生研究所

（地独）大阪市立工業研

究所  
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（8） 

公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

4月 組織の改編　

4月 ものづくり開発部から環境バイオ部と情報技術部を分離し、７部、3支援センター体制とした。

奈良県農業総合センター

4月 奈良県畜産試験場から奈良県畜産技術センターに改称


4月 奈良県うだアニマルパークに組織変更

4月 組織の改編；林業試験場から森林技術センターに改称


4月 組織の改編


4月 組織の改編

4月 組織の改編　

4月 皮革分場、デザインセンターを併合；組織の改編

4月 組織の改編

和歌山県農林水産総合技

術センター果樹試験場

4月 試験場４部を栽培部と環境部に統合

和歌山県農林水産総合技
術センター果樹試験場か

き・もも研究所

和歌山県農林水産総合技
術センター果樹試験場う

め研究所

4月 組織の改編　

4月 うめ部が果樹園芸試験場うめ研究所として独立

和歌山県農林水産総合技

術センター畜産試験場養
鶏研究所

4月 組織の改編　

4月 水産関係の３試験場を統合し、水産試験場を設立

4月 組織の改編

4月 衛生公害研究センターから環境衛生研究センターに改称

4月 組織の改編

4月 地方道立行政法人化

4月 組織の改編　

4月 和歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場か
きもも研究所に改組

4月 農林関係の５試験場を統合し、鳥取県農林総合

研究所を設立

4月 機構改革により機械素材研究所（米子市）及び食

品開発研究所（境港市）を設置

4月 機構改革により本庁機関商工労働部産業技術セン
ターとして発足

4月 果樹試験場うめ研究所として新設（うめの試験研究は県暖地園芸セ
ンターうめ部で行っていた。）

4月 和歌山県農林水産総合技術センター養鶏試験場から和歌山県農林水

産総合技術センター畜産試験場養鶏研究所と改称

4月 和歌山県農林水産総合技術センター林業センター

から同センター林業試験場に改称；組織の改編

4月 研修部門を分離し、社団法人和歌山県林業公社わ
かやま林業労働力確保支援センターに移管

4月 農業技術センター、農業大学校および農林振興事務所の一部を
統合し、奈良県農業総合センターが発足

兵庫県立工業技術セン

ター

奈良県畜産技術センター

奈良県森林技術センター

和歌山県工業技術セン

ター

農林水産総合技術セン

ター農業試験場暖地園芸

センター

和歌山県農林水産総合技

術センター林業試験場

和歌山県農林水産総合技

術センター水産試験場

和歌山県環境衛生研究セ

ンター

鳥取県農林総合研究所

農業試験場

（地独）鳥取県産業技術

センター
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（9） 
公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

4月 組織の改編　

7月 組織の改編

4月 組織の改編


4月 組織の改編

4月 技術普及部を加え、農業技術センターを設立


4月 組織の改編

4月 種畜センターを統合

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 放射能グループを原子力環境センターに一本化

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

3月 備前陶芸センターを閉鎖

4月 岡山光量子科学研究所設立（企画振興部所管）


4月 産業労働部に移管

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 先端科学研究所を設置；組織の改編


4月 組織の改編

（地独）山口県産業技術

センター

4月 地方独立行政法人に移行

山口県環境保健センター

4月 水産関係３試験場が統合し水産技術センターを

設立

4月 海洋漁業部と栽培漁業部とをそれぞれ分離独立し

水産試験場と栽培漁業センターとする

4月 水産試験場栽培漁業部を廃止し、栽培漁業セン

ターとして分離独立

4月 肥飼料検査所の廃止に伴い、飼料の検査、分析業

務を移管

4月 組織改正に伴い、畜産試験場を畜産技術センター

に改称

4月 機構改革により水産試験場および栽培漁業セン

ターを再統合

4月 水産試験場に統合し、水産試験場沿岸漁業部と

なる

4月 依頼検査を廃止し、公の機関から行政機関へ組織

変更

4月 組織の改編に伴い、名称を山口県環境保健セン

ターに改称

鳥取県水産試験場沖合漁

業部

鳥取県水産試験場沿岸漁

業部

鳥取県生活環境部衛生環

境研究所

島根県産業技術センター

島根県農業技術センター

島根県畜産技術センター

島根県水産技術センター

島根県保健環境科学研究

所

岡山県工業技術センター

岡山光量子科学研究所

4月 種苗生産業務の民間委託に伴い

栽培漁業部を廃止

岡山県環境保健センター

広島市工業技術センター
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（10） 

公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

香川県産業技術センター

香川県森林センター

4月 病害虫防除所を農業試験場に統合 


4月 組織の改編　

4月 組織の改編 

4月 組織の改編

4月 組織の改編

香川県畜産試験場 4月 組織の改編

徳島県保健環境センター 4月 組織の改編

愛媛県産業技術研究所

技術開発部

愛媛県農林水産研究所

愛媛県農林水産研究所畜
産研究センター

4月 林業試験場

と緑化センター 4月 組織の改編

4月 栽培漁業センターを水産試験場に統合


4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編

長崎県窯業技術センター

4月 県内７試験

研究機関を統括

4月 政策調整局に科学技術振興課を設置し、工業技術

センターを商工労働部から移管

4月 試験研究機関の再編統合により、農林水産研究所

林業研究センターとなる

4月 政策調整局から科学技術振興課および県研究機関
が独立し科学技術振興局を設置

4月 県内７公設試を統括する科学技術振興課に移管；

窯業技術センターの組織を改組,科学技術振興局へ移管

4月 農業関係３試験場を統合し、農林技術開発セン

ターを設置

4月 ４研究所を廃止し部制に改組、研究室制に替えてチーム制を導入し
農産物知的財産権センターを設置

4月 工業技術センター、食品試験場、発酵食品試験場の3機関を統
合し、香川県産業技術センターとして発足

4月 県庁の組織改正により当センターの所属が環境森

林部となる

4月 果樹試験場南予分場を整備拡充し「みかん研究

所」に改称し、育種栽培室を設置

4月 農林水産業関係公設試１０機関を統合し、農林水
産研究所を設立

4月 水産関係３試験場を統合し、水産研究センター

を設置

4月 農林水産研究センターに統合し、農林水産研究所

果樹研究センターに改称

4月 農林水産業関係公設試１０機関を統合し、農
林水産研究所を設立

4月 工業関係５試験場を統合し、愛媛県産業技術研

究所を設立

愛媛県農林水産研究所林

業研究センター

愛媛県農林水産研究所水
産研究センター

福岡県農業総合試験場

香川県農業試験場

愛媛県農林水産研究所果

樹研究センター

福岡県保健環境研究所

長崎県工業技術センター

長崎県農林技術開発セン

ター
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（11） 

公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

長崎県総合水産試験場 4月 他の６公設試とともに、新設された科学技術振興課に統括

3月　新衛生公害研究所基本構想策定
 　　　　　　　　   

4月７研究機関が政策調整局の所管となる

3月「新衛生公害研究所整備計画」策定　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4月 長崎県環境保健研究センターに改称；組織改編

4月 工業関係３施設を統合し、産業技術センターを設立

4月 組織の改編

熊本県保健環境科学研究

所

4月 地下水科学室を水質科学部に吸収統合

4月 別府産業工芸試験所を分離し、竹工芸訓練支援センターに業務を移管



4月 組織の改編　

4月 組織の改編


4月 大分県計量検定所を統合

4月 組織の改編

宮崎県食品開発センター 4月 組織の改編

宮崎県木材利用技術セン

ター

4月 組織の改編

11月 薬草地域作物センターを設立


4月 組織の改編


4月 組織の改編


4月 組織の改編

宮崎県畜産試験場

宮崎県水産試験場 4月 組織の改編

鹿児島県工業技術セン

ター

4月 組織の改編

鹿児島県農業開発総合セ

ンター

4月 農業関係６施設を統合し，農業開発総合センターを設立

鹿児島県森林技術総合セ

ンター

4月 農水産物加工総合指導センターと材料科学部

食品科学グループとを統合し、食品産業部を新設

4月 林業技術センター林産部と工業試験場工芸支

場を統合し、宮崎県木材利用技術センターを設立

3月 工芸支場を廃止し、その業務を木材利用技術セン

ターへ引継

4月 宮崎県林業技術センターに改称;木材利用に関す

る研究を宮崎県木材利用技術センターに移管

4月 県林業振興課の普及指導部門を統合して森林技

術総合センターと改称：組織改編

4月 畜産試験場と優良家畜受精卵総合センターを統

合；組織の改編

4月 大島紬技術指導センターを工業

技術センターに統合

4月 日田産業工芸試験所を分離し農林水産部農林水産

研究センター林業試験場と統合

長崎県環境保健研究セン

ター

熊本県産業技術センター

大分県産業科学技術セン

ター

宮崎県工業技術センター

宮崎県林業技術センター

宮崎県総合農業試験場
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表 4.2.16 公設試の組織改編・再編の状況（12） 

公設試名 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

4月　試験研究機関の一元化により、企画部に移管


4月 組織の改編

4月 組織の改編

4月 農林水産部より企画部に移管

4月 林業試験場を農林水産部から企画部に移管。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4月 組織改革により農林水産部から企画部に所管変更 

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 組織の改編　

4月 工芸指導所を廃止し、観光商工部商工振興課工芸
技術支援センターとなる

4月 、畜産試験場から畜産研究センターに名称変更、
１課５研究室体制から3班体性に組み換え

4月 農林水産部から企画部へ移管され、研究機関管理
の一元化

4月 農業試験場本場と同園芸支場を統合し、沖縄県
農業研究センターとなる

4月 林業試験場から森林資源研究センターと改称、企
画管理班及び育林管理班を設置

4月 本場を水産海洋研究センター、支場を同センター
石垣支所に改称

沖縄県工業技術センター

観光商工部商工振興課
工芸技術支援センター

沖縄県畜産研究センター

沖縄県農業研究センター

沖縄県森林資源研究セン
ター

沖縄県水産海洋研究セン
ター

沖縄県衛生環境研究所
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2) 公設試の今後の組織改編に関する今後のあり方 

公設試の今後の組織改編については、ほとんどの所管部署が、現在の運営のあり方を継

続するとしている（表 4.2.17、図 4.2.16 参照）。これは、先に示したとおり、多くの自

治体では、平成 12 年度以降に環境の変化に合わせて公設試の統合あるいは組織改編を既に

行っているため、現時点では大幅に変更することは考えていないことがうかがえる。 

 

表 4.2.17 公設試の今後のあり方 

 N=152 回答数 

運営 

現在の運営のあり方を継続する 108 

分野別に再編・統合化を図る 13 

現在の公設試の機能に新たな機能を追加する 5 

公設試を所管部署から企画部署等へ移管する 2 

地方独立行政法人への移行を図る 2 

分野別に広域再編・連携を図る 2 

中小企業への支援機関との再編・統合化を図る 0 

現在の運営のあり方を継続する 16 

設置形態 

現在の形態を継続する 125 

中央センターを設置する 3 

中央センターの機能を分化する 1 

中央センターを地域分割する 0 

その他 10 

71.1%

8.6%

3.3%

1.3%

1.3%

1.3%

0.0%

10.5%

82.2%

2.0%

0.7%

0.0%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の運営のあり方を継続する

分野別に再編・統合化を図る

現在の公設試の機能に新たな機能を追加する

公設試を所管部署から企画部署等へ移管する

地方独立行政法人への移行を図る

分野別に広域再編・連携を図る

中小企業への支援機関との再編・統合化を図る

その他

現在の形態を継続する

中央センターを設置する

中央センターの機能を分化する

中央センターを地域分割する

その他

運
営

設
置

形
態

 

図 4.2.16 公設試の今後のあり方 

● 公設試の今後の組織改編に関する具体的な状況 

＜中央センターへの詳細分野の集約化＞ 

・ 平成 17 年度に 4 つの研究機関を「水産総合研究センター」に統合し中央センター

を設置した。 

＜プロジェクトごとの組織運営体制＞ 

・ 平成 19 年度に研究分野を再編統合するとともに、新たにプロジェクト研究推進体
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制を構築。行政・地域ニーズに合わせた研究資源を投入できるような組織体制とし

た。 

＜産業界のニーズへの対応＞ 

・ 平成 20 年度に地域資源製品開発支援センターを設置、21 年度には環境技術部門を

設置しており、今後も産業界のニーズに応じ機能を高度化させていく。 

・ 平成22年4月に農林水産関係の6試験研究機関を集約化したばかりなので、当面、

現在の運営・設置形態を継続する。 

＜地方独立行政法人化＞ 

・ 平成 20 年 4 月に地方独立行政法人に移行した。 

・ 平成 21 年 4 月に地方独立行政法人として運営を開始している。 

・ 平成 20 年度に改定したばかりなので、当面この形態を継続する。 

・ 地方独立行政法人化により、自律性、自主性を活かし、利用者のニーズに的確に対

応できる体制にある。 

・ 地方独立行政法人化に関する情報（他県の状況）を収集し，メリット，デメリット

等について検討しているが，現状では現在の運営のあり方を継続する方向である。 

＜従来の運営形態を継続＞ 

・ 公設試が期待される役割を担うことについては、現在の運営で特に問題ないと認識

している。 

・ 県民が求める行政要望の具体化手段として、水産に特化した試験研究を機動的に実

施できる。 

 

3) 地方独立行政法人化に対する取り組み状況 

公設試の所管部署に対する地独化に関するアンケート調査の結果について、地方独立行

政法人化に関する取り組み状況を見ると、「検討の結果、当面は地方独立行政法人化はしな

い」と「ほとんど検討していない」の回答を合計すると 113 部署（81％）で、現段階では

地独化は大勢とはなっていないことが分かる（表 4.2.18、図 4.2.17 参照）。 

 

表 4.2.18 地方独立行政法人化に対する取り組み状況 

N=152 回答数 

地方独立行政法人化した 7 

地方独立行政法人化の検討段階 7 

地方独立行政法人に向けて情報収集段階 8 

検討の結果、当面は地方独立行政法人化はしない 37 

ほとんど検討はしていない 86 

無回答 7 
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4.6%

4.6%

5.3%

24.3%

56.6%

0% 20% 40% 60% 80%

地方独立行政法人化した

地方独立行政法人化の検討段階

地方独立行政法人化に向けて情報収集段階

検討の結果、当面は地方独立行政法人化はしない

ほとんど検討はしていない

 
図 4.2.17 地方独立行政法人化に対する取り組み状況 

 

当面は見送りとした公設試の場合について、その背景を記述回答から整理すると、三つ

に分類できる。一つめは「規模が小さく独法化するメリットとはない」とするケース、二

つめは「行政との一体性の高い業務や行政依頼による業務を多く実施しており、別組織に

することは好ましくない」とするケース、三つめは「主に衛生系の公設試の場合、業務の

性格から独法化は望ましくない」とするケースである。 

 

● 地独化した公設試の背景 

＜運営の自立性・自主性・効率性の向上＞ 

・ 工業系、農林水産系、食品系の試験研究機関を一つの法人に統合することにより、

各分野の連携を強化し、産業振興を一層推進するとともに、法人運営の自律性・自

主性を高め、弾力的・効率的で透明性の高い運営により、一層効果的な試験研究成

果の早期発現を図るため。 

＜公的なサービス機能の向上＞ 

・ 独法化への移行により機動性を高め、企業等へのサービスをより一層向上させるた

め。 

・ 同じ敷地内に東京都直営であった老人医療センターと財団法人であった老人総合

研究所が所在しており、連携の一層の推進、一体化が求められていた。一体化にあ

たり、両施設それぞれの運営の課題が解消され、また、公共的役割が将来にわたっ

て継続し得るためのより効率的・効果的な運営形態として地方独立行政法人化を選

択した。 

＜柔軟な財務運営、迅速な意思決定、機動性の向上＞ 

・ 柔軟な財務運営、迅速な意思決定、機動性により、企業との結びつきを強め、研究

活動の活性化や企業支援の強化、研究成果の普及促進を図り、効果的なサービスを

提供するため、地方独立行政法人化した。 

・ 市場変化のスピードが加速化する中で、高度化・多様化する企業ニーズへ対応する

体制を整備し、中核的技術支援拠点としての機能強化を図るため。 
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続いて、地独化のメリット・デメリットについて、地独化した公設試の所管部署と自治

体組織下の公設試の所管部署に区分して整理したものが表 4.2.19、図 4.2.18 である。 

メリットについては、地独化した公設試の所管部署では、「自立的・柔軟的な組織運営が

可能」との回答が最も多く、次いで「複数年契約等の多様な契約手法の活用が可能」とな

っており、地独化への移行によって組織・財政運営の自由度が高まったことが分かる。こ

れら点については、自治体組織下の公設試の所管部署で回答した機関の中でも、メリット

が高いと思われる項目である。また、地独化した公設試の所管部署では、「組織の活性化が

期待できる」との回答も先の組織運営と同様に最も高く、自立した組織運営が可能となっ

たことから、意欲的に業務に取り組める環境となったことがうかがえる。 

一方、デメリットについては、地独化した公設試の所管部署では、「新たなシステム導入・

改修等のコストがかかる」や「新たな運営費用が必要」との回答が多く、これらは地独化

移行への初期費用として必然の事項であると考えられる。また、自治体組織下の公設試の

所管部署で回答した機関の中で、「本庁からの突発的な業務依頼は対応し難くなる」の回答

が 3番目に多くなっているが、地独化した公設試の所管部署の回答は低く、実際には本庁

との政策連携は地独化前と変わらず、大きな問題ではないことがうかがえる。 

 

表 4.2.19 地方独立行政法人化に対するメリット・デメリット 

   （回答数） 

 

全機関 
（N=152） 

  

地独化した 
公設試 
（N=7) 

自治体組織
下の公設試
（N=145) 

メ
リ
ッ
ト 

統合によるスケールメリットが得られる 7 2 5 

自立的・柔軟な組織運営（予算、人事）が可能 52 6 46 

業績評価による管理運営が可能 8 2 6 

財務の透明性が向上 10 1 9 

発生主義に基づく正しいコスト認識が醸成 17 1 16 

複数年契約等多様な契約手法の活用が可能 28 5 23 

組織の活性化が期待できる 23 6 17 

その他 14 0 14 

デ
メ
リ
ッ
ト 

新たなシステム導入・改修等のコストがかかる 51 6 45 

新たな運営費用が必要 42 4 38 

本庁からの突発的な業務依頼は対応し難くなる 42 1 41 

採算性を重視するため業務に偏りが生じる 33 0 33 

財政負担は急激に軽減されるものではない 51 2 49 

その他 23 1 22 
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29%
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86%

57%

14%

0%

29%

14%
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32%

4%

6%

11%

16%

12%

10%

31%

26%

28%

23%

34%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

統合によるスケールメリットが得られる

自立的・柔軟な組織運営（予算、人事）が可能

業績評価による管理運営が可能

財務の透明性が向上

発生主義に基づく正しいコスト認識が醸成

複数年契約等多様な契約手法の活用が可能

組織の活性化が期待できる

その他

新たなシステム導入・改修等のコストがかかる

新たな運営費用が必要

本庁からの突発的な業務依頼は対応し難くなる

採算性を重視するため業務に偏りが生じる

財政負担は急激に軽減されるものではない

その他

メ
リ

ッ
ト

デ
メ

リ
ッ

ト

地独化した公設試

自治体組織下の公設試

 
図 4.2.18 地方独立行政法人化に対するメリット・デメリット 

 

(6) 企業訪問・相談件数等の目標設定 

企業訪問および普及・技術指導・相談に対する目標設定について（表 4.2.20、図 4.2.19

参照）、全体で見ると、「利用者・企業への訪問」が 18％、「普及・技術指導・相談」が 23％

と、2割前後の公設試において目標が設定されている状況である。 

分野別に見ると、工業系公設試は、「利用者・企業への訪問」、「普及・技術指導・相談」

とも約 6 割が目標設定を行っている。回答いただいた目標件数を整理すると（図 4.2.20

参照）、「利用者・企業への訪問」では、1機関当たり年間目標件数は、最小 10 件から最大

2,200 件まで範囲が広く、100 件以下が最も多く 10機関である。また、「普及・技術指導・

相談」では、1機関当たり年間目標件数は、最小 50件から最大 71,000 件まで範囲が広く、

3,000 件以下の機関が比較的多くなっている。ただし、これらの目標件数の差は、公設試

の規模によるところが多いと思われる。この他に、目標設定している事項として、多くの

機関が挙げているものは、「依頼試験」、「機器貸付」、「特許出願」、「共同研究」、「研究会・

セミナーの開催」等、技術支援に関するものが多い。 

一方、農林水産系と環境・衛生系の公設試で目標設定を行っているのは、「利用者・企業

への訪問」、「普及・技術指導・相談」とも 1割未満である。回答いただいた目標件数を整

理すると、農林水産系公設試においては、「利用者・企業への訪問」（回答数：2件）では、

1 機関当たり年間目標件数は 100 件以下が 1機関、101-200 件以下が 1機関であった。「普

及・技術指導・相談」（回答数：9 機関）では、最小 30 件から最大 2,500 件まで範囲が広

く、500 件以下が 4 機関、501-1,000 件が 2 機関、1,001 件以上が 3機関となっている。ま

た、環境・衛生系公設試においては、「利用者・企業への訪問」（回答数：3 件）では、1

機関当たり年間目標件数は 3機関とも 20 件以下であり、「普及・技術指導・相談」（回答数：

3 機関）では、1機関当たり年間目標件数は 50 件以下が 2機関、51-100 件以下が 1機関で
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ある。従って、工業系公設試では約半数が目標を設定しているが、農林水産系や環境・衛

生系では、業務機能の上からも目標設定は 10％以下と極めて少ないといえる。 

 

表 4.2.20 企業訪問・相談等の目標設定の状況 
   （回答数） 

  目標設定有り 目標設定無し 

利用者・企業への
訪問 

全体 （N=253） 45 208 

工業系 （N=71） 39 32 

農林水産系 （N=129） 3 126 

環境・衛生系 （N=48） 3 45 

普及・技術指導・
相談 

全体 （N=253） 58 195 

工業系 （N=71） 41 30 

農林水産系 （N=129） 12 117 

環境・衛生系 （N=48） 4 44 

18%

55%

2%

6%

23%

58%

9%

8%

82%

45%

98%

94%

77%

42%

91%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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農林水産系

環境・衛生系

全体

工業系

農林水産系

環境・衛生系

利
用

者
・企

業

へ
の

訪
問

普
及

・
技

術
指

導
・

相
談

目標設定有り 目標設定無し  
図 4.2.19 企業訪問・相談等の目標設定の状況 
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図 4.2.20 工業系公設試の企業訪問・相談等の目標設定数 

 

4.2.3. 公設試の独自研究 

公設試の独自研究に関し、その目的とテーマの設定について、公設試のアンケート調査

結果を整理した。 
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(1) 独自研究の目的 

独自研究の目的について（表 4.2.21、図 4.2.21 参照）、「地域における新産業創出のた

めのシーズ産出」、「高度化した技術指導、依頼試験・検査等への対応レベルを向上」が、

独自研究の大きな目的であることが分かる。 

 

表 4.2.21 公設試の独自研究の目的 

N=253 回答数 

地域における新産業創出のためのシーズ産出 153 

高度化した技術指導、依頼試験・検査等への対応レベルの向上 143 

競争的資金獲得のための実績の蓄積 75 

高度化した受託研究、共同研究等の補完 66 

地域における新産業創出のためのシーズ産出 57 

60.5%

56.5%

29.6%

26.1%

22.5%

0% 20% 40% 60% 80%

地域における新産業創出のためのシーズ産出

高度化した技術指導等への対応レベルの向上

競争的資金獲得のための実績の蓄積

高度化した受託研究、共同研究等の補完

その他

 

図 4.2.21 公設試の独自研究の目的 

 

(2) 独自研究テーマの設定方法 

独自研究テーマの設定方法について（表 4.2.22、図 4.2.22 参照）、「現場からのニーズ

に基づいてテーマを構築する」が、9割を超え、最も多い方法であり、公設試が基本的に

は地域に根差して活動していることを示すものといえる。しかし、現場のニーズを考慮し

て、政策を企画立案・実行していると判断される地元自治体からの要請は 45％であり、相

対的に少ないといえる。 

 

表 4.2.22 独自研究テーマの設定方法 

N=253 回答数 

現場からのニーズに基づいたテーマの構築 231 

研究部門に蓄積された活動成果から派生 161 

研究職員の発案、セレンディピティー 143 

地元自治体からの要請 114 

当該機関の企画部門からの要請 35 

その他 10 
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91.3%

63.6%
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45.1%

13.8%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現場ニーズに基づいたテーマの構築

研究部門に蓄積された活動成果から派生

研究職員の発案、セレンディピティー

地元自治体からの要請

当該機関の企画部門からの要請

その他

 

図 4.2.22 独自研究テーマの設定方法 

 

(3) 独自研究のテーマの傾向 

特徴的な独自研究テーマの傾向をみるため、都道府県の工業系公設試および農林水産系

公設試が平成 17 年以降に実施した特徴的な独自研究テーマについて、その名称に含まれる

キーワードから、4.2.1. （4）に示した技術支援の方向性と研究開発の方向性に基づいて、

7 つのカテゴリーを設けて分類した。７つのカテゴリーとキーワードは表 4.2.23 に、都道

府県別の工業系公設試の独自研究テーマの分類と件数については表 4.2.24 に、農林水産

系公設試については表 4.2.25 に示した。集計するにあたり、複数の同系統の公設試が存

在する場合はその合計を記載している。空欄は、公設試のから特徴的な独自テーマの回答

がなかった自治体、あるいはアンケートの回答が得られなかった自治体である。なお、各

自治体のテーマ数に大きなばらつきがあるが、テーマの立て方は各自治体において異なる

ものであり、件数の多い少ないが直接的にその自治体の研究開発に対する姿勢の差を示す

ものではない。 
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表 4.2.23 独自研究テーマの分類カテゴリー 

キーワード

Ⅰ
地域（企業）が直面する課題解決
への対応

資源調査、予測モデル開発、病害虫防除・低減技術、被害抑制、被
害リスクマップ等

Ⅱ
地域の地場産業・伝統産業の活性
化に向けた研究

窯業関連、繊維関連、木工、地域資源、地域資源有効利用、伝統産
業等

Ⅲ
地域の既存産業の高度化に向けた
開発

設計支援、ユニバーサルデザイン、量産化技術、高精度加工、精密
化、光計測応用、実装技術、組込みシステム、光触媒の活用、生産
性向上、安定栽培技術、特性解明・把握、機能性評価、免疫性検
証、最適化、耐摩耗特性向上、耐久性向上、環境対応型、高速化、
高度化、収益性向上、競争力向上、安心・安全性の向上、信頼性向
上、精密鋳造技術、高機能化、機能性付与、高品質化、多品種化、
多用途化、高度利用技術、シミュレーション、モデル化技術、コス
ト低減技術、省力化、省エネ、効率化、生産環境改善技術、新技術
の適用、技術の組み合わせ、モジュール化技術、高次加工、収量増
加、収益性向上、超多収培養、多収周年栽培、減農薬、病害対策、
整理障害防止、環境負荷軽減、再資源化、他分野技術の利用、生理
特性に適した品種改良、地域特性を生かした産品、鮮度維持・向
上、ブランド化、高付加価値化、優良品種、地域特産品等

Ⅳ
新技術・新商品・新品種の開発に
向けた研究

精密加工、超精密加工、微細構造、超微細加工、マイクロ接合、ト
ライボロジー、分子認識、画像処理、表面プラズモン、カーボンナ
ノチューブ、マイクロチップ、マイクロカプセル、ロボット応用技
術、ＤＬＣ利用、機能性材料、新素材、エネルギー変換材料、環境
材料、炭素材料、バイオマテリアル、新生産方式、光応答メカニズ
ム、新用途・他用途生産、売れる品種、代替品、新機能性、環境適
応性、環境対応型加工技術、産地適応型、高温・高水温耐性品種、
地域特産品、病害虫抵抗性品種、温暖化に対応した農作物等

Ⅴ 地域における先導的研究

量子、新用途開発、地域資源の利活用、未利用・低利用資源の活
用、再生可能エネルギー、優良遺伝資源、ＤＮＡ育種実用化、遺伝
子組み換え、遺伝子系の利用、遺伝資源の増殖技術、クローン作
物・生物、ゲノム解析、プロテオーム解析、リハビリテーション、
介護・福祉機器、ＭＥＭＳ技術、ナノ粒子、燃料電池、水素エネル
ギー、新エネルギー、バイオマス、リサイクル・リユース、ＱＯＬ
の向上、植物工場

Ⅵ
地域の活性化・成長に向けた調
査・研究

イノベーション、生産構造の変化、資源量増大、資源循環システ
ム、低炭素化社会、環境浄化、環境保全・改善、持続可能地域の形
成、流通、マーケティング、経営構造、経営シミュレーション、市
場動向、生態系、農商工連携、ネットワーク、クラスター形成、人
材育成

Ⅶ
公設試の支援機能（技術力）の強
化を目的とした研究

計測・制御、分析技術の研究、環境評価技術、実態把握、漁況予測
技術、資源管理技術

テーマの分類カテゴリー
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表 4.2.24 都道府県の工業系公設試の独自研究のテーマの分類と件数 

都道府県 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 合計

北海道 13 3 3 1 20

青森県 3 26 15 12 3 59

岩手県 8 5 3 3 1 20

宮城県

秋田県

山形県 1 8 7 3 19

福島県 1 20 12 8 1 42

茨城県

栃木県 7 2 1 10

群馬県 9 7 2 18

埼玉県 12 8 20

千葉県 1 1 3 1 6

東京都 17 7 5 1 1 31

神奈川県 15 3 1 1 20

新潟県 26 9 2 1 38

富山県 2 10 9 1 1 1 24

石川県 1 14 10 1 26

福井県

山梨県 2 28 6 2 1 1 40

長野県 1 9 9 1 20

岐阜県 35 12 7 1 55

静岡県 1 3 3 1 8

名古屋市 4 2 6

三重県 1 5 11 17

滋賀県 1 6 4 11

京都府 8 26 12 5 1 1 53

大阪府 15 21 2 4 1 43

兵庫県 5 10 3 18

奈良県 2 3 1 6

和歌山県 1 1 1 3

鳥取県 3 2 5

島根県 2 8 6 3 19

岡山県 1 22 10 5 38

広島市 3 3

山口県 5 26 15 13 2 61

徳島県

香川県 5 5

愛媛県 14 15 4 1 1 35

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県 11 16 2 29

熊本県 8 4 12

大分県 1 11 2 1 15

宮崎県 1 31 12 10 1 55

鹿児島県 1 25 7 1 34

沖縄県 3 5 13 21

合計 13 42 506 268 97 27 12 965

1.3%

4.4%

52.4%

27.8%

10.1%

5.4%

0.3%

62.9%

13.9%

5.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

 

注） Ⅰ．地域（企業）が直面する課題解決への対応 Ⅱ．地域の地場産業・伝統産業の活性化に向けた研究 

Ⅲ．地域の既存産業の高度化に向けた開発   Ⅳ．新技術・新商品・新品種の開発に向けた研究 

Ⅴ．地域における先導的研究            Ⅵ．地域の活性化・成長に向けた調査・研究 

Ⅶ．公設試の支援機能（技術力）の強化を目的とした研究 
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表 4.2.25 都道府県の農林水産業系公設試の独自研究のテーマの分類と件数 

都道府県 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 合計

北海道 3 3

青森県 31 9 3 4 47

岩手県 21 1 2 3 5 32

宮城県 1 12 4 1 1 4 23

秋田県

山形県 3 1 63 14 1 4 86

福島県 40 9 1 1 51

茨城県

栃木県 5 36 4 1 3 49

群馬県 8 1 9

埼玉県 12 6 1 1 20

千葉県 2 16 4 2 9 33

東京都 13 6 3 3 2 27

神奈川県 1 1 17 3 8 30

新潟県

富山県 2 2 2 1 7

石川県 23 3 4 30

福井県 18 3 1 22

山梨県 3 33 3 2 3 44

長野県 3 17 2 1 2 25

岐阜県 7 26 14 5 1 53

静岡県 2 1 21 6 6 7 4 47

愛知県 5 2 7

三重県 1 9 5 3 18

滋賀県 5 1 1 7

京都府 1 1

大阪府 3 1 4

兵庫県

奈良県 5 12 3 1 2 2 25

和歌山県 8 29 5 3 2 6 53

鳥取県 9 6 4 3 22

島根県 4 17 3 5 29

岡山県

広島市

山口県

徳島県

香川県 25 1 1 27

愛媛県 2 34 4 2 3 45

高知県

福岡県 1 9 7 17

佐賀県

長崎県 2 13 4 1 2 4 26

熊本県 3 9 3 1 2 1 19

大分県 0

宮崎県 31 12 4 2 5 54

鹿児島県 2 11 1 1 15

沖縄県 1 26 1 5 2 3 38

合計 56 3 657 145 54 76 54 1045  

注） Ⅰ．地域（企業）が直面する課題解決への対応 Ⅱ．地域の地場産業・伝統産業の活性化に向けた研究 

Ⅲ．地域の既存産業の高度化に向けた開発   Ⅳ．新技術・新商品・新品種の開発に向けた研究 

Ⅴ．地域における先導的研究            Ⅵ．地域の活性化・成長に向けた調査・研究 

Ⅶ．公設試の支援機能（技術力）の強化を目的とした研究 

 

これら 2つの表から地域性を考慮しないで、工業系公設試と農林水産系公設試との独自

研究のテーマの傾向を見ると（図 4.2.23 参照）、工業系、農林水産系とも、「地域の既存
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産業の高度化に向けた開発（Ⅲ）」が最も多く、次いで「新技術・商品・新品種の開発に向

けた研究（Ⅳ）」である。また、2分野の公設試を比較すると、工業系では「地域の地場産

業・伝統産業の活性化に向けた研究（Ⅱ）」と「地域における先導的研究（Ⅴ）」が相対的

に多く、農林水産系公設試では「地域の活性化・成長に向けた調査・研究（Ⅵ）」と「公設

試の支援機能（技術力）の強化を目的とした研究（Ⅶ）」が相対的に多いことが分かる。 
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4.4%

52.4%

27.8%
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Ⅲ．地域の既存産業の高度化に向けた開発

Ⅳ．新技術・新商品・新品種の開発に向けた研究

Ⅴ．地域における先導的研究

Ⅵ．地域の活性化・成長に向けた調査・研究

Ⅶ．公設試の支援機能（技術力）の強化を目的とした研究 工業系 農林水産系

 

図 4.2.23 工業系公設試および農林水産業系公設試の独自研究のテーマの方向性 

 

4.2.4. 地域における産官学連携活動の状況 

(1) 産学官連携への取り組み 

地域における産学官連携の取り組みについて、所管部署へのアンケート調査結果を見る

と（表 4.2.26、図 4.2.24 参照）、今後伸ばしていきたい、または付与していきたい取り

組みとして、「企業ニーズの大学等および公設試への橋渡し」、「シーズ・ニーズのマッチ

ング」、「大学等、公設試の研究成果の事業化への橋渡し」、「大学等・公設試の研究成

果の事業化への橋渡し」、「製品化・事業化促進組織・機関の整備」といった、地域産業

の振興に関連した取り組みを挙げている。また、「広域的な連携ネットワークの構築」、

「情報共有・交換・発信システムの構築」、「製品化・事業化に向けた産学官の連絡会等」

のネットワークの構築が重要となっていることが分かる。 
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表 4.2.26 産学官連携への取り組み 
     （回答数） 

  N＝253 

現在の取
り組みを

継続して
いきたい 

今後伸ば
していき
たい、又は

付与して
いきたい
取り組み 

今後、縮小
していき

たい取り
組み 

選択なし 
公設試 

の参加 

産学連携の
促進 

産学官連携を推進するための事業の実施 34 24 1 93 60 

産学官の研究開発を促進するための事業の実施 39 22 0 91 62 

地域産業の
振興 

大学等、公設試の研究成果の事業化への橋渡し 50 35 0 67 66 

企業ニーズの大学等および公設試への橋渡し 46 36 0 70 65 

シーズ・ニーズのマッチング 47 36 0 69 64 

コーディネート活動の充実 38 31 0 83 50 

インキュベーション・システムの構築 28 15 0 109 25 

製品化・事業化促進組織・機関の整備 23 29 0 100 33 

人材育成・人
的交流の促
進 

自治体職員の企業への出向 11 7 1 133 7 

自治体職員の大学・ＴＬＯ等への出向 19 8 0 125 9 

企業からの出向受け入れ 9 5 0 138 6 

本庁と公設試間の人事異動の促進 83 11 2 56 72 

ネットワー
クの構築 

研究ネットワーク（研究会等）の構築 51 24 1 76 61 

産学官の各組織の各代表者の連絡会等 43 21 1 87 44 

産学官の各組織の知財関係者の連絡会等 20 23 1 108 27 

産学官の各組織のコーディネーターの連絡会等 29 21 0 102 34 

情報共有・交換・発信システムの構築 29 28 0 95 42 

広域的な連携ネットワークの構築 29 30 0 93 37 

製品化・事業化に向けた産学官の連絡会等 19 28 0 105 37 

地域ＣＯＥの構築 14 14 0 124 19 

公設試研究員の兼務 18 6 0 128 18 

コーディネ
ーターの配
置 

公設試への配置 13 13 0 126 18 

財団等への配置 34 3 0 115 10 

大学等の産学官連携担当組織への配置 11 4 0 137 2 

研究者に関するデータベースの整備 18 13 0 121 20 

データベー
スの整備 

シーズに関するデータベースの整備 19 17 0 116 23 

ニーズに関するデータベースの整備 17 17 1 117 19 
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産学官の各組織の各代表者の連絡会等
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公設試研究員の兼務

公設試への配置

財団等への配置

大学等の産学官連携担当組織への配置
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その他

産
学

連
携

の
促

進
地

域
産

業
の

振
興

人
材

育
成

・

人
的

交
流

促
進

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
の

配
置

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
整

備

継続したい

拡充したい

縮小したい

 

図 4.2.24 産学官連携への取り組み 

 

(2) 産学官連携の目的 

産学官連携を行う目的を見ると（表 4.2.27、図 4.2.25 参照）、主な目的は、「地域産業

に貢献するための研究開発の拠点となること」、「連携により地域における人材、情報の流

動化を促進すること」であることが示されている。 

 

表 4.2.27 産学官連携の目的 

N=253 回答数 

地域産業に貢献するための研究開発の拠点となる 137 
連携により地域における人材、情報の流動化を促進する 85 
公設試の諸活動を大学等および地域産業の関係者に知ってもらうこと 74 
大学の知を地域産業に移転するための仲介役となる 61 
公設試のコーディネート能力を向上させる 52 
大学等および地域産業との差異を認識することにより、産学官それぞれの 

役割を明らかにする 
38 

その他 21 
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大学の知を地域産業に移転するための仲介役となる

公設試のコーディネート能力を向上させる

大学等および地域産業との差異を認識することにより、

産学官それぞれの役割を明らかにする

その他

 
図 4.2.25 産学官連携の目的 

● 特記事項 

＜機能面での相互補完を模索＞ 

・ 産学官連携は、それぞれ異なる使命を有する関係機関相互が、それぞれの目標達成

を効率的かつ効果的に行うため、必要となる資源を提供しあう仕組み（あくまでも

ツール）と捉えて取り組んでいる。 

・ 各機関で課題を共有するとともに、各機関の強みを活かす仕組みを作り、効率的に

成果を得る。 

＜専門性の統合・強化＞ 

・ 大学等と協力してそれぞれの専門性を生かして、地元産業の振興に貢献するため。 

・ 地域産業に貢献するため、大学と連携して研究開発を実施している 

・ それぞれの得意分野における能力を発揮することで、地域の課題に対して、より迅

速に適正に対応することが可能になる。 

・ 現場で必要とされている研究を迅速に実施し、普及するために、複数の研究機関に

よる多くの成果の活用を図るため。 

・ 当研究所が持つ資産（地域流行病原微生物株）やノウハウを大学や企業の先端的研

究に役立てる。 

・ 大学の知（基礎研究）を公設試の実用化試験に役立て、地域の活性化を図る 

・ 対象課題の解決のため、関係機関との連携と役割分担を図り、各機関が所有する専

門的な特徴を発揮しながら、課題の総合的な解決をめざす。 

・ 各セクターの得意分野を活かし、技術開発を効率的に行うため。 

・ 高度化する課題解決、技術開発を行う上で、1機関では専門や技術レベルにおいて

限界があり、機関の連携、分担により、効率化で効果的な研究を目指す。 

・ 産学官連携により、大学や民間企業の長所（強み）を活かして、地域農業の活性化

に貢献したい。 

・ 地域産業の発展に大学の知見、ネットワークを活用。 
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・ 地域大学、企業、および行政の参加による産学官技術交流会を毎年実施。 

・ 平成 23 年 3 月に「くまもと有機薄膜技術高度化センター」を設立し、地域の産学

官の連携による新産業の創出に向けた取り組みを推進する。 

＜研究員のスキルアップ＞ 

・ 多数の大学や研究機関が立地している条件を生かし、開発技術の高度化・専門化へ

の対応、研究期間の短縮や機材等の有効活用に加え、研究員のスキルアップ等人材

育成を図る。 

 

(3) 産学官連携の具体的状況 

産学官の具体的な連携状況について（表 4.2.28、図 4.2.26 参照）、産学官連携の 1 番

目の目的である「地域産業に貢献するための研究開発の拠点となること」に関連して産学

官の連携状況を見ると、「研究成果の報告会の開催による成果の普及（技術移転）」が 48％、

「国プロ等の推進に関する他の公設試および大学等との協力」が 37％、「特定技術分野の

研究会を産学官の中核となって開催」が 22％、「大学等と地域企業・事業者等とのマッチ

ングの仲立ち」が 14％であり、この目的を達成すべく動きが見られるものの、十分とはい

いがたい状況である。 

また、2 番目の目的である「連携により地域における人材、情報の流動化を促進するこ

と」に関連しては、「地域技術者向けの技術研修会の開催」が 38％、「地域企業からの研修

生の受け入れ」が 23％、「地域内公設試との連絡会の開催」が 19％、「公設試から大学等へ

の人材派遣（出向）」が 4％であり、この目的を達成すべく連携活動は十分とはいいがたい

状況である。 

 

表 4.2.28 産学官の具体的な連携状況 

N=253 回答数  

研究成果の報告会の開催による成果の普及（技術移転） 122 

地域技術者向けの技術研修会の開催 97 

国プロ等の推進に関する他の公設試および大学等との協力 94 

他の地域の公設試とのネットワークの形成 63 

地域企業からの研修生の受け入れ 58 

特定技術分野の研究会を産学官の中核となって開催 55 

地域内公設試との連絡会の開催 47 

大学等と地域企業・事業者等とのマッチングの仲立ち 35 

公設試から大学等への人材派遣（出向） 9 

その他 22 
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地域企業からの研修生の受け入れ
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図 4.2.26 産学官の具体的な連携状況 

● 特記事項 

＜民間・他機関等との研究開発促進＞ 

・ 和歌山県が独自で行っている公設試験研究機関の競争的研究制度「戦略的研究開発

プラン事業」により大学、民間との共同研究を行っている。 

・ 本機関が中核となっている研究課題については、検討会等を開催し、共同研究機関

との連携を図っている。 

・ 地域内の関係機関のネットワークの形成には積極的に参画している。 

・ 地域の重要な養鶏産業における配合飼料開発について、配合飼料メーカーと連携し

てお互いの得意分野を対等な関係で研究している。 

＜ネットワーク形成＞ 

・ 大学、市、業界代表等との連絡会を開催する。 

・ 他地域の公設試とのネットワーク形成は、地方衛生研究所全国協議会および全国環

境研協議会を通じて取り組んでいる。 

・ 水道技術管理者資格取得講習会 

・ 産官連携による新需要創造に取り組む 

・ 産学官等の連携に係わる研究課題は、他の組織（総合理工学研究機構）が中心とな

って推進している。 

・ 産学官による共同研究 

・ 協議会で意見等集約。研修を昨年度から実施した。 

・ 各機関の得意とする技術・知見を持ちよって共同研究を実施する。 

・ ①有機薄膜技術高度化支援センターを設立し、地域の産学官連携を推進。②企業、

大学から研修生を受入。③企業、大学の職員を対象にした講演会等を実施。④九州
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知事会の枠組みで九州・山口管内の公設試の共同研究等を実施。 

・ ①業種別等の研究会を設置・運営している。その一つであるパン研究会は企業、大

学と連携して米粉を利用したパンの研究開発を行っている。②大学からの研修生を

受入れている。③中小企業の技術者向けの技術研修会を年 4回開催している。 

・ 当機関が開発した技術・品種を用いた新製品の開発や大学・民間企業等で開発され

た技術や資材等を本県で普及に移すため、県内公設試や民間企業、大学等と連携を

行っている。 

 

(4) マッチングの事例 

平成 17 年度以降に、公設試の仲介により、地域企業と大学等とのマッチング（共同研究、

技術移転等）を成立させた公設試は、34機関であった（表 4.2.29 参照）。公設試全体とし

ては、「大学等と地域企業・事業者等とのマッチングの仲立ち」が 13.7％とやや低調な状

況において、一部の公設試は、活発な仲介活動を成功させている。特に、（地独）東京都

立産業技術研究センターは 100 件を超えるマッチングを成立させている。 

 

表 4.2.29 公設試の仲介によるマッチングの例 

仲介件数

（地独）東京都立産業技術研究センター 新潟県工業技術総合研究所

宮崎県木材利用技術センター 神奈川県産業技術センター

宮崎県工業技術センター

山梨県富士工業技術センター 宮崎県食品開発センター

（地独）北海道立総合研究機構 群馬県繊維工業試験場

栃木県産業技術センター 山梨県工業技術センター

石川県工業試験場 滋賀県畜産技術振興センター

愛媛県産業技術研究所　紙産業技術センター 奈良県農業総合センター

神奈川県農技術センター 愛媛県産業技術研究所技術開発部

山形県農業総合研究センター畜産試験場 福岡県農業総合試験場

岐阜県保健環境研究所 山形県工業技術センター、同置賜試験場、

和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場   同庄内試験場

（地独）岩手県工業技術センター 福島県ハイテクプラザ

福井県雪対策・建設技術研究所 神奈川県農業技術センター畜産技術所

長野県林業総合センター 神奈川県温泉地学研究所

岐阜県産業技術センター （地独）大阪市立工業研究所

岐阜県中山間農業研究所 鳥取県農林水産部農林総合研究所　林業試験場

滋賀県工業技術総合センター 福岡県保健環境研究所

20件以上

10件以上
20件未満

1件以上
10件未満

公設試名

 

 

(5) 大学等との連携 

公設試における大学等と連携目的と具体的状況について、公設試の分野ごとに整理した。 

 

a．大学等との連携の目的 

大学等との連携の目的について（表 4.2.30、図 4.2.27 参照）、いずれの分野の公設試に

おいても、「大学等との共同研究の促進」、「職員の研究能力を向上させること」、「大学等の

研究者との顔の見えるネットワークの構築」、「大学等と協力して地元企業等のイノベーシ
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ョンの支援」が、大学等との連携の目的の上位に置かれている。特に、工業系公設試では、

「大学等と協力して地元企業等のイノベーションの支援」、「産学官連携の拠点の形成」を

目的とする公設試が、他の分野の公設試と比較して著しく多いことが特徴で、地域イノベ

ーションの支援において、工業系公設試の果たす役割が大きいことが示されている。 

 

表 4.2.30 大学等との連携の目的 
    （回答数） 

 
全体 

（N=253） 
工業系 
（N=71） 

農林 
水産系 

（N=129） 

環境・ 
衛生系 
（N=48） 

大学等との共同研究の促進 187 49 101 34 

職員の研究能力を向上させる 133 42 65 23 

大学等の研究者との顔の見えるネットワークの構築 110 34 59 13 

大学等と協力して地元企業等のイノベーションの支援 105 54 48 2 

公設試の諸活動を大学等の研究者に知ってもらうこと 58 19 30 7 

大学等の研究内容に直接触れること 54 18 29 5 

大学等との差異の認識により大学等にない機能を受け持つ 52 16 27 9 

産学官連携の拠点の形成 40 32 8 0 

コーディネート能力の向上 21 13 7 1 

その他 2 1 0 1 
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大学等の研究内容に直接触れること

大学等との差異の認識により大学等にない機能を受け持つ

産学官連携の拠点の形成

コーディネート能力の向上

その他

大学等との共同研究の促進

職員の研究能力を向上させる

大学等の研究者との顔の見えるネットワークの構築

大学等との差異の認識により大学等にない機能を受け持つ

公設試の諸活動を大学等の研究者に知ってもらうこと

大学等の研究内容に直接触れること

大学等と協力して地元企業等のイノベーションの支援

コーディネート能力の向上

産学官連携の拠点の形成

その他

全
体

工
業

系
農

林
水

産
系

環
境

・衛
生

系

 

図 4.2.27 大学等との連携の目的 

● 特記事項 

＜大学との連携による高度な研究開発等の促進＞ 

・ 東洋大学生命科学部との密接な連携によって、生命科学の最新研究に触れることが

できる。東洋大学との共同研究を推進することにより、地域農業を支援するための

研究開発の効率化・加速化が期待される。 

・ 地元大学と連携協定を結び、共同研究の発案や実施・人材の育成・両者の研究機資

材の相互補完を行っている。 

・ 大学と公設試は自ずと性格や守備範囲が異なっており、互いにそれを補っている。 
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・ 山形大学等複数の大学との連携について、随時情報交換を行い、共同試験研究の展

開を図る。 

・ 研究者同志の日頃からの顔の見える関係が重要と考える。 

・ 研究資金の援助が得られる場合がある。 

・ 研究レベルの高い大学との連携によって、地域水産業の振興と同時に、研究能力の

向上が期待される。 

・ 業界の要望に対応するため、大学の専門分野の研究を活用した。 

・ 岐阜大学との連携により、岐阜大学フェア等の中で当機関を含めた岐阜県の研究機

関の研究紹介を実施しており、企業との技術シーズのマッチングを大学と共同で実

施している。H21 年度大垣市・高山市で開催。H22 年度は岐阜市で開催。 

・ 果樹研究センターで、現時点で解明できない研究分野については、第一線の研究レ

ベルを持つ各大学と共同研究を行い、技術開発に役立てている。 

・ 平成 23 年 3 月に「くまもと有機薄膜技術高度化センター」を設立し、地域の産学

官の連携による新産業の創出に向けた取り組みを推進。 

 

ｂ．大学等との連携の具体的状況 

大学等との具体的な連携状況について（表 4.2.31、図 4.2.28 参照）、いずれの分野の

公設試においても、「共同研究の実施」が最も多い。大学等との連携の 1番目の目的である

「大学等との共同研究の促進」に対して、いずれの分野の公設試でも 70％前後の機関で実

施されている。分野別に見ると、工業系の公設試は、他の公設試に比べ大学等との連携を

行っている機関が多い。特に、「地域企業からの技術相談・技術指導への大学等の協力」

というかたちで連携する機関が 41％を占めており、これは、大学等との連携の目的で示さ

れた「大学等と協力して地元企業等のイノベーションの支援」に合致した連携がかなり推

進されていることを示している。 

 

表 4.2.31 大学等との連携の具体的な状況 
    （回答数） 

 
全体 

（N=253） 
工業系 
（N=71） 

農林 
水産系 

（N=129） 

環境・ 
衛生系 
（N=48） 

共同研究の実施 197 58 101 35 

国プロ等の推進に関する協力 101 39 49 11 

試験設備・装置の相互利用 73 25 41 5 

研究発表・成果普及等の広報への相互協力 70 31 33 5 

講習会・セミナ等の共同開催 50 22 20 6 

地域企業からの技術相談・技術指導への大学等の協力 42 29 11 1 

講習会等のカリキュラムの相互策定・講師の相互派遣 24 10 9 5 

地域産業振興に関する人材の共同育成 20 16 4 0 

公設試から大学等への人材派遣 14 7 4 2 

大学等から公設試への人材派遣 4 1 1 2 

その他 13 5 3 5 
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図 4.2.28 大学等との連携の具体的な状況 

● 特記事項 

＜大学や研究機関等との教育研究に関する相互補完パートナー＞ 

・ 大学等からの依頼に基づく、パイロットプラントスケールでの試作を行った。 

・ 大学と相互に連携し、大学の教育研究活動の一層の充実を図るとともに、財団の研

究活動の推進および成果の普及の促進を図ることを目的とした協定（連携大学院協
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定）を締結している。 

・ 学生研修・インターンシップ。 

・ ①国立研究機関（医療系）実施のプロジェクトに分担研究者、研究協力者として参

加。②国立環境研究所の C型研究に参加。 

・ 大学とカニの共同研究を実施した。工業試験場では切片裁断機で試料の製作、大学

では分光光度計でサンプルの分析を実施した。また、毎年、大学とスキルアップ講

習会を開催している。  

・ 山形県農林水産部と山形大学農学部との間で研究活動等に関する連携協定を締結

している。 

・ ①山形大学の研究テーマに関して当場の分析装置による分析に協力する。②農学部

学生に農業技術について講義を行う。 

・ 国プロ等の推進に関する協力として、大分県では文部科学省、（独）科学技術振興

機構（JST）の支援を受け、企業・大学・公設試など産学官の力を結集して、平成

19 年度より 5 カ年の共同研究として大分県地域結集型研究開発プログラムに取り

組んでいる。電磁力応用機器開発のための次世代技術を確立し、大分県に電磁力応

用機器開発支援拠点を構築し、産業の創出を図るもの。 

・ 九州大学と学術研究交流に関する基本協定を締結している。本協定の具体的な目的

は①共同研究の推進、②研究者および学生の派遣・交流、③遺伝資源の相互利用お

よび知的財産の創出・活用、④学術研究資料等の定期的な交換。 

・ ピーマンのセンチュウ抵抗性選抜システムの開発と抵抗性台木の育成に関して、鹿

児島大学農学部生物資源化学科の赤木功助教と共同研究を行っている。 

・ 平成 23 年 3 月に設立する「くまもと有機薄膜技術高度化センター」において、熊

本大学や九州大学等の地域の大学との共同研究を実施。 

・ ①受託研究「アグリヘルス実用化研究」で東京農工大学朝倉研究室等と共同研究を

行っている。②蚕の絹タンパク利用研究の推進のため、群馬大学の河原教授等へ材

料蚕を提供している。 

・ 沖縄農業研究会など成果発表会の持ち回り開催。 

・ キウイフルーツの高機能性台木の開発試験に関して、愛媛大学農学部および香川大

学農学部と共同研究を実施している。 

＜公設試のアドバイザーとしての機能＞ 

・ 嘱託アドバイザーとして調査研究の評価、所の運営等について検討を依頼している。 

＜大学等から受ける高度な指導＞ 

・ 河川の水質汚濁に係る分析手法等について、担当研究員が和歌山大学の江種准教授

に随時教えてもらっている。 

・ ①職員の知識向上および最新技術に対する理解を深めるため、毎年１回大学等の研

究者を講師として招き、技術講演会を開催している。②職員の専門技術を向上させ
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るため、静岡県立大学に派遣し、科学技術に関する講義を受講させている。 

・ 魚類における借腹技術に関して東京海洋大学の吉崎研究室に水試研究員が博士課

程社会人入学し、技術指導を受けている。 

・ ①マイクロナノ構造のクレーズ技術について、岐阜大学の武野研究室と共同研究を

実施している。②炭素紙電極を利用した次世代リチウム電池開発について、三重大

学の今西准教授を招いて研究員が講義を受けるとともに共同研究を実施している。 

・ 東京大学、東京海洋大学、京都大学などが加わる情報交換の場を設けることによっ

て、アサリやウミグモに対する研究の展開が広がりつつある。ウナギ種苗生産に関

するプロジェクト研究において、九州大学の先端的研究に触れることができ、研究

業務の進捗に役立っている。 

・ 研究員の能力向上と研究成果の高度化を図るため、魚肉中のアレルゲン物質である

パルブアルブミンに関係する研究員が東京海洋大学の塩見教授に、またパッション

フルーツに含まれる香気成分の分析技術に関する研究員が実践女子大学の数野教

授に指導を受けている。 

＜大学等へ公設試から講師の派遣＞ 

・ ①東洋大学植物機能研究センターと共同研究を実施している。②東洋大学生命科学

部へ社会人講師として研究員を派遣している。 

・ 大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の学生への講義。 

＜その他＞ 

・ 人材派遣はあるが出向はしていない。 

・ 研究成果交流会の開催。 

・ 研究者の社会人入学の奨励。 

・ 地元大学の地域産業振興に関する人材育成事業に参画している。 

 

ｃ．大学等との共同研究のテーマの傾向 

大学等との連携で、最も大きな比重を占めている共同研究に関し、具体的な研究テーマ

について回答のあったものについて、都道府県の工業系公設試と農林水産系公設試を対象

に、テーマ名から判断して、以下の 7つのカテゴリーに分類し、工業系公設試については

表 4.2.32 に、農林水産系公設試については表 4.2.33 に示した。7 つのカテゴリーは、公

設試の独自研究テーマの分類に用いたものと同じカテゴリーで、以下のとおりである。 

 

Ⅰ．地域（企業）が直面する課題解決への対応 

Ⅱ．地域の地場産業・伝統産業の活性化に向けた研究 

Ⅲ．地域の既存産業の高度化に向けた開発 

Ⅳ．新技術・商品・新品種の開発に向けた研究 

Ⅴ．地域における先導的研究 
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Ⅵ．地域の活性化・成長に向けた調査・研究 

Ⅶ．公設試の支援機能（技術力）の強化を目的とした研究 

 

表 4.2.32 工業系公設試の大学等との共同研究の分類と件数 

都道府県 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 合計

北海道

青森県 1 1

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県 4 4 8

群馬県 1 1

埼玉県

千葉県

東京都 4 1 5

神奈川県 3 3 6

新潟県 6 4 1 11

富山県 5 5 10

石川県 2 4 1 7

福井県

山梨県

長野県 4 4 1 3 12

岐阜県 5 6 2 1 14

静岡県 1 1

愛知県

三重県

滋賀県 2 4 8 1 1 16

京都府 1 1

大阪府

兵庫県 1 3 1 5

奈良県 3 2 5

和歌山県 1 1

鳥取県

島根県 6 1 1 8

岡山県 1 1

広島県 1 1

山口県

徳島県

香川県

愛媛県 2 7 5 1 2 17

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県 1 1 1 3

熊本県 1 1

大分県

宮崎県

鹿児島県 3 3

沖縄県

合計 11 54 48 7 14 3 138  
注） Ⅰ．地域（企業）が直面する課題解決への対応 Ⅱ．地域の地場産業・伝統産業の活性化に向けた研究 

Ⅲ．地域の既存産業の高度化に向けた開発   Ⅳ．新技術・新商品・新品種の開発に向けた研究 

Ⅴ．地域における先導的研究            Ⅵ．地域の活性化・成長に向けた調査・研究 

Ⅶ．公設試の支援機能（技術力）の強化を目的とした研究 
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表 4.2.33 農林水産系公設試の大学等との共同研究のテーマの分類と件数 

都道府県 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 合計

北海道

青森県 3 3 2 1 9

岩手県 1 1 5 7

宮城県 0

秋田県 0

山形県 3 4 1 1 9

福島県 2 2 4

茨城県 2 2

栃木県 1 3 4

群馬県 0

埼玉県 0

千葉県 1 3 4

東京都 1 1

神奈川県 3 2 1 6

新潟県 0

富山県 0

石川県 1 2 5 2 10

福井県 3 1 4

山梨県 4 4

長野県 0

岐阜県 1 4 2 4 3 14

静岡県 1 2 3 4 2 12

愛知県 0

三重県 7 1 2 3 13

滋賀県 1 1 2

京都府 0

大阪府 0

兵庫県 0

奈良県 7 3 1 11

和歌山県 1 7 1 5 6 20

鳥取県 3 1 3 1 8

島根県 0

岡山県 0

広島県 0

山口県 0

徳島県 0

香川県 1 4 3 2 10

愛媛県 1 3 1 1 6

高知県 0

福岡県 1 1

佐賀県 0

長崎県 1 1 2 4

熊本県 0

大分県 0

宮崎県 6 1 3 10

鹿児島県 1 1

沖縄県 1 1 2

合計 12 0 67 38 26 33 2 178  

注） Ⅰ．地域（企業）が直面する課題解決への対応 Ⅱ．地域の地場産業・伝統産業の活性化に向けた研究 

Ⅲ．地域の既存産業の高度化に向けた開発   Ⅳ．新技術・新商品・新品種の開発に向けた研究 

Ⅴ．地域における先導的研究            Ⅵ．地域の活性化・成長に向けた調査・研究 

Ⅶ．公設試の支援機能（技術力）の強化を目的とした研究 

 

これら 2つの表から、工業系公設試と農林水産系公設試との共同研究のテーマの傾向を

見ると（図 4.2.29 参照）、工業系と農林水産系では、テーマの狙いにやや相違があること

が分かった。工業系、農業系とも、「地域の既存産業の高度化に向けた開発（Ⅲ）」がもっ
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とも多いが、次いで多いのが、工業系では、「新技術・商品・新品種の開発に向けた研究（Ⅳ）」

であるのに対し、農林水産系では、「新技術・商品・新品種の開発に向けた研究（Ⅳ）」に

加え、「地域の活性化・成長に向けた調査・研究（Ⅵ）」が 20％前後となっている。 
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図 4.2.29 大学等との共同研究のテーマの傾向 

 

ｄ．独自研究テーマと大学等との共同研究テーマの具体例の比較 

公設試の研究活動における独自研究と大学等との共同研究の位置づけの相違を見るため

に、それぞれのテーマの方向性を工業系と農林水産系において比較した。その結果をみる

と（図 4.2.30、図 4.2.31 参照）、工業系も農林水産系も、それぞれ比率は違うが、「地域

の既存産業の高度化に向けた開発（Ⅲ）」では、独自研究の割合が多いのに対し、「新技術・

商品・新品種の開発に向けた研究（Ⅳ）」においては大学等との共同研究の割合が多い。ま

た、「地域の活性化・成長に向けた調査・研究（Ⅵ）」のように、地域全体を見渡したよう

な研究テーマに関しても大学等との共同研究の割合が高くなっている。従って、公設試の

研究テーマの設定の傾向として、基礎的な研究開発の必要性が高い領域に関しては、大学

等との共同研究を指向するのに対し、より地元企業への密着度が必要とされる領域に関し

ては、独自研究を指向していることが分かる。 
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0.0%
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35.0%
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Ⅰ．地域（企業）が直面する課題解決への対応

Ⅱ．地域の地場産業・伝統産業の活性化に向けた研究

Ⅲ．地域の既存産業の高度化に向けた開発

Ⅳ．新技術・新商品・新品種の開発に向けた研究

Ⅴ．地域における先導的研究

Ⅵ．地域の活性化・成長に向けた調査・研究

Ⅶ．公設試の支援機能（技術力）の強化を目的とした研究

独自研究 共同研究

 

図 4.2.30 工業系公設試における独自研究テーマと共同研究テーマとの比較 
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Ⅰ．地域（企業）が直面する課題解決への対応

Ⅱ．地域の地場産業・伝統産業の活性化に向けた研究

Ⅲ．地域の既存産業の高度化に向けた開発

Ⅳ．新技術・新商品・新品種の開発に向けた研究

Ⅴ．地域における先導的研究

Ⅵ．地域の活性化・成長に向けた調査・研究

Ⅶ．公設試の支援機能（技術力）の強化を目的とした研究 独自研究 共同研究

 

図 4.2.31 農林水産系公設試における独自研究テーマと共同研究テーマとの比較 

 

4.2.5. 利用者満足度調査 

(1) 利用者満足度調査実施の有無 

公設試による独自の利用者満足度調査の実施状況について（表4.3.34、図4.2.32参照）、

満足度調査を実施している公設試は 52 機関で全体の 2割強であり少ないといえる。また、

実施機関は工業系が多く、利用者との関係性について顧客意識という点が他の分野の公設

試とかなり異なっていることがうかがえる。 

 

表 4.2.34 満足度調査実施の有無 

  

全体 
（N=253） 

工業系 
（N=71） 

農林水産系 
（N=148） 

環境・衛生系 
（N=48） 

回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 

実施している 52 20.6% 36 50.7% 17 13.2% 2 4.2% 

実施していない 199 78.7% 34 47.9% 112 86.8% 46 95.8% 

実施する予定がある 2 0.8% 1 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 

20.6%

50.7%

13.2%

4.2%

78.7%

47.9%

86.8%

95.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

工業系

農林水産系

環境・衛生系

実施している 実施していない 実施する予定がある
 

図 4.2.32 満足度調査実施の有無 

 

(2) 利用者満足度調査の実施対象者 

利用者満足度調査の対象者をみると（表 4.2.35、図 4.2.33 参照）、地域産業の利用者、

すなわち地域のものづくり中小企業、耕種農家、畜産農家、林業者、漁業家、養殖漁業者、

食品加工業者等が多いことが分かる。 
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表 4.2.35 実施対象者 

N=52 回答数 
地域産業の利用者 47 
他の機関の研究者 3 
その他の地域住民 
（無差別抽出した一定数） 

2 

その他 9 

 

図 4.2.33 実施対象者 

● その他の満足度調査実施対象者 

・ 行政、大学、民間の研究者、学識経験者、一般県民、県農林事務所 

・ 依頼試験や開放試験室利用企業向けアンケート 

・ 環境学習講座の受講者全員、一般公開参加者全員 

・ 研究会、講習会技術研修会等の参加者向けアンケート 

・ 「千社インタビュー」と称して企業現地調査を 25～40 社／年実施しており、その

中で満足度などの要望を聴取している。 

・ 試験研究成果の内容・普及状況等について、県内生産者および学識経験者等による

外部評価制度を導入 

・ 県民に対して畜産物に関する消費者ニーズの抽出調査 

 

(3) 調査実施方法 

利用者満足度調査の実施について（表 4.2.36、図 4.2.34 参照）、調査範囲では、「対象

者全員」が 56％、「対象者から抽出」が 35％である。また、実施方法では（表 4.2.37、図 

4.2.35）、「アンケート調査」が 75％で最も多い。 

表 4.2.36 調査範囲 

N=52 回答数 
対象者全員 29 
対象者から抽出 18 
対象者全員＋対象者から抽出 1 
無回答 4 

 

 

 

図 4.2.34 調査範囲 

表 4.2.37 実施方法 

N=52 回答数 
アンケート調査 39 
訪問調査 7 
電話による聞き取り調査 1 
メールによる調査 0 
その他 8 

 

図 4.2.35 実施方法 

75.0%
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1.9%

0.0%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

アンケート調査
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電話による聞き取り調査

メールによる調査

その他

90.4%

5.8%

3.8%

17.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域産業の利用者

他の機関の研究者

その他の地域住民

その他

対象者全

員, 55.8%

対象者から

抽出, 34.6%

対象者全員

＋対象者か

ら抽出, 

1.9%

無回答, 

7.7%
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● その他の満足度調査実施方法 

・ 毎年、関係機関を集め要望事項検討会を開催している。また、利用者の集会や現場

に出向き個々の意見要望を収集し対応している。 

・ JA、農業者に対する聞き取り 

・ ホームページによるアンケート 

・ 利用者に個別に口頭で行う、または会議などで問いかける 

・ 当所来庁者へのアンケート 

・ 林業家、森林組合、製材業者、建築士、JA 等の代表で構成される自治体の林業技

術開発推進協議会を設置しており、年 1回会議を開催して、意見交換を行う。 

・ プレゼンテーション等による評価 

・ 県内関係機関を通じて対象者へ調査を実施（調査方法は、調査票等への記載等、多

岐） 

 

(4) 満足度調査の項目と利用者満足度 

公設試が実施する満足度調査の項目とその満足度について、公設試を利用するに際して

の満足度に関する主な調査項目は、「窓口の対応の良否」および「業務内容等に対する説明

の明確さ・良否」であり、これに対する利用者の満足度は、「満足」と「まあ満足」とを合

わせるとそれぞれ 82％、77％である（表 4.2.38 図 4.2.36 参照）。 

また、技術支援業務に対する満足度に関する主な調査項目は、「技術相談、技術指導、試

験の的確性、」、「技術相談、技術指導、試験の迅速性」、「試験結果の説明等への対応の良否」、

「利用時の指導の充実」であり、これらの項目に対する満足度は、「満足」と「まあ満足」

とを合わせると、それぞれ 80％、86％、67％、88％である（表 4.2.39、図 4.2.37 参照）。

これらから、利用に際しての「窓口の対応の良否」や技術支援における「技術相談、技術

指導、試験の的確性」、「技術相談、技術指導、試験の迅速性」、「利用時の指導の充実」に

ついては、利用者は十分満足していることが分かる。 

一方、「業務内容等に対する説明の明確さ・良否」、技術支援における「試験結果の説明

等への対応の良否」については、公設試の説明のあり方にやや課題があり、さらに、「機器・

設備の充実度」に関しては、「満足」と「まあ満足」とを合わせて利用者の満足度は 47％

と半数を割っており、公設試の抱えている大きな問題である「施設・設備の老朽化」が、

ここにも表れている。また、アフターフォローへの不満も見受けられる。 

 

表 4.2.38 公設試の利用に対する満足度調査の項目と満足度 
    （回答数） 

  満足 まあ満足 問題あり 不明 
窓口の対応の良否 (N=23) 15 4 0 4 
料金支払い手続きの簡便性 (N=8) 3 3 1 1 
業務内容等に対する説明の明確さ・良否 (N=17) 5 8 1 5 
その他 (N=9) 3 3 0 3 
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65.2%

37.5%
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17.4%
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料金支払い手続きの簡便性

業務内容等に対する説明の明確さ・良否

その他

満足 まあ満足 問題あり 不明  

図 4.2.36 公設試の利用に対する満足度調査の項目と満足度 

表 4.2.39 技術支援業務に対する満足度調査の項目と満足度 

    （回答数） 

 満足 まあ満足 問題あり 不明 
技術相談、技術指導、試験の迅速性 (N=21) 10 8 0 3 
技術相談、技術指導、試験の的確性 (N=30) 12 12 1 5 
研究員の現場ニーズ把握の的確さ・充実度 (N=14) 7 4 1 2 
研究員の専門知識の充実 (N=13) 6 6 0 1 
試験結果の説明等への対応の良否 (N=18) 7 5 2 4 
機器・設備の充実度 (N=15) 2 5 7 1 
利用時の指導の充実 (N=16) 9 5 1 1 
機器のマニュアル類の整備状況 (N=5) 4 1 0 1 
アフターフォローの充実 (N=4) 2 1 1 0 
その他 (N=10) 2 3 0 5 
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機器・設備の充実度
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満足 まあ満足 問題あり 不明
 

図 4.2.37 技術支援業務に対する満足度調査の項目と満足度 
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4.3. インタビュー調査による公設試の活動状況 

本節では、地域イノベーション創出に向けた今後の公設試のあり方について、アンケー

ト調査の補完として実施したインタビュー調査の結果を整理する。 

4.3.1. 山形県 

■ 山形県工業技術センター 

公設試の役割と研究成果の移転 

工業技術センターの役割は、“地域の強みを活かした研究活動等により、新しい価値を生

み出し、その成果を的確に技術移転、社会還元することによって、県民や産業に貢献する

使命を持っている”とされており、地域企業への指導を通じて、ビジョンを実現すること

が期待された。具体的には、平成 15 年度に関連施設・装置を整備し、翌年にはプロジェク

トを立ち上げ、約 20社に平滑加工技術や超微細加工に関する研究成果を移転した。企業は

こうした高性能な装置を扱うことで、加工の手法やノウハウの活用が可能となっている。

独自研究では、企業やアンケートの要望から課題を抽出し、商品化への出口が明確なテー

マ設定を行っている。平成 22年度には超精密加工技術とＭＥＭＳ技術を組み合わせたプロ

ジェクトを立ち上げ、医療系の応用展開を想定した新たな技術の創出を目指している。 

 

工業技術センターの課題 

技術の分野が広がるなか、どの分野に集中すべきかノウハウの不足を課題としている。

また、試作品の実用化においても、要する時間や企業との関わりの程度が明確でないと言

う。県の試験機関として、商品化までのフォローをどこまで実施するか、また、県内には

加工技術に優れた企業が多く、さらに裾野を広げることが今後の課題となっている。 

 

特徴のある研究成果 

自動車の鋳造部品は、工業技術センターの技術指導によるところが大きく、また、醸造

分野においても、貢献が大きい。山形の酒造りは近年非常に伸び、全国の品評会で金賞等

を多く受賞している。酒米および酵母とも山形産の材料を利用しながら、蔵元とタイアッ

プして大吟醸を開発した成果と自負している。 

 

産学連携・広域連携 

先端技術を大学から企業へ移転する際のコーディネート機能の要請が増えている。大学

というより研究者個人との連携という意味合いが強い。工業技術センターにおいても山形

大学工学部の教授をアドバイザーとして迎え、所内の管理職への助言、研究所の方向性へ

のアドバイスや研究成果の評価依頼を行っている。また、広域連携も視野に入れており、

食品加工関連では、新潟県や福島県と、機械関係では、岩手県や宮城県と連携するなど、

年度初めにテーマを設定しながら、お互い得意とするところで補完している。 
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国の施策への要望 

大学の成果を公設試が広域連携をベースとして実用化を図るような事業に期待している。 

 

■ 山形県農業総合研究センター 

農業総合研究センターの役割と研究開発 

農業総合研究センターの役割は、『山形県農林水産業水産計画』（H18）において、“価値

創造型の試験研究と技術支援”であるとしている。このため、研究開発は、『生産者の視点

に立った研究開発』・『安全な農産物供給を期待する消費者等のニーズに応える研究開発』・

『地域経済の活性化に貢献する新たな産業創出に向けた研究開発』が求められている。研

究開発の基本的方向性や推進方策は、5 年ごとに策定される『山形県農林水産研究開発方

針』に基づいて定められている。研究テーマは、毎年、農業者や関係組織から研究テーマ

を吸い上げ、試験場で対応可能性を検討し、最終的に県で取りまとめ設定されている。 

 

産学連携と異分野連携の状況 

平成 18年に山形大学と研究協定を締結して以来、共同研究が増えている。これは昨今、

公募事業が増えるなか、研究のためのフィールドがなく試験場を活用したいという大学の

ニーズがあり、同じ研究目標を立てて取り組んでいるためである。農業総合研究センター

としても、フィールドの提供だけでなく、大学から分析機器や博士論文を借りるなど補完

的支援となっている。また、食品加工分野における付加価値向上を重要としながら、食品

加工企業の支援は、主に工業技術センターが担っており、農業センターは、主に農産物の

生産を行っている農業者やその組織の支援を行っている。工業技術センターとの連携に関

しては、テーマごとに担当者レベルでの連携を密にしている。 

 

農業総合研究センターの問題と対応 

人員減への対応として、限られた人員の能力向上を図るための人材育成プロジェクトを

立ち上げ、特に若手研究員の育成を目指している。採用人数が年々絞られ、年齢構成は 40

代が多く、30 代・20 代が少なくなっている。こうした状況にあって、研究課題に対する人

の配置において、課題を小課題に分けて複数の研究員が従事するよう工夫することで、人

が変わっても、継続して課題が継続できるように配慮している。 

 

国の施策への要望 

指定試験事業によって多くの優良な品種が開発されたとしており、事業の継続を希望し

ている。新たな品種の開発は産地の起爆剤となる。“その品種があるからこそ産地がある”

という状況を維持することが重要と考えており、若手研究者のモチベーションの向上にも

繋がるとしている。また、公募については、煩雑な事務が増えてきており、できるだけ契

約方針の変更がないこと、およびテーマごとに柔軟に研究期間を設定して欲しいとの要望

があった。 
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4.3.2. 茨城県 

■ 茨城県霞ケ浦環境科学センター 

茨城県の環境科学の視点 

これまで環境科学センターでは、分析と自然現象の解析を中心に環境面から現場の規制

を行ってきた。特に、水質汚染、大気汚染（S40 年代の光化学スモッグの問題が顕著にな

った時期）の計測や分析から出発しているため、生産技術や対策技術を担当することはな

いとしている。自治体の“環境”への視点は、アセスメント（評価）系であるが、その視

点を現場の課題として捉え対策に結び付けていくためには、他機関・他部門との連携を取

ることが重要であると考えている。そうした視点からも、産学官で“原因解明”し、その

対策として、技術開発企業や事業者への助言ができると良いとしている。 

 

水処理技術の問題点 

茨城県では、霞ヶ浦に入り込む地域の排水の対策を検討してきた。生活排水の問題とし

ては、P（リン）の除去があり、また、農業排水の問題としては、N（窒素）の除去がある。

地域の自治体によって水処理技術の方法は異なるが、茨城県では、N、Pを除去する装置と

して、コンパクトで高効率な除去を目指した NP 型装置を開発しており、通常 3～4割の除

去を目標としている。当該課題は、JST 地域結集型共同研究事業として取り組み、事業終

了後に「霞ケ浦環境科学センター」を設置して、活動を継続している。 

また、霞ヶ浦ばかりではないが、豚・牛の糞尿の問題として、堆肥化（N, P がリッチ）

する場合の農家の堆肥成分がばらばらであり、今後、どのように堆肥として利用するかに

ついても問題として認識している。 

 

県の産業政策と関連した最近の環境対策の視点 

県の産業政策とそれに関連する環境対策には、主に以下の内容が挙げられる。環境科学

センターは、今後、各県庁内部門と連携して推進する必要があると理解している。 

・県北のリンゴ栽培（気温の高い場所での安定生産技術） 

・米の白濁化対応（気温の高い場所での栽培可能な品種改良） 

・コイヘルペスの問題（耐ヘルペス） 

・生活排水の問題（Nは沈殿しにくいため、除去しづらい） 

・葉物野菜の問題（硝酸性 N“10ｍｇ”以下とする） 

・豚・牛の糞尿（人の人口の 10 倍環境へ放出、30 万頭 ⇒ 300 万人分の環境負荷） 

・環境放射能モニタリング 
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4.3.3. 群馬県 

■ 群馬県立産業技術センター 

産業技術センターの強みと役割 

産業技術センターは、ノギスなどの測定器の「長さ」の国際規格の認定機関として、公

設試では唯一の機関となっている。分析装置には、他所にはない特徴のあるものを備えて

おり、分析・計測・評価における技術の強みを持ち、県内外の企業が訪れている。『上信越

ネットワーク』を形成しており、長野県と新潟県との繋がりが強い。産業技術センターで

は、地域経済の主流である輸送機器や電機産業における中小企業の先行きへの不安に対し

て、これらの強みを活かした関連分野の情報収集・分析を行い発信することで中小企業を

支援している。例えば、群馬県の自動車関連の企業では、系列を離れて独自の技術を保有

することが求められており、これを支援することもセンターの役割となっている。また、

中小企業向けの公募事業があれば、産業技術センターは企業の立場で、申請書の作成から

技術面の支援を含めて応募のための支援を心掛けている。毎年、企業とともに商品化した

「製品サンプル」という冊子を継続して発行しており、これらの取り組みの大きな成果と

なっている。 

 

産学連携における取り組み 

中小企業に求められる技術が高度化するにつれて、企業から産業技術センターを通じて

大学あるいは他の研究機関への紹介を依頼されるケースが増えている。企業に向けては、

金型内の樹脂の流動解析に関し、シミュレーションを専門とする職員が金沢工業大学の先

生を紹介するなど“橋渡し機能”を担っており、一方、産業技術センターとしても、大学

から客員研究員として教員を迎えて、職員の指導を行っている。前橋工科大学および東洋

大学生命科学部とは、総括的な協定を締結しており、特に、東洋大学生命科学部が開催し

ている「ライフ研究会」では、発起人となり環境・食品・生命関連のテーマについて積極

的に参加している。また、環境分野においては、早稲田大学環境総合研究センターとの交

流を行っている。 

 

産業技術センターが抱える課題と国への要望 

リーマンショック以降、職員数は横ばいとなり、年齢構成は 40歳代が中心である。これ

ら中堅職員は、企業の支援に追われており、若手の育成あるいは技術の継承が難しくなっ

ている。また、昨今、“目に見える成果”を問われていることも課題となっている。 

産業技術センターは、企業が実施した設計やシミュレーションの根拠を提示することで、

企業の成果の信頼性を高める形で貢献している。県内の中小企業にとっては資金が不足す

る中で、信頼性試験や計測ができないという現実があり、これを支援するところにセンタ

ーの大きな意味がある。経営が厳しい中小企業が、依頼試験に 1～2万円を支払ってくれる

ということに大きな価値がある。また、公設試が現在行っているさまざまな活動の中から、

企業のためになる研究テーマが設定される。公設試の持つさまざまの機能の関連性が重要
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であり、公設試の“目に見えない成果・活動”を評価する視点や仕組みを望んでいる。 

 

■ 群馬県立農業技術センター 

農業技術センターの技術支援と研究開発の考え方 

農業技術センターの支援の考え方の基本は、“競争に勝つ”こと。園芸作物においては付

加価値化であるとしており、20年前に海外から導入したイチゴの遺伝子を活用した新品種

の開発成果は、県の財産となっている。また、県内の先導的農家は、モノではなく“技術

を売っている”という意識が強く、農業技術センターも意識を共有して研究開発を進めて

いる。研究課題は、農家が使う技術、普及指導員の参考資料となる技術開発を研究ニーズ

としており、農家がその技術を導入したことにより、どれくらい経営に寄与できるかとい

う“経済性”の評価の検討と併せて普及を行っている。また、独自に試作装置を作成し、

追試を行い、操作条件等のデータをメーカーに持ち込むことで商品化するなど、実用化と

普及に向けた強い行動力を有している。さらに、農業技術センターが開発した装置を導入

した場合は 3分の 1の補助が与えられる事業があり、また、装置を使うことで得られたデ

ータはセンターにフィードバックされるなど研究支援としての効果的な仕組みを有してい

る。 

 

農業技術センターの独自研究テーマ 

畜産県である群馬県では、“堆肥の処理”は重要な問題であり、『耕畜連携による堆肥利

用技術開発』などを研究テーマとして取り組んでいる。農業技術センターの研究ニーズは

『地域結集プロジェクト』よりも身近なところにあり、実際の畜産農家にとっては、“堆肥

の処理”よりも“脱臭処理”の問題解決の優先度が高いという。産業技術センターとの連

携に関しては、堆肥の処理におけるガス化処理などの分野での連携が考えられるとしてい

る。 

 

産学官連携の目的および現状 

東洋大学の生命科学部と連携しており、大学へは農業技術センターの問題・課題を相談

している。例えば、土壌の中にどのような病原菌がいるのかをＤＮＡレベルで探る技術は、

育種の効率を高める研究あるいは病原菌の防除対策の研究開発にとって貴重な技術であり、

こうした問題・課題に対する大学の先生方の知見は重要である。 

 

農業技術センターが抱える課題と国への要望 

若手職員が夢を持てるような仕組みの検討が必要である。例えば、競争的資金の公募制

度の中に「若手枠」を設けるなど、若手職員が手をあげた場合には優先的に採択すること

を検討して欲しい。群馬県には、課題解決能力の高い職員が多く、競争的資金の公募にも

積極的に応募している。金額的には、300 万円程度、期間としては 3 年から 5 年程度のも

のがあれば、これに参画することで、若手の育成が期待できる。 
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4.3.4. 東京都 

■ 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 

組織運営の変化 

平成 12 年 4 月、東京都立産業技術研究所と東京都立繊維工業試験場が統合され、職員は

200 人を超えた。平成 14年度に民間出身の機関長を迎えることで、職員の意識変革や任期

付き職員の採用など、運営のあり方が変わった。 

 

産学連携と地域結集事業の実施の効果 

東京都には、環境問題や医療福祉の問題など、大学と連携して取り組むべき問題が多い

が、大学が多く存在しており、大きな資源となっているため、連携の可能性に対する選択

肢が多い。地域結集事業4では、都の産業全体に対する比率は小さいものの、多くの大学と

連携し、研究テーマごとに地道に推進することで、より良い成果が蓄積された。これによ

り、地域の振興や環境問題の解決等、社会問題の解決に寄与するとともに、産業技術研究

センターの改革にも大きな効果があった。 

 

製品化事例 

産業技術研究センターが産学公連携事業や共同開発研究等を通して、実用化・製品化し

た成果が、2 年に 1 度公開されている。以下は、平成 22 年 12 月に効果された事例の一部

である。 

「UTONC」デバイス：USB メモリを NC 工作機械に接続して、NC工作機械のデータをやり

取り出来るデバイス。NC工作機械は、日本のものづくりには欠かせない重要な装置で古く

から RS232C ポートを搭載している。このポートを利用して USB メモリにファイル単位で読

み書きすることにより、複雑な加工データをパソコン上で保管や編集等が可能となる。 

高精度型光ファイバー温度計：感温部となる FBG（ファイバーブラッググレーティング）

に金属コーティングを施すことで、従来品比 5倍の精度 0.1℃を実現したもの。 

モバイルプロジェクター用紙スクリーン：ソフトビーズ加工を施した軽量で折りたたん

で携帯可能なモバイルプロジェクター用の紙スクリーン（15 型）。これは、どの方向から

見ても均一な明るさが実現でき、見やすさが増した製品。 

 

国への要望 

近県の公設試と連携して進められることができ、かつ何か種をまくことが出来るような

プロジェクト提案の制度を考えて欲しい。 

                                                   
4 テーマ名：「都市の安全・安心を支える環境浄化技術開発」 
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■ 東京都農林総合研究センター 

農林総合研究センターの位置づけ 

農林総合研究センターは、都の研究機関であるが、運営を公益財団法人東京都農林水産

振興財団へ委託している。技術職員は全て都から派遣される。予算の執行や外部との関係

をフレキシブルに進められる一方、自主財源の確保が困難であるとしている。 

農林総合研究センターの研究対象は農業と林業であり、環境の中の農林、街の中の農林

という視点で考えている。花粉対策として花粉の出ない杉の開発・水の涵養・緑の環境整

備・温暖化対策など、研究すべき対象は広い。農業は、産業基盤としては小規模だが、小

松菜（出荷額は全国 3位）をはじめ江戸東京野菜などの特産品が多く、これらの食の安心・

安全の確保への責任を担った研究課題が多くある。研究テーマの設定は、普及センターが

ニーズを吸い上げる形で選定される。農業改良普及センターの普及員が農家から集めたニ

ーズを「課題設定会議」に掛け、最終的には外部評価委員会において、実施を決定してい

る。 

 

大学等との連携 

東京農工大学・法政大学、東京大学、東京農業大学等と連携し、主に共同研究を行って

いる。首都大学東京については、農学部はないが、バイオテクノロジーの分野や都市工学

の領域において、農地の最適配置や都市設計に関係する事項など、連携の可能性を指向し

ている。また、指導研究員として多くの大学教員を招聘している一方、卒業論文や修士論

文のため多くの学生を受入れている。特に都市農業に関心のある学生には、普及員と一緒

に農家を回るなど実践的な経験を積むことが出来るメリットがある。農林総合センターに

とっても学生による業務への支援や補完が期待でき、有効な仕組みであると考える。 

 

広域連携について 

東京都は一大消費地であり、農産物を都外に出荷する生産量はないため、他県との競合

はない。食物病理に関しては、県境を越えた課題になる可能性があり、広域連携も考えら

れる。畜産関係においては、複数の自治体との協定研究において研究件数を増やすことが

行われている。広域連携で想定する範囲は、関東農政局および東海農政局管内が中心で、

北は群馬県、西は岐阜県周辺までを考えている。 

 

国への要望 

現在、国の研究助成はすべて公募制になっており、ある意味ではパイの取り合いになっ

ている。都の予算はこれ以上拡大できない状態にある一方、東京都特有の課題に対しては、

東京都しか手を上げないために、広域的な取り組みがなかなかできない状況にある。研究

予算の拡大を図り、東京都単独の課題にも対応可能なスキームを構築して、推進できる仕

組みを支援して欲しい。 
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4.3.5. 富山県 

■ 富山県工業技術センター 

工業技術センターの役割について 

工業技術センターの主な役割は、“中小企業の問題解決の相談役”であるとしている。こ

のため職員も分野に特化した人員配置ではなく、問題に対して全員が対応できる体制を取

っている。企業は、新材料研究・航空機関係・ロボットなど、新しい方向を指向しつつあ

り、技術相談も今までにない相談が持ち込まれており、工業技術センター自身のスキルア

ップも現状のニーズを見ながら対応して行きかなければならない。また、設備の利用につ

いては、薬業関係者などの分析等設備の活用が多い。県の所管部門とは、毎月の技術相談

の内容の情報交換や外部研究費をともに検討するなど、連携を密にしている。県としては

研究に特化する方向にはなく、当面、地独化は考えていないとしている。 

 

研究開発について 

研究開発テーマについては、県内企業の要望を受けて設定している。研究開発の推進は、

外部からの研究費を活用しながら行っている。知的クラスター等の大型プロジェクトも、

本来の業務を第一義としながら推進してきたが、これからも工業技術センターの研究から

大きなテーマへ繋げていく方向も探っている。 

 

大学との連携について 

大学との連携は少なく、主に大学の教員を講師として招聘することが多い。地元の大学

との情報交換や共同研究はあまり推進されていない。富山の大学は分野が限定されてしま

うため、研究分野が合う場合に、富山県立大学と連携している。 

 

コーディネータ機能について 

公設試とはいえ、特定企業出身 OBのいる部署へは、他の関連企業は相談に行けず、また

大学のコーディネータは、大学の事情が優先されるなどの事情があり、県内でコーディネ

ータ機能が発揮されることは難しい。県のコーディネータのさらなる活動に期待したい。 

 

国の施策への要望 

11 億円の拠点支援は、公設試中心で良かった。今後は、薬関係に対する支援を望んでい

る。大きなテーマも国で支援して欲しい。一方、JST の地域支援の廃止は残念であり、今

後、同じような支援策の検討を希望している。 
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■ 富山県農林水産総合技術センター 

農林水産総合技術センターの役割と運営について 

行政改革の一環として、“限られた中での有効活動を”との観点から、平成 20 年に農林

水産関係の研究機関が統合した。このため、継続研究テーマと新規研究テーマについては、

管理部門との検討を常に行っている。統合して 3年弱であり、新たな出口の構築はいまだ

弱いが、若い研究者の交流が出来るような土壌づくりや、研究関係の問題点の交流討議な

どからの成果を期待している。 

 

抱える課題 

研究所長会において連絡情報交換を行っている。規模は大きくなったが、事務担当者が

減り、研究者へのシワ寄せになっている。新規採用はしないのが原則となっており、研究

を支える人材がなくては、研究が難しい。予算面でも、一般財源が減ってきており、70％

が外部資金となると研究費の確保がますます難しくなっている。 

 

農林水産総合技術センターの成果 

富山県は水田が多く、水田に特化している。夏場の高温で精米後の米が濁るため、コシ

ヒカリを核にして、これに強い品種米『富の香』を作り出した。これらは、赤おむすび・

黒おむすびとして好評となっており、平成 26年の新幹線開通時に売り出したいと考えてい

る。また、傘下の研究所においても、特徴ある成果が出ているが、今後は、富山県の成果

に他の成果を加えた新しいものを生み出していくことが大事であると考えている。 

 

大学との連携について 

富山大学の医学関係の協力を得ている。また、国の異分野研究により、東北大学等の協

力を得た。 

 

国の施策への要望 

国の長期研究が廃止された。型が変わっても大きな研究に繋がるものは、国がやるべき

ものと考える。3 年間で結果を出せというのは生き物相手では難しく、遺伝子研究などは

無理である。また、“全て地域で”といった発想は難しい。国としての施策を検討して継続

して欲しい。 
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4.3.6. 愛知県 

■ 愛知県産業技術研究所 

産業技術研究所の位置づけ 

愛知県では、平成 23年度に策定予定である『第 3期愛知県科学技術基本計画』（H23-27

年度）において、「「知の拠点」を中核とした科学技術の振興」、「科学技術振興分野の重点

化」、「研究開発から事業化・社会づくりへ向けた展開」をポイントとしている。この中で、

科学技術振興の中核となる「知の拠点」は、産業界と大学の橋渡しや高度なレベルの研究

などを通じて、地域事業者の実用化・事業化の創出を支援することとし、これに伴い、こ

れまで産業技術研究所が担ってきた最先端技術開発が「知の拠点」へ移行することになっ

ている。これを契機に、産業技術研究所は、「機能の重点化を図り、中小企業に対する技術

指導や研究成果の移転を強化する」こととしている。 

 

産業技術研究所の役割 

産業技術研究所の主な業務は、「研究開発」、「依頼試験」、「技術支援」であり、業務割合

はそれぞれ 3分の 1である。研究開発については、基礎研究ではなく、実用化・事業化の

出口が見える研究を行うとしている。「試作」支援が中心であり、事業化、販売に関しては、

「あいち産業振興機構」が経営・事業化支援を行っているので、産業技術研究所では、ワ

ンストップの窓口を設置し、セッティングを行うのみとなっている。支援対象については、

企業を選択することはせず、幅広くニーズに応えている。対応できない案件があれば、ネ

ットワークを活用して企業に紹介している。 

産業技術研究所は、「窯業および繊維業に関しては、業種対応的な部分が統合されずにセ

ンターとして残されており、各センター長の意思が反映されるようになっているので、地

域の中小企業にきめ細かいサービスができる」ことを強みとしている。 

 

大学との連携・他地域との連携 

大学との連携について、組織間での連携は現在行っていないが、大学の研究者とは個人

的に連携している。また、他地域との連携については、単独での連携は行っていないが、

中部経済産業局を中心とした事業での連携のみ行っている。 

 

産業技術研究所が抱える課題と対応 

産業技術研究所の利用について、県内中小企業約 3万企業のうち、よく利用する企業は

1,000 社弱であり、産業技術研究所の認知度は低く、利用もまだ少ないとことを課題とし

て挙げている。この対応策として、企業の巡回・営業について、年間のノルマを設定して、

アピールに努めている。 

また、人員については、団塊の世代の職員が大量に退職し、例えば、金属系では経験的

要素が必要だが若手しかいない状況となっている。人材育成研修を行うと同時に、現在退

職者 3名を課長職で 2年間採用し、主に若手の研修を担当してもらっている。近年、県単
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独予算での人員増はなく、外部資金獲得による人員増のみである。 

 

■ 愛知県農業総合試験場 

農業総合試験場の試験研究推進方針 

愛知県では、平成 16年 4月に施行した『食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例』

に基づき、平成 17 年 2 月に『食と緑の基本計画』を策定した。それを踏まえ、愛知県農林

水産技術会議では『愛知県農林水産業の試験研究基本計画』（2006-2010 年）を策定、この

中で重点研究目標が設定され、研究課題を推進するための方策として、研究開発機能の強

化、産学官連携の強化、研究成果の迅速な普及を掲げている。農業部門については、4 つ

の重点目標として、「安全で良質な農産物を生産する技術の開発」、「環境に配慮した持続的

な生産技術の開発」、「農業経営を支える革新的技術および品種の開発」、「地域の特性を生

かした農業を支える技術の開発」を掲げている。また、農業総合試験場の「知の拠点」と

の関わりは、農薬の試験の分野で参画する予定である。 

 

農業総合試験場の役割 

愛知県の農業について、県全体の産業で見ると生産額は比較的低いが、全国で見ると農

業産出額（平成 20 年）は 6位で、花き類が全国 1位、野菜が 4位となっている。こうした

現状から、研究開発は、花き類がメインで、次いで、野菜、畜産である。また、重点課題

は品目、対象作物を絞って研究することで、研究の深さは維持するように努めている。研

究体制は 2人で 1テーマを扱っている。農業総合試験場は、現場解決型で農家への支援を

主要な機能としている。農家に対する経営支援については、部署を設置していないが、普

及活動の一環として必要に応じて行っている。 

 

大学との連携・他地域との連携 

大学との連携については、名古屋大学、秋田大学等と連携して農林水産省の公募型に対

応、共同研究を現在 24-26 件実施している。育種だけでなく、栽培技術なども連携して行

っている。また、他地域との連携については、東海 3県（愛知県、岐阜県、三重県）と静

岡県と模索中である。 

 

農業総合試験場が抱える課題と対応 

成果の普及について、試験場では、JAによる品種認定を多く行ってもらうなどして、成

果をアピールしたいと考えている。 

人員・予算の削減への対応について、県単独予算での人員増はなく、その対応として現

在、再任で退職者 1 名を置いている。また、現業での問題として、「研究員」、「行政」、「普

及指導員」を 4～5 年で異動することが慣例となっている。このため、研究員が栽培法を習

得すると異動してしまうので、専門性の構築が課題となっている。研究資金における県費

が少なく、部門によっては 9割方競争的資金で賄っている。 



4. 調査結果 4.3. インタビュー調査による公設試の活動状況 

 105 

4.3.7. 京都府 

■ 京都府中小企業技術センター 

中小企業技術センターの役割 

中小企業技術センターの役割は、京都府内の中小企業の技術支援に特化している。研究

開発は職員の技術レベルアップのために実施している。研究開発は、全事業の１割程度と

他の公設試に比して少なく、企業ニーズに基づく研究開発を進めたいと考えており、その

ための方策として、各ユニットをグループで対応することで、1 人 1 テーマの研究開発を

推進できる方向を検討している。また、戦略として、クレームデータから産業課題を抽出

することに注力している。府の政策との方向性については、平成元年と平成 7年にビジョ

ンが策定されたが、既に古く明確ではない。また平成 19 年の「中期事業指針」は理念中心

であり、事業計画がなたいめ、現在、平成 23 年度の事業計画の見直しを行っている。 

 

中小企業技術センターの課題と対応 

企業のニーズは、トラブルシューティング対応、製品開発、試作相談などが多く、多様

性と高度な相談が多くなっている。そこで人員不足を補うため、『特別技術指導員制度』を

設けて民間の 10～15 年企業経験者を県の専門職員として採用して対応しているほか、研究

者のレベルアップを図るため大学の先生による研究会を開催している。 

現在のところ、センター内には将来ビジョンを議論する場がないことが大きな課題で、

その取り組みを検討している。 

 

今後の推進の方向性 

研究開発は、全事業の 1割程度と他の公設試に比して少なく、もう少し企業ニーズに基

づく研究開発を推進したいと考えている。そのための方策としては、各ユニットで研究対

応し、1人 1テーマの研究開発を推進するような方向に進みたい。 

 

中小企業技術センターの成果 

中小企業技術センターは、人に優しい環境に優しい次世代医療材料の開発・京都の伝統

野菜を利用した新機能性食品の開発・統合医療を支援するためのデザインとシステムの調

査など、材料・計測評価、バイオ、電子、情報・デザインの各分野において多くの成果を

挙げており、これらの成果は、京都府の中小企業に移転され企業の業績に貢献している。 

 

国への要望 

中小企業のニーズに従って計画する開発（ニーズ即応型）は 200 万円程度の支援であり、

非常に使い易い制度であった。今後ともこのような制度を継続して進めて欲しい、A-STEP

はころころ変わって分かりづらいので改善して欲しい、との要望がある。 
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■ 京都府農林水産技術センター 

農林水産技術センターの役割 

地域の課題に対応した「技術開発」と「技術支援」を行っており、地域のニーズに従っ

た研究開発課題を設定している。 

 

公設試の役割と運営 

統合化したメリットは、各研究所の研究開発予算を融通しあえることである。研究開発

課題は、地域のニーズに従って設定している。HPでの公募、普及員から情報などを吸い上

げ、農林水産部の外部評価委員会で選定する。 

 

今後の推進の方向性 

一般財源は、減ってきている。また、人員不足が顕著で、分野別の専門家のカバーする

範囲が広ますます広くなっている。 

このような状況下で、知事の指令により、公設試の研究者と普及員がタスクチームを組

んで開発し、さらに普及していくことを計画している。また、専門職員が少なくなってい

ることに対応し、県域を超えた活動を模索している。 

大学との連携・他地域との連携 

農林水産技術センターは、これまでも、地域の農林水産ニーズ（主として生産者）の要

望を満足すべく、研究開発面で、地域の大学と連携を図ってきた。今後は、これらの連携

をさらに深めるとともに、広域的な連携も視野に入れた活動を試みている。 

 

農林水産技術センターの成果 

京都の農業は、万願寺トウガラシ・茶・丹波マメなどの京野菜等、特徴ある生産物があ

るため、その育種・改良などに貢献している。また、海洋生物部もトリガイなど種苗生産

に貢献するほか、加工品のブランド化にも注力し、成果を挙げている。 

 

国の支援への要望 

公募型の予算の削減により、これまでの中期計画が見えづらくなっている。ニーズとシ

ーズのマッチングに適合する JST の「地域ニーズ即応型」など復活して欲しい、との要望

があった。 
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4.3.8. 大阪府 

■ 大阪府産業技術総合研究所 

産業技術総合研究所の役割と運営 

平成 8年に新研究所として設置され、大阪府内の中小企業を中心とした技術相談などの

支援、企業ニーズに基づく研究開発を行っており、技術の普及を主要な任務としている。

技術支援・研究開発・普及の視点からの業務比率は 4:3:3 である。大阪には約 24,000 の中

小企業があり、年間約 3,000 件（対象企業約 1,700 社）の技術支援を行っている。支援し

てきた企業は、300 人未満の企業が約 8 割となっている。プラスチックの製造・金属の製

品加工・皮革製品などの企業が多く、主にトラブルシューティングや製品・商品開発の支

援を行っている。 

 

産業技術総合研究所の課題と他機関との連携 

現在、120 名の技術者・研究者が在籍しているが、人員は減少傾向にあり、毎年の採用

は 4名程度である。研究開発費は、外部資金に頼らざるを得ない状況にある。こうした人

員の低減と企業の要望の多様化に対応して、機械系が強い大阪府の産業技術総合研究所は、

化学系の強い大阪市工業研究所と連携して技術人材マップを作成し、相互に紹介し合って

いる。大阪府・大阪市・民間企業間の連携で技術支援センターを構築し、サポートをして

いる。また、大阪府立大学とは包括連携を締結して、もの作りの支援活動を模索し始めて

いる。 

 

産業技術総合研究所の主な成果 

これまでのプロジェクト型研究の成果を活用する目的で、「もの作りテクノパートナー制

度」を創設し、企業との共創研究を開始した。また、JST 地域結集型共同研究事業での“テ

ラ光の活用”の実施後、フォトニクスセンターを所内に設置し、主に大企業と連携した研

究を推進している。また、都市エリア事業においても“摩擦拡絆接合技術開発”後、自動

車会社との研究を開始した。 

 

今後の推進の方向性 

知事の下、『大阪の成長戦略』を策定しており、そのなかで、最終製品の価値創造（High 

End)に力点を置き、分野としては、エネルギーやライフサイエンス分野への中小企業の参

入促進を狙っている。産業技術総合研究所としてはエネルギーやライフサイエンス分野の

製造に係わる基礎技術を強化する方向でアプローチを促進している。研究開発エフォート

をこれまでの 3割からそれ以上に上げていく。 

 

国の施策への要望 

JST が地域事業として実施してきた「地域ニーズ即応型」などの研究開発は公設試とし

て、職員の意識向上に大変有用であり、同様の施策を希望している。 
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■ 大阪府環境農林水産総合研究所 

環境農林水産総合研究所の役割 

人員合理化と技術の相互補完を狙いとして、平成 19 年 4月に「環境情報センター」・「食

とみどり総合センター」・「水産試験所」が統合された。環境を冠にして、環境と農林畜産

業や水産業の高度化を指向していくことをねらいとしている。主な役割は、地域の課題に

対応した「技術開発」と「技術支援」としており、研究開発は、約 100 名の農業普及員か

らの情報を基に、分析して課題設定している。 

 

環境農林水産総合研究所の課題 

大阪地域の農業は、デラウエアブドウ、大阪の南部地域のみかん、イチジクが特産物で

ある。かつては、それぞれの専門家がいたが、現在は１名となり、全て 1人で対応してい

る。研究開発費の総額のうち、府の負担は、約 10％程度、残りの予算は科研費や農水省な

どの公募外部資金に頼らざるを得ない状況である。 

 

大学との連携 

環境農林水産総合研究所は、主として生産者からの地域の農林水産ニーズの要望を満足

すべく、研究開発面で、大阪府立大学などと連携してきた。今後も連携を強化していきた

いとしている。 

 

環境農林水産総合研究所の成果 

食品残渣からの副産物（飼料）抽出に注力し、梅酒の梅による牛の飼育の結果「ウメビ

ーフ」が完成し、事業化したほか、大阪府民を対象とした園芸教室などの「府民教室」へ

の支援活動を行っている。 

 

今後の推進の方向性 

大阪府の特徴として環境と調和した農業、水産業に係わる研究開発に注力していく。大

阪の農業は、都市型農業であり、春菊・みずななど葉物野菜に関する集約農業となってい

る。この特徴をさらに伸ばす研究会に力を入れていく。 

 

国の施策への要望 

地域の特産の育種に関しては、自治体の問題とされ、公募事業では採択されない。農業

は、品種改良にしても、１年で１回しか試験できないので、数年以上の中長期で見る開発

の公募事業として欲しい、との要望があった。 
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4.3.9. 兵庫県 

■ 兵庫県工業技術センター 

工業技術センターの役割 

工業技術センターは、県の工業系公設試として、地場産業であった繊維・金物（カンナ

や芝刈り機）・皮革製品の支援から始まった。これまで兵庫の中小企業は、輸出産業として

発展してきたが、中国の製造業が台頭してからは輸出が低迷し、内需主導型の多品種・少

量の生産技術開発に重点を移した。工業技術センターの役割もこうした変化への対応が求

められている。また、工業技術センターの分室である「もの作り支援センター」の一部が

SPring-8 にあるが、地元の中小企業には、技術が非常に高度過ぎて利用されていない状況

である。 

所管については、県の工業振興課が工業技術センターの所管部署として、中小企業を技

術面で支援している。また、新産業振興課は、SPring-8 など新技術を地元へ定着できるよ

う運営支援を行っている。 

現在は、加工の新しい手法の支援など地域産業の振興、技術指導にも注力している。 

 

工業技術センターの課題と対応－特に人員不足への対応 

10 年で約 4割の職員が削減されてきた。現在、技術者は 40人規模である。 

技術相談は、年間 1万件のオーダーで実施しており、マンパワーが不足している。また、

人員削減に伴い、ここ数年、依頼試験を縮小してきた。一方、平成 21年度の公設試の満足

度調査の結果、地域の中小企業から依頼試験を充実してほしいとの強い要望があり、平成

22 年度から再度充実していくこととしている。 

人員不足への対応として公設試に、技術相談のための「企業 OB による企業アドバイザー

制度（約 60 名）」を設けた。 

 

他機関・他地域との連携 

財団法人新産業創造研究機構（NIRO）には、産学連携プロジェク研究開発の管理機能や

シーズ・ニーズのマッチングを行う機能を有し、公設試と補完連携を行うこととしている。 

 

工業技術センターの成果 

最近脚光を浴びた技術の例としては、以下のようなものがある。 

「扁平状セルロース微粒子の開発：高機能化粧品材料」、「多指多関節ロボットハンド：5

本の指を持ち人間の手とほぼ同じ優しい動きをする」、「磁気式触覚センサ」および「大型

放射光施 SPring-8 の高性能放射光を利用したエコカー・ヘアケア製品・創薬・食品」など

がある。 

 

国の施策への要望 

各自治体とも、研究者、研究資金も少なくなっている中で、基礎研究（JST)、地域イノ
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ベ（経産省）、地域ニーズ即応型（JST)、A-STEP(JST)、NEDO の制度にも公設試が参加する

ようになってきている。さらに外部資金が事業仕分けで小さくなり、公設試にとっても、

企業からの資金と JST の資金が大きな柱となっている。国の資金を増やして欲しい、また、

文科省、経産省、JST など公募事業を実施している機関が一堂に会し、外部資金の説明会

を設けて欲しい、との要望があった。 

 

■ 兵庫県農林水産技術総合センター 

農林水産技術総合センターの役割 

管理部門などのコスト低減を図るため、農林畜産系と水産系を全て統合化し、合理化し

ている。組織として統合化したが、各研究所は独立して活動しており、総合化による新た

な境界領域への発展を目指すものの未だ成果は見られてない。県の予算が非常にタイトな

ため、事業を選別していく計画としており、県の政策を支援することに注力している。 

特に、但馬牛、山田錦米など地域の特産品のブランド化に貢献することおよび食品に関

する県民生活の安全・安心の強化に貢献することに注力することにしている。 

 

今後の推進の方向性－特にブランド化への積極的な取り組み 

兵庫県では、現在「ひょうご農水産物ブランド戦略」が展開されているが、兵庫県立農

林水産技術総合センター畜産技術センター家畜部では、この有名ブランド生産の素である

「種雄牛」を一括管理し、優秀な種雄牛の凍結精液を県下の和牛農家に供給するとともに、

さらなるブランド力の強化に向けて研究開発を続けている。人員が限られる中で但馬牛に

関連する研究開発に約 10人の獣医を充てるなど、集中した取り組みを行っている。 

また、農林水産技術総合センターとしては、特に「山田錦」を重要なブランド品種とし

て、ブランド戦略の推進に積極的に関わり、産地支援のための研究開発に取り組んでいる。 

 

他機関との連携 

兵庫県は、日本海と瀬戸内海に面しており、水産業は両者の海を対象として漁業を考え

る必要がある。従って、コストダウンの視点から他県と船の共同利用を計画している。ま

た、全国で開発した種子で、兵庫県で利用できるものは使用するなど、他県の研究成果も

必要に応じて積極的に導入していくこととしている。 

 

国の施策への要望 

農林水産部門の研究開発は、国と自治体は競争関係にある。もっと、国が実施する理由

と業務を区分すべきである、との要望があった。 
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4.3.10. 鳥取県 

■ 独立地方行政法人鳥取県産業技術センター 

県における産業技術センターの位置づけ 

鳥取県の経済成長戦略において、戦略的推進分野として 8分野（応用電子、有機材料、

無機材料、産業デザイン、発酵生産、食品技術、応用生物および生産システム）を設定し

て、商工団体、産業振興機構、産業技術センター、信用保証協会の連携により支援強化を

することで県内産業のイノベーションを支援することにしている。 

「技術のホームドクター」すなわち専門医としての大学や産総研への橋渡しを行う立場

を取っており、何かあったらセンターに連絡を取ってくれるという存在を目指している。 

 

産業技術センターの変化と役割 

平成 19 年度にスケールメリットを志向して地方独立行政法人となった。農林総合研究所

は、地独化を見送ったため、産業技術センター単独での実施となっている。地独化の最大

の効果は、職員の意識改革ができたことであり、今では、地域における「ホームドクター」

として信頼を構築できている。また、地独化以来、地道に運営のノウハウを積み重ねた結

果、方向性が見えるようになった。 

 

研究テーマの設定および商品化に向けた役割分担 

産業技術センターは、研究員が 40 名程度の組織であり、全方位的な展開は出来ないので、

萌芽的な研究を行うシーズ研究と企業が求める技術の高度化あるいは製品化に繋がる実用

化研究に分けて、先の 8分野に絞ってテーマを設定している。その際、県の重点分野に出

来るだけ総要に課題を設定している。実用化研究に関しては、産業デザイン科を中心に、

商品企画から製品化までを支援することにしている。 

産業技術センターは技術支援、鳥取県産業振興財団は経営支援を車の両輪として商品化

を目指している。 

大学連携について 

鳥取大学・鳥取短期大学・県立農業大学・米子高専との相互協力があり、垣根なく交流

している。産業技術センターからは、大学院へ職員 3名を派遣しており、大学の知財セン

ターにおいて、駆除したブラックバスを利用した漁醤を作りなど、試作品の開発を行って

いる。 

 

今後の推進の方向性 

地独化することによって得た自由度を活かして、さらなる地域貢献を図っていく。また、

大学との連携、広域連携をより積極的に行っていきたい。 

 

国への要望 

小規模公設試が地独化したモデルケースとして参考にして欲しい、また、地域の産業人
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材の育成にあたって、公設試が係わるような事業を支援することを考えて欲しい、との要

望があった。 

 

■ 鳥取県農林総合研究所 

農林総合研究所の役割 

『鳥取県の将来ビジョン』（H21 年 2月策定）には、農林総合研究所の位置づけは特に明

示されてはいないが、産地育成を目的として 5つの試験場が 5年くらいのスパンで個々に

品目ごとの課題を設定している。背景には、農村・漁村の疲弊と農業漁業の従事者の高齢

化により、研究所が新しいものを開発しても取り入れる状況にはないことがある。この状

況を打破して、いかに農村・漁村に活力を取り戻すかを模索しながら研究にあたっている。

このため、「農業改良普及機関」を研究所に取り込み、農水省で廃止された「専門技術員制

度」を残して、研究所の正規職員として 11名を雇用するなど、機構改革を行い、地独化に

ついては見送った。 

 

研究テーマの設定および推進 

生産者に使ってもらえるような品種の育成・技術の開発という視点でテーマを設定して

いる。研究の推進に当たっては、県民に評価される研究を効率良く進めていこうをモット

ーとしている。 

基礎研究は大学等に委ねて、必要に応じて情報を得るようにしている。 

競争的資金の獲得に関しては、資金獲得が目的ではなく、研究所の課題と合致した方向

の公募があれば取りに行くという姿勢で臨んでいる。 

 

今後の推進の方向性 

基本計画やビジョンだけにとらわれず、“生産者に使ってもらえる”品種の育成・技術の

開発という視点の研究開発をさらに強化していく。国際的に厳しい産地間競争の時代にな

っており、利害が反する食品生産者側と食品加工者側とを調整しながら、産品の競争力を

高めることに努めるほか、関連分野の情報発信を高めることで、農商工連携、農医連携あ

るいは農福連携が進む状況への体力の向上を図りたい。 

 

農林総合研究所の成果 

20 世紀梨に代わる新しい品種や粘りの強い長いもが、消費者の関心を呼んでおり、作付

面積が増えている。地鶏の「ピオ」は、良いものだが消費は伸びていない。他に、畜産の

豚に「大山ルビー」がある。 

 



4. 調査結果 4.3. インタビュー調査による公設試の活動状況 

 113 

4.3.11. 山口県 

■ 山口県産業技術センター 

産業技術センターの位置づけ 

山口県では、『やまぐち未来デザイン 21』（H10-24 年度）において、活力ある工業の振興

を目指し、技術力の強化の点において産技センターを県内中小企業の総合的技術支援拠点

として定めており、支援拠点としての機能強化と、県内企業の技術者の向上の役割を求め

ている。その実行計画である『第六次実行計画（2008-2012）』（H21 年 3 月策定）の中で、

「山口県産業技術センターの機能強化」を重点事項とし、産技センターを平成 21 年度から

地方独立行政法人に移行させ、県内企業に対する支援の強化をしている。 

 

産業技術センターの役割 

産業技術センターは、県内中小企業の総合的技術支援拠点として、「環境産業を中心とす

る高度技術産業（新素材、IT、自動車等）の強化」と「ものづくりの高度化」に向けクラ

スターを形成し、今後、中核的技術支援拠点として、「企業ニーズに即応できる効果的・機

能的な技術支援」、「戦略的な研究開発の推進」、「産学公連携による技術支援」を行ってい

く方針である。また、地独化に移行後は、「先導的研究」と「事業化を目指した研究」をは

っきり区別して研究開発を行っている。現在、企業からのインタビュー調査結果をベース

に県内企業のニーズを把握し重点技術13項目について5年間の技術ロードマップを策定中

であり、産技センターの研究への地域企業の理解を高め、連携活動促進の手段の一つとし

て活用したいと考えている。 

 

地方独立行政法人化のメリット 

特に、「予算組みが自由になり実状にあった資金活用ができるようになったこと」、「管理

法人になることができ、これまで多かった経済産業省の事業への提案に加え、文部科学省・

JST など様々な公募事業に提案できるようになったこと」を挙げている。 

 

大学との連携・他地域との連携 

山口大学と産技センターの研究開発の棲み分けは、5～10 年と長期の研究は大学が、セ

ンターは実用化技術開発に特化し 2～3年で終わるものとしている。基礎研究について大学

に委託研究を依頼している。また、他地域との連携について、公設試の集まりである産業

技術連携推進会議に参加しており、北九州では CA・食品、中国では ELC について共同研究

を行っている。実施は各々の研究所で行われ、技術発表の形式で研究内容を共有している。 

 

産業技術センターが抱える課題と対応 

産業技術センターの存在意義のアピール－産業技術センターの知名度が低いことが課題

であり、この対応策として、5 年間で 1,100 社の企業訪問を目標に掲げている。また、平

成 21年度から各地域の商工会議所を通じ、成果のアピールに努めている。 
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4.3.12. 高知県 

■ 高知県工業技術センター 

工業技術センターの位置づけ 

工業技術センターの役割は、「高知県産業振興計画」（以下、産振計という）の産業成長

戦略の中で位置づけられており、本年度の中長期計画として立ち上げる“新エネルギービ

ジョン”での役割が大きい。県内には施設園芸が多く、温度調整のためのエネルギー消費

や首都圏への流通におけるエネルギー消費対策に、木質バイオマスや小水力発電の開発を

検討している。 

 

工業技術センターの運営 

10 年前、産業技術委員会のもと組織を統合したが、2年前に統合を解体し、所管に戻し

ており、現在は産業振興推進部が統括している。研究員は 40 代が中心となっている。かつ

て研究は、分野ごとに担当していたが、ここ 10 年は対応分野も減り、複数で分野を持ち合

っている。また、専門性の浅いところを補完するため、“特別技術支援員”を外部から招聘

しており、食品加工には工業技術センターの OBが、金属加工には愛媛大学のエンジニアリ

ング分野の教授が就任している。研究開発については、自動車分野は主にシーズオリエン

テッドな課題であり、食品開発はソリューション的な課題となっている。 

 

工業技術センターの特徴的な取り組みと研究成果 

工業技術センターでは、共同研究を原則としており、研究テーマは、技術研究員自らが

地域の中小企業に相手先を見付けて設定している。このため研究員が企業を連れて、共同

開発した製品を県外企業に売り込むなど販路を直接支援するに至る事例もある。“コーディ

ネータ”という役職はないが、コーディネート機能を有しており、技術力向上のため 5名

で 10日間という少数先鋭での人材育成研修を実施している。こうした取り組みのなか、地

場企業がトヨタの高級車種の木製ハンドルほか、木製内装材の受注を決めた。トヨタ本社

の評価を受け、採用に至っている。ニッチな技術を強みに既存の販権を切り崩した成果で

ある。また、食品に関する研究成果としては、工業技術センターが開発した清酒の酵母を

18 軒の酒造メーカーが利用しており、数々の賞を受賞している。 

 

国の施策への要望 

工業技術センターが主に支援している機械・食品加工分野における支援事業が少ないの

で、地場産業の構造を考慮した、地域性を活かした事業支援が欲しい。200 万円程度の支

援は、一番使い勝手が良く、外部資金の獲得は研究員のモチベーションのアップと地場企

業のチャレンジ力に繋がっている。また、県内には自社製品を持っている企業が少なく、

いかに特徴的な設備を保有しているかが新たな製品開発の支援に繋がる。通常、機器の更

新は 15年であり、修理部品がなくなるまで購入はない。昨今では、知事の特別予算枠で、

食品開発関連の機器を購入し、自転車振興協会の支援、総務省のプロジェクトで平成 21
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年に研究機器の拡充をしているが、継続的な支援を希望する。 

 

■ 高知県農業技術センター 

農業技術センター特徴のある取り組み 

高知県は、流通の鮮度保持と新品種の育成のための新技術の開発に取り組んでいる。ま

た、施設園芸が多いことから、園芸技術開発・新品種の開発・環境保全・循環型農業に注

力している。現在、オランダに 2名の研究員を派遣予定であり、収量を高める技術と育種

の技術を学びに行く。日本のコウ軒高は、4ｍ。オランダは 6ｍあり、単位面積あたりの収

量を増やしたい。また、施設園芸にはエネルギーを使うため、森林が 84％を占め、日照時

間も長い高知にあって、地の利を活かした自然エネルギー対策に取り組んでいる。組織に

ついては、地独化の検討を行ったが、研究開発型企業が少なく、資金を得ることが難しい

ことから、相応しくないと判断した。 

農業技術センターの研究成果 

環境保全・循環型農業の成功事例としては、天敵を使った害虫駆除がある。これは現在、

農薬メーカーが製品化し、販売している。これまで、施設園芸農家では、消費者ニーズに

応えようと多量の農薬を使い、重労働・コスト高となっていたが、普及員の活躍で成功例

が出て以来、10 年の検証実績を経て、多くの農家がこの方法に置き換えている。現在、茄

子で 50％、ピーマン・シシトウで 70％である。ただし、販売面では有利とはいえず、生産

方法をピーアールすることで、他地域との差別化を図りたい。また、誇れる研究成果とし

て、流通の鮮度保持の「パーシャルシート包装」がある。特許を取得し、これまでに 75

億円の売上があった。これは包装を密封しないことで日持ちするため、販売価格も高く、

市場では優先して取り扱っている。 

 

共同研究と大学との連携 

共同研究の研究チームは、学会で知り合った研究者のネットワークで構築される。技術

開発事業などの企画プロジェクトでは、参画する。年に 3～4回、高知大学の農学部と打合

せを行っている。農技セの研究課題の検討は、年 1回、県の農業振興センターで行ってお

り、大学は入らないが、課題の開発方法の段階で参画している。 

 

国の施策への要望 

事業提案には、現場とのデュスカッションが大事であり、JST サテライトのコーディネ

ータの存在は必要である。提案型公募事業の JST の「地域ニーズ即応型」は、農協が参画

しにくく、また、「A-STEP」も年度ごとの支援で、研究期間が長い農水研究は難しい。普及

面で発表できる研究テーマと考えると事業期間が 3年以上と長い事業が必要である。また、

実務面で、国の競争的資金は実質利用できる時間が短いため、契約締結を迅速にして欲し

い、との要望があった。 
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4.3.13. 熊本県 

■ 熊本県産業技術センター 

産業技術センターの役割と期待 

産業技術センターは、県の“支援機関”としての位置づけのもと企業支援を行っている。

これまでは、中小企業を一定の水準に引き上げることに注力してきたが、現在は、下請け

体質を抜け出し、企業自らが研究開発し提案できるよう共に取り組んでおり、支援の方向

性が変わったとしている。技術相談も企業訪問を主体としている。30名の研究員が、効率・

効果的に活動するために、“売れるものづくり”に向けて県を１つの“熊本株式会社”と見

立て、“大学と現場企業を結ぶ技術部”として活動する。県も厳しい経営環境から脱却のた

め、これまでの産業集積の強みを活かした“県の技術部”としての公設試への期待は大き

い。特に産業技術センターの“技術マネジメント”や“技術指導”に価値があると考えて

おり、地域企業も強く望んでいる。また、これからの“技術指導”には企業のオーダーに

対する深いフォローが必要であるとしている。 

 

産業技術センターの特徴的な運営と取り組み 

産業技術センターは、推進分野において常識があり、実践力のある民間企業出身の人材

を所長として迎えている。所長としての素養は、人格者・自動車関係で熊本出身者・地域

（郷土）で頑張りたいとの思いがある人であるとしている。発想とポイントが、合理的で

あるという所長は、外部評価についても、考え方を変えた。外部評価の対象を「研究成果」

ではなく「センターの運営」とした。技術指導の価値を「売上寄与度」という指標で示し、

1,100 億円と換算している。製品出荷額や産業技術センターへの投入資金から考えて十分

貢献していると認識している。外部評価員は地場の人から選出し、年 2回実施する中で研

究員の意識も変化してきたという。また、人材育成の方向性としては、企画の部分を事務

担当から研究員にシフトしたいと考えており、時代を見て、先を見て取り組むことが大切

と考えている。 

 

大学との連携 

熊本大学との連携が密である。熊本大学の学長は 2代続けて工学部出身であり、県が推

進するプロジェクトにおいても自ら説明責任を果たしてくれている。研究員の人員不足に

も熊本大学の学生を戦力として活用することでプロジェクトを補強して貰っている。また、

現在、「有機薄膜技術高度化支援センター」が設置され、10 年先の雇用の創出を目指して

いる。研究者をここへ集結していくのを狙いとしており、熊本大学や崇城大学の研究者も

大学との兼務で参画している。大学との連携は、地域に限定されている。 

 

国の施策への要望 

産業技術センターの職員数は全国で最も少ない。単独でのイノベーションは無理であり、

広域で組むことを模索している。広域を繋ぐコーディネート機能は、絶対必要であり、JST
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プラザの閉鎖は厳しい環境での地域の挑戦に逆行した動きであるとしている。 

 

■ 熊本県農業研究センター 

研究活動について 

研究内容は、『熊本県食料・農業・農村計画』に基づき策定された『熊本県農業試験研究

推進構想』に準じて研究を行う一方、現場の課題解決に向けた研究を行っている。毎年、

農家や農業関係者の生産部会 400 か所から“ニーズ調査”を行い、行政の意見を踏まえて

緊急性の高い研究課題を決めている。技術シーズを生み出す技術開発としての研究よりも

現場の課題解決に向けた研究が優先され、95％が現場ニーズの解決である。  

 

他機関との連携について 

産学連携の視点では、学と連携している。熊本には東海大学に農学部があり、共同で特

許を取得している。一方、産については、農業研究センターの立場からは単なる原料供給

だけに終わってしまうのではないかとの懸念があり、企業との連携は難しい。広域におけ

る他機関との連携については、環境保全や土壌害虫などは連携して取り組むべきと考える

が、戦略性のあるものはどうしてもクローズとなる。基本的に情報交換を行うが、他県と

は、ライバルの関係にある。また、研究員が絶対的に不足しているなか取り組めない。 

 

農業研究センターの現在の課題 

農商工連携や農業の 6次産業化対応については、夏いちごや肥後小豆をケーキ屋や菓子

工業組合に紹介するなど、直接“売り込み”を行うなど地産地消の範囲で活動している。

生産性の安定や品質の向上が優先されるため、なかなか着手できない。研究体制について

は、予算が減り研究資源が減少し、1 つの研究室の体制が小さくなっている。研究者がペ

アで行ってきた技術の蓄積は、一人体制となり技術継承が困難な状況となっている。人が

絞られるとセンターとして機能しなくなるため、取り組むべき研究課題は絞られる。普及・

行政・農研セの人事交流を進めてきていたが、人員削減のためバランス構成が厳しい状況

にある。 

 

国の施策への要望について 

地球温暖化の影響による害虫対策など、これまで想定していない問題が発生し課題が増

えている。研究員が減少し、現場の課題解決が優先するなか、研究に（良い意味での）“遊

び”がなく強みとなるシーズを創出できない。ニーズとシーズのバランスの取れた研究が

必要であり、これに対する支援を希望する。また、海外という対外的な競争に勝つために

も“育種”の研究に力を入れるべきと考える。このための技術開発に、国の戦略として予

算を増やして欲しい。また、独法と県で研究分野が重複しており、国研が独法化する前は

国と県と大学の研究を上手く調整していたように、九州全体での研究の方向性を検討して

欲しい。 
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4.4. 公設試に対する利用者としての企業の満足度 

この節では、地域の産業の活性化に向けた技術支援や地域ニーズに基づいた研究開発な

ど、地域に密着した活動を行っている公設試について、公設試を利用する立場の企業関係

者の利用状況や意見、要望等を調査した「利用者満足度調査」の結果を示す。 

 

4.4.1. 中小企業が製品開発において技術支援を得ようとするの相手先 

製品開発するにあたって、技術支援を得ようとする場合の相手先について、地域の公設

試と大学が他の組織に比して多いことが示されている。中でも公設試が相談相手としては

大きな存在であることが分かる（表 4.4.1、図 4.4.1 参照）。 

 

表 4.4.1 中小企業の技術支援を得る場合の相手先(N=254) 

機 関 
第 1 位 第 2 位 第 3 位 上位 3 位以

内の合計 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 

地域の公設試験研究機関 101 39.8% 64 25.2% 39 22.4% 204 

大学（高専含む） 67 26.4% 55 21.7% 57 15.4% 179 

地域の産業支援機関 31 12.2% 55 21.7% 32 12.6% 118 

取引先 21 8.3% 24 10.2% 24 9.4% 69 

国の研究機関 14 5.5% 26 9.4% 23 9.1% 63 

業界団体・同業他社 9 3.5% 3 3.1% 14 5.5% 26 

親会社・関係会社 7 2.8% 8 1.2% 7 2.8% 22 

コンサルタント 1 0.4% 3 1.2% 5 2.0% 9 

金融機関 0 0.0% 0 0.0% 2 0.8% 2 

その他 1 0.4% 1 0.4% 3 1.2% 5 

無回答 2 0.8% 15 5.9% 48 18.9% 65 

第1位

第2位

第3位
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

 

図 4.4.1 中小企業の技術支援を得る場合の相手先 

 

4.4.2. 公設試を利用することとなった理由 

地域の企業が製品開発するにあたって、技術支援を得ようとする場合、その相手先とし

て公設試を利用することになった理由について、「公設試に使いたい設備・装置があった」

が 73％で最も多く、次いで「公設試に必要とする分野の専門家がいた」、「公設試に相談・

依頼しやすかった」となっている（表 4.4.2、図 4.2.2 参照）。 
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表 4.4.2 公設試を利用することになった理由 

N=239 回答数 

公設試に使いたい設備・装置があった 174 

公設試に必要とする分野の専門家がいた 144 

公設試に相談・依頼しやすかった 98 

公設試が近くにあった 86 

公設試が公的機関という安心感があった 62 

公設試の技術情報が充実していた 53 

72.8%

60.3%

41.0%

36.0%

25.9%

22.2%

0% 20% 40% 60% 80%

公設試に使いたい設備・装置があった

公設試に必要とする分野の専門家がいた

公設試に相談・依頼しやすかった

公設試が近くにあった

公設試が公的機関という安心感があった

公設試の技術情報が充実していた

 

図 4.4.2 公設試を利用することになった理由 

 

4.4.3. 大学を利用することとなった理由 

地域の企業が製品開発するにあたって、技術支援を得ようとする場合、その相手先とし

て大学等を利用することになった理由について、「大学に必要とする分野の専門家がいた」

が 89％で最も多く、次いで「大学の技術情報が充実していた」、「大学に使いたい設備・

装置があった」となっている（表 4.4.3、図 4.2.3 参照）。 

 

表 4.4.3 大学を利用することになった理由 

N=185 回答数 

大学に必要とする分野の専門家がいた 165 

大学の技術情報が充実していた 67 

大学に使いたい設備・装置があった 47 

大学に相談・依頼しやすかった 44 

大学が近くにあった 43 

大学という安心感があった 24 

その他（大学） 6 

89.2%

36.2%

25.4%

23.8%

23.2%

13.0%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学に必要とする分野の専門家がいた

大学の技術情報が充実していた

大学に使いたい設備・装置があった

大学に相談・依頼しやすかった

大学が近くにあった

大学という安心感があった

その他（大学）

 

図 4.4.3 大学を利用することになった理由 
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4.4.4. 公設試を利用することになったきっかけ 

地域の企業が、公設試を利用することになったきっかけについて、「他機関からの紹介：

産業支援機関」が最も多く、次いで「他機関からの紹介：地方自治体」であるが、利用の

きっかけは多様であることが分かる（表 4.4.4、図 4.4.4 参照）。 

 

表 4.4.4 公設試を利用することになったきっかけ 

N=242 回答数 

他機関からの紹介-産業支援機関 79 

他機関からの紹介-地方自治体 69 

公設試のホームページや情報誌で知った 64 

学会・研究会等で公設試関係者と知り合った 61 

他機関からの紹介-大学・高専等 45 

他機関からの紹介-業界団体・同業他社 31 

他機関からの紹介-取引先 16 

他機関からの紹介-国の研究機関 13 

他機関からの紹介-親会社・関係会社 8 

他機関からの紹介-金融機関・コンサルタント 6 

業界新聞・専門誌等で知った 4 

その他 34 

32.6%

28.5%

26.4%

25.2%

18.6%

12.8%

6.6%

5.4%

3.3%

2.5%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40%

他機関からの紹介-産業支援機関

他機関からの紹介-地方自治体

公設試のホームページや情報誌で知った

学会・研究会等で公設試関係者と知り合った

他機関からの紹介-大学・高専等

他機関からの紹介-業界団体・同業他社

他機関からの紹介-取引先

他機関からの紹介-国の研究機関

他機関からの紹介-親会社・関係会社

他機関からの紹介-金融機関・コンサルタント

業界新聞・専門誌等で知った

 

図 4.4.4 公設試を利用することになったきっかけ 

 

4.4.5. 公設試の利用頻度 

地域の企業が、公設試を利用する頻度を見ると、「年に数回」が最も多く、5 割を超え

ている（表 4.4.5、図 4.4.5 参照）。 

 

表 4.4.5 公設試を利用する頻度 

N=241 回答数 

毎週 18 

月に数回 65 

年に数回 132 

最近はほとんど利用していない 25 

その他 1 



4. 調査結果 4.4. 公設試に対する利用者としての企業の満足度 

 121 

7.5%

27.0%

54.8%

10.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

毎週

月に数回

年に数回

最近はほとんど利用していない

 

図 4.4.5 公設試を利用する頻度 

 

4.4.6. 公設試の利用内容とその満足度 

公設試を利用するにあたっての利用内容とその利用の有無に関して（表 4.4.6、図 4.4.6

参照）、公設試を利用する形態としては、公設試に技術相談・技術指導を受ける場合と試

験・分析を依頼する場合が最も多い。次いで、「公設試との共同研究の実施」、「公設試

の解放設備の利用」である。「公設試への委託研究」、「大学の解放設備」の利用は比較

的機会が少ない。 

 

表 4.4.6 公設試の利用内容とその有無 

  （回答数） 

 利用有り 利用無し 

公設試の技術相談・技術指導 220 31 

公設試への試験・分析の依頼 212 36 

公設試の解放設備の利用 134 114 

大学の解放設備の利用 50 194 

公設試への研究委託 76 169 

公設試との共同研究 139 109 

87.6%

85.5%

54.0%

20.5%

31.0%

56.0%

12.4%

14.5%

46.0%

79.5%

69.0%

44.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公設試の技術相談・技術指導

公設試への試験・分析の依頼

公設試の解放設備の利用

大学の解放設備の利用

公設試への研究委託

公設試との共同研究

利用有 利用無  

図 4.4.6 公設試の利用項目およびその有無 

 

利用した結果に対する満足度については（表 4.4.7、図 4.4.7 参照）、公設試が期待に

たがわぬ対応をしたのか、または利用する側が公設試の能力を見極めて依頼したかは、不

明であるが、すべての利用形態において、満足またはやや満足という回答が 90％を超えて

いる。 
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表 4.4.7 公設試の利用結果に対する満足度 
    （回答数） 

  満足 やや満足 やや不満 不満 

公設試の技術相談・技術指導 （N=220） 99 101 17 3 

公設試への試験・分析の依頼 （N=212） 103 92 16 1 

公設試の解放設備の利用 （N=132） 65 57 9 1 

大学の解放設備の利用 （N=49） 28 23 1 0 

公設試への研究委託 （N=75） 29 40 4 2 

公設試との共同研究 （N=134） 65 58 9 2 

注)無回答を除く。     

45.0%

48.6%

49.2%

55.1%

38.7%

48.5%

45.9%

43.4%

43.2%

42.9%

53.3%

43.3%

7.7%

7.5%
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6.7%
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公設試の技術相談・技術指導

公設試への試験・分析の依頼

公設試の解放設備の利用

大学の解放設備の利用

公設試への研究委託

公設試との共同研究

満足 やや満足 やや不満 不満

 

図 4.4.7 公設試の利用結果に対する満足度 

 

4.4.7. 公設試を利用した企業への活動に対する寄与 

公設試を利用した企業への自社への活動の寄与について、主なものは、「技術データや

技術情報を入手することができた」、「新商品の開発に寄与した」、「自社の研究開発要

員の能力向上に寄与した」である（表 4.4.8、図 4.4.8 参照）。 

 

表 4.4.8 利用企業の活動に対する寄与 

N=241 回答数 

技術データや技術情報を入手することができた 177 

新商品の開発に寄与した 138 

自社の研究開発要員の能力向上に寄与した 99 

研究開発コストの削減に寄与した 78 

新分野への進出に寄与した 58 

販売や利益の拡大に寄与した 25 

業務改善に寄与した 20 

新生産方式の開発に寄与した 17 

期待した結果は得られなかった 7 

事業経営の改善に寄与した 4 

その他 5 
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73.4%

57.3%

41.1%

32.4%

24.1%

10.4%

8.3%

7.1%

2.9%

1.7%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80%

技術データや技術情報を入手することができた

新商品の開発に寄与した

自社の研究開発要員の能力向上に寄与した

研究開発コストの削減に寄与した

新分野への進出に寄与した

販売や利益の拡大に寄与した

業務改善に寄与した

新生産方式の開発に寄与した

期待した結果は得られなかった

事業経営の改善に寄与した

その他

 

図 4.4.8 利用企業の活動に対する寄与 

 

4.4.8. 利用して感じた公設試の弱点 

企業が公設試を利用した際に感じた公設試の弱点は、「対応できる技術領域が狭い」が

最も多く 40％であり、次いで「設備・装置が古い」、「職員数が少ない」である（表 4.4.9、

図 4.4.9 参照）。 

 

表 4.4.9 利用して感じた公設試の弱点 

N＝214 回答数 

対応できる技術領域が狭い 87 

設備・装置が古い 63 

職員数が少ない 62 

認知度が低い 55 

設備・装置が少ない 51 

若手職員が少ない 24 

立地が悪い 18 

職員の技術レベルが低い 13 

その他 15 

40.7%

29.4%

29.0%

25.7%

23.8%

11.2%

8.4%

6.1%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

対応できる技術領域が狭い

設備・装置が古い

職員数が少ない

認知度が低い

設備・装置が少ない

若手職員が少ない

立地が悪い

職員の技術レベルが低い

その他

 
図 4.4.9 利用して感じた公設試の弱点 
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4.4.9. 今後公設試に強化して欲しい機能 

今後、公設試に強化して欲しい機能を見ると（表 4.4.10、図 4.4.10 参照）、「技術相

談・技術指導」、「設備・装置の開放、レンタルラボ」、「依頼試験・依頼分析」、「技

術情報の収集・分析・発信」「実用化研究、地域ニーズ対応型研究」であることが分かる。 

 

表 4.4.10 今後公設試で強化して欲しい機能 

N＝244 回答数 

技術相談・技術指導 117 

設備・装置の開放、レンタルラボ 94 

依頼試験・依頼分析 92 

技術情報の収集・分析・発信 91 

実用化研究、地域ニーズ対応型研究の推進 87 

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援 76 

新商品・新品種・地域特産品開発の支援 72 

新産業の創出、新分野進出への支援 63 

技術の高度化・高付加価値化の支援 60 

地域資源の利活用促進の支援 46 

人材育成、後継者育成の支援 44 

基礎研究の推進 43 

技術移転・コーディネート活動（産学官連携・産産連携等） 43 

知的財産権の取得・活用に対する支援 42 

伝統産業、地場産業の育成の支援 29 

経営支援、海外展開等への支援 24 

その他 4 
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11.9%

9.8%
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依頼試験・依頼分析

技術情報の収集・分析・発信

実用化研究、地域ニーズ対応型研究の推進

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援

新商品・新品種・地域特産品開発の支援

新産業の創出、新分野進出への支援

技術の高度化・高付加価値化の支援

地域資源の利活用促進の支援

人材育成、後継者育成の支援

基礎研究の推進

技術移転・コーディネート活動

知的財産権の取得・活用に対する支援

伝統産業、地場産業の育成の支援

経営支援、海外展開等への支援

その他

 
図 4.4.10 今後公設試に強化して欲しい機能 
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4.4.10. 企業の規模および業種 

●資本金規模および従業員規模 

公設試の利用企業の規模について、資本金1,000万円以上3,000万円未満の企業が多く、

従業員規模としては 10人以上 50 人未満の企業が多い。 

 

表 4.4.11 資本金規模 

N=254 企業数 

1000 万円未満 27 

1000 万円以上 3000 万円未満 97 

3000 万円以上 5000 万円未満 43 

5000 万円以上１億円未満 55 

1 億円以上 3億円未満 20 

3 億円以上 12 

 

 

図 4.4.11 資本金規模 

 

表 4.4.12 従業員規模 

N=254 企業数 

10 人未満 44 

10 人以上 50 人未満 107 

50 人以上 100 人未満 39 

100 人以上 300 人未満 48 

300 人以上 16 

 

 

 

図 4.4.12 従業員規模 

●業種 

表 4.4.13 業種 

N=254 企業数 

鉱業・建設業 10 

製造業（食料品、飲料、飼料） 10 

製造業（紙・プラスチック・ゴム・革製品、窯業、木工、衣類） 33 

製造業（繊維、化学製品、石油製品、石炭製品、鉄鋼、非鉄金属） 39 

製造業製造業（金属製品、一般機械・精密機械器具、電気機械器具、電子部品・
デバイス、情報通信機械器具、輸送用機械器具） 

110 

その他製造業 31 

サービス業（情報通信、運輸） 5 

サービス業（卸売、小売、金融、保険、不動産、飲食、宿泊） 5 

サービス業（医療、福祉、教育、学習支援） 1 

その他サービス業 5 

その他 5 

1000万円

未満
10.6%

1000万円

以上3000

万円未満

38.2%
3000万円

以上5000

万円未満

16.9%

5000万円

以上１億円

未満

21.7%

1億円以上

3億円未満
7.9%

3億円以上

4.7%

10人未満

17.3%

10人以上

50人未満
42.1%

50人以上

100人未満
15.4%

100人以上

300人未満
18.9%

300人以上

6.3%



4. 調査結果 4.4. 公設試に対する利用者としての企業の満足度 

 126 

鉱業・建設業

3.9%

製造業（食料品、飲

料、飼料）
3.9% 製造業（紙・プラス

チック・ゴム・革製

品、窯業、木工、衣

類）
13.0%

製造業（繊維、化学

製品、石油製品、石

炭製品、鉄鋼、非鉄

金属）
15.4%

製造業製造業（金属

製品、一般機械・精

密機械器具、電気機

械器具、電子部品・

デバイス、情報通信

機械器具、輸送用機

械器具）

43.3%

その他製造業

12.2%

サービス業（情報通

信、運輸）
2.0%

サービス業（卸売、小

売、金融、保険、不

動産、飲食、宿泊）

2.0%

サービス業（医療、福

祉、教育、学習支援）
0.4%

その他サービス業

2.0% その他

2.0%

 

図 4.4.13 業種 
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5. 調査結果の分析 

 

ここでは、前章までのアンケート調査をまとめた公設試の活動の現状と課題を踏まえつ

つ、地域のイノベーションに向けた公設試のあり方・ありたい姿を検討していく。アンケ

ート調査の結果から、特に、地域の科学技術ポテンシャルとその成果の受け手である地域

の産業界のポテンシャルをどのように組合せ、かつ、公設試としての効果的な役割はどう

あるべきかを模索する必要があると判断した。このため、アンケート調査では不十分であ

った産学連携の一方のプレーヤーである大学側にも焦点を当て、また、これまで国や独立

行政法人科学技術振興機構（JST）が地域事業として展開してきた内容も概観しつつ、公設

試の役割を言及することとした。 

 

5.1. 地域イノベーションの定義 

ここでは、公設試が果たす役割を明確化する上で、これまで言及されてきた内容を踏ま

えて、地域イノベーションについて再度定義した。 

 

5.1.1.  地域のイノベーション 

ランドン・モリスによれば、イノベーションとは、「プロセスを意味する一方、そのプロ

セスの結果としての革新を意味する」と定義している5。イノベーションのプロセスは、新

しい価値を創造し、それを市場に送り込む活動であり、このプロセスにも関心が寄せられ、

また、その良いアイディアのみではイノベーションではなく、そのアイディアから経済的

なインパクトや付加価値が生まれて初めてイノベーションになりうると言及している。さ

らに次の 4つのイノベーションを示唆している。 

 

① 既存製品や既存サービスの小さな改善など「斬進的イノベーション」 

② 画期的な製品やサービスを生む「大変革イノベーション」 

③ 企業と顧客を新たに定義する「革新的なビジネスモデルイノベーション」 

④ これまでに無い「ベンチャー事業イノベーション」 

 

ここでは、これら 4つのイノベーションをそれぞれの地域で実現することを「地域のイ

ノベーション」と定義する。 

 

5.1.2.  これまでの我が国の地域のイノベーション施策 

これまで、我が国では、「国による科学技術振興」を推進してきたが、バブル崩壊以降、

科学技術をベースに国の競争力を強化するため、1995 年に科学技術基本法が全ての政党協

力のもと制定され、科学技術基本計画を策定し計画的な予算措置を行うこととされた。こ

の基本計画では、国ばかりでなく、地域自治体（都道府県等）は、地域にある科学技術ポ

                                                   
5 ランドン・モリス『イノベーションを生み続ける組織』（日本経済新聞社、2009 年）参照。 
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テンシャルを掘り起こし、それを育成することで、地域の産業、ひいては我が国の産業競

争力を強化する施策を講じてきた。 

ここでは、前章で言及したイノベーションの形態を意識するというより、大学の研究成

果から社会に役立つ技術を抽出し、それを育て、産業の芽を出すことに注力した。図 5.1.1

には、国によるイノベーションの支援の仕組みの枠組みを示している。国は、地域自治体

の科学技術振興拠点形成の支援を行うこととし、自治体に対し拠点形成の支援資金を提供

した。その後、JST のプラザ・サテライトといった拠点の設置、地域結集型共同研究や知

的クラスター創成事業など、自治体の主体的な科学技術振興を予算面で支援する等の施策

が行われてきた。これらの地域における科学技術振興施策は、イノベーションの加速に向

け、地域において、技術を抽出し、技術の関門⇒製品の関門⇒事業の関門を越えて地域の

産業（企業等）が活性化することを狙ったものであった。 

このためには、地域の技術抽出や統合化を目指す、コーディネータ、エージェント、事

業総括、マネージャなど事業の目的によって多様な名前で呼ばれる地域の事業プロデュー

サが存在し、新たな進化を模索してきた。 
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図 5.1.1 国によるイノベーションの支援の仕組み 

 

5.1.3.  産学連携によるイノベーション 

地域のイノベーションの加速のために、国は、地域（自治体）の主体的な取り組みを支

援する仕組みを模索してきたが、この枠組みの中でキーとなるプレーヤーは、「産業界（企
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業）」と「学（大学や研究機関等）」であり、それぞれの地域において産学連携を手段とし

た研究開発・技術開発の仕組みづくり（拠点活動）が進められてきた。ここでは、図 5.1.2

のロードマップに示すように、社会ニーズや産業界ニーズに基づき、地域の大学や研究機

関にある技術シーズを組合せ、それを育成するプロジェクト型研究開発が進められてきた。

そのプロジェクト型研究開発では、地域が多重構造となっている各省庁の多様な施策を積

極的に国の制度を活用する仕組みができあがった。 

地域のイノベーションの加速に言及する場合、上述のように、主なプレーヤーとして地

域の大学の存在が欠かせない一方で、これまで産業界の要望に従って技術支援機能を中心

に支援してきた公設試との関連性も重要となる。以下では、JST が地域のイノベーション

に向けた支援として取り組んだ「シーズ発掘試験」と「ニーズ即応型」を参照して、地域

の科学技術ポテンシャルとして、公設試の位置づけを検討していくものとする。 
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PJ型研究開発 Ⅰ

■PJ体制 （水平・垂直統合）

・役割の明確な最強のチームの構築
・PJサブテーマの明確な関係性を構築
・PJのマイルストーンの明確化

■ PJの推進管理
・責任と権限の明確化
・工程の進捗と成果の見える化
・PDCAの徹底（成果の品質確保）
・PJ推進法を学習する組織

製品 X
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Model
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重層的な公的支援 PJ型開発Ⅱ（前PJからの学習効果）

■PJ体制
・最強の垂直統合チームの構築
・イノベーションに向けたサブテーマの体系的な統合化
・PJのマイルストーン設定への戦略の導入

■ PJの推進管理
・リーダへの責任と権限の付与
・ロードマッピンクﾞによる成果の見える化管理
・客観指標による成果の品質管理と情報の公開義務
・PJ推進法を学習する組織（PDCA管理法）

進展

製品 Y

製品 Z

市場投入

特長ある中核技術の抽出 G H I・・・

特長ある製品コンセプト

ビジネスモデル（誰に・何を・どの様に）

ベンチャｰ起業

民間金融機関
が産学連携に
投資・融資する
ｲﾝｾﾝﾃｲﾌﾞが働
く仕掛けを強化

進展
進展

進展

■企業のコアコンピタンスの補強

■マーケットニーズへの明確化

■企業の投資（資金と技術人材）

■企業のアライアンスニーズ

地域のイノベーションの加速に向けたロードマッピング

 

図 5.1.2 産学連携によるイノベーションの加速の仕組み 
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5.2. 地域の産業構造と公設試および大学の活動の関係 

 

公設試の第一義務は、地域内産業あるいは地域内企業のニーズに応え、地域経済の発展

に貢献することである。JST が支援した 3種の支援事業、 

・シーズ発掘試験 A（発掘型） 6,015 課題 

・シーズ発掘試験 B（発展型） 202 課題 

・地域ニーズ即応型 334 課題 

の実施機関分布には、公設試の義務遵守の姿勢が明らかに現れている6。すなわち、表 5.2.1

に示すように、公設試の参画割合は地域ニーズ即応型においては大学を凌駕して第１位で

ある。一方、大学の参画割合はシーズ発掘試験 A, B においてそれぞれ約 90％で第１位で

ある。 

 

表 5.2.1 JST による 3 種の地域イノベーション創出支援事業における公設試の参画割合 

採択数 公設試参画数 構成 ％ 公設試外参画数 構成 ％

6,015 431 7.2% 5,584 92.8%

202 11 5.4% 191 94.6%

334 157 47.0% 77 23.1%

　　＊上記以外の地域ニーズ即応型の100課題は公設試・大学が共同参画

シーズ発掘試験B

地域ニーズ即応型

支援事業

シーズ発掘試験A

 

シーズ発掘試験 A, B において大学の参画数が圧倒的であることは、研究者の数を考慮す

れば当然なことである。ここで考慮しておくべきことは、シーズ発掘試験 Aの実施に関し

て、 

・ 国立大学研究者 11.3 人当たり 1課題実施 

・ 公立大学研究者 16.6 人当たり 1課題実施 

・ 私立大学研究者 48.5 人当たり 1課題実施 

という事実である7。 

 

さらに配慮すべきは、上記の 3種の地域イノベーション創出支援事業採択課題の対象分

野別の分布が各都道府県の産業構造あるいは経済活動構造と強い相関性を持つか否かを知

ることである。国公立大学の研究者数と県内 GDP は強い相関性を持っていることから、大

学研究者の多くが、さらには公設試の研究者が、地域産業構造や地域経済活動への貢献を

強く意識しているか否かを知ることが肝要である。以下では、まず、経済活動別県内総生

産を指標に各都道府県の特徴を明らかにする。 

 

                                                   
6 「地域イノベーション創出支援事業に認められる地域特性の抽出と戦略展開への提言」（（財）全日本地

域研究交流協会、平成 22 年 6月）。 
7 注 6 と同じ。 
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5.2.1. 都道府県別の経済活動の特徴の抽出 

われわれが用いた経済統計資料は、「統計表一覧―国民経済計算―内閣府」の中の「平成

19 年度県民経済計算」（93SNA、平成 12年基準計数）である。 

 

表 5.2.2 に、上記統計資料を 

・ 全産業 

・ 1 次産業（農林水産業） 

・ 2 次産業（製造業、建設業、電気・ガス・水道業） 

・ 3 次産業（卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信業） 

別の総生産額を 47都道府県別に整理したデータを示す。 

 

表 5.2.2 47 都道府県の産業別総生産額（平成 19 年度県民経済計算―内閣府） 

全産業 農林水産業 鉱業 製造業 建設業
電気･ガス･

水道
2次産業計 卸売･小売業 金融･保険業 不動産業 運輸・通信業 3次産業計

1 北海道 21,656,698 698,835 33,599 1,765,631 1,718,236 532,134 4,049,600 3,513,321 1,368,547 3,318,915 2,180,157 10,380,940

2 青森 3,905,333 203,225 14,246 705,874 353,151 122,732 1,196,003 524,563 205,900 531,919 291,619 1,554,001

3 岩手 3,941,404 174,510 5,849 805,231 272,923 104,003 1,188,006 478,239 240,905 599,829 283,504 1,602,477

4 宮城 11,180,624 146,375 2,255 1,445,756 694,897 269,355 2,412,263 2,001,683 647,683 1,812,916 1,144,732 5,607,014

5 秋田 3,273,049 113,593 11,942 705,148 256,996 110,017 1,084,103 423,831 159,597 493,233 230,157 1,306,818

6 山形 3,685,551 123,853 5,004 1,101,714 194,877 85,753 1,387,348 340,107 212,674 566,293 191,074 1,310,148

7 福島 7,103,002 147,514 5,361 2,232,978 322,568 632,623 3,193,530 602,986 341,291 816,039 396,862 2,157,178

8 茨城 10,468,179 254,450 12,828 3,750,958 582,307 333,774 4,679,867 928,610 462,049 1,303,794 727,308 3,421,761

9 栃木 7,692,404 148,742 19,703 3,025,374 401,706 115,404 3,562,187 779,891 320,531 911,542 361,105 2,373,069

10 群馬 6,984,865 121,528 4,850 2,460,199 388,990 176,884 3,030,923 737,253 374,392 860,361 344,879 2,316,885

11 埼玉 19,155,997 118,976 7,570 4,789,224 972,111 385,439 6,154,344 2,183,097 1,068,088 3,862,237 1,381,789 8,495,211

12 千葉 21,447,330 254,095 26,495 4,421,805 1,312,323 752,277 6,512,900 2,507,662 1,165,919 3,883,374 1,997,974 9,554,929

13 東京 91,172,213 41,825 30,072 8,353,616 4,206,664 895,162 13,485,514 19,187,436 13,468,790 11,936,015 5,935,835 50,528,076

14 神奈川 46,751,852 68,439 4,566 9,423,165 2,451,184 978,687 12,857,602 6,477,427 2,409,224 8,900,902 3,818,357 21,605,910

15 新潟 7,945,501 197,121 75,973 1,912,561 633,573 280,780 2,902,887 901,656 394,756 1,205,836 516,337 3,018,585

16 富山 4,253,656 49,394 8,880 1,383,310 232,084 156,818 1,781,092 413,590 263,088 605,075 245,481 1,527,234

17 石川 4,232,860 49,787 5,668 1,027,586 250,910 95,833 1,379,997 642,328 276,317 633,265 259,439 1,811,349

18 福井 2,954,388 36,857 2,616 732,930 217786 371,003 1,324,335 221,297 169,531 363,394 201,683 955,905

19 山梨 2,908,838 58,993 3,902 853,773 213,013 46,283 1,116,971 250,861 148,512 418,516 164,873 982,762

20 長野 7,401,812 161,998 13,410 2,246,577 347,901 166,004 2,773,892 526,877 426,840 1,169,766 462,683 2,586,166

21 岐阜 6,700,731 72,558 21,191 1,937,392 429,663 140,549 2,528,795 791,462 405,491 882,779 456,949 2,536,681

22 静岡 15,961,888 185,612 7,115 6,352,641 971,276 256,580 7,587,612 1,298,172 891,035 1,954,365 986,915 5,130,487

23 愛知 49,552,728 199,629 9,184 14,777,808 1,551,315 808,756 17,147,063 9,696,442 2,406,058 4,936,365 3,679,061 20,717,926

24 三重 7,675,472 107,635 8,706 3,167,659 393,981 210,618 3,780,964 647,247 420,562 835,557 518,050 2,421,416

25 滋賀 5,524,865 34,556 3,142 2,369,963 320,973 102,415 2,796,493 356,384 232,852 815,993 315,158 1,720,387

26 京都 14,677,019 61,286 4,381 3,471,878 667,541 355,505 4,499,305 2,255,059 1,015,199 2,452,905 953,053 6,676,216

27 大阪 57,476,147 33,886 2,802 8,781,897 2,057,657 1,203,181 12,045,537 14,152,347 3,976,939 6,959,639 4,557,322 29,646,247

28 兵庫 23,428,627 107,044 28,245 5,829,287 1,046,008 579,571 7,483,111 3,087,898 1,562,927 3,558,837 2,065,410 10,275,072

29 奈良 3,324,214 32,306 346 723,404 174,002 101,833 999,585 321,893 251,916 630,466 246,387 1,450,662

30 和歌山 3,041,800 77,395 1,188 968,445 178,442 94,296 1,242,371 254,919 210,814 361,496 223,455 1,050,684

31 鳥取 1,685,604 44,993 1,627 390,767 127,151 64,675 584,220 152,025 108,175 226,025 111,457 597,682

32 島根 2,092,577 49,981 5,756 401,184 207,866 120,964 735,770 206,176 122,201 308,240 124,938 761,555

33 岡山 6,856,169 78,835 9,045 2,423,821 323,760 180,166 2,936,792 630,616 359,639 853,007 564,681 2,407,943

34 広島 16,216,716 89,050 8,560 3,659,126 732,306 356,974 4,756,966 3,066,769 1,212,732 2,119,111 1,286,062 7,684,674

35 山口 5,243,456 56,110 9,628 1,861,746 297,547 224,751 2,393,672 486,324 262,641 527,837 437,317 1,714,119

36 徳島 2,445,920 62,017 2,282 687,837 130,594 132,651 953,364 190,780 156,092 307,155 174,714 828,741

37 香川 3,357,574 54,009 5,217 788,090 149,647 76,017 1,018,971 492,336 228,000 487,299 269,939 1,477,574

38 愛媛 4,472,703 113,073 5,760 1,057,395 280,939 184,244 1,528,338 558,113 319,207 546,193 377,083 1,800,596

39 高知 1,901,721 97,640 6,546 203,337 139,044 58,304 407,231 211,758 140,942 310,774 160,167 823,641

40 福岡 27,015,570 170,531 41,489 4,038,232 1,339,744 637,660 6,057,125 5,802,192 1,646,551 3,419,328 2,477,979 13,346,050

41 佐賀 2,620,734 86,914 5,210 707,572 182,577 151,348 1,046,707 244,123 133,796 308,701 170,042 856,662

42 長崎 3,672,749 123,637 8,135 627,283 205,308 126,639 967,365 485,043 231,790 484,165 299,683 1,500,681

43 熊本 5,014,666 188,662 18,088 1,065,918 310,607 119,915 1,514,528 547,487 273,943 721,015 384,169 1,926,614

44 大分 3,894,583 102,923 16,470 1,042,859 242,987 145,564 1,447,880 386,348 213,512 467,772 278,102 1,345,734

45 宮崎 3,021,113 184,331 4,501 546,197 241,899 77,135 869,732 360,181 159,189 370,620 216,840 1,106,830

46 鹿児島 4,784,167 223,360 13,516 760,513 313,607 161,083 1,248,719 561,440 336,214 594,839 478,263 1,970,756

47 沖縄 3,074,493 66,503 8,564 164,317 271,012 109,449 553,342 415,907 169,283 457,086 305,839 1,348,115

計 572,849,562 5,874,586 551,483 121,949,978 29,311,653 13,391,808 165,204,922 91,302,156 41,572,334 80,090,790 43,254,883 256,220,163

都道府県
県　　内　　総　　生　　産　　（100万円）

 



5. 調査結果の分析 5.2. 地域の産業構造と公設試および大学の活動の関係 

 132 

また、この統計資料について 1, 2, 3 次産業並びにその他産業別の各都道府県別の産業

構成比の形に書き換えたものを、表 5.2.3 に示す。 

 

表 5.2.2 および表 5.2.3 に示した経済活動分類（93SNA 産業分類）と日本標準産業分類

の対応表を、参考のため、表 5.2.4 に示す。 

 

表 5.2.3 県内総生産から見た各都道府県の産業構成の特徴 

（100万円）
総生産

(100万円)
（％）

総生産
(100万円)

（％）
総生産

(100万円)
（％）

総生産
(100万円)

（％）

1 北海道 21,656,698 698,835 3.23 4,049,600 18.70 10,380,940 47.93 6,527,329 30.14 1 北海道 3.23 18.70 47.93 30.14

2 青森 3,905,333 203,225 5.20 1,196,003 30.62 1,554,001 39.79 952,510 24.39 2 5.20 30.62 39.79 24.39

3 岩手 3,941,404 174,510 4.43 1,188,006 30.14 1,602,477 40.66 976,286 24.77 3 4.43 30.14 40.66 24.77

4 宮城 11,180,624 146,375 1.31 2,412,263 21.58 5,607,014 50.15 3,014,296 26.96 4 1.31 21.58 50.15 26.96

5 秋田 3,273,049 113,593 3.47 1,084,103 33.12 1,306,818 39.93 768,512 23.48 5 3.47 33.12 39.93 23.48

6 山形 3,685,551 123,853 3.36 1,387,348 37.64 1,310,148 35.55 864,262 23.45 6 3.36 37.64 35.55 23.45

7 福島 7,103,002 147,514 2.08 3,193,530 44.96 2,157,178 30.37 1,604,568 22.59 7 2.08 44.96 30.37 22.59

8 茨城 10,468,179 254,450 2.43 4,679,867 44.71 3,421,761 32.69 2,111,432 20.17 8 2.43 44.71 32.69 20.17

9 栃木 7,692,404 148,742 1.93 3,562,187 46.31 2,373,069 30.85 1,608,482 20.91 9 1.93 46.31 30.85 20.91

10 群馬 6,984,865 121,528 1.74 3,030,923 43.39 2,316,885 33.17 1,515,716 21.70 10 1.74 43.39 33.17 21.70

11 埼玉 19,155,997 118,976 0.62 6,154,344 32.13 8,495,211 44.35 4,386,723 22.90 11 0.62 32.13 44.35 22.90

12 千葉 21,447,330 254,095 1.18 6,512,900 30.37 9,554,929 44.55 5,125,912 23.90 12 1.18 30.37 44.55 23.90

13 東京 91,172,213 41,825 0.05 13,485,514 14.79 50,528,076 55.42 27,114,616 29.74 13 0.05 14.79 55.42 29.74

14 神奈川 46,751,852 68,439 0.15 12,857,602 27.50 21,605,910 46.21 12,220,934 26.14 14 0.15 27.50 46.21 26.14

15 新潟 7,945,501 197,121 2.48 2,902,887 36.53 3,018,585 37.99 2,241,465 23.00 15 2.48 36.53 37.99 23.00

16 富山 4,253,656 49,394 1.16 1,781,092 41.87 1,527,234 35.90 896,245 21.07 16 1.16 41.87 35.90 21.07

17 石川 4,232,860 49,787 1.18 1,379,997 32.60 1,811,349 42.79 996,632 23.43 17 1.18 32.60 42.79 23.43

18 福井 2,954,388 36,857 1.25 1,324,335 44.83 955,905 32.36 636,966 21.56 18 1.25 44.83 32.36 21.56

19 山梨 2,908,838 58,993 2.03 1,116,971 38.40 982,762 33.79 749,898 25.78 19 2.03 38.40 33.79 25.78

20 長野 7,401,812 161,998 2.19 2,773,892 37.48 2,586,166 34.94 1,879,320 25.39 20 2.19 37.48 34.94 25.39

21 岐阜 6,700,731 72,558 1.08 2,528,795 37.74 2,536,681 37.86 1,562,610 23.32 21 1.08 37.74 37.86 23.32

22 静岡 15,961,888 185,612 1.16 7,587,612 47.54 5,130,487 32.14 3,058,298 19.16 22 1.16 47.54 32.14 19.16

23 愛知 49,552,728 199,629 0.40 17,147,063 34.60 20,717,926 41.81 11,491,278 23.19 23 0.40 34.60 41.81 23.19

24 三重 7,675,472 107,635 1.40 3,780,964 49.26 2,421,416 31.55 1,365,466 17.79 24 1.40 49.26 31.55 17.79

25 滋賀 5,524,865 34,556 0.63 2,796,493 50.62 1,720,387 31.14 972,929 17.61 25 0.63 50.62 31.14 17.61

26 京都 14,677,019 61,286 0.42 4,499,305 30.66 6,676,216 45.49 3,438,826 23.43 26 0.42 30.66 45.49 23.43

27 大阪 57,476,147 33,886 0.06 12,045,537 20.96 29,646,247 51.58 15,748,464 27.40 27 0.06 20.96 51.58 27.40

28 兵庫 23,428,627 107,044 0.46 7,483,111 31.94 10,275,072 43.86 5,561,956 23.74 28 0.46 31.94 43.86 23.74

29 奈良 3,324,214 32,306 0.97 999,585 30.07 1,450,662 43.64 841,691 25.32 29 0.97 30.07 43.64 25.32

30 和歌山 3,041,800 77,395 2.54 1,242,371 40.84 1,050,684 34.54 671,629 22.08 30 2.54 40.84 34.54 22.08

31 鳥取 1,685,604 44,993 2.67 584,220 34.66 597,682 35.46 458,653 27.21 31 2.67 34.66 35.46 27.21

32 島根 2,092,577 49,981 2.39 735,770 35.16 761,555 36.39 545,326 26.06 32 2.39 35.16 36.39 26.06

33 岡山 6,856,169 78,835 1.15 2,936,792 42.83 2,407,943 35.12 1,432,939 20.90 33 1.15 42.83 35.12 20.90

34 広島 16,216,716 89,050 0.55 4,756,966 29.33 7,684,674 47.39 3,686,060 22.73 34 0.55 29.33 47.39 22.73

35 山口 5,243,456 56,110 1.07 2,393,672 45.65 1,714,119 32.69 1,079,628 20.59 35 1.07 45.65 32.69 20.59

36 徳島 2,445,920 62,017 2.54 953,364 38.98 828,741 33.88 601,696 24.60 36 2.54 38.98 33.88 24.60

37 香川 3,357,574 54,009 1.61 1,018,971 30.35 1,477,574 44.01 806,825 24.03 37 1.61 30.35 44.01 24.03

38 愛媛 4,472,703 113,073 2.53 1,528,338 34.17 1,800,596 40.26 1,030,511 23.04 38 2.53 34.17 40.26 23.04

39 高知 1,901,721 97,640 5.13 407,231 21.41 823,641 43.31 573,369 30.15 39 5.13 21.41 43.31 30.15

40 福岡 27,015,570 170,531 0.63 6,057,125 22.42 13,346,050 49.40 7,442,790 27.55 40 0.63 22.42 49.40 27.55

41 佐賀 2,620,734 86,914 3.32 1,046,707 39.94 856,662 32.69 630,287 24.05 41 3.32 39.94 32.69 24.05

42 長崎 3,672,749 123,637 3.37 967,365 26.34 1,500,681 40.86 1,080,890 29.43 42 3.37 26.34 40.86 29.43

43 熊本 5,014,666 188,662 3.76 1,514,528 30.20 1,926,614 38.42 1,385,051 27.62 43 3.76 30.20 38.42 27.62

44 大分 3,894,583 102,923 2.64 1,447,880 37.18 1,345,734 34.55 998,182 25.63 44 2.64 37.18 34.55 25.63

45 宮崎 3,021,113 184,331 6.10 869,732 28.79 1,106,830 36.64 860,111 28.47 45 6.10 28.79 36.64 28.47

46 鹿児島 4,784,167 223,360 4.67 1,248,719 26.10 1,970,756 41.19 1,341,480 28.04 46 4.67 26.10 41.19 28.04

47 沖縄 3,074,493 66,503 2.16 553,342 18.00 1,348,115 43.85 1,106,510 35.99 47 2.16 18.00 43.85 35.99

計 572,849,562 5,874,586 1.03 165,204,922 28.84 256,220,163 44.73 145,965,559 25.40

３次産業重点化１次産業重点化 2次産業重点化

１次産業

％

その他
産業
％

2次産業

％

3次産業

％

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

福岡

佐賀

長崎

熊本

徳島

香川

愛媛

高知

島根

岡山

広島

山口

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

三重

滋賀

京都

大阪

長野

岐阜

静岡

愛知

富山

石川

福井

山梨

千葉

東京

神奈川

新潟

茨城

栃木

群馬

埼玉

宮城

秋田

山形

福島

都道府県

青森

都道府県

岩手

産　　業　　構　　成県内総生産
α １次産業① ２次産業② ３次産業③ その他
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表 5.2.4 経済活動別分類と日本標準産業分類の対応表 

　（１）　農林水産業

【農業】 　01 農業、　　　　　804 獣医業

【林業】 　02 林業

【水産業】 　03 漁業、　　　　　04 水産養殖業

　（２）　鉱業 　05 鉱業、　　　　　2281 砕石製造業

　（３）　製造業 　09 食料品製造業 ～ 32 その他製造業

　413 新聞業

　414 出版業

　932 と蓄業
　

　（４）　建設業 　06 総合工事業 ～ 08 設備工事業

　（５）　電気･ガス・水道業

【電気業】 　33 電気業

【ガス業・熱供給業】 　34 ガス業、　　　　　35 熱供給業

【水道業】 　361 上水道業、　　　　　362 工業用水道業

【廃棄物処理業】 　85 廃棄物処理業

　（６）　卸売・小売業

【卸売業】 　49 各種商品卸売業 ～ 54 その他の卸売業

　939 他に分類されないサービス業のうちの「市場」

【小売業】 　55 各種商品小売業 ～ 60 その他の小売業

　（７）　金融・保険業

【金融業】 　61 銀行業 ～ 66 補助的金融業、金融附帯業

【保険業】 　67 保険業

　（８）　不動産業 　68 不動産取引業

　69 不動産賃貸業・管理業

　（９）　運輸・通信業 　

【運輸業】 　42 鉄道業 ～ 48 運輸に附帯するサービス業

　693 駐車場業

　831 旅行業

【通信業】 　37 通信業

　78 郵便局

　（10）　サービス業

【教育】 　7721 職員教育施設・支援業

　7722 職業訓練施設

【研究】 　811 自然科学研究所

　812 人文・社会科学研究所

【医療業】 　73 医療業

【保健衛生】 　742 健康相談施設

　7492 検査業

　7493 消毒業

【介護サービス】 　754 老人福祉･介護事業

　759 その他の社会保険･社会福祉･介護事業

【その他の公共サービス】 　79 協同組合（他に分類されないもの）

　911 経済団体

【広告業】 　89 広告業

【業務用物品賃貸業】 　88 物品賃貸業

【その他の対事業所サービス】 　39 情報サービス業

　40 インターネット附随サービス業

　412 音声情報制作業

　415 映像・音声・文字情報制作に附随するサービス業

　80 専門サービス業（他に分類されないもの）

　90 その他の事業サービス業

日本標準産業分類経済活動別分類

１
次
産
業

　
　
２
　
　
次
　
　
産
　
　
業

　
３
　
　
次
　
　
産
　
　
業

　
　
　
そ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
他
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表 5.2.4 経済活動別分類と日本標準産業分類の対応表（続き） 

【娯楽業】 　411 映像情報制作・配給業

　807 著述・芸術家業

　84 娯楽業

【放送業】 　38 放送業

【飲食店】 　70 一般飲食店

　71 遊興飲食店

【旅館】 　72 宿泊業

【洗濯・理容・浴場業】 　82 洗濯・理容・美容・浴場業

【その他の対個人サービス業】 　014 園芸サービス業

　773 学習塾

　774 教養・技能教授業

　808 写真業

　83 その他の生活関連サービス業

　873 表具業

　879 その他の修理業

【自動車・機械修理】 　861 自動車整備業

　871 機械修理業

　872 電気機械器具修理業

【分類不明産業】

  ２．　政府サービス生産者

【電気・ガス・水道業】 　363 下水道業

　85 廃棄物処理業（うち国・地方公共団体による活動）

【サービス業】 　5795 料理品小売業（給食生産活動等）

　76 学校教育（うち国・地方公共団体の学校活動）

　77 その他の教育、学習支援業（国・地方公共団体分）

　81 学術・開発研究機関（国・地方公共団体分）

【公務】 　3611 上水道業（国・地方公共団体分）

　4854 貨物荷扱固定施設業

　4855 桟橋泊きょ業

　4856 飛行場業

　4899 他に分類されない運輸に附帯するサービス

　74 保健衛生

　75 社会保険・社会福祉・介護保険

　95 国家公務

　96 地方公務

　３．　対家計民間非営利サービス生産者

【教育】 　5795 料理品小売業（うち政府給食を除く）

　76 学校教育（うち国及び地方公共団体分を除く）

　77 その他の教育、学習支援業

　81 学術・開発研究機関（うち私立学校及び民法

　　　第34条法人が設置するもの）

【その他】 　742 健康相談施設

　75 社会保険・社会福祉・介護事業（うち政府サービス

　　　生産者以外の者による活動）

　91 政治・経済・文化団体

　92 宗教

　9311 集会場

日本標準産業分類経済活動別分類

　
　
　
そ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
他

　
そ
　
の
　
他

　
そ
　
の
　
他

 

 

表 5.2.3 は県内総生産の産業別構成比を明瞭に示したデータと見なすことができる。県

内第 1次産業総生産額の県内総生産に対する比率は、大阪の 0.06％から宮崎の 6.10％に至

るまで非常に広く分布している。この中で 3.23％以上の第 1次産業構成比を持つ地域は 11

道県であり、そのランキングは、 
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  1. 宮崎、  2. 青森、  3. 高知、  4. 鹿児島、  5. 岩手、 6. 熊本、 

  7. 秋田、  8. 長崎、  9. 山形、  10. 佐賀、  11. 北海道 

であり、北海道、東北、四国、九州に集中している。表 5.2.3 で当該地域を「1次産業重

点化」としてマークした。この中で北海道は第 3次産業構成比も高ランキング地域である

ので、「3次産業重点化」のマークも付け加えている。 

県内第 2 次産業総生産額の県内総生産に対する比率は、東京の 14.79％から滋賀の

50.62％に至るまで、かなり広く分布している。この中で 40％以上の第 2 次産業構成比を

持つ地域は 11府県であり、そのランキングは、 

  1. 滋賀、  2. 三重、  3. 栃木、  4. 静岡、  5. 山口、  6. 福島、 

  7. 福井、  8. 茨城、  9. 群馬、  10. 岡山、 11. 富山 

であり、東北、関東、中部、近畿、中国に集中している。表 5.2.3 で当該地域を「2次産

業重点化」としてマークした。第 2次産業構成比のみでなく、第 2次産業総生産額から眺

めれば、5兆円以上の地域として、 

  ・愛知  ・東京  ・神奈川  ・大阪  ・静岡 ・千葉 ・埼玉 ・福岡 

も、第 2次産業が盛んな地域とみなすべきであろう。 

県内第 3 次産業総生産額の県内総生産に対する比率は、福島の 30.37％から東京の

50.42％に至る狭い分布を示す。各都道府県が多少の差があるにしても、かなり似た経済活

動を行っていると見なすことができる。この中で 44％以上の第 3次産業構成比を持つ地域

は 11都道府県であり、あえてランキングを付ければ、 

  1. 東京、  2. 大阪、  3. 宮城、  4. 福岡、  5. 北海道、  6. 広島、 

  7. 神奈川、 8. 京都、  9. 千葉、  10. 埼玉、 11. 香川 

となり、大都市や地域ブロック行政の中心が存在する地域である。表 5.2.3 で「3次産業

重点化」としてマークした地域である。 

 

県別の産業構成比の特徴は、各県における 1，2，3次産業構成比およびその他の産業の

構成比をプロットすれば、より明瞭になる。以下の図 5.2.1A～1D に 47 都道府県の各産業

構成比のプロットを示す。ただし、1 次産業の総生産額は他産業に比して著しく少ないの

で、1次産業構成比を示す縦軸はスケールを 10倍にしてある。 
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図 5.2.1A 県別総生産額中の 1 次産業構成比 （No.1;北海道～No.47;沖縄） 
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図 5.2.1B 県別総生産額中の 2 次産業構成比 （No.1;北海道～No.47;沖縄） 

 

図 5.2.1A, B の結果は、 

① 1 次産業が重要な役割を果している地域は、北海道、東北、四国の一部およ

び九州の大部分 

② 2 次産業が重要な役割を果している地域は、関東、中部、近畿、中国 

であることを明瞭に示している。 
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図 5.2.1C 県別総生産額中の 3 次産業構成比 （No.1;北海道～No.47;沖縄） 
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図 5.2.1D 県別総生産額中のその他の産業構成比 （No.1;北海道～No.47;沖縄） 

 

図 5.2.1C, D の結果は、 

③ 3次産業は全都道府県がいずれも県内総生産額の30％以上という高い構成比

を示し、特に政令指定都市を含む地域および東京において構成比が特に高い 

④ 1，2，3次産業以外の産業の構成比は、沖縄以外の地域のほとんどが 20～30％

の範囲に入り、県内総生産額に応じたほぼ一定という傾向が明らかになって

いる。 

 

公設試および大学の地域貢献に関する後の検討で、地域ブロックという概念を用いて広

域化貢献を議論することになるであろう。そのため、これまでに示した県内総生産に基づ

いた地域の特徴を拡張して、地域ブロック別に 1次および 2次産業の構成比を比較してみ

る。 
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その結果を、図 5.2.2 に示す。 
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図 5.2.2 地域ブロック別に眺めた 1 次および 2 次産業構成比の比較 

 

ただし、地域ブロックとは 

・ 北海道・東北：北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟 

・ 関東：茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野 

・ 中部：富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重 

・ 近畿：滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

・ 中国：鳥取、島根、岡山、広島、山口 

・ 四国：徳島、香川、愛媛、高知 

・ 九州：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

である。地域ブロックの総生産額を基礎にした産業構成における特徴をあえてまとめると、

表 5.2.5 のようになる。 

 

表 5.2.5 地域ブロックの産業構成に認められる特徴 

北海道

・東北

1次産業重点化 ◎ ◎ ◎

2次産業重点化 ○ ◎ ○ ◎

3次産業重点化 ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

九州四国中国近畿中部関東地域ブロック
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5.2.2. JST 支援による 3種の地域イノベーション創出事業の地域分布 

 

本章の冒頭に述べた JST 主導による 3種の支援事業 

・ 地域ニーズ即応型 334 課題 

・ シーズ発掘試験 B（発展型）  202 課題 

・ シーズ発掘試験 A（発掘型） 6,015 課題 

の都道府県別の実施件数およびそれらの専門分野別の分布を、表 5.2.6 に示す。表中の専

門分野は経済活動分野の分布との対応を考慮して、下記の 6分野に分割した。 

① 農林水産分野････････････ 1 次産業分野に相当 

② 電子情報分野････････････ 2 次産業および 3次産業分野に相当 

③ 材料分野････････････････ 2 次産業分野に相当 

④ 機械分野････････････････ 2 次産業分野に相当 

⑤ 環境・エネルギー分野････ 2 次産業分野に相当 

⑥ バイオ分野･･････････････ その他産業の分野に相当（経済活動分類によれば、 

               教育、研究、医療、保健衛生、等のサービスは 

              「その他の産業」に分類される） 
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表 5.2.6 JST 支援による 3 種の地域イノベーション創出支援事業の都道府県別および 

専門分野別の分布 

農水
電子・
情報

材料 機械
環境･
エネ

バイオ 計 農水
電子・
情報

材料 機械
環境･
エネ

バイオ 計 農水
電子・
情報

材料 機械
環境･
エネ

バイオ 計

1 北海道 20 3 3 8 34 3 2 2 2 1 4 14 145 70 102 19 17 148 501

2 青森 2 1 3 1 1 2 20 2 14 4 1 33 74

3 岩手 5 1 1 2 1 10 2 1 2 5 36 13 41 5 4 28 127

4 宮城 1 1 2 2 6 2 1 1 4 15 45 82 19 12 60 233

5 秋田 2 1 3 1 3 4 11 12 20 5 6 18 72

6 山形 1 1 1 1 2 8 14 19 7 1 10 59

7 福島 1 1 1 1 4 1 1 4 11 9 9 1 12 46

8 茨城 3 1 1 3 1 9 1 1 1 2 5 11 16 35 14 9 30 115

9 栃木 1 2 1 4 1 1 6 6 10 5 3 16 46

10 群馬 3 1 3 7 1 1 2 4 10 14 8 6 6 33 77

11 埼玉 2 1 3 1 1 2 2 9 18 8 1 3 41

12 千葉 2 1 1 4 1 1 2 1 5 13 14 12 4 3 24 70

13 東京 2 1 1 2 6 3 3 1 2 9 16 48 52 35 12 74 237

14 神奈川 1 1 2 3 1 8 1 2 3 1 2 9 7 19 45 13 6 45 135

15 新潟 3 3 1 7 1 2 1 1 4 9 17 22 59 15 4 36 153

16 富山 2 2 1 2 7 1 1 2 5 30 24 7 4 20 90

17 石川 1 1 1 1 4 1 1 2 10 27 30 16 9 52 144

18 福井 1 4 1 6 1 1 1 3 8 17 31 10 12 23 101

19 山梨 1 1 3 1 1 5 4 14 16 4 1 11 50

20 長野 3 2 2 5 1 13 1 1 2 11 11 37 13 5 19 96

21 岐阜 1 2 6 2 2 13 0 21 11 28 10 7 27 104

22 静岡 2 5 4 1 12 1 1 2 15 15 21 5 4 17 77

23 愛知 3 7 2 1 2 15 1 2 1 1 2 7 14 27 78 187 36 19 96 443

24 三重 4 1 1 1 1 8 1 1 2 15 21 11 3 27 77

25 滋賀 3 2 7 3 15 1 1 8 49 41 20 8 30 156

26 京都 2 3 7 6 1 2 21 3 1 2 2 1 9 18 29 44 100 23 8 113 317

27 大阪 1 4 6 1 2 1 15 5 7 1 6 19 19 59 209 40 7 144 478

28 兵庫 2 2 2 2 8 1 2 1 1 2 7 13 26 54 16 4 56 169

29 奈良 3 4 1 8 1 1 2 12 5 16 4 15 52

30 和歌山 2 1 2 5 0 3 15 7 3 2 7 37

31 鳥取 1 1 3 3 6 1 7 3 16 33

32 島根 2 2 4 2 2 7 5 3 4 3 12 34

33 岡山 2 1 1 4 1 1 2 12 15 42 12 12 83 176

34 広島 2 3 2 1 8 4 1 5 22 21 56 21 4 55 179

35 山口 1 2 3 0 10 6 26 4 4 25 75

36 徳島 6 1 3 1 11 1 1 2 18 19 27 14 4 50 132

37 香川 1 1 1 3 1 1 2 12 13 23 4 25 77

38 愛媛 2 3 1 1 7 2 1 1 4 31 11 34 4 9 37 126

39 高知 1 2 4 7 1 1 1 3 31 6 31 14 3 44 129

40 福岡 1 2 1 4 3 3 1 2 9 18 33 98 28 11 94 282

41 佐賀 1 1 1 1 7 3 9 1 4 9 33

42 長崎 2 1 3 1 2 3 11 3 15 4 3 29 65

43 熊本 1 1 1 3 0 4 6 21 6 9 33 79

44 大分 1 1 1 1 2 4 20 6 5 13 50

45 宮崎 1 2 1 2 6 1 2 1 4 17 8 13 3 4 33 78

46 鹿児島 1 2 4 7 1 1 1 3 8 5 18 6 5 20 62

47 沖縄 1 1 1 1 1 3 10 3 6 1 8 28

計 90 38 93 60 20 33 334 24 33 53 15 9 68 202 747 878 1797 513 267 1813 6015

都道府県

地域ニーズ即応型試験 シーズ発掘試験B シーズ発掘試験A
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(1) 県内総生産と地域イノベーション創出事業の関係 

県内総生産額と JST 主導による 3種の支援事業実施件数の関係を調べた。県内総生産額

の総和は表 5.2.2 に示すように約 572.8 兆円であり、これで地域イノベーション創出支援

事業総数の 6,551 件を割れば、総生産 1兆円当たり 11.44 件になる。図 5.2.3 に、47 都道

府県の総生産額１兆円当たりの支援事業実施件数を示す。 

 

0

　　　　　地域イノベーション創出支援事業数(件/兆円)

5010 20 30 40

埼玉
東京
神奈川
千葉

静岡
栃木
福島
兵庫
大阪
愛知

 沖縄、福岡、
 三重、広島
 茨城、群馬、
 佐賀、大分、
 和歌山、山口、
 長野、鹿児島、
 熊本、山形、
 岐阜、奈良、
 島根、山梨、
 長崎

　青森、新潟、
　宮城、鳥取、
　富山、秋田、
　京都、香川、
　北海道、
　岡山、宮崎

愛媛
滋賀
石川
岩手
福井 徳島

59.3

高知
73.1

 

図 5.2.3 県内総生産額 1 兆円当たりのイノベーション創出支援事業実施件数 

 

この結果は、以下のように考察することができる。 

・ 首都圏の実施件数が低いことは、東京大学と東京工業大学が本支援制度に参加

していないことおよび首都圏はイノベーション創出事業と関係が薄い産業（例

えば、金融業）が大きいためである。 

・ 大都市を抱える地域が首都圏に次いで実施件数が少ない。これも、イノベーシ

ョン創出支援事業に関係が薄い産業が占める割合が多いためであろう。 

・ 沖縄は例外であるが、一般に県内総生産が低い地域のイノベーション創出支援

事業実施件数が多いと見なすことができる。 

・ 総生産額１兆円当たりの地域イノベーション創出支援事業件数が 20 件を越す

地域は地域イノベーションに熱心な地域と見なすことができる。 

・ 特に、高知、徳島、福井、岩手、石川、滋賀、愛媛、宮崎、岡山、北海道、香

川、京都、秋田、富山、鳥取、宮城、新潟、青森は地域イノベーションに対す

る活性化度が高いと見なすことができる。 

・ 表 5.2.7 に示すように、四国ブロックのイノベーション創出支援事業の実施密

度は群を抜いて高く、県別で見ると高知および徳島は突出している。 

・ この表によれば、北海道・東北ブロックの熱心度は理解できるが、九州ブロッ

クの熱心度が低いことは気懸かりである。 
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表 5.2.7 地域ブロック別のイノベーション創出支援事業密度 

21.9

4.5

12.3

12.4

16.5

41.3

13.7九州

32,094,522

12,177,918

213,983,490

91,983,490中部

（100万円）

北海道・東北

関東

62,691,162

53,098,075

近畿

中国

四国

107,472,672

１兆円当たりの

イノベーション創出事業

ブロック総生産額
地域ブロック

 

 

(2) 初期段階からやや進化した 2種の支援事業に認められる地域の特徴 

地域ニーズ即応型およびシーズ発掘試験 B（発展型）は、early stage（初期段階）から

事業化に向けてやや発展した開発課題と見なすことができる。シーズ発掘試験 A の 6,015

課題中の約 5,600 課題は大学からの提案課題であり、それらのほとんどは大学研究者が外

部資金を獲得するための初期段階の課題と見なせるからである。ここでは、地域ニーズ即

応型およびシーズ発掘試験 Bの 536 件に絞って地域の特徴を精査し、次に議論する公設試

の貢献の仕方に結び付ける。表 5.2.8 に、都道府県別の地域ニーズ即応型およびシーズ発

掘試験 B（発展型）の実施件数と、県内総生産額 1兆円当たりの両事業の実施密度を示す。 
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表 5.2.8 やや進化したイノベーション創出支援事業およびその密度の県別分布 

県内総生産 実施件数

(100万円) (件/兆円)

1 北海道 21,656,698 34 14 48 2.22

2 青森 3,905,333 3 2 5 1.28

3 岩手 3,941,404 10 5 15 3.81

4 宮城 11,180,624 6 4 10 0.89

5 秋田 3,273,049 3 4 7 2.14

6 山形 3,685,551 1 2 3 0.81

7 福島 7,103,002 4 1 5 0.70

8 茨城 10,468,179 9 5 14 1.33

9 栃木 7,692,404 4 1 5 0.65

10 群馬 6,984,865 7 4 11 1.58

11 埼玉 19,155,997 3 2 5 0.26

12 千葉 21,447,330 4 5 9 0.42

13 東京 91,172,213 6 9 15 0.16

14 神奈川 46,751,852 8 9 17 0.36

15 新潟 7,945,501 7 9 16 2.01

16 富山 4,253,656 7 2 9 2.12

17 石川 4,232,860 4 2 6 1.42

18 福井 2,954,388 6 3 9 3.05

19 山梨 2,908,838 1 5 6 2.06

20 長野 7,401,812 13 2 15 2.03

21 岐阜 6,700,731 13 13 1.94

22 静岡 15,961,888 12 2 14 0.88

23 愛知 49,552,728 15 14 29 0.59

24 三重 7,675,472 8 2 10 1.30

25 滋賀 5,524,865 15 1 16 2.90

26 京都 14,677,019 21 18 39 2.66

27 大阪 57,476,147 15 19 34 0.59

28 兵庫 23,428,627 8 7 15 0.64

29 奈良 3,324,214 8 2 10 3.01

30 和歌山 3,041,800 5 0 5 1.64

31 鳥取 1,685,604 1 3 4 2.37

32 島根 2,092,577 4 2 6 2.87

33 岡山 6,856,169 4 2 6 1.90

34 広島 16,216,716 8 5 13 0.80

35 山口 5,243,456 3 0 3 0.57

36 徳島 2,445,920 11 2 13 5.31

37 香川 3,357,574 3 2 5 1.49

38 愛媛 4,472,703 7 4 11 2.46

39 高知 1,901,721 7 3 10 5.26

40 福岡 27,015,570 4 9 13 0.48

41 佐賀 2,620,734 1 1 2 0.76

42 長崎 3,672,749 3 3 6 1.63

43 熊本 5,014,666 3 0 3 0.60

44 大分 3,894,583 1 1 2 0.51

45 宮崎 3,021,113 6 4 10 3.31

46 鹿児島 4,784,167 7 3 10 2.09

47 沖縄 3,074,493 1 3 4 1.30

都道府県 計
地域ニースﾞ

即応型
ｼｰｽﾞ発掘B
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表 5.2.8 の結果は、以下のようにまとめられる。 

・ やや進化・発展した 2種の地域イノベーション支援事業に絞っても、概ねの

傾向は 3種の支援事業に認められる地域の特徴は変わらない。 

・ すなわち、3 種の支援事業の実施密度（生産額 1 兆円当たりの実施件数）は

埼玉の 2.4 を最低、高知の 73.1 を最高とする 30.5 倍の変化を示したが、2

種の進化した支援事業では東京の 0.16（最低）～徳島の 5.31（最高）とする

33.2 倍の変化を示したのみである。 

・ 細部にわたって調べれば、首都圏の実施密度がやや上昇したものの、四国が

ここでも段違いの実施密度を示している。 

・ 参考のため、表 5.2.9 に地域ブロック別のやや進化した支援事業の実施密度

を示す。 

 

表 5.2.9 やや発展した 2 種のイノベーション創出支援事業密度の地域ブロック別の分布 

1.74

0.45

0.98

1.11

1.00

3.21

0.94

中国 32,094,522

四国 12,177,918

中部 91,983,490

近畿 107,472,672

62,691,162北海道・東北

ブロック総生産額 １兆円当たりの
地域ブロック

213,983,490

53,098,075

関東

九州

（100万円） イノベーション創出事業

 

 

(3) 地域イノベーション創出支援事業の実施件数と県内総生産額の関係のまとめ 

JST が実施した 3 種の地域イノベーション創出支援事業 

① シーズ発掘試験 A（発掘型） 6,015 課題 

② シーズ発掘試験 B（発展型）   202 課題 

③ 地域ニーズ即応型            334 課題 

の県内実施件数と県内総生産額の関係を調査した結果、以下の事実が明らかになった。 

・ 支援事業実施件数と県内総生産額の間には、単純な比例関係は認められず、地域

あるいは地域ブロックの特徴が明瞭に存在する。 

・ 一般的傾向はとして、県内総生産額が低い地域が地域イノベーション創出支援事

業の実施件数が多い。 

・ 首都圏および政令指定都市を含む県は、地域イノベーション創出支援事業の実施

割合が低く、これら地域は当該事業が対象とする産業以外の構成割合が低いこと

および東京大学と東京工業大学がこの事業に参加しなかったことを反映している。 

・ 上記 3 種の支援事業の中の初期段階（early stage）の研究開発事業を外した 2

種の支援事業（上記の②および③）に調査対象を絞っても、このような傾向はほ
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とんど変化しなかった。 

・ 実施件数のみに着目した地域の特徴を表 5.2.10 にまとめた。 

 

表 5.2.10 地域イノベーション創出事業に認められる地域の特徴 

 　 岩手、北海道、秋田、

  　宮城、新潟、青森

 　 福井、石川、富山

  　滋賀、京都

  　岡山、鳥取

  　高知、徳島、愛媛、

  　香川

　　宮崎

北海道・東北 21.9

地域ブロック
1兆円あたりの

地域事業①②③

イノベーション創出事業に

特に熱心な地域

12.3

12.4

16.5中国

41.3

13.7

4.5

四国

九州

関東

中部

近畿

1兆円あたりの

地域事業②③

1.74

0.45

0.98

1.11

1.00

3.21

0.94

 

 

各地域における地域イノベーション創出支援事業の専門分野別に眺めた特徴は、同事業

に参画した公設試の特徴とあわせて、次項で述べる。 

 

5.2.3. 地域イノベーション創出支援事業における公設試の役割 

県内総生産額と JST 主導による 3種の支援事業の中で公設試が参画した課題件数の関係

を調べた。その結果を表 5.2.11 に示す。ここで、地域ニーズ即応型の件数には、公設試

のみが参画した課題以外に、公設試と大学が共に参加している課題数も加えてある。 

 

県内総生産額の総和は表 5.2.2 に示すように約 572.8 兆円であり、これで公設試が参画

した地域イノベーション創出支援事業総数の 699 件を割れば、総生産 1 兆円当たり 1.22

件になる。図 5.2.4 に、47 都道府県の総生産額１兆円当たりの支援事業実施件数を示す。 
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表 5.2.11 公設試が参画した地域イノベーション創出支援事業実施課題数の県別分布 

県内総生産 地域ニーズ即応 実施件数

(100万円) （含大学共同） (件/兆円)

1 北海道 21,656,698 73 1 25 99 4.57

2 青森 3,905,333 3 1 1 5 1.28

3 岩手 3,941,404 8 5 13 3.30

4 宮城 11,180,624 7 3 10 0.89

5 秋田 3,273,049 8 1 9 2.75

6 山形 3,685,551 5 5 1.36

7 福島 7,103,002 1 1 0.14

8 茨城 10,468,179 2 1 7 10 0.96

9 栃木 7,692,404 6 3 9 1.17

10 群馬 6,984,865 13 1 7 21 3.01

11 埼玉 19,155,997 3 1 4 0.21

12 千葉 21,447,330 2 2 0.09

13 東京 91,172,213 2 4 6 0.07

14 神奈川 46,751,852 2 4 6 0.13

15 新潟 7,945,501 10 3 13 1.64

16 富山 4,253,656 13 7 20 4.70

17 石川 4,232,860 8 4 12 2.84

18 福井 2,954,388 1 1 2 0.68

19 山梨 2,908,838 1 1 0.34

20 長野 7,401,812 3 12 15 2.03

21 岐阜 6,700,731 25 11 36 5.37

22 静岡 15,961,888 3 7 10 0.63

23 愛知 49,552,728 31 1 13 45 0.91

24 三重 7,675,472 14 1 8 23 3.00

25 滋賀 5,524,865 17 13 30 5.43

26 京都 14,677,019 16 1 15 32 2.18

27 大阪 57,476,147 22 13 35 0.61

28 兵庫 23,428,627 13 8 21 0.90

29 奈良 3,324,214 5 6 11 3.31

30 和歌山 3,041,800 4 5 9 2.96

31 鳥取 1,685,604 1 1 0.59

32 島根 2,092,577 3 3 6 2.87

33 岡山 6,856,169 4 3 7 1.02

34 広島 16,216,716 18 6 24 1.48

35 山口 5,243,456 3 3 6 1.14

36 徳島 2,445,920 10 11 21 8.59

37 香川 3,357,574 3 3 6 1.79

38 愛媛 4,472,703 27 1 6 34 7.60

39 高知 1,901,721 16 1 7 24 12.62

40 福岡 27,015,570 11 1 4 16 0.59

41 佐賀 2,620,734 4 1 5 1.91

42 長崎 3,672,749 6 1 2 9 2.45

43 熊本 5,014,666 2 1 3 0.60

44 大分 3,894,583 1 1 0.26

45 宮崎 3,021,113 3 6 9 2.98

46 鹿児島 4,784,167 3 7 10 2.09

47 沖縄 3,074,493 1 1 2 0.65

572,849,562 431 11 257 699 1.22

都道府県

計

ｼｰｽﾞ発掘A ｼｰｽﾞ発掘B 計
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12.62

　　公設試参加地域イノベーション創出支援事業数(件/兆円)

6 8

3 51

2 4

7 9

東京
千葉
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福島
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徳島

高知

 
図 5.2.4 県内総生産 1 兆円当たりの公設試参加地域イノベーション創出支援事業の実施件数 

 

これらの結果は、以下のように考察することができる。 

・ 県内総生産額 1 兆円当たりの公設試参画課題数が 2 件を越える地域における公設

試は、地域の現場ニーズの解決に向かう姿勢が熱心であると見なすことができる。 

・ 公設試参画課題数が 2件以下の地域、 

      1 件地域：福島、山梨、鳥取、大分 

      2 件地域：千葉、福井、沖縄 

公設試の地域内の現場ニーズに立ち向かう姿勢に問題があるように感じられる。 

地域内の大学との役割分担を明確にするべきであろう。 

・ 一般的傾向としては、首都圏および政令指定都市等の大都市を抱える地域におけ

る公設試の実施密度が低い。 

・ 逆に、県内総生産額が低い地域における公設試ほど、県内ニーズに答える姿勢が

積極的であることが目立つ。 

・ 地域イノベーションに対する公設試の参画密度に関する地域の特徴を表 5.2.12

以下に示す。 

 

表 5.2.12 地域イノベーションに対する公設試の参画密度に関する特徴 

　　北海道、岩手、秋田

　　群馬

　　岐阜、富山、三重､ 石川

　　滋賀、奈良、　和歌山

　　島根

　　高知、徳島、愛媛

　　宮崎

1兆円当たりの

公設試参画事業数

2.47

九州

地域ブロック
公設試の参画意欲が

特に強い地域

北海道・東北

近畿

中国

四国

関東

中部

155

公設試参画

事業数

74

148

0.35

1.62

138

44

85

55

1.28

1.37

6.98

1.04
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表 5.2.12 を眺めれば、四国ブロックの公設試参画密度は突出して高く、北海道・東

北ブロックがこれに次ぐ。 

・ 大都市を抱える地域ブロックで公設試の参画密度が低いのは、関東ブロックと九州

ブロックである。 

 

(1) 地域イノベーション創出支援事業における公設試の参画密度と支援事業における専門

分野分布の関係 

地域イノベーション創出支援事業の中でシーズ発掘試験 A（発掘型）は、たびたび述べ

ているように初期段階型（early stage 型）の事業であるので、専門分野別考察から除く。 

ここでは、各都道府県における 

・ 地域ニーズ即応型 

・ シーズ発掘試験 B（発展型） 

の 2種の事業で公設試画参画した課題のみを対象に、専門分野別の分布を調べた。 

 

47都道府県が上記2種の支援事業に参画した課題件数および当該課題中の技術分野の分

布を、表 5.2.13 に示す。この結果を概観すれば、以下に示すような傾向を読み取ること

ができる。 

・ 地域ニーズ即応型実施数256件（公設試と企業が参画しているもの157, 公設試、

大学、企業が参画しているもの 99件）は、公設試実施のシーズ発掘試験 B（発展

型）9 件に比して圧倒的に多数であり、公設試の地域ニーズに答えたいという姿

勢が明白である。 

・ 技術分野別の分布は、図 5.2.5 下図に示すように現実の技術分布に近い。 

 

農水
18%

電子・情
報

12%

材料
33%

機械
24%

環境･エネ
7%

バイオ
6%

 

図 5.2.5 公設試が参画した地域ニーズ即応型およびシーズ発掘試験 B における技術分野分布 
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表 5.2.13 地域イノベーション創出支援事業における公設試の参画状況の県別分布 

電子・ 環境・ 電子・ 環境・

情報 エネ 情報 エネ

1 北海道 8 4 3 7 3 25 1 26

2 青森 1 1 1 2

3 岩手 1 1 1 2 5 5

4 宮城 1 2 3 3

5 秋田 1 1 1

6 山形 0 0

7 福島 1 1 1

8 茨城 1 1 2 2 1 7 1 8

9 栃木 1 1 1 3 3

10 群馬 3 1 3 7 1 8

11 埼玉 1 1 1

12 千葉 1 1 2 2

13 東京 1 1 1 1 4 4

14 神奈川 1 2 1 4 4

15 新潟 3 3 3

16 富山 1 3 1 2 7 7

17 石川 1 1 1 1 4 4

18 福井 1 1 1

19 山梨 1 1 1

20 長野 3 2 2 5 12 12

21 岐阜 1 2 2 1 6 6

22 静岡 1 3 3 7 7

23 愛知 2 13 3 18 1 19

24 三重 2 1 2 1 2 8 1 9

25 滋賀 3 1 6 1 2 13 13

26 京都 1 1 5 6 1 1 15 1 16

27 大阪 1 3 6 1 2 13 13

28 兵庫 2 3 2 1 8 8

29 奈良 1 5 6 6

30 和歌山 1 2 2 5 5

31 鳥取 1 1 1

32 島根 1 2 3 3

33 岡山 1 1 1 3 3

34 広島 1 3 2 6 6

35 山口 2 1 3 3

36 徳島 2 1 3 5 11 11

37 香川 1 1 1 3 3

38 愛媛 2 3 1 6 1 7

39 高知 1 2 4 7 1 8

40 福岡 1 2 1 4 1 5

41 佐賀 1 1 1

42 長崎 1 1 2 1 3

43 熊本 1 1 1

44 大分 1 1 1

45 宮崎 3 1 1 1 6 6

46 鹿児島 1 2 3 1 7 7

47 沖縄 1 1 1

48 30 84 62 18 15 257 2 2 4 1 1 1 268計

地域ニーズ即応型試験

機械 バイオバイオ
総計

計 農水 材料農水 材料 機械

シーズ発掘試験B（発展型）

都道府県
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・ 公設試の参画件数 257 件（公設試と大学の共同参画 99件を含む）とシーズ発掘試

験 A の 6,015 課題の技術分野分布を比較することは、シーズ発掘試験 A と地域ニ

ーズ即応型の性格を知る上で興味深い。両者の比較を図 5.2.6 に示す。 

農水
農水

電子･情報
電子･情報

材料
材料

機械

機械

環境･エネ

環境･エネ

バイオ

バイオ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

地域ニースﾞ即応 シーズ発掘A  

図 5.2.6 地域ニーズ即応型とシーズ発掘試験 A におけ対象技術分野の比較 

 

・ 図 5.2.6 を一見すれば、地域ニーズ即応型とシーズ発掘試験 Aにおける対象技術

分野の相違は明白である。前者の技術分野は、十分な説得性を持って、現実の地

域産業分野のニーズを反映している。一方、シーズ発掘試験 A におけるバイオ分

野の課題の多さは、現実の産業ニーズを反映したものではなく、当該試験実施者

の 90%以上を占める大学研究者の関心を反映したものであろう。これは、現実の

産業ニーズを示したものではなく、初期段階（early stage）のバイオ分野の研究

への大学人の強い関心を示したものと理解すべきであろう。 

（文献 1に示したわれわれの調査研究では、農水分野を分けて処理せず、バイオ･

食という 1分野で扱ったため、シーズ発掘試験採択課題の約 40％がこの分野に属

するという結果にわれわれは驚愕した。） 

図 5.2.6 によれば、地域ニーズ即応型においては機械分野が約 24％という納得

できる結果が得られているものの、電子･情報分野がやや過少である。 

 

次項においては、公設試の活動に焦点を絞り、その地域特性を中心に分析を試みること

にする。 
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(2) 地域ニーズ即応型およびシーズ発掘試験 B から見た公設試の活動 

まず、都道府県別の標記 2支援事業の実施件数から各都道府県の公設試の活動密度を眺

めてみる。標記 2支援事業は平成 20および 21年度に募集、採択された課題を扱っている。

各公設試は最低それぞれの年度で最低 1課題は採択され、実施段階に移って欲しいもので

ある。また、全採択課題数は 268 件であるので、単純平均採択数は 1地域当たり 5.6 件に

なる。このような考慮から、実施課題数が 3件に満たない地域は活動密度が低い、と見な

すことにした。また、実施課題数が 11 件以上の地域は活動活性化度が高い地域と見なすこ

とにした。 

実施件数から眺めた地域公設試の活性化の度合いを表 5.2.14 に、地域ブロック別に見

た所属公設試の活性化度を表 5.2.15 に示す。 

 

表 5.2.14 地域ニーズ即応型およびシーズ発掘試験 B から見た地域公設試の活性化度 

地域特性 実施件数

地域ニーズ即応  山形（0)、　　秋田(1)、福島(1)、埼玉(1)、福井(1)、山梨(1)、鳥取(1)、

活性化不足の地域  佐賀(1)、熊本(1)、大分(1)、沖縄(1)、　　青森(2)、千葉(2)

地域ニーズ即応  宮城(3)、栃木(3)、新潟(3)、島根(3)、岡山(3)、山口(3)、香川(3)、

活性化がふつう  長崎(3)、　　東京(4)、神奈川(4)、石川(4)、　　岩手(5)、和歌山(5)、

の地域  福岡(5)、　　岐阜(6)、奈良(6)、広島(6)、宮崎(6)

地域ニーズ即応  富山(7)、 静岡(7)、愛媛(7)、 鹿児島(7)、

活性化がやや高い 7～10  茨城(8)、 群馬(8)、 兵庫(8)、高知(8)、 

地域  三重(9)

地域ニーズ即応

活性化が高い地域

地域ニーズ即応

活性化が極めて 20＜  北海道(26)

高い地域

11～19  徳島(11)、　長野(12)、　滋賀(13)、大阪(13)、　京都(16)、　愛知(19)

地域（括弧内は実施件数）

＜3

3～6

 

表 5.2.15 地域ニーズ即応型の活性化に関する地域ブロック特性 

41 0.65

43 0.20

43 0.47

61 0.57

16 0.50

29 2.38

26 0.49

北海道・東北

関東

ブロック内総生産額

１兆円当たりの実施件数

中部

九州

公設試参画地域ニースﾞ即応、

ｼｰｽﾞ発掘Bの実施件数
地域ブロック

中国

四国

近畿

 

 

地域ブロックの特性から見ると、再び四国ブロックの際立った積極性と首都圏を抱える

関東ブロックの消極性が認められる。一方、地域ニーズの経済規模に関する詳細な検討が

必要であるが、首都圏内地域ニーズが大きな経済規模を持つものかもしれない。 
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5.2.4. 地域内ニーズの技術分野分類の変更と地域内総生産額分類に基づく地域特性の顕

在化 

本節の議論では、まず地域の産業構造に基づく地域特性を明らかにするため、「統計表一

覧―国民経済計算―内閣府」中の平成 19 年度県民経済計算（93SNA、平成 12 年基準計数）

統計資料を 

・ 1 次産業（農林水産業） 

・ 2 次産業（製造業、建設業、電気･ガス･水道業） 

・ 3 次産業（販売･小売業、金融･保険業、不動産業、運輸･通信業） 

別の総生産額を 47都道府県別に整理したデータ（表 5.2.2）および全産業総生産額からこ

れらを除した「その他の産業の県内総生産額」（表 5.2.3）を用いて、各都道府県の産業構

造を特徴付けた。次いで、JST の地域イノベーション創出支援事業に採択された課題の対

象技術分野は 

・ 農林水産 

・ 電子・情報 

・ 材料 

・ 機械 

・ 環境･エネルギー 

・ バイオ 

の 6分野に分類して、地域のニーズに即応する姿勢を特徴づけた。 

ここでは、1次、2次、3次、その他の産業という分類に 1本化して、地域公設試のニー

ズ対応姿勢と地域の産業構造の関係を議論することを試みる。 

そのため、大まかではあるが、内閣府統計表の総生産額中で本課題の研究開発活動に関

係が極めて薄いものは割愛し、表 5.2.3 を書き換える。次いで、地域イノベーション創出

支援事業の技術分類も 1次、2次、3次、その他の産業のための技術分類に書き換える。 

県内総生産額の書き換えは、以下の方式で実施した。 

  

　① 1次産業総生産額には、”農林水産業”総生産額をそのまま当てる

　② 2次産業総生産額には、”鉱業、製造業、建設業、電気･ガス･水道業”
　   総生産額をそのまま当てる

　③ 3次産業総生産額には、”金融･保険業”及び”不動産業”を除いた
　 　総生産額を当てる

　④ その他の産業の総生産額には、表5.2.2のその他産業（教育、研究、医療、
　 　保健衛生等が主であるので）総生産額を当てる

　⑤ ①～④を加えたものを全産業総生産額とする

 

 

修正県内総生産額から見た各都道府県の産業構成の特徴を表 5.2.16 に示す。 
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表 5.2.16 修正県内総生産額に基づいた都道府県の産業構成 

修正全産業 １次産業総生産 ２次産業総生産 ３次産業総生産 その他産業

（100万円） （％） （％） （％） 総生産（％）

1 北海道 16,969,242 4.12 23.86 33.55 38.47

2 青森 3,167,920 6.42 37.75 25.76 30.07

3 岩手 3,100,869 5.63 38.31 24.58 31.48

4 宮城 8,719,349 1.68 27.67 36.09 34.57

5 秋田 2,620,196 4.34 41.37 24.96 29.33

6 山形 2,906,644 4.26 47.73 18.27 29.73

7 福島 5,945,460 2.48 53.71 16.82 26.99

8 茨城 8,701,667 2.92 53.78 19.03 24.26

9 栃木 6,460,407 2.30 55.14 17.66 24.90

10 群馬 5,750,299 2.11 52.71 18.82 26.36

11 埼玉 14,224,929 0.84 43.26 25.06 30.84

12 千葉 16,398,543 1.55 39.72 27.48 31.26

13 東京 65,765,226 0.06 20.51 38.20 41.23

14 神奈川 35,442,759 0.19 36.28 29.05 34.48

15 新潟 6,759,466 2.92 42.95 20.98 33.16

16 富山 3,385,802 1.46 52.60 19.47 26.47

17 石川 3,328,183 1.50 41.46 27.09 29.95

18 福井 2,421,138 1.52 54.69 17.47 26.31

19 山梨 2,341,596 2.52 47.70 17.75 32.03

20 長野 5,804,770 2.79 47.79 17.05 32.38

21 岐阜 5,412,374 1.34 46.72 23.07 28.87

22 静岡 13,116,609 1.42 57.85 17.42 23.32

23 愛知 42,213,473 0.47 40.62 31.69 27.22

24 三重 6,419,362 1.68 58.90 18.15 21.27

25 滋賀 4,475,520 0.77 62.48 15.00 21.74

26 京都 11,207,529 0.55 40.15 28.62 30.68

27 大阪 46,537,556 0.07 25.88 40.20 33.84

28 兵庫 18,305,419 0.58 40.88 28.15 30.38

29 奈良 2,441,862 1.32 40.94 23.27 34.47

30 和歌山 2,469,769 3.13 50.30 19.37 27.19

31 鳥取 1,351,348 3.33 43.23 19.50 33.94

32 島根 1,662,191 3.01 44.27 19.92 32.81

33 岡山 5,643,863 1.40 52.04 21.18 25.39

34 広島 12,884,907 0.69 36.92 33.78 28.61

35 山口 4,453,051 1.26 53.75 20.74 24.24

36 徳島 1,982,571 3.13 48.09 18.44 30.35

37 香川 2,642,080 2.04 38.57 28.85 30.54

38 愛媛 3,607,118 3.13 42.38 25.93 28.57

39 高知 1,450,165 6.73 28.08 25.65 39.54

40 福岡 21,950,617 0.78 27.59 37.72 33.91

41 佐賀 2,178,077 3.99 48.06 19.02 28.94

42 長崎 2,956,618 4.18 32.72 26.54 36.56

43 熊本 4,019,897 4.69 37.68 23.18 34.45

44 大分 3,213,435 3.20 45.06 20.68 31.06

45 宮崎 2,491,195 7.40 34.91 23.16 34.53

46 鹿児島 3,853,262 5.80 32.41 26.98 34.81

47 沖縄 2,448,101 2.72 22.60 29.48 45.20

計 451,602,434 平均  1.30 平均　36.58 平均　29.80 平均　32.32

都道府県
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表中の各産業分野において構成比の最高値は薄い網掛で、構成比の最低値は濃い網掛で

マークしてある。 

・ 1 次産業構成比では、宮崎が最高で 7.14%、東京が最低で 0.06% 

・ 2 次産業構成比では、三重が最高で 58.90%、東京が最低で 20.51%、 

・ 3 次産業構成比では、大阪が最高で 40.20%、滋賀が最低で 15.00%、 

・ その他の産業の構成比では、沖縄が最高で 45.20%、三重が最低で 21.27% 

という結果になっている。 

次いで、表 5.2.13 に示した「地域イノベーション創出支援事業（地域ニーズ即応型お

よびシーズ発掘試験 B）における公設試の参画技術分野」を、平成 19年度県民経済統計分

類に準拠する形に読み換えることことにした。この手続きは、地域の産業構成の特徴と地

域イノベーション創出支援事業における参画技術分野の特徴を比較検討するためである。

読み換えは、以下の方式で実施した。 

 

　① 技術分野“農水”を　技術分類「１次産業」に、
　② 技術分野“材料、機械、環境･エネ”を　技術分類「２次産業」に
　③ 技術分野“電子・情報”を　技術分類「３次産業」に
　④ 技術分野“バイオ”を　技術分類「その他の産業」に
　読み換える

 

 

 

(1) 地域イノベーション創出支援事業への公設試の参加分野と当該公設試が属する地域の

産業構成の対比と可視化 

公設試の参画技術分野（実施課題数）と公設試が属する地域の産業構成％を対比結果を

１地域当たり１枚のレーダ・チャートで可視化表現するためには、 

・ 修正県内総生産額時計表の作成 

・ 技術分野の産業構成技術分類への読み換え 

以外に、かなり煩雑な手続きが必要になる。ここでは、以下に述べる再修正手続きを行う

ことにした。 

　① 修正県内総生産額統計表中の「１次産業」構成％を10倍して、この
　 　分野の生産額の低さを補正する（その結果各産業構成平均構成％の
　 　和は111.7%になる）。

　② その上で、各都道府県の産業構成比の和が当該地域の地域イノベー
　　 ション創出支援事業数になるように補正を行う(産業規模に応じた支
　　 援事業構成比で表現する）。

　③ 公設試の地域イノベーション創出支援事業参画件数は、技術分野の
　　 読み換えで、総数265課題の形で対比・可視化をはかる。
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表 5.2.14 に示した公設試の地域イノベーション創出への活性化度が低い（実施件数が 

0～2件）の地域を除く、北海道以下の地域における公設試の参画技術分野と当該地域の産

業構成の対比と可視化した結果を以下の図 5.2.7 に示す。 

北海道 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 8 7.8
２次産業 10 4.5
３次産業 5 6.4

その他産業 3 7.3

岩手 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 1 1.9
２次産業 3 1.3
３次産業 1 0.8

その他産業 0 1.0

宮城 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 1 0.44
２次産業 2 0.72
３次産業 0 0.9

その他産業 0 0.9

茨城 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 0 1.9
２次産業 6 3.4
３次産業 1 1.2

その他産業 1 1.5

栃木 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 1 0.6
２次産業 2 1.4
３次産業 0 0.4

その他産業 0 0.6
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図 5.2.7 各地域の地域イノベーション創出事業課題と地域産業構成の対比と可視化―１ 
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群馬 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 3 1.4
２次産業 5 3.5
３次産業 0 1.3

その他産業 0 1.8

東京 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 0 0.2
２次産業 1 0.6
３次産業 1 1.1

その他産業 1 1.2

神奈川 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 1 0
２次産業 3 1.4
３次産業 0 1.1

その他産業 0 1.4

新潟 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 0 0.7
２次産業 3 1.0
３次産業 0 0.5

その他産業 0 0.8

富山 実施課題数 再修正産業構成
１次産業 1 0.9
２次産業 4 3.3
３次産業 0 1.2

その他産業 2 1.6

0

2

4

6
１次産業

２次産業

３次産業

その他産業

実施課題
数

再修正産
業構成

0

1

2
１次産業

２次産業

３次産業

その他産業

実施課題
数

再修正産
業構成

0

1

2

3
１次産業

２次産業

３次産業

その他産業

実施課題
数

再修正産
業構成

0

1

2

3
１次産業

２次産業

３次産業

その他産業

実施課題
数

再修正産
業構成

0

1

2

3

4
１次産業

２次産業

３次産業

その他産業

実施課題
数

再修正産
業構成

 

図 5.2.７ 各地域の地域イノベーション創出事業課題と地域産業構成の対比と可視化―2 
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石川 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.9

２次産業 4 2.6

３次産業 0 1.7

その他産業 2 1.8

長野 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 3 2.7

２次産業 7 4.6

３次産業 2 1.6

その他産業 0 3.1

岐阜 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 0 0.7

２次産業 4 2.5

３次産業 1 1.2

その他産業 1 1.5

静岡 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.9

２次産業 6 3.6

３次産業 0 1.1

その他産業 0 1.4

愛知 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 2 0.8

２次産業 16 7.0

３次産業 1 5.5

その他産業 0 4.7
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図 5.2.７ 各地域の地域イノベーション創出事業課題と地域産業構成の対比と可視化―3 
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三重 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 2 1.2

２次産業 4 4.1

３次産業 0 1.3

その他産業 3 1.5

滋賀 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 3 1

２次産業 7 7.6

３次産業 1 1.8

その他産業 2 2.6

京都 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.8

２次産業 13 5.7

３次産業 1 4.1

その他産業 1 4.4

大阪 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.1

２次産業 9 3.3

３次産業 3 5.2

その他産業 0 4.4

兵庫 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 0 0.4

２次産業 5 3.1

３次産業 2 2.1

その他産業 1 2.3
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図 5.2.７ 各地域の地域イノベーション創出事業課題と地域産業構成の対比と可視化―4 
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奈良 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.7

２次産業 5 2.2

３次産業 0 1.2

その他産業 0 1.8

和歌山 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 1.2

２次産業 4 2.0

３次産業 0 0.8

その他産業 0 1.1

島根 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.7

２次産業 0 1.0

３次産業 2 0.5

その他産業 0 0.8

岡山 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.4

２次産業 2 1.4

３次産業 0 0.6

その他産業 0 0.7

広島 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.4

２次産業 2 2.1

３次産業 3 1.9

その他産業 0 1.6
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図 5.2.７ 各地域の地域イノベーション創出事業課題と地域産業構成の対比と可視化―5 

 



5. 調査結果の分析 5.2. 地域の産業構造と公設試および大学の活動の関係 

 160 

山口 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 0 0.3

２次産業 3 1.4

３次産業 0 0.6

その他産業 0 0.7

徳島 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 2 2.7

２次産業 8 4.1

３次産業 1 1.6

その他産業 0 2.6

香川 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.5

２次産業 1 1.0

３次産業 1 0.7

その他産業 0 0.8

愛媛 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 2 1.5

２次産業 4 2.0

３次産業 0 1.2

その他産業 0 1.3

高知 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 2.9

２次産業 6 1.2

３次産業 0 1.1

その他産業 0 1.7
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図 5.2.７ 各地域の地域イノベーション創出事業課題と地域産業構成の対比と可視化―6 
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福岡 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 0 0.3

２次産業 5 1.0

３次産業 0 1.4

その他産業 0 1.3

長崎 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 0.9

２次産業 2 0.7

３次産業 0 0.6

その他産業 0 0.8

宮崎 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 3 2.7

２次産業 2 1.3

３次産業 0 0.8

その他産業 1 1.2

鹿児島 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 1 2.7

２次産業 4 1.5

３次産業 2 1.2

その他産業 0 1.6
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図 5.2.７ 各地域の地域イノベーション創出事業課題と地域産業構成の対比と可視化―7 

 

図 5.2.7に示した34地域（地域イノベーション創出への活性化度が低い13地域を除く）

のイノベーション創出支援支援事業の技術分野分布と当該地域の産業構成分布の関係の可

視化レーダ・チャートを眺めて見ると、両者の間に強い相関性が認められる地域は少ない。

34 地域全体の創出支援事業における技術分野分布と 34 地域を包括的に眺めた再修正産業

構成を比較した結果を、図 5.2.8 に示す。 
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活性34地域 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 46 25.3

２次産業 160 81.2

３次産業 29 70.3

その他産業 16 74.2
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図 5.2.8 地域イノベーション創出支援事業（地域ニーズ即応型およびシーズ発掘試験 B）に積

極的な 34 都道府県を包括した実施件数の産業分野別分布と経済規模に応じた仮想

的な支援事業実施件数の対比と可視化 

 

図 5.2.8 から明らかなように、地域産業の活性化に熱心な 34 都道府県といえども、現

実の支援事業実施件数分布は、経済規模に比例する形で想定した産業分野分布と比較して、 

・ 1 次産業分野では、やや多く 

・ 2 次産業分野の実施課題は非常に多く、 

・ 3 次産業およびその他の産業分野の実施課題は非常に少ない。 

という傾向が明らかである。 

この結果は、以下のように理解することができる。 

・ 公設試の設立から発展の過程が現実の産業構成に追いついていない。 

・ 換言すれば、わが国の公設試制度は、従来の 1次産業および 2次産業に貢献す

る形が保存されている。 

・ 3 次産業の中心である情報分野並びにその他の産業の主要分野であるバイオ技

術を中心にした研究分野には未熟である。 

・ 北海道を筆頭に、数県で 1次産業分野を指向する実施課題が現実の産業構成に

近い姿が認められるが、それらの地域においても 2次産業重視の姿勢は変わっ

ていない。 

 

地域ブロック別に眺めても、1次産業と2次産業への応用を意図する姿勢は変わらない。

地域ニーズ即応型の実施数で際立った特徴を示した四国においても、期待に反して 2次産

業重視の姿勢は変わらない。図 5.2.9 に､地域イノベーション創出支援事業（地域ニーズ

即応型およびシーズ発掘試験 B）の産業分野分布を可視化した結果を示す。 
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北海道･東北 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 10 11.4

２次産業 22 10.3

３次産業 6 8.9

その他産業 3 10.4

関東 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 8 3.0

２次産業 27 13.2

３次産業 5 11.8

その他産業 2 14.0

中部 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 7 4.8

２次産業 40 24.5

３次産業 4 13.8

その他産業 6 13.8

近畿 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 7 2.4

２次産業 43 20.0

３次産業 7 19.8

その他産業 4 18.8

中国 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 3 1.8

２次産業 8 6.3

３次産業 5 3.9

その他産業 0 4.0
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図 5.2.9 地域ブロック別地域イノベーション創出支援事業の産業分野分布の可視化―1 
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四国 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 6 7.0

２次産業 19 8.4

３次産業 2 5.2

その他産業 0 6.4

九州 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 6 5.4

２次産業 15 6.4

３次産業 3 6.3

その他産業 1 6.9
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図 5.2.9 地域ブロック別地域インベーション創出支援事業の産業分野分布の可視化―2 

 

(2) 公設試による大学主体のシーズ発掘試験 Aおよび Bの地域への誘引 

前項に述べたように、公設試は地域ニーズ即応型においては主体的な役割を演じている

ものの、経済規模に応じた地域の産業構造に適合した形で地域貢献できているか否かとい

う点では大きな問題を残している。すなわち、情報通信やロジスティックス等からなる 3

次産業への貢献、先端的な研究や医療技術等からなるその他産業への貢献という点では、

極めて不十分である。この問題は、公設試の発展が現在技術の進展に追いついていないと

考えられるので、一朝一夕に解決できる問題ではない。問題改善の一つの手段は、地域行

政主導の下に公設試が調整の主体になって地域大学のシーズを誘引し、大学と共に 3次産

業およびその他の産業分野への貢献を目指す研究開発を進めることであろう。よく似た問

題は 2004 年末に UK 財務省への答申として提出された「Lambert Report」＊で扱われてい

る。ここでは、地域における大学が地域産業へ貢献すべき問題が扱われ、その橋渡しには

RDA（Regional Development Association）重要な役割を演ずべきことが論じられている。

わが国の実力ある公設試は“研究部門を持つ RDA と見なすことができるであろう。 

ここでは、大学研究機関が採択数の 90％以上の圧倒的多数を占めるシーズ発掘試験 Aお

よび Bの 6,217 件における対象技術分野の分布を示すことにする。この問題に対する見方

を 

・ 全国の修正総生産額の構成比を用い、 

・ 技術分野を 1次、2次、3次、その他産業分野に置き換えて、 

大学中心の実施課題の構成を眺め直したのが、図 5.2.10 である。 
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全国 実施課題数 再修正産業構成

１次産業 724 771

２次産業 2047 2654

３次産業 1638 911

その他産業 1808 1881

図□□10 シーズ発掘試験Ａ及びＢの産業別分野の分布と全国産業構成の対比と可視化
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図 5.2.10 シーズ発掘試験ＡおよびＢの産業別分野の分布と全国産業構成の対比と可視化 

 

この結果を図 5.2.8 と比較すれば、大学主体の地域イノベーション創出支援事業における

産業分野が現実の産業構造に接近したのは明らかである。すなわち、 

・ 1 次産業指向分野は現実の修正構造に非常に接近し、 

・ 公設試主体の場合に著しく課題であった 2次産業指向課題は著しく減少し、 

・ 情報、ロジスティックス等サービス産業指向課題数の割合は著しく増加し、 

・ 研究、医療等を指向するその他産業の分野は現実の修正構造に接近している、 

という結果が得られている。最大の問題は採択課題の 6,015 件が初期段階（early stage）

の研究課題であり、その発展から事業化指向までどのように発展させるかという点である。

ここに公設試の主体的な貢献さらには地域間にわたる事業展開を期待したい。 

これまで、公設試の活動を初期段階（early stage）およびそれがやや進化した小規模の

研究開発課題への参画というデータに基づいて検討してきた。最後に、文部科学省の知的

クラスター創成事業への参加状況に関するデータを基礎に、プロジェクト研究への貢献と

いう立場で検討する。同事業は現在第Ⅱ期に入っていて、一般型の 9事業とグローバル拠

点育成型 4事業が進行中である。第Ⅰ期事業は 18事業から構成され、現在はすべて終了し

ている。この両者を含む計 31事業に対する公設試の参加状況を表 5.2.17 に示す。この表

では、 

・ 文部科学省資料において当該プロジェクトの代表的研究者として挙げられている

公設試の研究者数（現在進行中の第Ⅱ期事業では公表されていない）、 

・ 公設試が中核機関であるか否か、 

・ プロジェクトへの参加･不参加の別 

を表示している。 

表 5.2.17 によれば、代表的研究者に挙げられた公設試の研究者数は第Ⅰ期 18 事業で１

名のみであり、公設試が部分参加した課題数に比してあまりにも少数である。採り上げら

れた研究者は県工業センター次長・中央研究所所長というベテラン研究者である。若手の

有望な研究者を数多く取り上げてもらいたい。公設試がプロジェクト中の特定課題に参加

している「部分参加」の割合は、第Ⅰ期の 61％から第Ⅱ期の 69％へと明らかに増大してい
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る。この事実も知的クラスター事業への公設試の貢献度の向上を示唆している。公設試が

知的クラスター事業の中核機関になっている割合は非常に低い。前に述べたように、地域

ニーズ即応型では申請制度の助けを借りたとはいえ、企業・公設試・大学が参画する多く

の開発事業の調整機関を公設試が果たしたのである。望まれることは、公設試が中核機関

の役割を演じながら、大学および企業と共に地域イノベーション創出に貢献していただき

たいことである。 

 

表 5.2.17 知的クラスター創成事業への公設試の参加状況 

代表的研究 中核機関 参加･不参

者名表示 担当 の別

Ⅱ 札幌周辺を核とする道央 さっぽろﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰ構想"Bio-S" × ×

Ⅱ 広域仙台 先進予防型健康社会創成仙台ｸﾗｽﾀｰ × ×

Ⅱ 富山・石川 ほくりく健康創造ｸﾗｽﾀｰ × 部分参加

Ⅱ 長野県全域 信州ｽﾏｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽｸﾗｽﾀｰ × 部分参加

Ⅱ 静岡県浜松 浜松ｵﾌﾟﾄﾛﾆｸｽｸﾗｽﾀｰ × ×

Ⅱ 東海広域 東海広域ﾅﾉﾃｸものづくりｸﾗｽﾀｰ × 部分参加

Ⅱ 京都及びけいはんな学研 京都環境ﾅﾉｸﾗｽﾀｰ × 部分参加

Ⅱ 関西広域 関西広域ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｲｶﾙｸﾗｽﾀｰ × ×

Ⅱ 福岡・北九州･飯塚 福岡先端ｼｽﾃﾑLSI開発ｸﾗｽﾀｰ × 部分参加

Ⅱ 函館 函館ﾏﾘﾝﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰ × 部分参加

Ⅱ 山口 やまぐちｸﾞﾘｰﾝ部材ｸﾗｽﾀｰ 中核機関 部分参加

Ⅱ 徳島 徳島健康･医療ｸﾗｽﾀｰ × 部分参加

Ⅱ 久留米 久留米高度先端医療開発ｸﾗｽﾀｰ × 部分参加

Ⅰ(終了) 金沢 石川ﾊｲﾃｸ･ｾﾝｼﾝｸﾞ･ｸﾗｽﾀｰ × × 部分参加

Ⅰ(終了) 岐阜･大垣 岐阜･大垣ﾛﾎﾞﾃｲｯｸ先端医療ｸﾗｽﾀｰ × × 部分参加

Ⅰ(終了) 宇部 やまぐち・うべ・ﾒﾃﾞｲｶﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｸﾗｽﾀｰ × × 部分参加

Ⅰ(終了) 札幌 札幌ITｶﾛｯﾂｪﾘｱｸﾗｽﾀｰ × × 部分参加

Ⅰ(終了) 仙台 仙台ｻｲﾊﾞｰﾌｫﾚｽﾄｸﾗｽﾀｰ × × ×

Ⅰ(終了) 富山･高岡 とやま医薬ﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰ 1 × 部分参加

Ⅰ(終了) 長野・上田 長野･上田ｽﾏｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽｸﾗｽﾀｰ × × 部分参加

Ⅰ(終了) 浜松 浜松ｵﾌﾟﾄﾛﾆｸｽｸﾗｽﾀｰ × × ×

Ⅰ(終了) 愛知･名古屋 名古屋ﾅﾉﾃｸものづくりｸﾗｽﾀｰ × × 部分参加

Ⅰ(終了) 京都 京都ﾅﾉﾃｸｸﾗｽﾀｰ × × ×

Ⅰ(終了) 関西文化学術研究都市 けいはんなﾋｭｰﾏﾝ･ｴﾙｷｭｰﾌﾞｸﾗｽﾀｰ × × 部分参加

Ⅰ(終了) 大阪北部（彩都） 大阪北部（彩都）ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｲｶﾙｸﾗｽﾀｰ × × 部分参加

Ⅰ(終了) 神戸 神戸ﾄﾗﾝｽﾚｰｼｮﾅﾙﾘｻｰﾁｸﾗｽﾀｰ × × ×

Ⅰ(終了) 広島 広島ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰｸﾗｽﾀｰ × 中核機関 部分参加

Ⅰ(終了) 徳島 徳島健康･医療ｸﾗｽﾀｰ × × ×

Ⅰ(終了) 高松 高松希少糖ﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰ × × 部分参加

Ⅰ(終了) 福岡 福岡ｼｽﾃﾑLSI設計開発ｸﾗｽﾀｰ × × ×

Ⅰ(終了) 北九州学術研究都市 北九州ﾋｭｰﾏﾝﾃｸﾉｸﾗｽﾀｰ × × ×

期 クラスター名地　　域

「
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者
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表
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5.3. インタビューに見る公設試の特徴的な動き 

この節では、地域イノベーションの推進の視点から、インタビュー調査のなかから、公

設試の際立った特徴的な動きを抽出してまとめた。 

 

5.3.1. 特別技術指導員による高度技術支援制度（京都府中小企業技術センター） 

京都府は、明治期以降、数々の教育学術研究機関の設立や最先端技術の導入が進められ、

新たなものに挑戦する進取の気風と物的な基盤が形成されてきた。このような風土をもと

に、独自の技術を持つベンチャー企業が輩出し、現在では京都は成長を続けるハイテク産

業を擁する地域として、我が国の産業分野においても重要な役割を果たしている。特に、

京都大学をはじめ、京都工芸繊維大学、京都府立大学、同志社大学、立命館大学等多くの

有力大学が存在している。これらの大学の研究者の知を、有効に活用するための技術指導

制度（特別技術指導員による高度技術支援制度）が整備されている。 

独自の事業領域の開拓と進展を図ろうとする企業群を支援・育成し技術力・製品開発力

の向上を図るため、大学教授等からなる京都府中小企業特別技術指導員を設置し、中小企

業における研究開発等高度な技術問題の解決を図るための技術指導を行っている。現在は、

電気・電子、光材料加工、機能デザイン・機能計測、精密機械加工、表面加工、品質工学、

応用微生物、情報科学、画像工学、コンピュータ法工学、人間工学等の 45の技術分野に特

別技術指導員が配置されて技術指導に当たっている。 

 

 

京都府中小企業技術センター 

ハイテク技術巡回指導制度 
補完 

（財）京都産業２１ 

経営支援サービス 

Ａ大学 

特別技術指導員 

京都府内の中小企業向 

創造的・先駆的な技術開発や製品開発等に取り組む中で起こる様々な技術的課題を解決 

Ｂ大学 

特別技術指導員 Ｃ大学 

特別技術指導員 

 

図 5.3.1 京都の高度技術支援モデル 

 

5.3.2. プロジェクト型研究開発の中核機関の役割を担う公設試（熊本県産業技術センター） 

熊本県産業技術センターは、工業系公設試としては最も少人数の公設試であり、財政改

革により、大幅な体制強化は今後とも見込めない状況にある。従って、１公設試によるイ

ノベーション創出には限界があるといわざるを得ない。この限界を打破するためには、広

域的な連携による取り組みが必要となってくるが、その試みの一つとして平成 23 年 3 月 23
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日に開所式を迎えた「くまもと有機薄膜技術高度化支援センター」がある。 

このセンターは、技術提携している九州大学の最先端有機光エレクトロニクス研究セン

ター（センター長＝安達千波矢・九州大学教授）の研究成果を有機薄膜技術に生かすこと

で、有機ＥＬに加え、近年研究が進む有機薄膜太陽電池などへの製造技術の応用を図るこ

とによって、太陽光発電関連産業を、半導体、自動車に次ぐ、熊本県のリーディング産業

へ育成することを目指すものである。九州イノベーション創出促進協議会、九州半導体イ

ノベーション協議会、産業技術総合研究所太陽光発電研究センター、熊本大学および崇城

大学等との広域連携により、研究開発が推進されることになっている。 

 

 
出典）熊本県・熊本大学・熊本県工業連合会「地域産学官共同研究拠点整備事業への採択について」（平成 21 年 12 月

25 日）。 

図 5.3.2 熊本のプロジェクト型研究開発モデル 

 

5.3.3. 中小企業の試作産業プラットフォーム（京都府中小企業技術センター） 

京都府においては、「府は試作産業振興を目指す」として「京都試作産業プラットフォー

ム」を結成して、試作の産業化に努めている。このプラットフォームは、中核組織である

「京都試作センター」を中心に、行政各種団体で構成される「京都試作産業推進会議」お

よび「財団法人京都産業 21」で構成されるものである。このプラットフォームには、京都

や近畿圏の、趣旨に賛同する中小企業をはじめ中堅企業、大手企業、行政、各種団体、組

合などが自由に参加できる。京都府中小企業技術センターは、このプラットフォームの提

携団体として重要な役割を果たしている。 

http://www.mtc.pref.kyoto.jp/
http://www.mtc.pref.kyoto.jp/
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＜サーバー機能：ハードは京都府が提供＞ 

●試作の自動振分け 

●試作発注の進捗管理 

●試作情報の共有 

●情報セキュリティ確保 

■分野毎サイト 

・機械金属 

・電子機器 

・医療機器 

・工芸品 など 

■産学連携サイト 

■中国試作産業ｻｲﾄ 

■技術力 PR 等 

京都全体の

試作産業の

ポータルサ

イト 

試作 

依頼 

発注データ受付 

受注情報 

対応状況 

を DB 化 

試作ネット Gr 

工芸品試作 Gr 

生産ﾗｲﾝ・装置 Gr 

電子機器試作 Gr 

ロボット試作 Gr 

医療機器試作 Gr 

自動車部品試作 

京都デザイン Gr 

その他試作 Gr 

 

 

 

 

試作依頼に対するスピード回答 

詳細打合せ 

試作対応 
 

出典）財団法人全日本地域研究交流協会「地域の産学官連携への公設試の効果的な取り組みに関

する調査研究―地域イノベーションの加速を目指してー」（平成 18年 6 月）、105 ページ。 

図 5.3.3 京都の試作産業プラットフォーム（試作産業を入口にした産学連携） 

 

5.3.4. 地域のブランド強化戦略への取り組み 

(1) つや姫のブランド強化（山形県農業総合研究センター） 

水稲新品種「つや姫」は、平成 10年に山形県立農業試験場庄内支場（現在の山形県農業

総合研究センター水田農業試験場）で開発され、その後適応性試験など数々の試験を経て、

平成 20 年に山形県の奨励品種に採用されたものである。玄米に光沢があり、白未熟粒の発

生が少なく高品質であり、炊飯米の外観と味が優れコシヒカリ以上の極良食味を有してお

り、コシヒカリの代替品種と考えられている。その高温耐性は高く、いわゆる気候温暖化

による高温障害が相次ぐ西日本各県の注目を集めている。 

山形県では、平成 19 年度には、平成 22年 10 月のデビューに向けた 3ヵ年戦略を策定し、

ブランド化戦略を具体的に展開するため「山形 97号（つや姫）ブランド化戦略実施本部」

を設置し、ブランド化に努めている。その姿勢は、今回の訪問時にも、県庁内はもとより、

山形駅構内や商店街のいたるところに「つや姫」の旗がはためいていた。「つや姫」の名称

は、全国から応募のあった 34,206 点の名称の中から最終的に 7点に絞られた後、県民投票

により決定されたものであり、ブランドロゴ・デザインも決定されさらなるブランド化に

努めている。 
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山形県農業総合研究センターは、「つや姫」の技術的評価と栽培法の確立に関する研究開

発を重ねており、この品種が他の府県においても奨励品種として栽培されることを目指し

ている。 

 

(2) 但馬牛と山田錦のブランド強化（兵庫県立農林水産技術総合センター） 

但馬牛（たじまうし）は、兵庫県産の黒毛和種の和牛のことであり、このうち、「神戸肉

流通推進協議会」による基準を満たして生産され、同協議会が定める格付け基準を満たし

た牛肉を但馬牛（たじまぎゅう）と言う。兵庫県の畜産の中では「神戸ビーフ」や「但馬

牛」が全国的なブランドとして有名である、兵庫県立農林水産技術総合センター畜産技術

センター家畜部ではこの有名ブランド生産の素である「種雄牛」を一括管理し、優秀な種

雄牛の凍結精液を県下の和牛農家に供給するとともに、さらなるブランド力の強化に向け

て研究開発を続けている。研究テーマとしては、①但馬牛の霜降りモモ肉の生産技術とそ

の評価法の開発、②但馬牛の美味しさ成分の解明とその制御法の開発、③但馬牛雌牛の合

理的な肥育技術の開発、④但馬牛における経済形質に関わるゲノム解析等がある。兵庫県

立農林水産技術総合センターは、人員が限られる中で但馬牛に関連する研究開発に約 10人

の獣医を充てるなど、集中した取り組みを行っている。 

一方、山田錦は、大正 12年（1923 年）に兵庫県加東郡社町（現：加東市）の兵庫県立農

事試験場（現：兵庫県立農林水産技術総合センター）で「山田穂」「短稈渡船」を人工交配

させて誕生し、産地適応性の試験を経て昭和 11 年（1936 年）に「山田錦」と名付けられ、

兵庫県の奨励品種になったものである。その後、酒造好適米の代表として全国で栽培され

ているが、全国の生産量 8割を兵庫県産が占めている。 

兵庫県では、現在「ひょうご農水産物ブランド戦略」が展開されているが、平成 21年度

からはひょうご農産物ブランド化支援事業が始まり、新たなブランド育成品目も挙げられ

ている。これに並んで既存ブランドのレベルアップを図る品目としては酒米の「山田錦」、

「丹波黒大豆」、「淡路タマネギ」等が掲げられているが、農林水産技術総合センターとし

ては、特に「山田錦」を重要なブランド品種として、ブランド戦略の推進に積極的に関わ

り、産地支援のための研究開発に取り組んでいる。 
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5.4. 公設試の地域イノベーションに向けての役割 

この節では、これまでの検討を踏まえ、地域イノベーションの加速に向けた公設試の役

割についてまとめた。 

 

【1】大学との補完連携 

公設試は、これまで技術相談などの支援活動を通して、地域企業のニーズを把握してい

る。一方、大学側は、先端的な技術を研究しており、そこから生み出される差別化できる

技術シーズが企業ニーズなどにマッチする場合は、新たなイノベーションに繋がる可能性

が高くなる。従って、以下に示すような補完連携が期待される。 

① 差別化できる技術を有する協力的な大学の研究者との連携による企業側への技術相

談サービスの提供 

② 大学の研究成果を企業に移転するにあたっての試作等の技術開発の支援 

③ 大学との共同研究など大型プロジェクト型研究の推進マネジメント機能 

【2】課題解決型・広域連携プロジェクトの推進機能 

これまで、公設試は、地域の中小企業を対象に技術相談や技術指導、依頼試験などの技

術支援機能を果たしてきた。今後、単なる技術支援のみならず、大きなイノベーションに

向けたプロジェクト企画と構築、マネジメント機能など、特に以下に示すような機能が期

待される。 

① ニーズから見た技術マッチングを高度化した技術開発・事業化へのプロデュース機能 

② 地域の企業ニーズ、大きなイノベーションニーズに向けた広域連携プロジェクトの構

築 

③ 地域の産業支援系財団、支援機関との統合や補完連携 

このような機能を強化する上では、地域の企業が真に何を望んでいるのか、技術のみな

らず、市場を見る目＝“データマイニング”を養っていくことが肝要と考える。 
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19

【技術開発型企業】

【地域の科学技術振興・産業支援機関】

【インキュベーション・事業化支援・ネットワーク機能】
●産業集積地域の整備・運営
●研究開発集積施設（ｻｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ等）の整備・運営
●インキュベーション施設整備・運営
●研究会・情報ネットワーク構築
●事業化支援
●キャピタル支援

【産学連携研究開発・技術移転ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ機能】
●国・自治体のプロジェクト公募型事業への応募
●研究会・研究開発・技術移転事業推進

（コーディネーション機能含）
●工程管理・資金管理、事業評価
●研究・技術開発成果の知財マネジメント

【地域の企業データマイニングはどこまで】
●地域の産業構造とその強みは？ ⇒これまでの経験
（大企業・中堅企業・中小企業・ベンチャー企業）
●地域における企業連関（ｻﾌﾟﾗｲﾁｴﾝ・需要条件等）
●地域の技術開発型中小企業のデータ
●産学連携への参加とその効果
●公設試は、どの様な企業群を支援⇒選択と集中

統
合
・
連
携

補
完

技術の高度化に対する連携模索

【地域の大学・研究機関】

【産学官連携機能強化】 ＜社会貢献・地域貢献＞
●共同・委託研究（産学連携本部等）
●研究成果の知財権利化・ﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞ（知財本部・TLO）
●ベンチャー起業（VBL）

【公設試験研究機関】

【地域企業への技術サービス機能】
●技術相談
●技術指導
●依頼試験

境界領域
課題に対
する連携
PJ推進

【地域密着型技術開発・育成機能】

●地域ニーズに基づくシーズ育成
●地域密着型技術の実用化開発
●知財マネジメント

（権利化・ライセンシング）

課題解決型・広域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進機能

支
援

製品技術の高度化・事業発展模索

【地域密着型企業の発展】
●技術開発力（世界的ニッチ・Only One企業）

●商品企画力・製品化力・事業化力の強化
【ベンチャー企業の創出】

コーディネーション機能
地域企業ﾃﾞｰﾀﾏｲﾆﾝｸﾞ機能

規模が小さい公設試の支援プロセス変革の方向性

異
分
野
の
公
設
試

 

図 5.4.1 地域の科学技術を振興する関係機関の相互補完図 
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6. まとめ 

 

地域が主体性を持って、地域の科学技術を振興し地域の活性化を図って行くためには、

これまで地域において地域振興に技術的側面から中心的な役割を担ってきた公設試が、地

域の産学連携によるイノベーションを加速する観点から、どのような役割を果たし、我が

国全体のイノベーションネットワークを構築するかについて再検討することが重要である

と認識されている。 

本調査では、地域のイノベーション創出に向けた公設試のあり方について、上記の視点

からの検討に資する基礎データとして、文献調査、関連機関へのアンケート調査、インタ

ビュー調査等を行い、これらを整理した。調査の視点を鑑みて、データは、地域のポテン

シャル等を示すデータとして整理するとともに、公設試の現況等に関する差異やそれが生

じる要因等を検討するための俯瞰できるデータとして整理した。調査の主要な結果は以下

にまとめた。 

 

(1) 公設試の活動現況を把握するため、分野を問わず全国の全ての公設試を対象に、アンケ

ート調査（基礎データ調査）を行い、448 機関から回答を得た。その結果、以下の状況

が把握できた。 

① 公設試の人員について、技術系職員数は、ここ 10 年間で、工業系が 13％、農林水産系

が 10％、環境・衛生系が 19％、それぞれ減少していることが分かった。また、非正規

職員の比率を増やして業務対応していることも認識された。 

② 公設試の予算について、都道府県費は、この 10年間で、工業系が 16％、農林水産系が

12％、環境・衛生系が 19％、それぞれ縮減していることが分かった。そのため、国・

独立行政法人からの支援や民間との共同研究や受託研究を増やす方策を模索する機関

が増加していることが明らかになった。 

③ 人員と業務に関して、公設試の多くの機関は、1 機関当たりの職員数が 10～40 人と小

規模の組織であり、少ない人数で、技術開発、技術相談、行政・一般依頼試験、機器

設備の貸与などの技術支援活動を中心に多様な業務を行っている。近年では、支援す

る技術分野が拡大し、要望も多岐にわたるため、1人当たりの業務負荷が増大している

と同時に、今後の支援活動への対応の抜本的改革が急務であると認識された。 

④ 知的財産活動については、技術系職員１人当たりで見ると、ライセンス数は、工業系

で 0.2 件/年、農林水産系で 0.03 件/年、環境衛生系で 0.02 件/年と少なく、未だ十分

な状況にはないと判断される。 

 

(2) 公設試の役割・機能と今後の課題に関して、公設試と公設試所管部署を対象に、アンケ

ート調査（個別データ調査）を行い、所管部署からは 157 部署、公設試からは 386 機関

から回答を得た。その結果、以下の状況が把握できた。 

① 公設試運営に関する考え方について、産業ビジョン・基本計画や科学技術振興指針等
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の中で、公設試の基本方針や運営の方向性を明示している自治体が 87％であり、多く

の自治体で公設試の運営を明示している。一方、これらの策定に参画・関与した公設

試は 55％であり、公設試の意向が必ずしも反映されていないことがうかがえる。また、

基本計画や指針を受けて、公設試の事業計画等に公設試の独自の理念や方針を明示し

ている機関は 60％であり、独自の運営方針を明確化している機関は必ずしも多いとは

いえない。 

② 自治体のビジョンの中で明示されている技術支援の方向性については、「新技術・新産

業の創出育成」、「地域産業の高度化」が多く示されており、研究開発の方向性につい

ては、「地域産業の高度化」、「地域の先導的な研究開発の推進」が挙げられている。こ

れらは公設試の重要な機能として位置づけられていることが認識された。 

③ 公設試の役割と今後の方向性について、公設試、公設試所管部署ともに回答が多かっ

たものは、「技術指導・普及」、「関連分野の情報収集・分析・発信」であり、これらは

これまで公設試が担ってきた技術支援であり、今後も継続・拡充していくとしている。

分野別に見ると、工業系公設試では、技術支援を中心に、伝統・地場産業の育成、人

材育成・後継者支援など多岐にわたっていることが分かった。一方、農林水産系公設

試では、実用化研究・地域対応型研究の推進や基礎研究の推進といった研究を中心に、

技術指導・普及、技術の高度化・高付加価値化への支援を行っており、工業系と同様

に多岐にわたっていることが認識された。 

④ 公設試が抱える課題としては、「施設・設備の老朽化」、「研究資金の不足」、「業務の増

加・多様化による職員の負荷の増加」がそれぞれ 5 割を超えており、また、公設試で

は「研究員の絶対数の不足」も大きな課題として挙げられている。 

⑤ “公設試の役割と今後の方向性”および“公設試が抱える課題”の分析結果から、公

設試は、産学官連携による地域の技術開発ポテンシャルを結集して、地域のプラット

フォームとして駆動できる体制の整備や、研究開発の選択と集中とともに、産業活性

化に役立つ出口を指向した支援策を比較的少人数で効果的に行う方策を模索する状況

にあると推察できる。またこのためのコーディネート能力、競争的資金確保の能力な

ど公設試自身のポテンシャルアップを図る必要性があることがうかがえる。 

⑥ 多くの自治体では、環境の変化に応じて公設試は分野ごとに統合・改編を行っている。

一方、地独への移行に対しては、「ほとんど検討はしていない」が 57％、「検討の結果、

当面は見送り」が 24％と、地独化への動きは、大勢となっておらず、その理由として

大きなメリットはないことが認識された。 

⑦ 公設試の独自の研究・開発については、9割以上の公設試が現場ニーズに基づくテーマ

を設定している。具体的には、「地域の既存産業の高度化に向けた研究」、「新技術・商

品・新品種の開発に向けた研究」が多く、地域が直面する課題の解決や地域の先導的

な研究開発を推進することを重視していることが認識できる。 

⑧ 公設試の産学官連携への取り組みについては、「地域産業に貢献するための研究開発の
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拠点」を目的とし、「企業ニーズの大学等、公設試への橋渡し」、「大学等・公設試の研

究成果の事業化への橋渡し」といった地域産業振興を重点に置き、今後も継続的に強

化して連携を行いたいとしている。また、大学との連携については、共同研究や国の

プロジェクトなどへの推進に対する協力を通じて、共同研究の促進や職員の研究能力

の向上、地元企業等のイノベーションへの支援に向け連携を進めていることが認識で

きた。 

 

(3) アンケート調査により実施した「基礎データ調査」および「個別データ調査」の補完と

して、公設試の活動の具体的課題や先進事例を調査するため、公設試 24 機関とその所

管部署を対象にインタビュー調査を行った。主要な結果は以下のとおりである。 

① 公設試は、人員や予算が削減されるなか、多様なニーズに対応するために、組織の改

編や支援システムの再構築を行い、それぞれの地域の特徴を活かした合理的・効果的

な活動を模索している。 

② 特に大学との連携や地域を越える広域連携が模索されており、地域ブロックでの活動

など、様々なかたちでの連携が行われ始めている。 

 

(4) 公設試を利用する立場の企業からみた公設試の活動に対する満足度について、アンケー

ト調査を行った。結果は以下のとおりである。 

① 技術相談・技術指導、試験検査、委託研究、共同研究など全ての利用に関して、「満足」、

「まあまあ満足」と回答した企業が 9 割を超えている。その一方で、公設試の機能と

して、技術相談・指導などの技術支援業務への対応をさらに強化して欲しいとの要望

が強いことが分かった。また、機器設備の老朽化への対応を望む声も大きいことが確

認できた。 

② 地域の中小企業が技術相談など技術支援を得る場合の相手先について、多い順に「地

域の公設試」が 40％、「大学（高専を含む）」が 26％、「地域の産業支援機関」が 12％

であり、相談先として公設試の存在が大きいことが認識された。 

 

(5) これまで行われてきた地域事業のうち、独立行政法人科学技術振興機構（以下「JST」

という）の地域事業を中心に公設試と大学の連携について文献調査や分析を行った結果、

地域の技術開発ポテンシャルをさらに強化するために、大学と公設試が補完的な連携を

推進する必要があると認識された。 

 

(6) 地域のイノベーションを加速する上で、公設試の果たす役割を整理した結果、以下の方

策の強化を提言する。 

【1】大学との補完連携 

公設試は、これまで技術相談などの支援活動を通して、地域企業のニーズを把握し

ている。一方、大学側は、先端的な技術を研究しており、そこから生み出される差別
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化できる技術シーズが企業ニーズなどにマッチする場合は、新たなイノベーションに

繋がる可能性が高くなる。従って、以下に示すような補完連携が期待される。 

① 差別化できる技術を有する協力的な大学の研究者との連携による企業側への技術

相談サービスの提供 

② 大学の研究成果を企業に移転するにあたっての試作などの技術開発の支援 

③ 大学との共同研究など大型プロジェクト型研究の推進マネジメント機能 

 

【2】課題解決型・広域連携プロジェクトの推進機能 

これまで、公設試は、地域の中小企業を対象に技術相談や技術指導、依頼試験など

の技術支援機能を果たしてきた。単に技術支援のみならず、大きなイノベーションに

向けたプロジェクト企画と構築、マネジメント機能など、特に以下に示すような機能

が期待される。 

① ニーズから見た技術マッチングを高度化したテクノプロデューサ機能 

② 地域の企業ニーズ、大きなイノベーションニーズに向けた広域連携プロジェクトの

構築 

③ 地域の産業支援系財団、支援機関との統合や補完連携 
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7. 添付資料 

7.1. 回答者リスト 

自治体名 機関名 

北海道 

経済部商工局  産業振興課 （地独）北海道立総合研究機構  函館水産試験場 

（地独）北海道立総合研究機構   （地独）北海道立総合研究機構  釧路水産試験場 

（地独）北海道立総合研究機構  産業技術研究本部 （地独）北海道立総合研究機構  網走水産試験場 

（地独）北海道立総合研究機構  工業試験場 （地独）北海道立総合研究機構  稚内水産試験場 

（地独）北海道立総合研究機構  食品加工研究センター （地独）北海道立総合研究機構  栽培水産試験場 

（地独）北海道立総合研究機構  農業研究本部 （地独）北海道立総合研究機構  さけます・内水面水産試験場 

（地独）北海道立総合研究機構  中央農業試験場 （地独）北海道立総合研究機構  森林研究本部 

（地独）北海道立総合研究機構  上川農業試験場 （地独）北海道立総合研究機構  林業試験場 

（地独）北海道立総合研究機構  道南農業試験場 （地独）北海道立総合研究機構  林産試験場 

（地独）北海道立総合研究機構  十勝農業試験場 （地独）北海道立総合研究機構  環境・地質研究本部 

（地独）北海道立総合研究機構  根釧農業試験場 （地独）北海道立総合研究機構  地質研究所 

（地独）北海道立総合研究機構  北見農業試験場 （地独）北海道立総合研究機構  建築研究本部 

（地独）北海道立総合研究機構  畜産試験場 （地独）北海道立総合研究機構  北方建築総合研究所 

（地独）北海道立総合研究機構  花・野菜技術センター 北海道立工業技術センター   

（地独）北海道立総合研究機構  水産研究本部 北海道立衛生研究所   

（地独）北海道立総合研究機構  中央水産試験場  

北海道 

札幌市 

経済局 農政部   札幌市衛生研究所   

水道局給水部  施設管理課 札幌市農業支援センター   

札幌市消防科学研究所   札幌市水道局給水部水質試験所   

青森県 

商工労働部  新産業創造課 （地独）青森県産業技術センター  畜産研究所 

環境生活部  環境政策課 （地独）青森県産業技術センター  林業研究所 

農林水産部  農林水産政策課 （地独）青森県産業技術センター  水産総合研究所 

（地独）青森県産業技術センター   （地独）青森県産業技術センター  水産総合研究所 鰺ヶ沢 

（地独）青森県産業技術センター  工業総合研究所 （地独）青森県産業技術センター  内水面研究所 

（地独）青森県産業技術センター  弘前地域研究所 （地独）青森県産業技術センター  食品総合研究所 

（地独）青森県産業技術センター  八戸地域研究所 （地独）青森県産業技術センター  下北ブランド研究所 

（地独）青森県産業技術センター  農林総合研究所 （地独）青森県産業技術センター  農産物加工研究所 

（地独）青森県産業技術センター  野菜研究所 青森県環境保健センター   

（地独）青森県産業技術センター  りんご研究所  

岩手県 

商工労働観光部  科学・ものづくり振興課 岩手県生物工学研究所   

岩手県農林水産部  森林整備課 岩手県農業研究センター   

岩手県農林水産部  水産業振興課 岩手県林業技術センター   

岩手県農林水産部  農業普及技術課 岩手県水産技術センター   

保健福祉部   岩手県内水面水産技術センター   

（地独）岩手県工業技術センター   岩手県環境保健研究センター   

岩手県先端科学技術研究センター    

宮城県 

経済商工観光部  新産業振興課 宮城県林業技術総合センター   

農林水産部  農業振興課 宮城県水産技術総合センター   

農林水産部  水産業振興課 宮城県水産技術総合センター  気仙沼水産試験場 

農林水産部  林業振興課 宮城県水産技術総合センター  内水面水産試験場 

秋田県 
生活環境部  環境管理課 秋田県健康環境センター   

農林水産部  農林政策課  

山形県 

商工観光部  工業振興課 山形県農業総合研究センター   

生活環境部   山形県農業総合研究センター  園芸試験場 

健康福祉部   山形県農業総合研究センター  水田農業試験場 

農林水産部   山形県農業総合研究センター  畜産試験場 

山形県工業技術センター   山形県農業総合研究センター  養豚試験場 

山形県工業技術センター  置賜試験場 山形県森林研究研修センター   

山形県工業技術センター  庄内試験場 山形県村上産地研究室   

山形県環境科学研究センター   山形県最上産地研究室   

山形県衛生研究所   山形県置賜産地研究室   

山形県水産試験場   山形県庄内産地研究室   

山形県内水面水産試験場    
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自治体名 機関名 

福島県 

商工労働部  産業振興総室産業創出課 福島県農業総合センター  会津地域研究所 

福島県農林水産部  農業振興課研究技術室 福島県農業総合センター  浜地域研究所 

福島県ハイテクプラザ   福島県林業研究センター   

福島県ハイテクプラザ  福島技術支援センター 福島県水産試験場   

福島県ハイテクプラザ  会津若松技術支援センター 福島県水産種苗研究所   

福島県ハイテクプラザ  いわき技術支援センター 福島県内水面水産試験場   

福島県農業総合センター   福島県衛生研究所   

福島県農業総合センター  果樹研究所 福島県環境医学研究所   

福島県農業総合センター  畜産研究所  

茨城県 

商工労働部  産業技術課 茨城県農業総合センター  山間地帯特産指導所 

保健福祉部  厚生総務課 茨城県農業総合センター  鹿島地帯特産指導所 

農林水産部  林政課 茨城県畜産センター   

生活環境部  環境対策課 茨城県畜産センター  肉用牛研究所 

茨城県農業総合センター   茨城県畜産センター  養豚研究所 

茨城県農業総合センター  生物工学研究所 茨城県林業技術センター   

茨城県農業総合センター  園芸研究所 茨城県衛生研究所   

茨城県農業総合センター  農業研究所  

栃木県 

産業労働観光部  工業振興課 栃木県産業技術センター  窯業技術支援センター 

環境森林部  環境森林政策課 栃木県保健環境センター   

農政部  農政課 栃木県林業センター   

保健福祉部  保健福祉課 栃木県農業試験場   

栃木県産業技術センター   栃木県水産試験場   

栃木県産業技術センター  繊維技術支援センター 栃木県畜産試験場   

栃木県産業技術センター  県南技術支援センター 栃木県酪農試験場   

栃木県産業技術センター  紬織物技術支援センター  

群馬県 

農政部農政課   群馬県農業技術センター   

産業経済部  工業振興課   群馬県農業技術センター  中山間地園芸研究センター 

健康福祉課  群馬県衛生環境研究所 群馬県農業技術センター  東部地域研究センター 

群馬県立産業技術センター   群馬県農業技術センター  高冷地野菜研究センター 

群馬県立産業技術センター  群馬産業技術センター 群馬県農業技術センター  こんにゃく特産研究センター 

群馬県立産業技術センター  東毛産業技術センター 群馬県蚕糸技術センター   

群馬県繊維工業試験場   群馬県水産試験場   

群馬県衛生環境研究所   群馬県林業試験場   

埼玉県 

産業労働部  産業支援課 埼玉県農林総合研究センター   

保健医療部  保健医療政策課 埼玉県農林総合研究センター  畜産研究所 

農林部  農業政策課 埼玉県農林総合研究センター  森林・緑化研究所 

埼玉県産業技術総合センター   埼玉県農林総合研究センター  水田農業研究所 

埼玉県産業技術総合センター  北部研究所 埼玉県農林総合研究センター  園芸研究所 

埼玉県環境科学国際センター   埼玉県農林総合研究センター  茶業研究所 

埼玉県衛生研究所   埼玉県農林総合研究センター  水産研究所 

埼玉県 

さいたま市 
経済局経済部  経済政策課  

千葉県 

総合企画部  政策企画課 千葉県畜産総合研究センター  市原乳牛研究所 

健康福祉部   千葉県畜産総合研究センター  嶺岡乳牛研究所 

農林水産部  畜産課 千葉県水産総合研究センター   

農林水産部水産局  水産課 千葉県水産総合研究センター  東京湾漁業研究所 

商工労働部  産業振興課   千葉県水産総合研究センター  内水面水産研究所 

農林水産部  担い手支援課 千葉県水産総合研究センター  種苗生産研究所勝浦生産開発室 

千葉県産業支援技術研究所   千葉県水産総合研究センター  種苗生産研究所富津生産開発室 

千葉県衛生研究所   千葉市環境保健研究所   

千葉県畜産総合研究センター    

東京都 

総務局首都大学支援部  大学調整課 東京都健康安全研究センター   

環境局環境政策部  環境政策課 東京都立皮革技術センター   

福祉保健局高齢社会対策部  施設支援課 東京都農林総合研究センター   

福祉保健局総務部  企画計理課 東京都島しょ農林水産総合センター   

（地独）東京都立産業技術研究センター   東京都健康長寿医療センター   

東京都立食品技術センター   東京都医学研究機構   
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自治体名 機関名 

東京都環境科学研究所    

神奈川県 

政策局政策調整部  総合政策課 神奈川県産業技術センター   

商工労働局産業部  産業技術課 神奈川県環境科学センター   

安全防災局   神奈川県農業技術センター   

環境農政局  水・緑部水産課 神奈川県農業技術センター  神奈川県畜産技術センター 

環境農政局環境部  大気水質課 神奈川県水産技術センター   

環境農政局農政部  畜産課 神奈川県温泉地学研究所   

環境農政局農政部  農政課  

神奈川県 

横浜市 

都市経営局政策部  政策課  

横浜市工業技術支援センター    

神奈川県 

川崎市 
川崎市公害研究所    

新潟県 

産業労働観光部  産業振興課 新潟県農業総合研究所  高冷地農業技術センター 

新潟県工業技術総合研究所   新潟県農業総合研究所  中山間地農業技術センター 

新潟県醸造試験場   新潟県農業総合研究所  佐渡農業技術センター 

新潟県農業総合研究所   新潟県保健環境科学研究所   

新潟県農業総合研究所  農業総合研究所 新潟県森林研究所   

新潟県農業総合研究所  作物研究センター 新潟県水産海洋研究所   

新潟県農業総合研究所  園芸研究センター 新潟県水産海洋研究所  佐渡水産技術センター 

新潟県農業総合研究所  畜産研究センター 新潟県内水面水産試験場   

新潟県農業総合研究所  食品研究センター  

新潟県 

新潟市 
経済・国際部  産業政策課  

富山県 

商工労働部  商工企画課 富山県農林水産総合技術センター   

商工労働部  商工企画課 富山県農林水産総合技術センター  農業研究所 

厚生部  くすり政策課 富山県農林水産総合技術センター  園芸研究所 

農林水産部  農林水産企画課 富山県農林水産総合技術センター  園芸研究所果樹研究センター 

富山県工業技術センター   富山県農林水産総合技術センター  畜産研究所 

富山県工業技術センター  中央研究所 富山県農林水産総合技術センター  食品研究所 

富山県工業技術センター  生活工学研究所 富山県農林水産総合技術センター  森林研究所 

富山県工業技術センター  機械電子研究所 富山県農林水産総合技術センター  木材研究所 

富山県総合デザインセンター   富山県農林水産総合技術センター  水産研究所 

石川県 

商工労働部  産業政策課 石川県農業総合研究センター   

石川県工業試験場   石川県畜産総合センター   

石川県工業試験場  九谷焼技術センター  

福井県 

産業労働部  地域産業・技術振興課 福井県園芸試験場   

農林水産部  水田農業経営課 福井県雪対策・建設技術研究所   

福井県農業試験場   福井県総合グリーンセンター   

山梨県 

企画県民部  企画課 山梨県環境科学研究所   

森林環境部  森林環境総務課 山梨県森林総合研究所   

山梨県工業技術センター   山梨県水産技術センター   

山梨県富士工業技術センター   山梨県総合農業技術センター   

山梨県衛生公害研究所→山梨県衛生環境研究所   山梨県果樹試験場   

長野県 

商工労働部  産業政策課 長野県工業技術総合センター  精密・電子技術部門 

農政部  園芸畜産課  水産係 長野県工業技術総合センター  環境・情報技術部門 

農政部  農業技術課   長野県工業技術総合センター  食品技術部門 

林務部  信州の木振興課 長野県環境保全研究所   

環境部  環境政策課 長野県水産試験場   

長野県工業技術総合センター   長野県林業総合センター   

長野県工業技術総合センター  材料技術部門  

岐阜県 

総合企画部  研究開発課 岐阜県保健環境研究所   

岐阜県産業技術センター   岐阜県農業技術センター   

岐阜県機械材料研究所   岐阜県河川環境研究所   

岐阜県情報技術研究所   岐阜県畜産研究所   

岐阜県セラミックス研究所   岐阜県中山間農業研究所   

岐阜県生活技術研究所   岐阜県生物工学研究所   

岐阜県森林研究所    
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静岡県 

経済産業部 振興局  研究調整課 静岡県農林技術研究所  森林・林業研究センター 

静岡県工業技術研究所   静岡県農林技術研究所  茶業研究センター 

静岡県工業技術研究所  沼津工業技術支援センター 静岡県農林技術研究所  果樹研究センター 

静岡県工業技術研究所  富士工業技術支援センター 静岡県畜産技術研究所   

静岡県工業技術研究所  浜松工業技術支援センター 静岡県畜産技術研究所  中小家畜研究センター 

静岡県環境衛生科学研究所   静岡県水産技術研究所   

静岡県農林技術研究所   静岡市環境保健研究所   

静岡県 

浜松市 
商工部  産業政策課  

愛知県 

農林水産部  農業経営課 愛知県産業技術研究所  尾張繊維技術センター 

農林水産部  農林基盤担当局 林務課 愛知県産業技術研究所  常滑窯業技術センター 

健康福祉部  健康担当局  生活衛生課 愛知県産業技術研究所  瀬戸窯業技術センター 

環境部  環境政策課 愛知県環境調査センター   

愛知県産業技術研究所   愛知県衛生研究所   

愛知県産業技術研究所  食品工業技術センター 愛知県農業総合試験場   

愛知県産業技術研究所  三河繊維技術センター 愛知県森林・林業技術センター   

愛知県 

名古屋市 

市民経済局産業部  産業育成課  

名古屋市工業研究所    

三重県 

農水商工部  産業集積室 三重県工業研究所   

農水商工部  水産資源室 三重県林業研究所   

環境森林部  森林・林業経営室 三重県水産研究所   

三重県保健環境研究所    

滋賀県 

商工観光労働部  新産業振興課 滋賀県東北部工業技術センター   

農政水産部  農政課 滋賀県農業技術振興センター   

滋賀県工業技術総合センター   滋賀県畜産技術振興センター   

京都府 

商工労働観光部  ものづくり振興課 京都府農林水産技術センター  農林センター森林技術センター 

農林水産部  研究普及ブランド課 京都府農林水産技術センター  農林センター丹後農業研究所 

健康福祉部   京都府農林水産技術センター  農林センター 茶業研究所 

京都府中小企業技術センター   京都府農林水産技術センター  生物資源研究センター 

京都府織物・機械金属振興センター   京都府農林水産技術センター  畜産センター 

京都府保健環境研究所   京都府農林水産技術センター  海洋センター 

京都府農林水産技術センター    

京都府 

京都市 

産業観光局  産業振興室 京都市産業技術研究所工業技術センター  繊維技術センター 

京都市産業技術研究所工業技術センター    

大阪府 

商工労働部商工振興室  ものづくり支援課 大阪府環境農林水産総合研究所  食とみどり技術センター 

環境農林水産部  環境農林水産総務課 大阪府環境農林水産総合研究所  水産技術センター 

健康医療部  環境衛生課 大阪府環境農林水産総合研究所  水生生物センター 

大阪府立産業技術総合研究所   大阪府立公衆衛生研究所   

大阪府環境農林水産総合研究所   大阪府立産業開発研究所   

大阪府 

大阪市 
計画調整局都市再生振興部  科学技術振興担当 大阪市立工業研究所   

兵庫県 

産業労働部産業振興局  新産業課 兵庫県立農林水産技術総合センター  畜産技術センター 

兵庫県立工業技術センター   兵庫県立農林水産技術総合センター  森林林業技術センター 

兵庫県立工業技術センター  機械金属工業技術支援センター 兵庫県立農林水産技術総合センター  水産技術センター 

兵庫県立工業技術センター  繊維工業技術支援センター 兵庫県立農林水産技術総合センター  但馬水産技術センター 

兵庫県立工業技術センター  皮革工業技術支援センター 兵庫県立農林水産技術総合センター  内水面漁業センター 

兵庫県立健康環境科学研究センター   兵庫県立健康生活科学研究所 生活科学総合センター   

兵庫県立農林水産技術総合センター   兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所   

兵庫県立農林水産技術総合センター  農業技術センター 兵庫県立東洋医学研究所   

兵庫県立農林水産技術総合センター  北部農業技術センター 兵庫県立がんセンター研究部   

兵庫県立農林水産技術総合センター  淡路農業技術センター 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター   

兵庫県 

神戸市 
保健福祉局健康部   神戸市環境保健研究所 

奈良県 

産業・雇用振興部  産業支援課 奈良県農業総合センター   

医療政策部  薬務課 奈良県農業総合センター  果樹振興センター 

医療政策部  企画管理室 奈良県農業総合センター  茶業振興センター 

農林部  林政課 奈良県農業総合センター  高原農業振興センター 

農林部  畜産課 奈良県畜産技術センター   
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奈良県農林部  農業水産振興課 奈良県森林技術センター   

奈良県工業技術センター   奈良県薬事研究センター   

奈良県保健環境研究センター    

和歌山県 

商工観光労働部  産業技術政策課 和歌山県農林水産総合技術センター 果樹試験場 かき・もも研究所 

環境生活部  環境生活総務課 和歌山県農林水産総合技術センター  果樹試験場 うめ研究所 

農林水産部   和歌山県農林水産総合技術センター  暖地園芸センター 

和歌山県工業技術センター   和歌山県農林水産総合技術センター  畜産試験場 

和歌山県環境衛生研究センター   和歌山県農林水産総合技術センター 畜産試験場 養鶏研究所 

和歌山県農林水産総合技術センター   和歌山県農林水産総合技術センター  林業試験場 

和歌山県農林水産総合技術センター  農業試験場 和歌山県農林水産総合技術センター  水産試験場 

和歌山県農林水産総合技術センター  果樹試験場  

鳥取県 

農林総合研究所   鳥取県園芸試験場   

農林水産部  水産振興局水産課 鳥取県畜産試験場   

生活環境部 衛生環境研究所   鳥取県中小家畜試験場   

（地独）鳥取県産業技術センター   鳥取県林業試験場   

鳥取県衛生環境研究所   鳥取県水産試験場   

鳥取県農業試験場   鳥取県水産試験場  沿岸漁業部 

島根県 

商工労働部  産業振興課 島根県中山間地域研究センター   

健康福祉部  健康福祉総務課 島根県保健環境科学研究所   

農林水産部  水産課 島根県農業技術センター   

農林水産部  農畜産振興課 島根県畜産技術センター   

農林水産部  農業経営課 島根県水産技術センター   

島根県産業技術センター    

岡山県 

産業労働部  産業振興課 岡山県工業技術センター   

農林水産部 岡山光量子科学研究所   

農林水産部  環境文化部 岡山県環境保健センター   

岡山県 

岡山市 
経済局  産業課  

広島県 

広島市 
経済局産業振興部  産学官技術振興課 広島市工業技術センタ－   

山口県 
商工労働部  新産業振興課 （地独）山口県産業技術センター   

健康福祉部  厚政課 山口県環境保健センター   

徳島県 
商工労働部  新産業戦略課 徳島県保健環境センター   

県民環境部環境総局  環境首都課  

香川県 

農政水産部  畜産課 香川県農業試験場   

農政水産部  農業経営課 香川県畜産試験場   

香川県産業技術センター   香川県水産試験場・赤潮研究所   

香川県森林センター    

愛媛県 

企画情報部  企画調整課 愛媛県産業技術研究所  繊維産業技術センター 

経済労働部  産業支援局産業創出課 愛媛県産業技術研究所  紙産業研究センター 

農林水産部  農業振興局畜産課 愛媛県産業技術研究所  窯業技術センター 

農林水産部  農業振興局農産園芸課 愛媛県立衛生環境研究所   

農林水産部  水産局水産課 愛媛県農林水産研究所   

農林水産部  森林局林業政策課 愛媛県農林水産研究所  果樹研究センター 

総務調整課   愛媛県農林水産研究所  畜産研究センター 

愛媛県産業技術研究所   愛媛県農林水産研究所  畜産研究センター 養鶏試験場 

愛媛県産業技術研究所  食品産業技術センター 愛媛県農林水産研究所  林業研究センター 

愛媛県産業技術研究所  建設技術センター 愛媛県農林水産研究所  水産研究センター 

高知県 

商工労働部  商工政策課 高知県農業技術センター   

水産振興部  漁業振興課 高知県農業技術センター  茶業試験場 

農業振興部  環境農業推進課 高知県農業技術センター  果樹試験場 

林業振興・環境部  林業環境政策課 高知県畜産試験場   

高知県工業技術センター   高知県内水面漁業センター   

高知県立紙産業技術センター   高知県水産試験場   

高知県海洋深層水研究所    

福岡県 
商工部  新産業・技術振興課 福岡県工業技術センター  生物食品研究所 

農林水産部  経営技術支援課 福岡県工業技術センター  インテリア研究所 
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農林水産部  水産局漁業管理課 福岡県工業技術センター  機械電子研究所 

保健医療介護部  保健医療介護総務課 福岡県保健環境研究所   

福岡県工業技術センター   福岡県農業総合試験場   

福岡県工業技術センター  化学繊維研究所 福岡県水産海洋技術センター   

福岡県 

福岡市 
経済振興局産業政策部  科学技術振興課  

佐賀県 
佐賀県環境センター   佐賀県茶業試験場   

佐賀県畜産試験場   佐賀県林業試験場   

長崎県 

科学技術振興局  科学技術振興課 長崎県環境保健研究センター   

長崎県工業技術センター   長崎県農林技術開発センター   

長崎県窯業技術センター   長崎県総合水産試験場   

熊本県 

商工観光労働部新産業振興局  産業支援課 熊本県産業技術センター  農産加工部 

健康福祉部  健康福祉政策課   熊本県保健環境科学研究所   

熊本県産業技術センター   熊本県林業研究指導所   

大分県 

商工労働部  工業振興課 大分県農林水産研究センター  花き研究所 

大分県産業科学技術センター   大分県農林水産研究センター  畜産試験場 

大分県衛生環境研究センター   大分県農林水産研究センター  林業試験場 

大分県農林水産研究センター   大分県農林水産研究センター  きのこ研究所 

大分県農林水産研究センター  安全農業研究所 大分県農林水産研究センター  水産試験場 

大分県農林水産研究センター  果樹研究所  

宮崎県 

商工観光労働部  工業支援課 宮崎県木材利用技術センター   

環境森林部 山村・木材振興課   宮崎県総合農業試験場   

環境森林部 環境森林課   宮崎県総合農業試験場  畑作園芸支場 

農政水産部 水産政策課   宮崎県総合農業試験場  茶業支場 

農政水産部 畜産課   宮崎県総合農業試験場  亜熱帯作物支場 

農政水産部 農政企画課 宮崎県総合農業試験場  薬草・地域作物センター 

宮崎県工業技術センター   宮崎県畜産試験場   

宮崎県食品開発センター   宮崎県水産試験場   

宮崎県林業技術センター    

鹿児島県 

商工労働水産部  産業立地課 鹿児島県農業開発総合センター  茶業部大隅分場 

環境林務部  林業振興課 鹿児島県農業開発総合センター  大隅支場 

農政部  経営技術課 鹿児島県農業開発総合センター  熊毛支場 

鹿児島県工業技術センター   鹿児島県農業開発総合センター  大島支場 

鹿児島県農業開発総合センター   鹿児島県農業開発総合センター  徳之島支場 

鹿児島県農業開発総合センター  花き部 鹿児島県農業開発総合センター  バイオテクノロジー研究所 

鹿児島県農業開発総合センター  農産物加工研究指導センター 鹿児島県農業開発総合センター  畜産試験場 

鹿児島県農業開発総合センター  果樹部 鹿児島県農業開発総合センター  肉用牛改良研究所 

鹿児島県農業開発総合センター  果樹部北薩分場 鹿児島県森林技術総合センター   

鹿児島県農業開発総合センター  茶業部  

沖縄県 

企画部  科学技術振興課 沖縄県農業研究センター   

観光商工部  商工振興課 沖縄県農業研究センター  名護支所 

福祉保健部  薬務衛生課 沖縄県農業研究センター  宮古島支所 

農林水産部  畜産課 沖縄県農業研究センター  石垣支所 

沖縄県工業技術センター   沖縄県森林資源研究センター   

沖縄県工芸技術支援センター   沖縄県水産海洋研究センター   

沖縄県海洋深層水研究所   沖縄県衛生環境研究所   

沖縄県畜産研究センター   沖縄県家畜衛生試験場   
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7.2. アンケート調査票 

① 公設試験研究機関 基礎データ調査票 

機
関

C
D

都
道

府
県

市
区

町
村

以
下

所
属

部
署

名

ふ
り

が
な

氏
　

名

電
　

話

（
内

線
）

E
-
m
a
i
l

財
団

法
人

　
全

日
本

地
域

研
究

交
流

協
会

　
　

石
川

、
　

中
﨑

、
　

鈴
木

　
 
　


　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　



〒
1
1
0
-
0
0
0
8
 
東

京
都

台
東

区
池

之
端

1
-
1
-
1
5

電
　

話
：

0
3
-
3
8
3
1
-
5
9
1
1

F
 
A
 
X
 
:
 
0
3
-
3
8
3
1
-
7
7
0
2

E
-
m
a
i
l
：

k
o
u
s
e
t
u
s
h
i
@
j
a
r
e
c
.
o
r
.
j
p

地
域

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
創

出
の

た
め

の
公

設
試

験
研

究
機

関
の

役
割

等
に

関
す

る
調

査
公

設
試

験
研

究
機

関
　

基
礎

デ
ー

タ
調

査
票

◆
詳

細
な

デ
ー

タ
が

残
さ

れ
て

い
な

い
項

目
に

つ
い

て
は

、
小

計
欄

に
ま

と
め

て
記

入
し

て
下

さ
い

。
◆

各
年

度
の

デ
ー

タ
は

、
年

度
末

日
を

基
準

と
し

て
記

入
し

て
下

さ
い

。

◆
ご

記
入

い
た

だ
く

デ
ー

タ
に

関
し

て
は

、
農

林
水

産
省

に
よ

る
「

農
林

水
産

関
係

試
験

研
究

機
関

基
礎

調
査

」
、

　
独

立
行

政
法

人
中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構
に

よ
る

「
公

設
試

験
研

究
機

関
現

況
」

お
よ

び
独

立
行

政
法

人
産

業
技

術
総

合
研

究
所

に
よ

る
　

実
態

調
査

に
利

用
さ

れ
た

デ
ー

タ
が

あ
り

ま
し

た
ら

、
そ

の
デ

ー
タ

を
使

っ
て

頂
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

平
成

2
2
年

　
月

　
日

記
入

年
月

日

≪
ご

記
入

に
あ

た
っ

て
≫

F
A
X（

姓
と

名
の

間
に

全
角

ス
ペ

ー
ス

を
入

れ
て

下
さ

い
）

公
設

試
名

称

◆
本

調
査

票
フ

ァ
イ

ル
に

は
「

基
礎

デ
ー

タ
」

,
「

表
1
 
外

部
資

金
」

,
「

表
2
 
受

賞
リ

ス
ト

」
,
「

表
3
 
主

要
施

設
」

の
4
シ

ー
ト

が
あ

り
ま

す
。

≪
ご

回
答

期
日

≫

記
入

担
当

者

≪
お

問
合

せ
先

≫

◆
ご

回
答

頂
き

ま
し

た
フ

ァ
イ

ル
は

機
関

の
識

別
を

行
う

た
め

、
　

フ
ァ

イ
ル

名
「

①
基

礎
デ

ー
タ

調
査

票
」

の
後

に
「

都
道

府
県

名
」

「
公

設
試

名
称

（
略

称
可

）
」

を
お

書
き

添
え

い
た

だ
き

、
　

下
記

の
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

へ
 
１

１
月

２
６

日
（
金

）
ま

で
に

ご
送

信
下

さ
い

ま
す

よ
う

お
願

い
致

し
ま

す
。

-
選

択
し

て
下

さ
い

-
住

　
所
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8
4 

1．人員規模

（単位：人）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

うち技術系

うち博士号取得者

事務系職員

任期付き専門職員

うちポスドク

補助職員

職種の具体的な内容

平成　年　月～平成　年　月

平成　年　月～平成　年　月 -選択して下さい-9代前の機関長

10代前の機関長 平成　年　月～平成　年　月 -選択して下さい-

-選択して下さい-

7代前の機関長 平成　年　月～平成　年　月 -選択して下さい-

8代前の機関長

6代前の機関長 平成　年　月～平成　年　月 -選択して下さい-

5代前の機関長 平成　年　月～平成　年　月 -選択して下さい-

4代前の機関長 平成　年　月～平成　年　月 -選択して下さい-

（２）機関長の前職

管理、庶務、人事、会計、用度等の事務系の業務に従事している者あるいは事務職と規定されている者。

特定プロジェクトを担当するために任期付きで雇用・派遣されている者（コーディネータ、研究員等）。
管理職員、技術系職員および事務系職員以外の職員。例：調査船の乗組員、車両等の専任運転手等。

2代前の機関長 平成　年　月～平成　年　月

管理職員

技術系職員

ポスドク

管理職員
技術系職員

事務系職員
その他の職員

就任期間

平成　年　月～現在 -選択して下さい-

平成12年度から平成21年度の貴機関の機関長の就任期間および前職を、自治体本庁（事務職）、自治体本庁（技術職）、機関内、他の公設試、大学等、国研、財
団、民間から選択して下さい。また、可能であればその職名を記入して下さい。

平成　年　月～平成　年　月 -選択して下さい-3代前の機関長

合　計

任期付き職員

貴機関の平成12年度から平成21年度の年度ごとの職種別職員数を記入して下さい。
（１）職種別職員数

非
正
規

職
員

補助職員 事務補助、季節作業等で臨時的に雇用された職員、アルバイト等。

-選択して下さい-

平成　年　月～平成　年　月

現機関長

正
規
職
員

前　職 職　名

1代前の機関長 -選択して下さい-

博士号取得者
試験研究業務に従事している者あるいは技術職種と規定されている者。ただし、正副機関長は除く。
技術系職員のうち、博士号を取得している者。

正副機関長（所長、センター長、場長、理事長、等）。

任期付き専門職員のうち、博士号取得後、3年ないし6年程度の限られた任期で採用されている研究者。

職　　種

その他の職員
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（単位：人）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

（単位：％）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

２．　資金規模
２．１　収入の部

（単位：千円）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

小　計

事業関係

合　計

知的財産権ライセンス

その他（上記以外の業務）

平成12年度から平成21年度の貴機関の年度ごとの収入総額を記入して下さい。

入所前に博士号を取得していた者

平成12年度から平成21年度の博士号取得者に関して、取得経緯別に年度ごとの人数を記入して下さい。

貴機関における技術系職員が従事する各業務に関し、年度ごとの技術系職員全体に対する業務割合（％）を記入して下さい。割合は、貴機関のご判断による目安
の割合で差し支えありません。なお、年度ごとの業務割合のデータがない場合は、10 年程度前および 5 年程度前、および現在（平成21年度）の割合を記入して
下さい。

技術相談・指導・普及

③上記以外の
外部から獲得
した資金

小　計

入所後に取得した者

①都道府県費（人件費を含む）

その他（　）

民間からの助成金

研究開発関係

機器貸与

試験・検査

（３）博士号取得者数

（４）技術系職員の業務従事割合

②国および政府
系独立行政法人
からの受託費

研究開発（研究企画等を含む）

合計（①+②+③）

技術指導・相談

民間からの受託研究

依頼試験・検査・設備貸与

小　計

博士号取得者

技術系職員の業務従事割合

収　入



 

 

1
8
6 

費目の具体的な内容

（※１）大学等：高専を含むものとする。以下同じ

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

費目の具体的な内容

２．２　支出の部

平成12年度から平成21年度の貴機関の年度ごとの支出総額を記入して下さい。なお、研究開発費が、事業費等と区分して計上されていない場合は、事業費・普及
費等に含めて記入して下さい。

合　計

試験研究のために支出した費用。実験器具費、試験研究用材料費、試薬品費、供試作物・家畜等費、光熱費、ポスドク
の給与、臨時職員の賃金、調査旅費等を含む。

設備備品費 試験研究用の機械、車両、器具等の購入費、車両、船舶等の運航にかかる費用、消耗品費および食料品費。

技術指導・相談にかかる費用、農作物の生産および供給、その奨励、普及にかかる業務のために支出した費用、事業・
普及のための旅費等。

都道府県費

国から委託、補助等を受けた資金。
科学技術振興機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、産業技術総合研究所、農業・食品産業技術総合研究機構、
農業生物資源研究所、環境再生保全機構等の政府系独立行政法人からの受託により得た資金。

施設・船舶

研究開発費

設備・備品関
連費用

土地、建物の購入費および改修費、構築物、船舶の建造費および改修費。施設費・船舶費

上記以外の受託（地方公共団体、民間企業、大学等（※１）、非営利団体（財団を含む）等から受託）により得た資
金、依頼試験により得た資金、機器貸与により得た資金、特許などの知的財産権ライセンス・実施により得られた資
金、寄付金、製品等売却収入等により得た資金。

正職員に対して1年間に支払った給与（基本給、賞与、諸手当等）。退職金等は除く。

国および政府系独立行政
法人からの受託

都道府県費予算から支出された金額。人件費を含む。

上記以外の外部から獲得
した資金

人件費

設備・備品等

研究開発費

事業費・普及費

事業費・普及費

人件費

支　出
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（単位：件）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

個別指導

巡回指導

小　計

面接・面談

電話

メール

文書

その他（　）

小　計

行政試験・検査

一般依頼試験

小　計

研究員派遣

来所指導・相談等

試験・検査・計測（観測）の内容
・法律・条例に基づいて実施する試験・検査
・緊急の事態が発生した際に原因の究明や対策の立案に資するために行う試験・検査
　　例：食中毒の原因微生物の究明に必要な試験、感染症対策としての微生物検査および抗体検査、食品検査等
・行政側の要請を受けて、日常的あるいは定点観測的に実施する各種検査・観測（モニタリング）。
　　例：環境放射能レベルの測定、水質、大気等の汚染に関する実態調査（観測）、沿岸・沖合の海洋観測等

合　計

成
果
普
及
・
技
術
指
導

３．成果普及・技術指導および試験・検査関連
平成12年度から平成21年度に、貴機関が実施した成果普及・技術指導（技術相談を含む）および試験・検査等の件数を年度ごとに記入して下さい。
なお、各項目について詳細データがない場合は、小計の欄に合計件数を記入して下さい。

来所指導・相談等

成果普及・技術指導および試験・検査

試験・検査・計測（観測）

行政試験・検査

一般依頼試験

成果普及・技術指導の内容
公設試の成果を生産者の現場に出向いてその普及に当たるケース、あるいは企業の生産現場に研究者を派遣してその問
題解決に当たるケース等。

上記以外の一般的な試験、分析

研究員派遣

公設試を利用する地域の生産者や企業の関係者が、公設試に出向いたり、電話やメール等によって指導や相談を受ける
ケース。
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４．研究開発関連

相手先 件数及び金額 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

国研等 件数

大学等 件数

他の公設試 件数

民間企業 件数

件数

金額（千円）

件数

金額（千円）

件数

金額（千円）

件数

金額（千円）

件数

金額（千円）

件数

（２）国および政府系独立行政法人から獲得した資金
平成12年度以降、貴機関が国および政府系独立行政法人から獲得した資金について、府省名、実施機関、事業名、期間等を表1 外部資金シートに記入して下さ
い。また、コンソーシアム形態の共同研究開発事業（例：都市エリア産学官連携促進事業など）に参加して得た資金も記入して下さい。

独自研究

平成12年度から平成21年度に、貴機関が実施した共同研究、受託研究および独自研究の件数を年度ごとに記入して下さい。
また、受託研究については、その獲得金額も差し支えのない範囲で記入して下さい。なお、独自研究とは自治体単独の予算で実施する研究全般を指します。

小　計

受託研究

国プロ等

大学等

他の公設試

合　計

４．１　研究テーマ数および獲得金額

小　計

共同研究

（１）研究テーマ数および獲得金額

民間企業

区　分
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４．２　研究成果の発表

（単位：件数）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

４．３　知的財産権関連

（単位：件数）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

単独出願

共同出願

小　計

単独出願

共同出願

小　計

ライセンス数

出願数

報告会

国内学協会

登録数

招待講演

平成12年度から平成21年度に、貴機関が知的財産権について出願・登録およびライセンスされた件数を年度ごとに記入して下さい。

出願数

登録数

登録数意匠権

ライセンス数

出願数

特許権

専門誌・学会
誌等

小　計

登録数

口頭

品種登録

実用新案権

海外学協会

ライセンス数

国内学協会

研究成果の発表

知的財産権

海外学協会

小　計

書籍（共著を含む）の発行

ライセンス数

出願数

平成12年度から平成21年度に、貴機関が実施した研究成果の発表件数を年度ごとに記入して下さい。
なお、貴機関が定期的に発行している「研究報告書」は、本調査項目には含まれないものとします。

小　計

単独開催

他の機関等との共催
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（単位：件数）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

地域産業・企業への支援等

受賞項目の内容

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

土地（㎡）

建物（㎡）

船舶（隻）

保有施設・設備の内容

土地

建物

船舶

※1レンタルラボ：企業等の研究開発のために、公設試が貸与する試験研究室。企業等は必要に応じて、利用者が設備を持ち込むことができるもの。

（1）保有施設、設備・備品

設備・備品（件数）

試験研究、研究開発および研修等に使用する土地。
　例：試験圃場、樹園地、育種場、試験用牧場、試験林、増養殖圃場等、フィールド試験用敷地等。

その他 上記以外の活動による受賞。

施設

　平成12年度から平成21年度の貴機関が保有する施設および設備・備品を年度ごとに記入して下さい。

試験研究、研究開発および研修等に使用する建物。レンタルラボ（※1）を含む。
　例：試験研究棟、牛舎・豚舎・鶏舎等、養魚施設、加工試験センター、試験研究棟、工作場等。

技術指導・助言、普及活動への貢献、新技術商品開発等への支援、新らしい生産方式の開発への支援等に対する貢献に
よって地域産業・企業の発展に貢献したこと等によって受賞したもの。

平成12年度から平成21年度に、貴機関がその活動によって受賞した件数を年度ごとに記入して下さい。
（１）受賞件数

研究成果によって受賞したもの。学会賞や論文賞等を含む。

試験調査船

試験研究、研究開発および研修等に使用する設備、システムおよび備品等。
　例：試験装置、分析装置、測定器、電子顕微鏡等の装置。大気環境測定車等の車両。

５．受賞関係

保有施設・設備

施設

設備・備品（件数）

地域産業・企業への支援
等

受　賞

研究開発関連

６．施設・設備関連

（２）受賞リスト

平成12年度から平成21年度に、貴機関がその活動によって受賞したものに関し、受賞した賞の名称、受賞者名（組織としてまたは職員個人等）、賞の授与機関、
受賞日等を 表2 受賞リスト シートに記入して下さい。

研究開発関連

その他

小　計
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

（単位：人）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

研修会等への研究者の派遣

小　計

民間企業等

国研からの研修生の受入れ

他の公設試から研修生の受入れ

平成12年度から平成21年度に、地域の研究者・技術者の人材育成のために貴機関が受け入れた研修生の人数を年度ごとに記入して下さい。
また、特定の企業等における人材育成のための研修会に研究員を派遣したことがあればその人数を記入して下さい。

大学等からの研修生の受入れ
大学等・国
研、他の公設
試

現在保有している施設、設備・備品等のうち、以下のような特徴がある施設、設備・備品に関し、名称、設置年度を 表3 主要施設 シートに記入して下さい。

　・重点課題の研究開発に利用されている施設、設備
　・人材育成等でよく利用される施設・設備
　・依頼試験、分析等の利用が多い設備
　・貸与件数の多い試験・分析設備および試験室
　・性能・機能の高い設備、他の機関がほとんど保有していない設備

（1）人材育成

平成12年度から平成21年度に、貴機関が企業等に設備・備品を貸与した件数、管理するレンタルラボ数およびその稼働率を年度ごとに記入して下さい。
なお、設備貸与に関する業務で、設備の維持管理等を主に担当する方がいれば、その人数を記入して下さい。いない場合は、空欄として下さい。

（２）主要な施設、設備・備品

７．１　人材育成・人事交流

レンタルラボ数

７．その他事業

レンタルラボ稼働率（％）

小　計

設備貸与に関する業務を主務とする人数（人）

貸　与

研修生の受入れ

設備・備品の貸与（件数）

（３）設備貸与回数およびレンタルラボ関連

人材育成
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（単位：人）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

域内

域外

域内

域外

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

開催件数

参加人数（延べ人数）

開催件数

参加人数（延べ人数）

頻度（回/年）

部数（部）

財団等 出向者受入れ

小　計

小　計

小　計

出向者派遣

出向者派遣

出向者受入れ

出向者派遣

他の公設試

出向者派遣

出向者受入れ

小　計

民間企業等

出向者派遣

国研

本庁

出向者受入れ

大学等

出向者派遣

小　計

（２）人事交流

　平成12年度から平成21年度に、貴機関が他の機関と行った人事交流の件数（人数）を年度ごとに記入して下さい。

出向者受入れ

小　計

平成12年度から平成21年度に、貴機関が実施した普及活動および外部協力の件数を年度ごとに記入して下さい。
セミナー・研究会・講習会等および公開イベントの開催については、年度ごとの参加した延べ人数が分かれば記入して下さい。

出向者受入れ

セミナー・研究会・講習会等
の開催

７．２　普及活動および外部協力活動

講師、委員、審査員等の派遣数（延べ数）

メディア発表（新聞・雑誌・ＴＶ等）件数

ホームページアクセス数

公開イベント（品評会、公開
デー等）の開催

情報誌発行

人事交流

普及活動および外部協力
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表１　外部資金

基礎データシートへ
府省名 実施機関（独法など） 事業名 期　間 金額（千円） 特記事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

基礎データシートへ

（２）国および政府系独立行政法人から獲得した資金
平成12年度以降、貴公設試が国および政府系独立行政法人から獲得した資金について、府省名、実施機関、事業名、期間等を記入して下さい。獲得し
た資金に関して特記することがあれば特記事項の欄に記入して下さい。
また、コンソーシアム形態の共同研究開発事業（例：都市エリア産学官連携促進事業など）に参加して得た資金も記入して下さい。
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表２　受賞リスト

（２）受賞リスト

賞の名称 受賞者名 授与機関名 受賞年月 特記事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

平成12年度から平成21年度の間に、貴機関がその活動によって受賞したものに関し、受賞した賞の名称、受賞者名（組織として
または職員個人等）、賞の授与機関、受賞日等を記入して下さい。

基礎データシートへ

基礎データシートへ
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表３　主要施設

（２）主要な施設、設備・備品

施設、設備・備品名称
概略仕様

（型式等）
設置年度

予算の出所
（事業主体）

特記事項

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

現在保有している施設、設備・備品等のうち、以下のような特徴なある施設、設備・備品に関し、その名称、概略仕様、設置年度、予算の出所等を記
入して下さい。
　・重点課題の研究開発に利用されている施設、設備
　・人材育成等でよく利用される施設・設備
　・依頼試験、分析等の利用が多い設備
　・貸与件数の多い試験・分析設備および試験室
　・性能・機能の高い設備、他の機関がほとんど保有していない設備
予算の出所の記載例：自治体単独、国または政府系独立行政法人からの補助・受託（府省・法人名）、財団JKAなど。
特記する特徴があれば、特記事項欄に記入して下さい。

基礎データシートへ

基礎データシートへ
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② 公設試験研究機関所管部署 個別データ調査票 

財団法人　全日本地域研究交流協会　　石川、　中﨑、　鈴木　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　


〒110-0008 東京都台東区池之端1-1-15
電　話：03-3831-5911
F A X : 03-3831-7702

E-mail：kousetushi@jarec.or.jp

◆ご回答頂きましたファイルは、ファイル識別のため、
　ファイル名「②所管部署調査票」の後に「都道府県名」「所管部署名称（略称可）」を
　お書き添えいただき、下記のメールアドレスへ１２月１５日（水）までにご送信下さいますよう
　お願い致します。

記入年月日

≪ご記入にあたって≫

公設試験研究機関所管部署

個別データ調査票

ふりがな

住　所
都道府県 -選択して下さい-

地域イノベーション創出のための
公設試験研究機関の役割等に関する調査

市区町村以下

記
入
担
当
者

所属部署

氏　名

E-mail

（姓と名の間に全角スペースを入れて下さい）

機関CD

所管部署名称

◆本調査ファイルには「本票」、「表1 所管公設試」、「表2 事業概要」、「表3 ネットワーク」、
　「表4 コーディネータ」の5シートがあります。

平成22年　月　日

FAX

◆記入例はあくまでも例であり、実際の事例ではありません。

電　話

（内線）

◆各年度のデータは、年度末日を基準として記入して下さい。

≪お問合せ先≫
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1

2

1

2

1

2

【記入例】公設試の企画部門責任者が委員として参画

　アクセス先（URL)

注）文字数が255文字を超える場合は下の枠（2のセル）に記入して下さい。

【参画・関与の状況】

第４回改訂

第２回改訂

第３回改訂

第１回改訂

【強調したい事項】

主要ビジョン・基本計画等 科学技術振興指針等

制定

【公設試の位置付け】

参画・関与した

参画・関与しなかった

注）文字数が255文字を超える場合は下の枠（2のセル）に記入して下さい。

主要ビジョン・基本計画等および科学技術振興指針等（以下、基本計画等）について、貴自治体のホームページ
で参照できる場合はそのURLを記入して下さい。参照できない場合は、冊子あるいはCD-R等を 財団法人 全日本

地域研究交流協会（JAREC）石川 宛に着払いにて送付していただくか、メールにてkousetushi@jarec.or.jp
宛に送付して下さい。

（３）主要ビジョン・基本計画等および科学技術振興指針等の策定に関する公設試の関与

主要ビジョン・基本計画等および/あるいは科学技術振興指針等において、貴自治体の公設試の位置付を記載し
ている部分を提示して下さい。特に記載されていない場合は、「なし」と記入して下さい。
さらに、強調したい事項があれば記入して下さい。

貴自治体の主要ビジョン・基本計画等および/あるいは科学技術振興指針等の制定あるいは改定にあたり、貴自
治体の公設試の関係者が関与・参画したことがありますか。

参画・関与した場合には、その度合および内容を記入して下さい。

【記入例】○×県中期計画　P.○○

（１）主要ビジョン・基本計画等および科学技術振興指針等の制定

１．所管する公設試

（２）主要ビジョン・基本計画等および科学技術振興指針等における公設試の位置付

制定・改定
年月（日）

２．都道府県のビジョンと公設試の役割・位置付

貴自治体において貴部署が所管する事業の基本的な方針や、事業推進計画などを定めた主要ビジョン・基本計画
等および科学技術振興指針等の正式名称、および制定年月(日)を記入して下さい。制定されていない場合は「な
し」と記入して下さい。

貴部署において所管する公設試験研究機関（以下、公設試）を、表1 所管公設試シートに記入して下さい。

正式名称
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 該当なし

３．役割および今後の方向づけ

関連分野（技術、環境、保健等）の情報収集・
分析・発信

機器・設備等の開放、レンタルラボ

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援

自然環境の保護、環境適合への支援

特記事項

人材育成、後継者育成

技術移転・コーディネート活動（産学官・産産
連携等の連携）

基礎研究の推進

貴部署で所管する公設試に期待する役割と今後の方向づけについて、

　　Ａ：　現在実施しており、今後拡充したい
　  Ｂ：　現在実施しており、引き続き維持したい
  　Ｃ：　現在実施していないが、今後拡充したい
    Ｄ：　現在実施しているが、今後整理・縮小を検討したい

のカテゴリーに区分して、該当するA～D欄を選択して下さい。カテゴリーへの区分付の背景、あるいは特記す
ることがあれば、特記事項欄に記入して下さい。該当しない項目は「該当なし」を選択して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入してA～D欄を選択して下さい。

伝統産業、地場産業の育成

技術指導・普及 【記入例】
①地域間競争に打ち勝つために、新品
種の開発に力を入れている
②感染症、食中毒など健康危機発生時
の検査・調査の迅速な対応と、感染防
止のための協力体制を確立する
③特徴のある技術を保有する中小企業
が、技術を活かしてグローバル市場へ
の参画を果たすための経営支援を行う
④県の予算が減少する中で、基礎研究
の比重を縮小せざるを得ない

その他

住民の安全・安心、健康および福祉向上等への
支援

品質保証・検査

実用化研究、地域課題対応型研究の推進

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究

危機管理事象への対応に処するための調査研究

技術の高度化・高付加価値化への支援

地域資源の利活用促進の支援

知的財産権の取得・活用の支援

新産業の創出、新分野進出の支援

経営支援、海外展開等への支援

役　割
現状および今後の方向づけ

新商品・地域特産品開発の支援
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該当

1

2

注）文字数が255文字を超える場合は下の枠（2のセル）に記入して下さい。

考えられる問題点

【記入例】
地元の大学等を卒業しても、都会に就職口を
求める者が多く新規卒業者あるいは公設試の
希望する人材が採用できない

業務の増加・多様化により職員の負荷が増加している

成果の対外的な発信が少ない

人事異動が多く中小企業との関係性を維持できない

研究成果を活用する戦略・ノウハウが十分でない政策・戦略
関連

公設試のあり方についての明確かつ具体的な方向性
が示されていない

４．考えられる問題点

特記事項

公設試の活動が過小評価されている

その他

貴自治体の公設試で現在あるいは今後、問題と考えられる項目に✔を付けて下さい。また、問題点の対応策等特
記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

その他

予算運用が硬直化している

新規卒業者あるいは公設試の希望する人材が採用で
きない

研究開発関
連

５．１　課題
貴部署が所管する公設試が上記で選択された問題がある中で期待される役割を果たすには、どのような課題があ
りますか。課題とその背景等を、記入例を参考に記入して下さい。

【課題と背景】

企業支援業務と研究業務との両立が困難である

研究資金が不足している

研究水準が低下している

５．課題と今後のあり方

【記入例】
①自治体全体としての公設試運営形態の見直し：現在の形態は、最近の社会状況や産業動向に必ずしも合致していない。
　分野別に再編・統合化を図ることによって、現在の状況により適した支援体制を構築すると共に、研究資源の集中的投入
  を図りたい。
②人事制度の見直し：研究職の専門化をさらに徹底すると共に、企画部門の職員には公設試間あるいは本庁との人事交流を
　深めることによって、より幅の広い視点から公設試に求められる利用者の要求の多様化に対応できるようにする。
③利用企業の状況把握：利用者が減少あるいは固定化している中で、公設試に何が求められているかを改めて調査すること
　によって、今後の利用企業拡大を図っていく。

その他

十分な研究能力を有する研究員が不足している

利用者が減少あるいは固定化している

施設・設備が老朽化している

研究員の絶対数が不足している

技術支援・
成果普及関
連

民間技術力の向上および多様化に対応できない

支援ニーズに対して規模が小さすぎる

職員が固定化・高齢化している

技術指導・技術支援効果が十分でない

コーディネート活動が不十分である

技術の継承・人的ネットワークの継承ができない

その他

組織および
組織運営関
連

公設試と自治体行政部門との意思疎通が十分でない
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該当

URL

：
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2005/download/051220kousetushi_senryaku_houkokusho.pdf

※1

※2

※3

該当

1

2

【地方独立行政法人化を考慮するに至る背景または目的】

今後のあり方に対する考え方
【記入例】分野別に再編統合を図ることに
よって、これまで総花的になっていた研究領
域を再編・統合化して、高度化する利用者の
ニーズ領域に対して研究資源を投入できるよ
うな形態とする。

５．３　地方独立行政法人化

設置形態の注：
（参考：経済産業省中小企業庁『公設試経営の基本戦略』（平成17年12月）；ｐ49【図表3-2】）

注）文字数が255文字を超える場合は下の枠（2のセル）に記入して下さい。

（２）地方独立行政法人化の背景・目的

ほとんど検討はしていない

地方独立行政法人化した

地方独立行政法人化を検討している段階

地方独立行政法人化をのための情報を収集している段階

地方独立行政法人化した、あるいは検討中または検討したが独立法人化をしなかった自治体にお聞きします。
地方独立行政法人化を考慮するに至る背景または目的について記入して下さい。

検討の結果、当面は地方独立行政法人化はしない

【記入例】当機関の規模では、独立法人化するメリットは期待できない。

（１）地方独立行政法人化に対する取組み状況

地方独立行政法人化への取組み 特記事項

その他

その他

【記入例】平成20年度に改定したばかりなの
で、当面この形態を継続する。

中央センターを地域分割する：地域の中小企業の特殊性、アクセス性を考慮して、県域をブ
ロックに分割し、それぞれに中央センターを設置する

５．２　運営・形態の今後のあり方

分野別に広域再編・連携を図る

中小企業への支援機関との再編・統合化を図る

運営のあり方の選択肢の一つとして、地方独立法人化がありますが、貴部署が所管する公設試の地方独立行政法
人化への取組み状況について該当する項目を選択して下さい。
また、特記する取組みがあれば、特記事項欄に記入して下さい。

運営
現在の公設試の機能に新たな機能を追加する

分野別に再編・統合化を図る

中央センターを設置する：中央にセンターを置き、旧公設試は吸収または支所とする

中央センターの機能を分化する：先端研究など高度な研究を行う機能を中央センターから分離
し、役割分担を明確にする

地方独立行政法人への移行を図る

特記事項

設置形態

公設試を所管部署から企画部署等へ移管する

中央センターの機能を分化する(※2）

中央センターを地域分割する（※3）

中央センターを設置する（※1）

現在の形態を継続する

現在の運営のあり方を継続する

貴部署が所管する公設試が期待される役割を担うために、特に運営のあり方および設置形態に対してどのような
ことが考えられますか。該当する項目に✔を付けて下さい。選択した項目に関する目的あるいは背景等を、特記
事項欄の記入例を参考に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。
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該当

（３）地方独立行政法人化に対するメリット・デメリット

貴自治体の公設試の地方独立行政法人化に関して、該当したあるいは該当するメリット・デメリットに✔を付け
て下さい。選択した項目に関して特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

機関を統合することによりスケールメリットが得ら
れる

企業会計原則の適用により、財務の透明性が向上す
る

地方独立法人化への移行に伴う新たなシステム導
入・改修等のためのコストがかかる可能性がある

本庁からの依頼業務等は、原則契約に基づくため
に、契約以外の突発的な業務の依頼は対応し難くな
る可能性がある

その他

特記事項

年度毎の評価が義務付けられるために、業績評価に
よる管理運営が可能となる

機関の長の判断で、採算性を重視するため業務に偏
りが生じる可能性がある

発生主義に基づく正しいコスト認識が醸成される

メリット

公設試の地方独立行政法人化

複数年契約等多様な契約手法の活用が可能となる

自立的かつ柔軟な組織運営（予算、人事、支援活
動）が可能となる

地方独立法人化への移行のみでは、自治体の財政負
担は急激に軽減されるものではない

法人の長や理事等の役員報酬や顧問弁護士料、監査
報酬、損害保険料等の新たな運営費用が必要となる

その他

組織の活性化が期待できる

デメリット
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Ａ Ｂ Ｃ 該当なし 有 無

※1

※2

貴自治体における産学官連携の取組みについて、

　　Ａ：現在の取組みを継続していきたい
　　Ｂ：今後伸ばしていきたい、又は付与していきたい取組み
　　Ｃ：今後、縮小していきたい取組み

のカテゴリーに区分して、該当するA、Bいずれかを選択して下さい。該当しない項目は「該当なし」を選択し
て下さい。また、それぞれの取組みに関して、その背景等特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さ
い。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。
なお、それぞれの取組みにおける所管公設試の参加の有無を選択して下さい。

現状及び今後

その他

その他

企業からの出向受け入れ

産学官連携への取組み

人材育成・
人的交流の
促進

インキュベーション・システムの構築

その他

地域産業の
振興

企業ニーズの大学等および公設試への橋渡し

産学官の各組織の知財関係者の連絡会等

その他

産学官の各組織の各代表者の連絡会等

自治体職員の大学・ＴＬＯ等への出向

広域的な連携ネットワークの構築

公設試への配置

財団等への配置
コーディ
ネータの配
置 大学等の産学官連携担当組織への配置

シーズに関するデータベースの整備

ニーズに関するデータベースの整備

公設試研究員の兼務

研究者に関するデータベースの整備

地域ＣＯＥ（※2）の構築

データベー
スの整備

その他

その他

「産学官連携を推進するための事業」：産学官連携を促進するために、自治体がコーディネータを
配置することあるいは研究会・連絡会等を開催すること等を支援する事業
「産学官の研究開発を促進するための事業」：自治体が、自治体の費用で研究開発の促進を支援す
るにあたり、産学官の研究機関が連携して研究開発を実施することを条件としているような事業

地域COE（Center Of Excellence）： 優秀な頭脳と最先端の設備環境をもち、世界的に評価される
研究拠点のこと。地域にこのような拠点を形成し、そこから得られる、知や人材によって、地域振
興・活性化を図ろうとするもの。

産学官連携を推進するための事業(※1)の実施

６．産学官の連携

特記事項
所管公設試の

参加

製品化・事業化に向けた産学官の連絡会等

自治体職員の企業への出向

本庁と公設試間の人事異動の促進

ネットワー
クの構築

研究ネットワーク（研究会等）の構築

産学官の各組織のコーディネータの連絡会等

情報共有・交換・発信のためのシステムの構築

産学連携の
促進

製品化・事業化促進組織・機関の整備

（１）産学官連携への取組み

産学官の研究開発を促進するための事業(※1)
の実施

大学等、公設試の研究成果の事業化への橋渡し

シーズ・ニーズのマッチング

コーディネート活動の充実
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注）文字数が255字を超える場合は下の枠（2～3のセル）に記入して下さい。

【ご意見・ご要望】

1

2

3

（１）で選択したネットワークの構築に関し、貴自治体で現在も活動しているネットワークの名称、主催機関お
よび概要を、表3 ネットワークシートに記入して下さい。ネットワークの概要には、その目的、ネットワークの
参加機関およびその中の役割等に関して記入して下さい。

（３）ネットワークの概要

貴自治体が雇用しているコーディネータの配置について、主な配置を表4 コーディネータシートに記入して下さ
い。

産学官連携推進事業または産学官研究開発促進事業に関し、平成17年度以降に実施された主な事業を、表2 事業
概要シートに、事業名、事業主体、事業の概要（事業目的、事業の対象者、事業内容等）、期間および事業の総
予算額を記入して下さい。

（４）コーディネータの配置

（２）産学官連携推進事業または産学官研究開発促進事業の概要

地域の産業振興および科学技術振興に対する国の施策、あるいは事業に対するご意見・ご要望がありましたら記
入して下さい。

７．地域の産業振興および科学技術振興施策に対する国への要望等
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表1　所管公設試
１．所管する公設試

貴部署において所管する公設試験研究機関（公設試）を記入して下さい。

本票シートへ

公設試名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

本票シートへ
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表2 事業概要

事業名 事業主体 事業の概要 期　間
総予算額
（千円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

（２）「産学官連携を推進するための事業」または「産学官の研究開発を促進するための事業」の概要

「産学官連携を推進するための事業」または「産学官の研究開発を促進するための事業」に関し、平
成17年度以降に実施された主な事業について、事業名、事業主体、事業の概要（事業目的、事業の対
象者、事業内容等）、期間および事業の総予算額を記入して下さい。
　これらの事業について特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。

特記事項

本票シートへ

本票シートへ
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表3　ネットワーク

（３）ネットワークの概要

本票シートへ

ネットワークの名称 主催機関 ネットワークの概要 特記事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

本票シートへ

貴自治体において、現在も活動しているネットワークの名称、主催機関および概要を記入して下さ
い。
ネットワークの概要には、その目的、ネットワークの参加機関およびその中の役割等を記入して下さ
い。
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表4 コーディネータ

（４）コーディネータの配置

本票シートへ
コーディネータの

名称
配置を支援している

制度名
人数 特記事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

本票シートへ

貴自治体が雇用しているコーディネータの配置について、主な配置を記入して下さい。
コーディネータの配置について特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。

コーディネータの配置先

財
団
・
三
セ
ク
・
大
学
等

公
設
試
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③ 公設試験研究機関 個別データ調査票 

機関CD

都道府県

市区町村以下

所属部署

ふりがな

氏　名

電　話

（内線）

E-mail

財団法人　全日本地域研究交流協会　　石川、　中﨑、　鈴木　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　


〒110-0008 東京都台東区池之端1-1-15
電　話：03-3831-5911
F A X : 03-3831-7702

E-mail：kousetushi@jarec.or.jp

住　所

◆本調査票ファイルには「本票」、「表1 技術分野」、「表2 利用者の状況」、
　「表3 独自研究」、「表4 産学官連携」の5シートがあります。

公設試名称

-選択して下さい-

≪ご回答期日≫
◆ご回答頂きましたファイルは、各機関の識別を行うため、
　ファイル名「③公設試調査票」の後に「都道府県名」「公設試名称（略称可）」を
　お書き添えいただき、下記のメールアドレスへ１２月１５日（水）までにご送信下さいますよう
　お願い致します。

地域イノベーション創出のための
公設試験研究機関の役割等に関する調査

公設試験研究機関
個別データ調査票

◆記入例はあくまでも例であり、実際の事例ではありません。

記入年月日

≪ご記入にあたって≫

≪お問合せ先≫

記入担当
者

平成22年　月　日

FAX

（姓と名の間に全角スペースを
入れて下さい）
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1

2

該当

1

2

3

明示されている

貴機関の基本方針および/あるいはビジョンが、貴自治体の産業振興大綱・計画等およびあるいは科学技術
振興指針等に関連付けて、貴機関の事業計画書、事業報告書あるいはパンフレット等に明示されています
か。どちらかを選択して下さい。

２．１　技術分野と利用者の状況
（１）業務分野（技術分野）

特記事項

１．基本方針あるいはビジョン

【明示されている内容】

２．２　公設試の組織改編・再編

組織改編・再編

産業所管部署から企画部署等へ移管された

明示されている場合は、その内容を記入して下さい。

注）文字数が255文字を超える場合は下の枠（2のセル）に記入して下さい。

特に組織の改編・再編はなかった

機関内において組織の組み替えがあった

地方独立行政法人化した

【記入例】
所管部署から企画部署へ移管すること
により、県の科学技術研究の方向を一
元化することを図った他機関との統合があった

現在、貴機関の業務対象となる代表的な技術分野を最大１０分野まで、表1 技術分野シートから選択して
下さい。

明示されていない

（２）利用者の状況
貴機関が支援・サービスの対象としている利用者（企業あるいは農林水産業者等）の状況、およびそれに
対する貴機関の支援の概要を、表2 利用者の状況シートに記入して下さい。

（１）組織改編・再編の有無

２．現状

貴機関の平成12年度以降の組織の改編・再編について、該当する項目に✔を付けて下さい。
「その他」を選択した場合は、特記事項欄にその内容を記入して下さい。
また、その狙い等、特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。

（２）組織改編・再編の状況

機関内の組織の一部を分離独立または他機関に移管した

他機関の組織の一部を分吸収した

その他

平成12年度以降、貴機関に組織改編・再編があった場合は、具体的な改編・再編および経緯の概要を記入
して下さい。

注）文字数が255文字を超える場合は下の枠（2～3のセル）に記入して下さい。

【組織改編・再編および経緯】
【記入例】
①平成１4年５月：材料研究所、化学研究所、機械研究所、電子研究所４試験場を統合し、
　４研究所体制の○○県工業技術センターを設立
②平成１５年９月：作物部と環境部を分離し、農業技術研究部に移管
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 該当なし

有 無

業務の内容

【記入例】
①地域間競争に打ち勝つため
に、新品種の開発に力を入れて
いる
②感染症、食中毒など健康危機
発生時の検査・調査の迅速な対
応と、感染防止のための協力体
制の確立する
③特徴のある技術を保有する中
小企業が、技術を活かしてグ
ローバル市場への参画を果たす
ための経営支援を行う
④県の予算が減少する中で、基
礎研究の比重を下げざるを得な
い

自然環境の保護、環境適合への支援

その他

目標設定
特記事項

その他

住民の安全・安心、健康および福祉向上等へ
の支援

（１）役割および今後の方向づけ
貴機関が担うべき役割および今後の方向づけについて、

　　Ａ：　現在実施しており、今後拡充したい
　  Ｂ：　現在実施しており、引き続き維持したい
  　Ｃ：　現在実施していないが、今後拡充したい
    Ｄ：　現在実施しているが、今後整理・縮小したい

のカテゴリーに区分して、該当するA～D欄を選択して下さい。
該当しない項目は「該当なし」を選択して下さい。
カテゴリーへの区分付の背景、あるいは特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

役　割
現状および今後の方向

特記事項

３．役割および今後の方向づけ

市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援

業務

技術指導・普及

品質保証・検査

関連分野（技術、環境、保健等）の情報収
集・分析・発信

機器・設備等の開放、レンタルラボ

伝統産業、地場産業の育成

地域資源の利活用促進の支援

技術の高度化・高付加価値化への支援

新商品・地域特産品開発の支援

件数

新産業の創出、新分野進出の支援

経営支援、海外展開等への支援

知的財産権の取得・活用の支援

人材育成、後継者育成

技術移転・コーディネート活動（産学官・産
産連携等の連携）

基礎研究の推進

貴機関では、職員の利用者・企業への訪問あるいは普及・技術指導・相談の目標（ノルマ）を設定してい
ますか。設定の有無を選択して下さい。
設定している場合は、平成22年度における目標を差し支えない範囲で件数および特記事項欄に記入して下
さい。
例：年間５０企業訪問；３年間で１００件の技術指導等。

利用者・企業への訪問

普及・技術指導・相談

利用者のニーズや要望などの把握、あるいは公設試の成果・活
動のアッピール等を目的として利用者を訪問すること。

特定技術の普及あるいは企業の技術課題解決のための技術指導
等。

利用者・企業への訪問

普及・技術指導・相談

実用化研究、地域課題対応型研究の推進

行政施策の立案・遂行・評価のための調査研究

危機管理事象への対応に処するための調査研究

（２）企業訪問・相談件数等の目標（ノルマ）設定
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該当

（１）実施状況

該当

（２）調査対象者

該当

満足度調査対象者の内容

他の機関の研究者
委託研究、受託研究等で、公設試を利用した大学等および他の公設試の研
究者等

満足度調査について、該当する項目を選択して下さい。
特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。

その他の地域住民

平成17年度以降に実施された独自研究のうち、特徴的なものを表3 独自研究シートに記入して下さい。

貴機関において独自研究を行う目的および研究テーマの設定方法について、該当する項目に✔を付けて下
さい。選択した目的およびテーマの設定方法について特記することがあれば特記事項欄に記入して下さ
い。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

なお、本調査における「独自研究」とは、自治体独自の予算で行われる研究を指すものとし、自治体に
よっては、「経常研究」、「特別研究」等とその重要度に応じて位置づけが異なっていますが、これらす
べてを含むものとします。

５．利用者の満足度調査

技術相談、依頼試験、設備貸与等で公設試を利用した企業関係者、農林水
産業等の生産者等

特記事項

特記事項

他の機関の研究者

その他の地域住民（無差別抽出した一定数）

その他

地域産業の利用者

４．独自研究

テーマの
設定方法

地元自治体からの要請による

当該機関の企画部門からの要請による

その他

【記入例】
企業からの依頼試験が近年ますます高
度化しており、これまでの保有技術だ
けでは、対応することが困難である

競争的資金獲得のための実績を蓄積するため

その他

独自研究

実施する予定がある

満足度調査対象者

現場からのニーズに基づいてテーマを構築する

研究部門において蓄積された活動成果から派生する

研究職員の発案、セレンディピティーによる

満足度調査の対象者について、該当する項目に✔を付けて下さい。
特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

地域産業の利用者

実施していない

上記以外の地域の住民、公設試を利用したことのない企業などを含む

満足度調査実施状況

実施している

特記事項

高度化した受託加工等、受託研究、共同研究等を補
完するため

目的

地域における新産業を創出するためのシーズを生み
出すため

高度化した技術指導、依頼試験・検査等への対応レ
ベルを向上するため
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該当

該当 満足度

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

-選択-

６．産学官連携

該当

公設試の諸活動を大学等および地域産業の関係者に知ってもら
うこと

大学の知を地域産業に移転するための仲介役となる

地域産業に貢献するための研究開発の拠点となる

連携により地域における人材、情報の流動化を促進する

その他

大学等および地域産業との差異を認識することにより、産学官
それぞれの役割を明らかにする

公設試のコーディネート能力を向上させる

技術相談、技術指導、試験の迅速性

技術支援
業務に対
する満足
度

利用時の指導の充実

満足度調査項目

その他

産学官連携の目的

研究員の現場状況・ニーズ把握の的確さおよ
び充実

（３）調査範囲と方法

窓口の対応の良否

メールによる調査

調査方法

特記事項

訪問調査

料金支払い手続きの簡便性

（４）調査項目および満足度

調査範囲

その他

 満足度調査を実施した場合（予定している場合を含む）、その方法の該当する項目に✔を付けて下さい。
 特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

アンケート調査

公設試の
利用に関
する満足
度

６．１　産学官連携

満足度調査

対象者から抽出

（1）産学官連携の目的

アフターフォローの充実

満足度調査を実施した場合（予定している場合を含む）、その調査項目の該当する欄に✔を付けて下さ
い。
さらに、実施した項目に対する利用者の反応（満足度）について、

　　◎：満足　○：まあ満足　△：問題あり
を選択して下さい。満足度調査の結果、出された意見・要望等に関してどのような対応を講じてきたか
等、特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

研究員の専門知識の充実

公設試の業務内容等に対する説明の明確さ・良否

貴機関における産学官連携の目的について、該当する項目に✔を付けて下さい。特記することがあれば、
特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

機器・設備の充実度

特記事項

電話による聞き取り調査

その他

機器のマニュアル類の整備状況

試験結果の説明等への対応の良否

技術相談、技術指導、試験の的確性

対象者全員

特記事項

【記入例】
産学官の各機関の役割を明らかにする
ことによって、各機関がその特徴を発
揮して地域の活性化に貢献することを
めざす
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該当

該当

（２）産学官の具体的な連携状況

貴機関と大学等との連携の目的について、該当する項目に✔を付けて下さい。特記することがあれば、特
記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

特記事項

（１）大学等との連携の目的

貴機関が中心になって現在進めている産学官連携の具体的な内容について、該当する項目に✔を付けて下
さい。特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

産学官連携の拠点の形成

コーディネート能力の向上

その他

公設試の諸活動を大学等の研究者に知ってもらうこと

大学等と協力して、地元産業・中小企業等のイノベーションを
支援する

大学等との差異を認識することにより、大学等にない機能を受
け持つ（公設試の役割分担を明らかにすること）

大学等との共同研究の促進

大学等との連携の目的

職員の研究能力を向上させる

６．２　大学等との連携

貴機関の仲介による大学等と地域の企業とのマッチング（件数）

その他

特記事項

【記入例】
地域の重要な○○産業における中小企
業技術者の研究会を、当機関が主催し
ている。この研究会における議論から
新たな商品開発の道が開きかけている

他の地域の公設試とのネットワークの形成

連携状況

大学等の研究内容に直接触れること

大学等の研究者との顔の見えるネットワークの構築

特定技術分野の研究会を産学官の中核となって開催

公設試から大学等への人材派遣（出向）

地域企業からの研修生の受け入れ

地域内公設試との連絡会の開催

国プロ等の推進に関する他の公設試および大学等との協力

【記入例】
A大学との連携によって、現在の○○テ
クノロジーの第一線の研究レベルに触
れることができ、企業の技術開発の支
援に直接的・間接的な効果を期待して
いる

大学等と地域企業・事業者等とのマッチングの仲立ち

研究成果の報告会の開催による成果の普及（技術移転）

貴機関が中心になって現在進めている産学官連携について、その主な事例を、表4 産学官連携シートの
（１）に記入して下さい。

平成17年度以降に、貴機関が仲介して大学等と地域の企業とのマッチング（共同研究、技術移転等）が成
立した例があれば、その件数を記入して下さい。
また、差し支えない範囲で概要を、表4 産学官連携シートの（２）に記入して下さい。

地域技術者向けの技術研修会の開催
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該当

該当考えられる問題点 特記事項

特記事項

地域産業振興に関する人材の共同育成

講習会・セミナ等の共同開催

講習会・セミナに関するカリキュラムの相互策定および講師の
相互派遣

【記入例】
①□□技術に関して、A大学の○○研究
室と共同研究を行っている
②◇◇技術に対する研究員の能力を向
上するために、B大学の△△教授を招い
てこの技術に関係する研究員が月に一
回講義を受けている

大学等から公設試への人材派遣（出向）

７．１　考えられる問題点

７．考えられる問題点と課題

試験設備・装置の相互利用

貴機関にとって、現在あるいは今後、問題と考えられる項目に✔を付けて下さい。また、考えられる問題
点に対する対応策等特記することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

その他

研究発表・成果普及等の広報への相互協力

共同研究の実施

国プロ等の推進に関する協力

公設試から大学等への人材派遣（出向）

地域企業からの技術相談・技術指導への大学等の協力

具体的な連携状況

大学等との連携に関し、現在進めている具体的な内容について、該当する項目に✔を付けて下さい。特記
することがあれば、特記事項欄に記入して下さい。
「その他」を選択した場合は、その内容を特記事項欄に記入して下さい。

技術指導・技術支援効果が十分でない

コーディネート活動が不十分である

技術の継承・人的ネットワークの継承ができない

その他

支援ニーズに対して規模が小さすぎる

政策・戦
略関連 成果の対外的な発信が少ない

公設試の活動が過小評価されている

その他

研究成果を活用する戦略・ノウハウが十分でない

予算運用が硬直化している

新規卒業者あるいは公設試の希望する人材が採用で
きない

職員が固定化・高齢化している

業務の増加・多様化により職員の負荷が増加している

技術指
導・普及
関連

民間技術力の向上および多様化に対応できない

十分な研究能力を有する研究員が不足している

研究員の絶対数が不足している

研究資金が不足している

研究水準が低下している

企業支援業務と研究業務との両立が困難である

その他

組織およ
び組織運
営関連

公設試と自治体行政部門との意思疎通が十分でない

人事異動が多く中小企業との関係性を維持できない

利用者が減少あるいは固定化している

施設・設備が老朽化している

研究開発
関連

【記入例】
地元の大学等を卒業しても、都会に就
職口を求める者が多く新規卒業者ある
いは公設試の希望する人材が採用でき
ない

その他

公設試のあり方についての明確かつ具体的な方向性
が示されていない

大学等との連携における具体的な事例があれば、表4 産学官連携シートの（３）に記入して下さい。

（２）大学等との連携の具体的な状況
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1

2

【ご意見・ご要望】

1

2

3

【課題】
【記入例】
①研究体制の整備：研究員の絶対数が不足する中で、研究領域を絞り、より効率的な研究を推進するための体制を整
備し、特定分野における利用者の要求の高度化・多様化への対応を図る。
②公設試研究員の保有する技術の継承：新規卒業者が採用しにくく、研究員が高齢化する中で、公設試が保有する技
術を継承する仕組みを構築することにより、伝統産業への支援を継続できるようにする。
③競争的資金への応募の強化：研究資金の不足を補うために、競争的資金の獲得に向けての努力を強化するととも
に、これによって、研究能力の向上を図っていく。

７．２　課題

上記で選択された問題点を踏まえ、貴機関が担うべき役割を果たすためには、どのような課題があるで
しょうか。課題とその背景等を、記入例を参考に記入して下さい。

地域の産業振興および科学技術振興に対する国の施策、あるいは事業に対するご意見・ご要望がありまし
たら記入して下さい。

８．国の産業振興および科学振興施策に対する要望等

注）文字数が255文字を超える場合は下の枠（2～3のセル）に記入して下さい。

注）文字数が255文字を超える場合は下の枠（2のセル）に記入して下さい。
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表1　技術分野
（１）業務分野（技術分野）

該当 該当

育種 包装
繁殖 織物
栽培生理 皮革
土壌肥料 陶磁器
病害虫 木工、漆工
飼養管理 デザイン
家畜衛生 測定・解析
生命科学 製品適合性評価
農業環境 生活機能支援テクノロジー
農業気象 その他
農業土木 光学関連技術
農業機械 化学反応、化学プロセス
食品加工・流通 触媒
経営・経済 造粒
その他 電気化学
樹木育種 糖質、糖鎖
資源管理 生化学
造林技術・緑化・環境林 バイオテクノロジー
木材化学 化学工学
森林生態・保護・保全 その他
林業土木・機械 微生物利用食品
木材加工・流通 発酵食品
経営・経済 機能性食品
その他 加工処理
水産資源管理 食品栄養化学
水産増養殖 食品安全管理
水産工学 食品評価
水産環境 その他
水産気象 健康増進
水産利用加工・流通 地域保健・支援
経営・経済 生活環境、産業保健
その他 微生物検査・病原体の検査
金属材料 感染制御
高分子材料 医薬品等の試験検査
無機材料 感染症・疫学情報収集
電磁気・電子材料・情報材料 精神障害等の基礎医学的、臨床医学的

研究複合材料 疾病予防・介護予防
表面処理・薄膜 分子医療
材料物性評価 幹細胞、再生医療
その他 高次脳機能・神経細胞機能
鋳造 運動・感覚システム
溶接・接合および切断 神経発達・再生
塑性加工・切削加工・砥粒加工 薬剤薬理
加工機械・加工制御、加工測定 遺伝子工学、ゲノム動態
精密・微細加工、MEMS、三次元造形技術 がん臨床研究
機械要素、トライボロジー その他
粉末冶金 環境中の化学物質の総合的評価
計測・測定、分析、制御 快適環境の形成
設計技術、シミュレーション 大気環境保全
生体工学 水環境の保全、水処理技術
機械装置 廃棄物処理・再資源化技術
生産システム 環境化学
その他 リモートセンシング、地理情報
電子技術 環境情報の解析・提供
半導体、デバイス（IC/LSI） 生態系の保全と管理
バイオチップ ライフサイクルアセスメント
磁気工学、スピントロニクス 継続・循環型社会の構築
液晶デバイス その他
量子工学、量子構造 建築材料
情報処理 建築工法
信号処理 建築構造、構造解析
画像処理、音響処理 都市環境、住環境、ヒートアイランド
その他 火災工学、地震防災
再生可能エネルギー・未利用エネルギー 都市・地域計画
水素エネルギー その他
電池・燃料電池・リチウムイオン二次電
池エネルギー輸送・貯蔵
その他

特記事項

1

2

本票シートへ

医
療
・
保
健

機
械
加
工
・
機
械

建
築

環
境

現在、貴機関の業務対象となる代表的な技術分野を最大１０分野まで選択して下さい。
「その他」を選択した場合は、特記事項欄にその内容を記入して下さい。

【参考】本技術分野は、農林水産省「農林水産関係試験研究機関基礎調査」の専門区分、（独）中小企業基盤
整備機構「公設試験研究機関現況」の関連研究技術分野および代表的な公設試験研究機関の業務内容を参照し
て、（財）全日本地域研究交流協会（JAREC）でとりまとめたものである。

電
子
・
情
報

本票シートへ

化
　
学

食
品
お
よ
び

　
そ
の
加
工

水
産
業

技術分野

農
業
（

畜
産
を
含
む
）

工
芸
・
製
品
科
学

技術分野

エ
ネ
ル
ギ
ー

林
　
業

材
料
お
よ
び

　
そ
の
加
工
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表2　利用者の状況

本票シートへ

対象とする利用者 利用者の状況 支援の概要

【記入例】

米作農家 米作農家を対象としており、現在これら
の農家では産地間の競争に打ち勝って、
儲かる米作りを目指している。

農業団体や地域の多くの農家とともに新たな品種の開
発を進めている。

競争力のある独自技
術を保有している中
小企業

これらの中小企業は、その技術を生かし
て、グローバルな市場に素材を提供しよ
うとしている。

限られた資源（人員と予算）の中で、機関としては、
競争力のある独自技術を保有している中小企業の研究
開発の支援に資源を注力しており、大学等のシーズも
加味した共同開発プロジェクトを進めている。

1

2

3

4

5

6

7

本票シートへ

貴機関が支援・サービスの対象としている利用者（企業あるいは農林水産業者等）の状況、および貴機関
の支援の概要を記入例を参考に記入して下さい。
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表3　独自研究

本票シートへ

研究テーマ 期間 技術分野 特記事項

1 平成　年　月～平成　年　月

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

本票シートへ

平成17年度以降に実施された独自研究のうち、主なものについて研究テーマ、期間、技術分野等を記入
して下さい。
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表4 産学官連携

連携先 特記事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本票シートへ

大学等の名称 企業名（匿名も可） 特記事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本票シートへ

連携先 連携先 特記事項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

本票シートへ

（1）産学官連携具体例

（２）貴機関が仲介した大学等と地域の企業とのマッチング

（３）大学等との連携における具体的な事例

貴機関が中心になって現在進めている産学官連携の主な事例を記入して下さい。

連携内容

平成17年度以降に、貴機関が仲介して大学等と地域の企業とのマッチングが成立した例があれば、差し支
えない範囲でその概要を記入して下さい。

概　要

大学等との連携における具体的な事例があれば記入して下さい。

主な連携内容
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④ 利用者満足度調査 調査票 

技術支援相手先　第１位

技術支援相手先　第２位

技術支援相手先　第３位

補　足

□　公設試に必要とする分野の専門家がいた

□　公設試に使いたい設備・装置があった

□　公設試の技術情報が充実していた

□　公設試が近くにあった

□　公設試が公的機関という安心感があった

□　公設試に相談・依頼しやすかった

□　その他（公設試）

補　足

□　大学に必要とする分野の専門家がいた

□　大学に使いたい設備・装置があった

□　大学の技術情報が充実していた

□　大学が近くにあった

□　大学という安心感があった

□　大学に相談・依頼しやすかった

□　その他（大学）

補　足

文部科学省委託調査「地域イノベーション創出のための公設試験
研究機関の役割等に関する調査」利用者満足度調査票のお願い

◆設問は33問あります。
◆選択した項目に関し補足する事柄があれば、その内容を【補足】の欄に記入して下さい。
　 また、選択肢のうち「その他」を選択した場合は、具体的な内容を【補足】の欄に記入して下さい。

【設問１】貴社が、製品開発するにあたって、技術支援を得ようとする場合、その相手先として、どの機関を選択しますか。以下
の機関から利用頻度の多い順に選択して下さい（第３位まで）。

【設問２-１】上記、技術支援機関のうち、公設試を利用することとなった理由は何ですか。以下の選択肢から選んで下さい。
（３つ以内）

【設問２-２】上記、技術支援機関のうち、大学を利用することとなった理由は何ですか。以下の選択肢から選んで下さい。
（３つ以内）

（２）公設試／大学を利用した理由

≪ご記入にあたって≫

（１）技術支援相手先

◆以下の設問では公設試験研究機関を公設試と略記します。

１．研究機関の利用状況について
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【設問３】公設試を利用することになったきっかけを以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　他機関からの紹介-大学・高専等

□　他機関からの紹介-国の研究機関

□　他機関からの紹介-地方自治体

□　他機関からの紹介-産業支援機関

□　他機関からの紹介-親会社・関係会社

□　他機関からの紹介-業界団体・同業他社

□　他機関からの紹介-取引先

□　他機関からの紹介-金融機関・コンサルタント

□　学会・研究会等で公設試関係者と知り合った

□　公設試のホームページや情報誌で知った

□　業界新聞・専門誌等で知った

□　その他

補　足

【設問４】公設試を利用する頻度はどの程度ですか。以下の選択肢から１つ選んで下さい。

○　毎週　　　○　月に数回　　　○　年に数回　　　○　最近はほとんど利用していない　　　○　その他

補　足

【設問５】公設試に技術相談をしたり、技術指導を受けたりしたことがありますか。

○　ある　→　【設問６】へ　　　　　○　ない　→　【設問９】へ　（クリックすると飛びます）

【設問６】技術相談・技術指導の対応・内容には満足されましたか。

○　満足　　　○　やや満足　　　○　やや不満　　　○　不満

補　足

【設問７】どのような点に満足されましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　適切な指導が受けられた

□　十分な情報が得られた

□　対応が迅速だった

□　対応が親切であった

□　費用が格安（無料）であった

□　その他

補　足

【設問８】どのような点に不満を感じましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　指導内容が不十分であった

□　十分な情報が得られなかった

□　対応が遅かった

□　対応が不親切であった

□　費用が高額であった

□　その他

補　足

３．公設試が行う技術相談・技術指導について

２．公設試験研究機関利用のきっかけと頻度について

（１）公設試を利用したきっかけ

（２）公設試を利用する頻度
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【設問９】公設試に試験・分析を依頼したことがありますか。

○　ある　→　【設問１０】へ　　　　　○　ない　→　【設問１３】へ　（クリックすると飛びます）

【設問１０】依頼試験・依頼分析の対応・内容には満足されましたか。

○　満足　　　○　やや満足　　　○　やや不満　　　○　不満

補　足

【設問１１】どのような点に満足されましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　適切なデータが得られた

□　結果に対する説明が適切であった

□　対応が迅速だった

□　対応が親切であった

□　費用が格安（無料）であった

□　その他

補　足

【設問１２】どのような点に不満を感じましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　適切なデータが得られなかった

□　結果に対する説明があまりなかった

□　対応が遅かった

□　対応が不親切であった

□　費用が高額であった

□　その他

補　足

【設問１３】公設試の外部に解放している設備（貸研究室を含む）を利用したことがありますか。

○　ある　→　【設問１４】へ　　　　　○　ない　→　【設問１７】へ　（クリックすると飛びます）

【設問１４】設備を利用した結果には満足されましたか。

○　満足　　　○　やや満足　　　○　やや不満　　　○　不満

補　足

【設問１５】どのような点に満足されましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　最新の設備・装置が利用できた

□　性能の良い設備・装置が利用できた

□　十分な情報・データが得られた

□　マニュアル等が整備されており使い勝手が良かった

□　待つことなくすぐに利用することができた

□　対応が親切であった

□　費用が格安であった

□　その他

補　足

５．公設試の保有する設備の解放利用について

４．公設試が行う依頼試験・依頼分析について
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【設問１６】どのような点に不満を感じましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　設備・装置が古かった

□　設備・装置の性能が悪かった

□　十分な情報・データが得られなかった

□　マニュアル等が整備されておらず使い勝手が良くなかった

□　利用するまでの待ち時間が長かった

□　対応が不親切であった

□　費用が高額であった

□　その他

補　足

【設問１７】大学が外部に解放している設備（貸研究室を含む）を利用したことがありますか。

○　ある　→　【設問１８】へ　　　　　○　ない　→　【設問２１】へ　（クリックすると飛びます）

【設問１８】設備を利用した結果には満足されましたか。

○　満足　　　○　やや満足　　　○　やや不満　　　○　不満

補　足

【設問１９】どのような点に満足されましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　最新の設備・装置が利用できた

□　性能の良い設備・装置が利用できた

□　十分な情報・データが得られた

□　マニュアル等が整備されており使い勝手が良かった

□　待つことなくすぐに利用することができた

□　対応が親切であった

□　費用が格安であった

□　その他

補　足

【設問２０】どのような点に不満を感じましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　設備・装置が古かった

□　設備・装置の性能が悪かった

□　十分な情報・データが得られなかった

□　マニュアル等が整備されておらず使い勝手が良くなかった

□　利用するまでの待ち時間が長かった

□　対応が不親切であった

□　費用が高額であった

□　その他

補　足

６．大学が保有する設備の解放利用について
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【設問２１】大学の設備を利用しない理由は何ですか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　近隣に利用できる大学がない

□　利用にかかる費用が高額である

□　大学のオペレーターの企業ニーズに対する理解が不足している

□　分析結果が得られるまで時間がかかる

□　装置・設備の性能が不十分

□　利用できることを知らなかった

□　公設試の方が利用しやすい

□　その他

補　足

【設問２２】公設試に研究を委託したことがありますか。

○　ある　→　【設問２３】へ　　　　　○　ない　→　【設問２６】へ　（クリックすると飛びます）

【設問２３】委託研究の結果には満足されましたか。

○　満足　　　○　やや満足　　　○　やや不満　　　○　不満

補　足

【設問２４】どのような点に満足されましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　十分な研究成果が得られた

□　結果に対する説明が適切であった

□　打ち合わせ等における対応が親切であった

□　納期が守られた

□　予算内で結果が得られた

□　その他

補　足

【設問２５】どのような点に不満を感じましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　十分な研究成果が得られなかった

□　結果に対する説明が不十分であった

□　打ち合わせ等における対応が不親切であった

□　納期が守られなかった

□　予算を超過した

□　その他

補　足

【設問２６】公設試と共同研究を行ったことがありますか。

○　ある　→　【設問２７】へ　　　　　○　ない　→　【設問３０】へ　（クリックすると飛びます）

【設問２７】共同研究の結果には満足されましたか。

○　満足　　　○　やや満足　　　○　やや不満　　　○　不満

補　足

8．公設試との共同研究について

７．公設試への委託研究について
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【設問２８】どのような点に満足されましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　十分な研究成果が得られた

□　自社の研究開発要員の能力が向上した

□　公設試が保有する設備・装置をうまく活用できた

□　打ち合わせ等における対応が親切であった

□　予算内で結果が得られた

□　大学等、他の共同研究機関との調整がスムーズにいった

□　その他

補　足

【設問２９】どのような点に不満を感じましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　十分な研究成果が得られなかった

□　自社の研究開発要員の能力の向上は期待ほどではなかった

□　公設試が保有する設備・装置をうまく活用できなかった

□　打ち合わせ等における対応が不親切であった

□　予算を超過した

□　大学等、他の共同研究機関との調整がスムーズにいかなかった

□　その他

補　足

【設問３０】公設試の利用は、貴社の企業活動にどのような寄与をしましたか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　技術データや技術情報を入手することができた

□　新商品の開発に寄与した

□　新生産方式の開発に寄与した

□　新分野への進出に寄与した

□　販売や利益の拡大に寄与した

□　業務改善に寄与した

□　事業経営の改善に寄与した

□　自社の研究開発要員の能力向上に寄与した

□　研究開発コストの削減に寄与した

□　期待した結果は得られなかった

□　その他

補　足

【設問３１】公設試を利用してみて、どのような点が公設試の弱点と感じますか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　職員の技術レベルが低い

□　対応できる技術領域が狭い

□　職員数が少ない

□　若手職員が少ない

□　設備・装置が少ない

□　設備・装置が古い

□　立地が悪い

□　認知度が低い

□　その他

補　足

１０．公設試への要望

9．公設試の利用による貢献
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【設問３２】今後、公設試で強化して欲しい機能はどのようなものですか。以下の選択肢から選んで下さい（複数回答可）。

□　技術相談・技術指導

□　技術情報の収集・分析・発信

□　依頼試験・依頼分析

□　設備・装置の開放、レンタルラボ

□　実用化研究、地域ニーズ対応型研究の推進

□　伝統産業、地場産業の育成の支援

□　地域資源の利活用促進の支援

□　新商品・新品種・地域特産品開発の支援

□　市場化・事業化、販路・顧客開拓等の支援

□　新産業の創出、新分野進出への支援

□　経営支援、海外展開等への支援

□　知的財産権の取得・活用に対する支援

□　人材育成、後継者育成の支援

□　基礎研究の推進

□　技術の高度化・高付加価値化の支援

□　技術移転・コーディネート活動（産学官連携・産産連携等）

□　その他

補　足

【設問３３】以下、公設試に対するご意見・ご要望がありましたら、お書き下さい。

ここまでご回答いただきまことにありがとうございます。下記にご担当者様の情報をご記入下さい。

会社名　*

郵便番号

住所

所属部署

氏名

ふりがな

電話

（内線）

ＦＡＸ

メールアドレス

資本金　*

従業員数　*

業種　*

記入年月日

* は必須項目です。

※恐れ入りますが、送信ボタンを押す前に、もう一度ご記入内容に間違いがないかご確認下さい。
　 ご確認が完了しましたらこちらの送信確認 □ にチェックを入れて送信ボタンを押してください。

〒から住所を自動入力

　平成２３年　　　月　　　日

送　信 リセット
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○　選択肢リスト

【設問１】　技術支援相手先

大学（高専含む）

国の研究機関

地域の産業支援機関

地域の公設試験研究機関（公設試）

親会社・関係会社

取引先

業界団体・同業他社

金融機関

コンサルタント

その他

【資本金】 【従業員数】

1000万円未満 10人未満

1000万円以上3000万円未満 10人以上50人未満

3000万円以上5000万円未満 50人以上100人未満

5000万円以上１億円未満 100人以上300人未満

1億円以上3億円未満 300人以上

3億円以上

【業種】

農林水産業

鉱業・建設業

製造業（食料品、飲料、飼料）

製造業（紙・プラスチック・ゴム・革製品、窯業、木工、衣類）

製造業（繊維、化学製品、石油製品、石炭製品、鉄鋼、非鉄金属）

製造業製造業（金属製品、一般機械・精密機械器具、電気機械器具、電子部品・デバイス、情報通信機械器具、輸送用機械器具）

その他製造業（上記以外）→記入欄

サービス業（情報通信、運輸）

サービス業（卸売、小売、金融、保険、不動産、飲食、宿泊）

サービス業（医療、福祉、教育、学習支援）

その他サービス業（上記以外）→記入欄

その他（上記以外）→記入欄
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7.3. インタビュー訪問先リスト 

山形県

■　2/3（木）　山形県庁舎　会議室

　《山形県工業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

13:30-14:30 中野　正博 山形県工業技術センター　企画調整室 主任専門研究員

秋場　淳一郎 山形県商工観光部　工業振興課 科学技術政策主幹

古川　清彦 山形県商工観光部　工業振興課 主査

三井　俊明 山形県商工観光部　工業振興課 戦略プロジェクト推進主査

長岡　立行 山形県商工観光部　工業振興課 科学技術振興専門員

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

　《山形県農業総合研究センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

14:30-15:30 水戸部　昌樹 山形県農業総合研究センター 主査

佐藤　光明 山形県農林水産部　生産技術課 温暖化技術主査

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

茨城県

■　3/11（金）　茨城県庁舎　会議室

　《茨城県霞ヶ浦環境科学センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

13:30 - 15:00 井上　三喜夫 茨城県生活環境部環境対策課水環境室 室長

平柳　典亮 茨城県生活環境部環境対策課水環境室

松本　周一 茨城県霞ヶ浦環境化学センター 研究調査監

中﨑　正好 （財）全日本地域研究交流協会 総括主任研究員

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

群馬県

■　3/1（火）　群馬産業技術センター　会議室

　《群馬県産業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

13:30-14:30 中村　敬 群馬県立群馬産業技術センター企画管理 研究調査官・企画管理係長

田邊　祐介 群馬県立群馬産業技術センター総務係 主幹

角田　三喜男 群馬県立群馬産業技術センター総務係 補佐（総括）・総務係長

関川　千恵美 群馬県企画部企画課　科学技術振興室 副主幹・科学技術振興係

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

■　3/1（火）　群馬県庁舎　会議室

　《群馬県農業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

15:00-16:00 下山　淳 群馬県農業技術センター企画管理部 研究調整官

青木　圭 群馬県農政部農政課　技術調整室 主幹・技術調整係

上石　洋一 群馬県企画部企画課　科学技術振興室 室長

関川　千恵美 群馬県企画部企画課　科学技術振興室 副主幹・科学技術振興係

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員  
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東京都

■　2/23（水）　東京都庁　本庁17階南館

　《東京都産業技術研究センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

13:00-13:30 伊藤　明 東京都産業労働局商工部創業支援課法人調整係 係長

石井 睦尉 東京都産業労働局商工部創業支援課法人調整係

伊藤　悟 東京都総務局首都大学支援部大学調整課業務評価係

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

　《東京都農林総合研究センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

13:30-14:00 会田　秀樹 東京都産業労働局農林水産部調整課計画調整担当係長

田中　正 東京都産業労働局農林水産部調整課計画調整担当係

伊藤　悟 東京都総務局首都大学支援部大学調整課業務評価係

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

富山県

■　2/7（月）　富山県民会館　会議室

　《富山県工業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

9：30-10:30 中川　秀樹 富山県商工労働部商工企画課　新産業科学技術班 班長

高林　外広 富山県商工労働部商工企画課 主幹・新産業科学技術担当

安田　慎一 富山県商工労働部商工企画課 主査・新産業科学技術班

石黒　智明 富山県工業技術センター企画部企画情報課 主任研究員

中﨑　正好 （財）全日本地域研究交流協会 総括主任研究員

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

　《富山県農林水産総合技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

10:30-11：30 新田　朗 富山県農林水産総合技術センター農業研究所 副所長

吉田　均 富山県農林水産総合技術センター企画管理部企画情報課 課長

中﨑　正好 （財）全日本地域研究交流協会 総括主任研究員

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

愛知県

■　2/4（金）　愛知県庁西庁舎　会議室

　《愛知県産業技術研究所》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

10：00-11：00 都筑　秀典 愛知県産業労働部新事業課科学技術推進室 主査

津本　宏樹 愛知県産業労働部地域産業課 技師

児島　雅博 愛知県産業技術研究所企画連携部 主任研究員

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

長嶋　佐央里 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

　《愛知県農業総合試験場》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

11:00-12：00 山田　利幸 愛知県農林水産部農業経営課技術・営農グループ 主査

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

長嶋　佐央里 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員  
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京都府

■　2/14（月）　京都府中小企業技術センター　会議室

　《京都府中小企業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

11:00-12:00 岩本　利広 京都府中小企業技術センター企画連携課 主幹

谷川　晃史 京都府商工労働観光部ものづくり課 地域産業戦略担当

中﨑　正好 （財）全日本地域研究交流協会 総括主任研究員

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

■　2/14（月）　京都府庁　会議室

　《京都府農林水産技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

13:40－14:40 今井　英行 京都府農林水産技術センター企画室 主任研究員（総括）

徳丸　晋 京都府農林水産部研究普及ブランド課 研究普及担当　副主査

中﨑　正好 （財）全日本地域研究交流協会 総括主任研究員

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

大阪府

■　2/15（火）　大阪府庁　谷町ビル 会議室

　《大阪府産業技術総合研究所》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

10:00－11:00 松本　崇洋 大阪府立産業技術総合研究所企画総務部企画調整課 主査

金谷　匠泰
大阪府商工労働部商工振興室ものづくり支援課産学官連
携推進グループ

課長補佐

越村　惣次郎
大阪府商工労働部総務課企画グループ
大阪産業経済リサーチセンター

主任研究員

中﨑　正好 （財）全日本地域研究交流協会 総括主任研究員

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

　《大阪府環境農林水産総合研究所》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

11:00－12:00 古川　真 大阪府環境農林水産総合研究所企画長西部企画課 主任研究員

中﨑　正好 （財）全日本地域研究交流協会 総括主任研究員

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

兵庫県

■　2/16（水）　兵庫県庁第一号館 会議室

　《兵庫県工業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

9:00－10:00 杉本　太 兵庫県立工業技術センター技術企画部

中﨑　正好 （財）全日本地域研究交流協会 総括主任研究員

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事

　《兵庫県農林水産技術総合センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

10:00-11:00 福井　昌樹 兵庫県農政環境部総合農政課 研究調査係長

湊　政徳 兵庫県農政環境部総合農政課

中﨑　正好 （財）全日本地域研究交流協会 総括主任研究員

桐原　庄市 （財）全日本地域研究交流協会 参事  
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鳥取県

■　2/7（月）　鳥取県庁舎第２庁舎　会議室

　《鳥取県産業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

13:30－14:30 山田　強 鳥取県産業技術センター企画管理部企画室 室長

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

小林　真由実 （財）全日本地域研究交流協会 課長補佐

　《鳥取県農林総合研究所》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

14:30－15:30 石谷　正大 鳥取県農林総合研究所企画総務部

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

小林　真由実 （財）全日本地域研究交流協会 課長補佐

山口県

■　2/7（月）　山口県産業技術センター　会議室

　《山口県産業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

13:30－14:30 末永　正則 山口県商工労働部新産業振興課次世代産業班 主任

木村　悦博 山口県産業技術センター企業支援部 部長

浅川　正司 山口県産業技術センター経営管理部経営企画グループ 主査

前　英雄 山口県産業技術センター　材料技術グループ

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

長嶋　佐央里 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

高知県

■　2/9（水）　高知県工業技術センター　会議室

　《高知県工業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

13:30－14:30 南　典明 高知県工業技術センター研究企画課長 課長

山﨑　俊也 高知県商工労働部商工政策課 主査

保科　公彦 高知県商工労働部新産業推進課 主幹

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

　《高知県農業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

14:30－15:30 鈴木　芳孝 高知県農業技術センター研究企画課 課長

竹内　繁治 高知県農業振興部環境農業推進課 チーフ

保科　公彦 高知県商工労働部　新産業推進課 主幹

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員  
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熊本県

■　1/27（木）　熊本県庁本館　会議室

　《熊本県産業技術センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

14：00-15：00 奥薗　惣幸 熊本県産業技術センター 次長

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員

　《熊本県農業研究センター》

時間 参加者（敬称略） 所属 役職

15：00-16：00 荒木　亮 熊本県農業研究センター　企画課 課長

奥田　剛士 熊本県農林水産部農林水産政策課 農林水産審議員

鈴木　久美子 （財）全日本地域研究交流協会 主任研究員

石川　悳也 （財）全日本地域研究交流協会 客員研究員  


